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令和３年上富良野町議会予算特別委員会会議録（第１号） 

 

令和３年３月１１日（木曜日） 午前９時００分開会  

─────────────────────────────────────────────── 

○委員会付託案件 

議案第 １号 令和３年度上富良野町一般会計予算 

議案第 ２号 令和３年度上富良野町国民健康保険特別会計予算 

議案第 ３号 令和３年度上富良野町後期高齢者医療特別会計予算 

議案第 ４号 令和３年度上富良野町介護保険特別会計予算 

議案第 ５号 令和３年度上富良野町ラベンダーハイツ事業特別会計予算 

議案第 ６号 令和３年度上富良野町簡易水道事業特別会計予算 

議案第 ７号 令和３年度上富良野町公共下水道事業特別会計予算 

議案第 ８号 令和３年度上富良野町水道事業会計予算 

議案第 ９号 令和３年度上富良野町病院事業会計予算 

議案第３１号 上富良野町財政調整基金の一部支消について 

議案第３２号 上富良野町公共施設整備基金の一部支消について 

議案第３３号 十勝岳と共生するまちづくり応援基金の一部支消について 

─────────────────────────────────────────────── 

○出席委員（１３名） 

   委 員 長  岡 本 康 裕 君   副 委 員 長       中 瀬   実 君 

   委   員  元 井 晴 奈 君   委   員  北 條 隆 男 君 

   委   員  髙 松 克 年 君   委   員  金 子 益 三 君 

   委   員  中 澤 良 隆 君   委   員  米 沢 義 英 君 

   委   員  荒 生 博 一 君   委   員  佐 藤 大 輔 君 

   委   員  今 村 辰 義 君   委   員  小 林 啓 太 君 

   委   員  小田島 久 尚 君 

   （議長 村上和子君 （オブザーバー）     ） 

─────────────────────────────────────────────── 

○欠席委員（０名） 

─────────────────────────────────────────────── 

○地方自治法第１２１条による説明員の職氏名 

 町 長  斉 藤   繁 君     副 町 長         石 田 昭 彦 君 

 教 育 長         服 部 久 和 君     会 計 管 理 者         及 川 光 一 君 

 総 務 課 長         宮 下 正 美 君     企画商工観光課長         佐 藤 雅 喜 君 

 町民生活課長         星 野 耕 司 君     保健福祉課長         鈴 木 真 弓 君 

 農業振興課長         大 谷 隆 樹 君     建設水道課長         狩 野 寿 志 君 

 農業委員会事務局長  大 谷 隆 樹 君     教育振興課長         林   敬 永 君 

 ラベンダーハイツ所長         谷 口 裕 二 君     町立病院事務長  北 川 徳 幸 君 

 関係する主幹・担当職員 

─────────────────────────────────────────────── 

○議会事務局出席職員 

 局 長         深 山   悟 君     次 長         飯 村 明 史 君 

 主 事         真 鍋 莉 奈 君 
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午前 ９時００分 開会  

（出席委員 １３名） 

─────────────────── 

◎議 長 ・ 町 長 挨 拶             

○議長（村上和子君） おはようございます。 

 会に先立ち、東日本大震災から、今日、１０年目

がたちました。２万２,０００名の方、職員４３名

の方がお亡くなりになられました。黙祷を捧げたい

と思いますので、御協力のほどよろしくお願い申し

上げます。 

 御起立くださいませ。 

○事務局（深山 悟君） 黙祷。 

（黙 祷） 

○事務局長（深山 悟君） お直りください。 

 令和３年上富良野町議会予算特別委員会に先立

ち、議長並びに町長から御挨拶をいただきます。 

 初めに議長からお願いいたします。 

○議長（村上和子君） 改めまして、皆さん、おは

ようございます。 

 予算特別委員会審査に当たりまして、一言御挨拶

を申し上げます。 

 きょうから４日間にわたり、令和３年度の予算特

別委員会が開会されますが、コロナ禍で経済状況も

冷え込んでおり、町税収が減収が見られる中、一般

会計予算７２億４００万円、前年度５.５％増と、

特別会計、公営企業会計合わせ１２１億８,５７７

万９,０００円、前年対比７％増の予算案が編成さ

れ、昨年末、新しい町長が誕生いたしました。初め

ての予算案が編成され、限られた財源の中、各種政

策が有効なものであるのかどうか、継続事業、新た

な事業、手法はこういった手法でいいのかどうか、

ほかにないのかどうか、予算は妥当であるのかな

ど、しっかり審議をされ、新町長も議会議員も二元

代表制、町民の負託を受けておりますので、しっか

り町民の負託に応えるべく、４日間、真剣に取り組

んでいただきたいことをお願い申し上げまして、挨

拶にかえさせていただきます。どうか４日間、よろ

しくどうぞお願い申し上げます。 

○事務局長（深山 悟君） 次に、町長、御挨拶を

お願いいたします。 

○町長（斉藤 繁君） 皆さん、おはようございま

す。 

 予算特別委員会の開会に当たりまして、一言御挨

拶申し上げたいと思います。 

 先ほど黙祷いたしましたように、きょうは３月１

１日、東日本大震災から１０年目の日でありまし

て、改めて住民の安心、安全、そういうものを痛感

させられております。住民の安全、安心な暮らし、

それはもとより、地方においては非常に厳しい時代

となっております。今、始めなければならないこ

と、そして１０年後、２０年後を見据えて今始めな

ければならないことなど、様々な諸課題を抱えてお

ります。 

 そのような中、限られた財源の中で、最良のも

の、最良の予算ということを念頭に、今回、予算編

成をしたところでございます。 

 本委員会は４日間と、非常に長丁場となりまし

て、皆さんには大変御苦労をおかけすると思いま

す。改めて何とぞ御審議賜り、御議決いただくよう

お願い申し上げるとともに、この審議を通じて、行

政側と議会側が思いを一つにして、まちの両輪とし

て、令和３年度、スタートできるように、切に願っ

ているところでございます。よろしくお願いいたし

ます。 

─────────────────── 

◎正 副 委 員 長 の 選 出             

○事務局長（深山 悟君） 予算特別委員会の正副

委員長の選出でございますが、３月４日の第１回上

富良野町議会定例会第２日目において、議長を除く

１３名の委員をもって予算特別委員会を構成してお

りますので、正副委員長の選出につきましては、議

長からお諮りお願いいたします。 

○議長（村上和子君） 令和３年予算特別委員会の

正副委員長の選出についてお諮りいたします。 

 議会運営に関する先例により、委員長に副議長、

副委員長に総務産建常任委員長を選出することに御

異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） 御異議なしと認めます。 

 よって、令和３年予算特別委員会の委員長には岡

本康裕君、副委員長には中瀬実君と決定いたしまし

た。 

○事務局長（深山 悟君） それでは、岡本委員

長、委員長席へ御移動のほうをお願いいたします。 

(岡本委員長が委員長席に移動) 

 それでは、岡本委員長から御挨拶をいただきま

す。 

○委員長（岡本康裕君） 改めまして、おはようご

ざいます。 

 予算特別委員会開会に当たり、一言御挨拶申し上

げます。 

 令和３年第１回上富良野町議会定例会第２日目に

上程された議案第１号から第９号までの９件の令和

３年度各会計予算案並びに議案第３１号から議案第

３３号までの各基金の支消について、さらなる審議

が必要と予算特別委員会が設置され、先例により委

員長に就任いたしました。 

 本予算案は、町民の協働の視点に立った行政運営
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を推進し、町民生活の実態を把握した上で、第６次

総合計画にのっとった暮らしの向上の実現に向け、

限られた経費で最大の効果をもたらしているか、ま

た、斉藤繁新町長の掲げる活力あるまちづくり、魅

力あるまちづくり、持続可能なまちづくりに沿った

予算になっているか、今年のまちを運営し、町民の

生活に大きな影響を与える重要な予算であります。 

 町民の福祉の増進と我が町の発展に十分寄与でき

るのか、町民約１万人から選ばれたわずか１３人の

委員ですが、町民の負託に応えるよう十分な議論を

望みます。 

 先ほど町長も申されていましたが、４日間にわた

る長い委員会ですが、理事者、説明員、委員各位の

御協力を得まして、円滑な委員会運営に努めてまい

りたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し

上げ、挨拶とかえさせていただきます。よろしくお

願いいたします。 

─────────────────── 

◎開 会 ・ 開 議 宣 告             

○委員長（岡本康裕君） ただいまの出席委員は１

３人であり、定足数に達しております。 

 これより、令和３年上富良野町議会予算特別委員

会を開会いたします。 

 直ちに、本日の会議を開きます。 

 本委員会の審査日程について、事務局長から説明

いたさせます。 

 事務局長。 

○事務局長（深山 悟君） 令和３年第１回上富良

野町議会定例会第２日目において本委員会に付託さ

れた案件は、議案第１号令和３年度上富良野町一般

会計予算、議案第２号令和３年度上富良野町国民健

康保険特別会計予算、議案第３号令和３年度上富良

野町後期高齢者医療特別会計予算、議案第４号令和

３年度上富良野町介護保険特別会計予算、議案第５

号令和３年度上富良野町ラベンダーハイツ事業特別

会計予算、議案第６号令和３年度上富良野町簡易水

道事業特別会計予算、議案第７号令和３年度上富良

野町公共下水道事業特別会計予算、議案第８号令和

３年度上富良野町水道事業会計予算、議案第９号令

和３年度上富良野町病院事業会計予算、議案第３１

号上富良野町財政調整基金の一部支消について、議

案第３２号上富良野町公共施設整備基金の一部支消

について、議案第３３号十勝岳と共生するまちづく

り応援基金の一部支消についての１２件でありま

す。 

 本委員会の審査日程につきましては、お手元に配

付いたしました委員会日程のとおり、本日より３月

１６日までの４日間の審査といたします。 

 なお、事前要求資料及び第６次上富良野町総合計

画実施計画につきましては、３月１０日に配付した

ところであり、予算の審査及び質疑に十分反映され

ますようお願い申し上げます。 

 本委員会の説明員は、町長を初め理事者、関係す

る課長、主幹並びに担当職員となっております。 

 以上であります。 

○委員長（岡本康裕君） お諮りいたします。 

 本委員会の審査日程については、ただいまの説明

のとおりとしたいと思います。これに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本委員会の審査日程は、ただいまの説明

のとおり決定しました。 

 なお、本委員会は公開とし、傍聴人の取り扱いは

委員長の許可といたします。 

 念のため申し上げます。事前要求資料の中には、

秘密に属する事項があるかと思いますが、これにつ

いては、外部に漏らすことのないように十分御注意

願います。 

 分科会の設置及び各分科長の選出についてお諮り

いたします。 

 分科会は、会議規則第７０条の規定により設置

し、その委員構成は、第１分科会が議席番号１番か

ら６番までの委員、第２分科会が議席番号７番から

１２番までの委員、各分科会の６名の委員といたし

たいと思います。これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） 御異議がありませんの

で、各会計予算の審査のため、会議規則第７０条の

規定により分科会を設置いたします。 

 各分科長は、委員長の指名により選出したいと思

いますが、これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） 御異議ありませんので、

委員長において、第１分科会の分科長に北條隆男

君、第２分科会の分科長に佐藤大輔君を指名いたし

ます。 

 お諮りいたします。 

 本委員会の質疑は、一問一答方式としたいと思い

ます。これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本委員会の質疑は、一問一答方式とする

ことに決定しました。 

 委員並びに説明員に、あらかじめお願い申し上げ

ます。 

 質疑、答弁は挙手の上、委員は議席番号を、説明

員は職名を告げて、委員長の許可を得た後で、自席
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で起立して発言なさるようお願いいたします。 

 なお、一問一答方式でありますので、質疑、答

弁、要点を簡潔明瞭にして発言願います。 

 まず初めに、附属資料の第６次上富良野町総合計

画実施計画書について、説明の申し出がありますの

で、これを許可します。 

 総務課長。 

○総務課長（宮下正美君） 予算特別委員会の事前

配付資料につきまして、その概要を御説明申し上げ

ます。 

 まず、第６次総合計画の実施計画でありますが、

第６次上富良野町総合計画「かみふらの未来ビジョ

ン」については、平成３１年度からの１０年間の計

画となっており、本年は、その前期基本計画の３年

度となります。 

 実施計画につきましては、これまで進めてきた各

事業との継続性の視点から、これまでと同様に、毎

年度、ローリング方式により、その内容を見直しな

がら、資金計画を含めて３年間の実施計画としてま

とめたものであります。 

 ２ページから３ページを御覧いただきたいと思い

ます。２ページから３ページにつきましては、実施

計画の総括表で、現時点における前期基本計画のう

ち、令和３年度から令和５年度までの３か年分の事

業別目標予定事業費と、その財源内訳を掲載したも

のでございます。 

 次に、４ページから６ページにつきましては、３

か年の予定事業費を想定した年度別の収支見込みを

資金計画として示したものであります。 

 ７ページを御覧ください。７ページは、本町の代

表的な財政指標について、平成２６年度からの推移

と資金計画に基づき、令和５年度までの将来推計を

示したものであります。 

 公債費に関わる指標については、小中学校や公営

住宅整備に伴う償還から、公債費負担比率について

は上昇傾向にありますが、学校整備事業等における

補正予算債など、有利な地方債の活用ができたこと

などから、実質公債費率については、これまで下降

傾向となっており、今後は一定の水準で推移してい

くものと推計をしております。 

 経常収支比率については、人口減少、少子高齢化

の進展の中で、町税等の大きな伸びが見込めず、他

方、交付税につきましても、個別の財政需要に基づ

く算定分を除くと、全体として縮減で推移していく

ことが予想される中にあって、社会保障関連経費な

どの増嵩が見込まれることから、引き続き財政構造

の硬直化が予想されるところであります。 

 ９ページ以降は、分野別事業計画として、３か年

の主要な予定事業を記載しております。 

 また、予算特別委員会に当たり、要求のありまし

た資料につきましても配付をさせていただきまし

た。委員会における審議の参考としていただきます

ようお願いいたします。 

 以上で、事前配付資料の説明といたします。 

○委員長（岡本康裕君） これより、附属資料の第

６次上富良野町総合計画実施計画書の説明に対する

質疑を行います。ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） なければ、附属資料の質

疑を終了いたします。 

 ここで、説明員が交代しますので、少々お待ちく

ださい。 

（説明員交代） 

 これより、議案第１号令和３年度上富良野町一般

会計予算を議題といたします。 

 提案者より、補足説明があれば発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） なければ、これより一般

会計予算の１ページから６ページまでの質疑を行い

ます。 

 質疑は、ページ数と案件を告げて発言願います。 

 ８番荒生委員。 

○８番（荒生博一君） 予算書２ページ、町税の固

定資産税に関してお伺いさせていただきます。 

 国では、昨年５月１日に中小企業庁及び総務省よ

り、新型コロナウイルス感染症に伴う経済対策とし

て、固定資産税の減免についてを制度化いたしまし

て、対象となる中小企業等に、昨年２月から１０月

までの三月間の中で影響額を算定し、一定程度３

割、そして５割以上ということで、段階的な減免の

措置が講じられるということで、当町におきまして

も、本年、令和３年の２月１日に固定資産税の減免

措置の締めきりを迎えました。この間、町民生活課

長におきましては、対象事業者及び総額というのは

委員会等々で示されておりますけれども、１点、も

う一度、２月１日の締めきりをもちまして、対象事

業者が何件、また、総額が幾らかというのを確認さ

せてください。 

○委員長（岡本康裕君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（星野耕司君） ８番荒生委員の御

質問にお答えいたします。 

 今年の２月１日現在の申請状況につきましては、

全額免除に該当する方が２９件で、約１,９９３万

円、半額免除に該当する件数につきましては８件、

約８８万円、合計３７件、２,０８１万円となって

おります。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ８番荒生委員。 
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○８番（荒生博一君） では、今予算書において、

固定資産税、金額が総額で出ていますけれども、こ

の減免というのは考慮され、除かれたものなのか、

もしくは通常どおり、やはり固定資産税というのは

一旦賦課しなければいけないものなので、通常どお

りの賦課額をこの予算書に計上しているのか、確認

させてください。 

○委員長（岡本康裕君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（星野耕司君） ８番荒生委員の御

質問にお答えします。 

 こちらに計上してある固定資産税につきまして

は、減免前の金額ということで、通常の算定となっ

ております。 

 以上であります。 

○委員長（岡本康裕君） ８番荒生委員。 

○８番（荒生博一君） それでは、今回御説明いた

だきました２,０８１万円という影響額において

は、国から何らかの形で、地方交付税なのかどこな

のかちょっとあれですけれども、戻ってくるという

ことで資料で確認していますけれども、これは令和

３年度中にその影響額という部分は国からの戻りと

いうのが予定されているのか、いつというのと、そ

れから……。 

○委員長（岡本康裕君） 一問一答です。 

○８番（荒生博一君） すみません、いつ戻ってく

るか。 

○委員長（岡本康裕君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（星野耕司君） ８番荒生委員の御

質問にお答えいたします。 

 こちらの減収分につきましては、国のほうで全額

補塡するのですけれども、新型コロナウイルス感染

症対策地方税減収補塡特別交付金というものが創設

されまして、そちらのほうで今年度中に補塡になる

こととなっております。補塡になるのは、２ページ

の１０款の地方特例交付金、こちらのほうに歳入で

受ける形となっております。 

 以上であります。 

○８番（荒生博一君） 今、何ていう項目かと聞こ

うと思ったのですけれども、説明いただいたので結

構です。 

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。 

○８番（荒生博一君） はい。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますでしょ

うか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） なければ、一般会計予算

の１ページから６ページまでの質疑を終了いたしま

す。 

 次に、一般会計予算３２ページから３３ページの

歳入歳出予算事項別明細書、１、総括（歳入）３６

ページの２、歳入、１款町税から６１ページの１２

款交通安全対策特別交付金までの質疑に入ります。

ございませんか。 

 ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） お伺いいたします。 

 今回、３６ページの町民税等の関係でお伺いいた

します。非常に前年度、営業、暮らしが大変になっ

てきているという形になっておりまして、この部分

を見ますと、比較的町民税等は去年から見てそんな

にマイナス要素になっていない状況があるかという

ふうに思います。一方で、法人関係ではマイナスに

なっているという形になっています。 

 それで、近年、この税の収納に当たって、相当支

払いがまた大変になる可能性もあるかというふうに

思います。その上で、収納、あるいは滞納に当たる

に当たって、そういうこともカウントしながら対応

する必要があるかなというふうに思いますが、この

点についてはどのような対処をされるのか、お伺い

いたします。 

○委員長（岡本康裕君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（星野耕司君） 町税の歳入の関係

でございますが、納税の相談につきましては、これ

まで同様、対応させていただきたいと思っておりま

す。また、町民の皆様の生活状況を個別に相談を受

けさせていただきまして、納税をしていただくよう

にお話を進めてまいりたいと思っております。 

 以上であります。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） ぜひ実情を見ながら対応し

ていただきたいというふうに思っております。 

 次に、３６ページの固定資産税のところでお伺い

したいのですが、評価がえという形になって今年か

らいるかというふうに思いますが、ちょっと上富良

野においては、実質、この評価がえによるマイナス

要素、プラス要素があるかというふうに思います

が、どんな状況でこの固定資産税に反映になってい

るのか、この点、確認しておきたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） 税務班主幹、答弁。 

○税務班主幹（高橋慎也君） ７番米沢委員の御質

問にお答えいたします。 

 評価がえの関係ですが、令和３年度は評価がえと

いうことになっておりまして、土地の部分につきま

してはマイナス約４％ぐらいを見込んでおりまし

て、税収で２７０万円のマイナスで、家屋につきま

しては、評価がえの影響もあるのですが……（発言

する者あり）すみません、申しわけございません。

土地につきましては、評価がえの影響で２７０万円

の減額、家屋につきましては７０万円の増額という



― 6 ―

ことで積算させていただいております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。 

○７番（米沢義英君） はい。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますか。 

 ４番中瀬委員。 

○４番（中瀬 実君） ６１ページ、交通安全特別

交付金という項目がありますけれども、こちら、こ

れは見込みでこの金額を予定されているのか、お伺

いします。 

○委員長（岡本康裕君） 財政管理班主幹、答弁。 

○財政管理班主幹（野寺龍二君） ４番中瀬委員の

御質問にお答えします。 

 交通安全特別交付金につきましては、Ｒ２の見込

額も立てまして、あとは地方財政計画のほうの伸び

率を参考にしまして、今回の予算計上としていると

ころでございます。 

○委員長（岡本康裕君） ４番中瀬委員。 

○４番（中瀬 実君） 昨年度が１７０万円という

ことで、今年度が１５０万円、それらのことについ

ては、これは当然、交通安全特別交付金というの

は、違反の金の積み立ての中からの一部が戻ってく

るということだと思いますけれども、そういったこ

とでのこの１５０万円というのは、先ほど説明があ

りましたけれども、そういったことに鑑みて、これ

ぐらいは見込めるだろうということの数字でよろし

いのですね。 

○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（宮下正美君） ４番中瀬委員からあり

ました交通安全特別対策交付金の算出の関係でござ

います。今回出しているのは、先ほど担当主幹が説

明させていただいたように、今、見込みというふう

になってございます。ただ、この制度上は、原資が

いわゆる交通反則金、国のほうで集める反則金を地

方のほうに配分するという形になります。なお、そ

の配分の見込みとしましては、人身件数の割合と人

口の割合という形になりますので、ちょっと制度上

は、いわゆる事故の少ないところのほうがあまりも

らえないと。事故の多いところのほうが少し余計に

いくというような制度になっていますので、こちら

のほうは事故が少ないので、あまり大きな伸びは見

込めないかなというふうに思っております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。 

 ほか、ございますか。 

 ９番佐藤委員。 

○委員長（岡本康裕君） ９番佐藤委員。 

○９番（佐藤大輔君） ５３ページ、参考までにお

伺いします。国有提供施設等所在市町村助成交付金

に関して、この算定に関しては、固定資産の価格で

あったりとかまちの財政事情が関与しているという

ふうにお伺いしておりますけれども、去年が増え

て、今年が減っているということで、増減の要因と

いうのは何なのか、お伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（宮下正美君） ９番佐藤委員からあり

ました、国有提供資産等所在助成交付金の関係でご

ざいます。こちらのほうにつきましては、算定部分

につきましては、今、委員から御発言のとおり、ま

ちにあります自衛隊、あるいは米軍等が使用する固

定資産の評価に応じた分と、まちの財政需要に応じ

た分というところで配分されるところでございます

が、今回のこの予算につきましては、昨年度実績に

基づきまして、同程度の部分を計上しているという

形になってございます。こちらにつきましては、通

知が来ないと実際に上がるのか下がるのかというの

はなかなか私どもでは判断しづらい部分がございま

すので、前年度実績ベースということで計上させて

いただいたところでございます。でございますの

で、減額要素としましては、昨年度の部分と一昨年

度の部分の比較で減少しているということで、減額

予想となっていることで御理解いただきたいと思い

ます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。 

 ほか、ございますか。 

 ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） 近年、３６ページの町税等

に関わって、収納の状況、コンビニ収納等が利用さ

れておりますが、今回のいわゆるコンビニ納付書支

払いという形でいえば、比率、どのぐらい予想され

ているのか、お伺いいたします。分かればお願いい

たします。 

○委員長（岡本康裕君） 税務班主幹、答弁。 

○税務班主幹（高橋慎也君） コンビニ収納です

が、％にしましては、町税全体としましては約３６

％見ております。これにつきましては、点数としま

しては８,４９１件がコンビニ収納であるのです

が、全体としましては２万３,６５７件、３１年度

なのですが、あります。これにつきまして、約３６

％、コンビニ収納として見ております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。 

○７番（米沢義英君） はい。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますでしょ

うか。 

 ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） ３８ページの入湯税に関わ
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るところでちょっとお聞きしたいのですけれども、

今年度も相当コロナ禍の影響でこの辺も落ち込んで

いるのだろうなということを予測されますが、３年

度において積算するに当たって、観光客の中でイン

バウンド等は大分また落ち込むと思うのですけれど

も、それらの要素というのは、これは中に勘案され

ているのか、お伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 税務班主幹、答弁。 

○税務班主幹（高橋慎也君） ５番金子委員の御質

問にお答えいたします。 

 積算に当たりましては、インバウンド等のケース

は加味しておりません。前年の状況を見まして、カ

ミホロ荘の休業の部分を減額した形で予算計上させ

ていただいております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。 

 ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） まだ見えない話ではあるの

ですけれども、３年度においては、コロナの影響と

いうのはこの収入にはあまり勘案しないで積算はさ

れているということですね。 

○委員長（岡本康裕君） 税務班主幹、答弁。 

○税務班主幹（高橋慎也君） ５番金子委員の御質

問にお答えいたします。 

 コロナの影響はあるかとは思うのですが、前年度

の予算からカミホロ荘の休業のみ勘案しておりま

す。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） なければ、収入、１款町

税から１２款交通安全対策特別交付金までの質疑を

終了いたします。 

 次に、６２ページの１３款分担金及び負担金から

６９ページの１４款使用料及び手数料までの質疑に

入ります。ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） なければ、歳入、１３款

分担金及び負担金から１４款使用料及び手数料まで

の質疑を終了いたします。 

 次に、７０ページ、１５款国庫支出金から、７９

ページの１６款道支出金までの質疑に入ります。 

 ４番中瀬委員。 

○４番（中瀬 実君） ７９ページですが、千望峠

駐車場公園施設維持管理、それから道道美沢線駐車

公園施設維持管理、こちらは昨年度の予算で全く同

じ金額を載せられておりますけれども、金額は、千

望峠については３４万円、それから道道美沢線につ

いては１６万１,０００円の減額がされていた現実

がある中で、これらの金額は、昨年度の金額と全く

同じということは、金額が減少したにもかかわらず

こういうふうになっているのはどういった経過なの

か、教えていただきたい。 

○委員長（岡本康裕君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（狩野寿志君） ４番中瀬委員の御

質問にお答えいたします。 

 この積算につきましては、北海道のほうで積算を

いたしまして、当支出金として入ってきたときに、

まちのほうで委託業者の方と見積もり合わせをして

金額を決定しているところでございます。 

 その中で、今年につきましては、見積もりをも

らったところ、減額が生じてしまったということ

で、減額補正をしているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ４番中瀬委員。 

○４番（中瀬 実君） ということは、こういった

ところの施設は委託をされているわけですから、そ

れの管理費がかからなかったということでの減額

だった、昨年度の場合ですね、ということで理解さ

れてよろしいですか。 

○委員長（岡本康裕君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（狩野寿志君） ４番中瀬委員の御

質問にお答えします。 

 業者のほうから見積もり合わせをいたしまして、

それが減額金が下がったということで、今回、減額

補正をさせていただいたところでございます。かか

らなかったといいますか、見積もりですから、業者

のほうでこれぐらいでできますということで見積も

りをいただきまして、その金額で契約をさせていた

だいたところでございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） なければ、歳入、１５款

国庫支出金から１６款道支出金までの質疑を終了い

たします。 

 次に８０ページの１７款財産収入から、９５ペー

ジの２２款町債まで、及び議案第３１号上富良野町

財政調整基金の一部支消について、議案第３２号上

富良野町公共施設整備基金の一部支消について、議

案第３３号十勝岳と共生するまちづくり応援基金の

一部支消についての質疑に入ります。 

 ６番中澤委員。 

○６番（中澤良隆君） ８１ページの関係なのです

が、財産貸付収入があって、そこにその他町有建物

の貸付料が入っています。今年の説明では定住、移

住となっているのですが、昨年は地域コミュニティ

維持住宅というような表現だったのですが、これは
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同じ考えでいいのかどうか、まず確認をさせていた

だきたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） 財政管理班主幹、答弁。 

○財政管理班主幹（野寺龍二君） ６番中澤委員の

御質問にお答えします。 

 ８１ページにありますその他町有建物貸付料の

（定住・移住）という４７万５,０００円の部分に

つきましては、委員がおっしゃられたとおり、地域

コミュニティ維持住宅の使用料になっております。

その下にあります、その他町有建物貸付料につきま

しては、それ以外の江幌小学校の貸付料の計上と

なっております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ６番中澤委員。 

○６番（中澤良隆君） 一問一答だったので、１問

ずつ聞こうと思ったら、下のほうも答えていただい

たので、実は、もう１回私のほうからも聞かせてい

ただきますが、その他町有建物の貸付料、その他と

いうのは、昨年の説明では旧江幌小学校を１０月１

日から９月末までの１年間のということで説明を受

けていたと思っています。それで、今年度は若干金

額もふえていますけれども、この期限や何かが変

わったのでしょうか、どうなのかを御答弁いただき

たいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（宮下正美君） ６番中澤委員からあり

ました、建物貸付、いわゆるその他の江幌小学校の

貸し付けの部分のところでございます。 

 まず、今回のこの予算につきましては、現行、今

のまま１年間貸した場合ということでまず予算計上

させていただいております。歳入のほうというより

は、もし貸すとなりますと、一定程度光熱費等の支

払い等もあるということで、ちょっと歳入側の組み

立てが必要だということで、予算のほうには１年分

の計上としてさせていただいております。ただ、実

際の契約の部分に関しましては、予算とは直接連動

しておりませんで、現行では昨年も前回のときにも

御説明させていただきましたが、今時点では今年の

９月までというお約束で、ただ、途中で何かあれば

途中で契約は切りますよということの契約内容に

なっているということでございます。ただ、予算は

あくまでも貸した場合、貸さなかったらなくなるの

ですけれども、貸した場合を想定して１年間分の費

用として計上させていただいているところでござい

ます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。 

 ６番中澤委員。 

○６番（中澤良隆君） １年間は長期契約になるの

かならぬのかというのはどのような判断をされてい

るのか。 

○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（宮下正美君） ６番中澤委員からあり

ました、契約の部分でございますが、まず、契約に

基づいてこの予算をつくって積算をしているという

予算ではないということで御理解いただきたいと思

います。あくまでもこれは竹本容器さんに実際に貸

しているというのは貸しているということで別契約

がありまして、実際に貸室があれば契約を結んで使

用料をいただく、使っていただくという部分と、こ

ちらはあくまで予算でございますので、予算の歳入

というよりは歳出側で、維持するための費用、電気

代を払います、いろいろなものを払いますというの

は、まちが今所有していますので、それぞれのとこ

ろに歳出予算を組み立てなければならないことか

ら、それの財源充当分として家賃を充てるためにこ

こに費用を載せさせていただいているということで

御理解いただければと思います。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ６番中澤委員。 

○６番（中澤良隆君） まず、１年間にわたるかど

うか分からないような中で、ある程度算定して、予

定して、予算は組み立てているというようなことで

いいのですよね。そういう説明だったと受けとめて

よろしいでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（宮下正美君） ６番中澤委員からあり

ました部分でございます。今、予算に関しまして

は、そのように１年間分の見込みで立てているとい

うところでございます。先ほどちょっと質問の趣旨

と違うことを答えてしまいましたので、答弁、変更

させていただきますが、長期継続ではないのかとい

う部分のお話の部分でした。こちらにつきまして

は、あくまでも財産の貸し付けでございますので、

基本は年度ごとということになります。契約につい

ては、一応前も言いましたが、一定程度、借り主の

ほうも見込みを立てなければならないということ

で、年度を超えた中での契約というのはしておりま

すが、通常でいう長期継続契約に当たらないという

ふうにこちらは認識をしております。また、契約上

も、先ほど言ったように、期間中であっても、事情

によって途中で解約をしますよという条項を盛り込

んでございますので、そちらにつきましては適法な

ものなのかなというふうに認識しているところでご

ざいます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほか。 

 １１番小林委員。 
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○１１番（小林啓太君） ８１ページのその他町有

建物貸付料のコミュニティ住宅に関してですが、現

在、コミュニティ住宅は空き状況などの状況はどう

なっているのか、お伺いします。 

○委員長（岡本康裕君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（佐藤雅喜君） １１番小林委

員の御質問にお答えしたいと思います。 

 ただいま地域コミュニティ住宅につきましては、

清富と東中にございます。その中で、清富に１軒、

それから東中で２軒、入居されている状況でござい

ます。空き住宅の状況といたしましては、大変老朽

化が進んでおりまして、現在、床が抜けているな

ど、使えない住宅がほとんどで、現在の３戸以上に

使える状況にするとなると、かなりの経費がまた多

くかかってしまいます。基本的には、公営住宅など

もあいているような状況の中で、そういったものに

投資をして、コミュニティ住宅、床が抜けたり、水

道周り、水回りなどが大変傷んでおりますので、そ

ういったものに関してはほぼ使えない状況というこ

とで御理解をいただきたいと思います。したがいま

して、今入っている３軒以上に、ちょっとコミュニ

ティで増やすとなると、さらに経費をかけて修繕を

しなければならない状況だということで御理解いた

だきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） １１番小林委員。 

○１１番（小林啓太君） そのような事情、理解し

ました。そうしますと、今後、空室というか空き家

になっているコミュニティ住宅はどのように対応さ

れていく予定なのか、お伺いします。 

○委員長（岡本康裕君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（佐藤雅喜君） １１番小林委

員の御質問にお答えいたします。 

 基本的には、これまで先生方が住んでいらした住

宅、まちの財産としてちょっともったいないなとい

うことで利用してまいりました。それから、やはり

地域に人が住んでいただくというようなことも含め

てやってきた状態でございます。しかしながら、そ

ういったものでも何年も閉校してから年数がたつ

と、人が住んでいない住宅というのはやっぱり傷み

が激しいですね。そういったものに対して、新たに

投資してそこを維持するというよりは、公営住宅等

御活用いただいて、住んでいただくという方向で、

新たにコミュニティ住宅をふやすとか、修繕してと

いうような方針ではないということで御理解いただ

きたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） １１番小林委員。 

○１１番（小林啓太君） つまり投資もしないけど

取り壊しもしないというような理解でよろしいで

しょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（佐藤雅喜君） 取り壊しとい

う点においては、一定程度経費がかかりますので、

例えば清富の住宅であれば、まだ１戸入っています

けれども、その方が諸般の事情によりまして退去さ

れた後、まとめて全部の棟を取り壊すとか、そうい

うような対応をしないと、１戸１戸ばらばらにやる

とちょっと無駄な経費がかかりますので、そういっ

た形で、決して放置してあるわけではなくて、タイ

ミングを見ているということで御理解をいただきた

いと思います。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますか。 

 ３番髙松委員。 

○３番（髙松克年君） ８１ページの町有林の立木

等の売り払いなのですけれども、資料で請求のとこ

ろにもあるのですけれども、残念ながら単価は出て

いるのですけれども、材積に対しての単価の比率が

どういうふうになっているかでここに出てくる金が

決まるのか、金を決めておいてから比率を決めるの

か、どういうようなやり方でこれを算出されたのか

をお聞きしたいと思うのですけれども。 

○委員長（岡本康裕君） 農業振興課長、答弁。 

○農業振興課長（大谷隆樹君） ３番髙松委員の御

質問にお答えいたします。この町有林の伐採、売り

払いにつきましては、令和３年度においては東中町

有林の間伐を予定しております。その間伐の事業経

費が２７２万３,０００円を予定しておりまして、

それに伴う補助金１６７万８,０００円を見込んで

いるところでございますが、その差額部分について

は、この町有林の伐採の売り払いの収入を当てると

いうことで、歳入のほうに１０４万５,０００円を

計上させていただいております。実際に事業着手後

につきましては、材積が増減することがあると思い

ますが、現時点では、その差額分を売り払い収入と

して積算しているところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（岡本康裕君） ３番髙松委員。 

○３番（髙松克年君） そうすると、ここで出てく

る材積というのは全く見込んでいないと。事業費と

補助金云々というところだけで出しているという数

字ですということですか。 

○委員長（岡本康裕君） 農業振興課長、答弁。 

○農業振興課長（大谷隆樹君） ３番髙松委員の御

質問にお答えいたします。 

 先ほど申し上げましたとおり、事業費から補助金
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見込額を引いた部分について、材の売り払い収入を

想定しているということでございます。 

○委員長（岡本康裕君） ３番髙松委員。 

○３番（髙松克年君） ちょっと分からないのです

けれども、出てきている材積はあるわけですよね。

普通は出てきている材積をどのような振り分けとい

うか、パルプに行くのと、それと今出ている製材に

行くのとでは、ここで見ても単価は全く違うわけで

すけれども、それらの比率もあって、本当であれば

売り上げは出てくるというふうに思うのですけれど

も、その売り上げが出てきた場合は、その後でとい

うか、精算が済んでから、また売り上げに上がると

いうことですか。 

○委員長（岡本康裕君） 農業振興課長、答弁。 

○農業振興課長（大谷隆樹君） ３番髙松委員の御

質問にお答えします。 

 この伐採というか、事業が完了後において、パル

プに行くのか、製材に回るのか、それによって価格

が変動しますので、例年の見込みで申し上げます

と、必ずと言ったらおかしいですけれども、当初予

定していた歳入よりも高く見込めるというのが過去

の実績になっておりますので、価格が高く売れたも

のにつきましては補正で歳入の増額をさせていただ

きたいというふうに考えております。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますか。 

 ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） ちょっと８１ページで確認

したいのですが、その他の建物の賃貸料のところ

で、一般的にこういった建物を貸す、土地を貸す、

賃貸するということになれば、それらの契約書、そ

ういうものがあるかというふうに思いますが、それ

は交わしているということですね。その中に１年契

約なのか、貸し的にいわゆる事業者の都合によって

年内に退去しなければならないという状況であれ

ば、そういう状況で賃貸契約等も含めた契約内容に

なっているのかどうなのか含めて、ちょっとお伺い

したいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（宮下正美君） ７番米沢委員からあり

ました、普通財産の貸付料の契約の関係でございま

すが、契約につきましては、普通財産等はまちと相

手方との間で一時貸付の契約書を結んでいるところ

でございます。その中につきましては、通常の不動

産契約と一緒ですので、内容、金額、一応期間です

ね、一応いつまでということでございます。ただ、

契約条項の中で、まちの財産でございますので、ま

ちが公共的なものに利用する際につきましては、契

約を終了することができるということで、お互いに

それを確認して、その前提のもとでも借りたいとい

うことで、お貸しをしているということになってご

ざいます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） そうしますと、単年度、単

年度で契約を交わしているという形かというふうに

思いますが、将来的にこれを持続的に使いたいとい

う意思表示等というのはなされているのかどうなの

か、お伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（宮下正美君） ７番米沢委員からあり

ました、将来的な部分というところでございます。

今、まちが貸し付けしている普通財産、結構ござい

ますが、江幌小学校の部分ということの御質問でよ

ろしいでしょうか。まず、基本的にまちが今持って

います遊休資産というのは、利活用のないものにつ

きましては処分というのを原則に、これまでも維持

管理してそういう相手先を探しながら管理していま

すということについてはこれまでもお話をさせてい

ただいているところでございます。江幌につきまし

ても、基本はそういう取得をしていただける、利活

用していただける人をこれまでも募集をしていると

ころでございます。ただ、遊休資産でございますの

で、一時的に使用したいという部分のものがあれ

ば、一時貸し付けをするということでやってきてお

ります。基本は、そういう一時貸し付けにあったと

きに、その相手方に、正式ではないですが、そうい

う取得の意向もございませんかということでの働き

かけというのは実際にしてきているところでござい

まして、今貸しているところにつきましては、これ

までもそういうお話も少しさせていただいたところ

でございます。 

 ただ、江幌小学校に限って言えばですが、既に

今、処分について手続きを進めているところでござ

います。これについては、これまでもお示しをして

おりますが、これまで利活用していただけるところ

ということで募集していたところでございますが、

現在、その手続きを進めておりまして、今、３月１

日付で既に広告をしたところでございますが、３月

１２日までに、今、一般競争の売り払いに向けて参

加希望者の募集をしているというところでございま

すので、そこに今借りている方が応募をしてくるか

どうかまではまだちょっと分かりませんが、今、江

幌については、具体的に処分につきまして手続きを

進めているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） 内容的には大枠は分かりま

したが、再確認なのですが、そういう今利用されて
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いる業者の方、利用されている方が、単年度、単年

度という形の契約で行ったとします。それが１０年

続いたとします。そういうことは恐らくないと思う

のですが、そうしますと、公共施設の独占的な使用

ということにもなるのではないかなというふうに思

うのですが、そうなった場合の契約のあり方そのも

のも変わってくるのかなと思うのですが、ちょっと

知識がないので、そこら辺の契約等のあり方という

のはどうなるのか、お伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（宮下正美君） ７番米沢委員からあり

ました一時貸し付けの件でございます。基本的に

は、今、貸して、うちが管理している分、あくまで

も複数財産の部分でございますので、いわゆる行政

財産を行政目的外で長期的に貸すとか、そういう独

占契約ということではなくて、あくまでも普通財産

で管理している財産の一時貸し付けなので、基本は

いわゆる私人としての、いわゆる個人的な、個人と

しての通常の不動産の貸し付けと同じというところ

でございます。 

 あと、長期的になったときにいろいろ問題が出て

くるのではないかというところでございます。単純

に本当に長期的に何もせずすれば、もしかするとそ

ういういわゆる独占等々も発生したり、あるいは相

手側が一定程度設備投資を何らかしたりしたときに

問題が出る可能性も将来的にはあるのかなというふ

うに思っているところでございますが、そこら辺に

つきましては、そうならないように常に相手方と交

渉しながら、あくまでも一時の貸し付けですよ、た

だ、引き続き希望があれば取得をしていただけると

ありがたいですねというようなお話をしながらやっ

ていきたいと思いますし、江幌以外にもまだ資産は

いっぱい残ってございますので、そういう部分につ

きましては、有効活用できるような形でこれからも

適切に管理をしていきたいというふうに思ってござ

います。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） なければ、一般会計予

算、歳入歳出予算事項別明細書の２、歳入及び議案

第３１号上富良野町財政調整基金の一部支消につい

て、議案第３２号上富良野町公共施設整備基金の一

部支消について、議案第３３号十勝岳と共生するま

ちづくり応援基金の一部支消についてに対する質疑

を終了いたします。 

 ここで説明員が交代しますので、少々お待ちくだ

さい。 

（説明員交代） 

○委員長（岡本康裕君） 次に、３４ページから３

５ページの歳入歳出予算事項別明細書、１、総括、

歳出及び９６ページの３、歳出、１款議会費から、

１２５ページの２款総務費までの質疑に入ります。 

 ９番佐藤委員。 

○９番（佐藤大輔君） １１３ページ、２款１項９

目の地域活性化企業人負担に関して、説明資料をも

とにお伺いいたします。 

 １番、協定の内容の（４）の従事業務内容の中

で、②の地域活性化事業の助言及び実施とあります

が、現時点で具体的にどのようなことを想定されて

いるか、お伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 地域活性化担当主幹、答

弁。 

○地域活性化担当主幹（浦島啓司君） ９番佐藤委

員の御質問にお答えいたします。 

 地域起こし企業人の業務内容といたしましては、

現在想定されるものは、例えば町内の振興に資する

もの、いろいろなことを民間企業のノウハウを持っ

た方にいろいろ提言いただくということも含めてな

のですが、今、差し当たってこちらから期待してい

ることとしては、例えばリモートワーク環境の構築

ですとか、食に関する地域起こしの素材の提供で

あったり研究であったり、そういったところを現在

期待して、そういったお話も一応お伝えしていると

ころではございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ９番佐藤委員。 

○９番（佐藤大輔君） 基本的には企画商工観光課

に席を置かれるという形になるのかなと思います

が、課をまたいだ横断的な活動といいますか、そう

いったことに関わっていただくということも可能な

のかどうか、お伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 地域活性化担当主幹、答

弁。 

○地域活性化担当主幹（浦島啓司君） ９番佐藤委

員の御質問にお答えいたします。 

 特段、例えば企画商工観光課であったり、企画商

工地域活性という予算上の区分だけに限定されるも

のではありませんので、場合によっては横断的に対

応していただくことも可能と考えております。 

○委員長（岡本康裕君） ９番佐藤委員。 

○９番（佐藤大輔君） この交流プログラムにおい

て、企業人が発案、提案した事業に要する経費に関

しても、上限１００万円、措置率０.５で、特別交

付税の措置があるというふうに総務省のほうでう

たっておりますけれども、こういったことを令和３

年度、活用するような御予定が現在、現時点である

かどうか、お伺いいたします。 
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○委員長（岡本康裕君） 地域活性化担当主幹、答

弁。 

○地域活性化担当主幹（浦島啓司君） ９番佐藤委

員の御質問にお答えいたします。 

 現状、具体的にまとまっているものがありません

ので、予算計上はもちろんしていないところではあ

りますが、そういった提案の内容であったり、研究

の進みぐあいによっては、今後、そういったことで

御論議いただくこともあろうかと思います。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますか。 

 １１番小林委員。 

○１１番（小林啓太君） 今の地域活性化企業人負

担に関して、関連して質問いたします。 

 こちらの企業人の方に関して、「泥流地帯」の映

画化の撮影のスケジュール等によって、例えば来年

度にまたぐ場合などは令和３年度とはまた別に令和

４年度等もこの制度を活用していくのかどうか、確

認させていただきます。 

○委員長（岡本康裕君） 地域活性化担当主幹、答

弁。 

○地域活性化担当主幹（浦島啓司君） １１番小林

委員の御質問にお答えいたします。 

 差し当たって単年度ということで考えてはおるの

ですけれども、制度としては延長も可能ですので、

そのときにはまた検討していく必要があろうかとは

考えております。 

○委員長（岡本康裕君） １１番小林委員。 

○１１番（小林啓太君） 先ほどの質問に少し重複

してしまうかもしれないのですけれども、もし撮影

のスケジュールがかなり押してしまった場合など、

現時点では、主にやはり撮影の円滑化などに期待す

るところが大きいと思うのですが、撮影が始まらな

い間は、さきにおっしゃったような、主に振興に資

することなど、リモートワークの導入など、そうい

うことを重点的に取り組んでいただくという理解で

よろしいでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 地域活性化担当主幹、答

弁。 

○地域活性化担当主幹（浦島啓司君） １１番小林

委員の質問にお答えいたします。 

 もちろんこのコロナの情勢ですので、撮影のスケ

ジュールというのが今後どうなるかというのは見通

しが正直立っていないところではございますけれど

も、今回、ふるさと地域起こし企業人として来てい

ただく方につきましては、映画制作の役割というと

ころの総合的なプロデューサーという役割となって

おります。実際は制作そのもの、例えば監督であっ

たり照明、技術、美術といった、そういった本来の

現場での制作に関わる部門とはまたちょっと違う役

割を持っているということで、必ずしも撮影のスケ

ジュールにぴったりとその方が並行していなければ

ならないという実は性質のものではございませんの

で、それまでに上富良野町内でのロケ撮影の段取り

というものを全て完了した場合には、撮影が始まる

ころに御本人がこの任務を終えていたとしても、支

消なく進行できるものと考えております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほか。 

 １０番今村委員。 

○１０番（今村辰義君） 今の関連で、負担金、

ちょっと計算してみたら、１年間いたら月４６万

ちょっとになりますよね。この派遣に要する費用と

いうことで、派遣に要する費用というのは具体的に

どういうものを見積もってこうなったのか、そこを

ちょっとお聞きしたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） 地域活性化担当主幹、答

弁。 

○地域活性化担当主幹（浦島啓司君） １０番今村

委員の御質問にお答えいたします。 

 現在、予算のほうに計上しております５６０万円

といいますのも、これは制度上の上限金額というこ

とになるのですけれども、もちろんこの上富良野町

に、体もそうですけれども、住民票を移すなりして

本格的に上富良野に根をおろしてやっていただくと

いう、１年間というちょっと長い期間、協力期間と

しては長い期間、来ていただく費用ということにな

りまして、実際にその中で国のほうもどの費用に当

てなさいよということは、特段実は申していないと

ころではありますが、一般的に四十何万円というと

ころなのですけれども、今回来ていただく企業人候

補の方につきましても、恐らくは、これは企業のほ

うでそれぞれ費用の配分というものは計算すること

になる、当てていくことになるとは思うのですが、

人件費、給与費関係の人件費だけでこれは、それで

も足りないというか、その中に充当されるものと想

像しているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほかございますか。 

 ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） 関連でお伺いいたします。 

 内容がよく、僕、分からないのですけれども、ま

ず第１点目に、この補足説明資料では、総務省が行

う人的交流の中で、企業と連携して、その地域の活

性化につながるような事業に対して人材的な支援を

行うというような趣旨の内容、大雑把に言えばそう

なのかなというふうに思います。それで、それに対

する費用として、交付税として５００、給与が算定
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されてきているという形の、まずそこをお伺いいた

します。給与分ですか、５６０万円。 

○委員長（岡本康裕君） 地域活性化担当主幹、答

弁。 

○地域活性化担当主幹（浦島啓司君） ７番米沢委

員の御質問にお答えいたします。 

 給与分ということでは実はございません。派遣に

要する費用ということで、例えば上富良野はたまた

ま北海道という遠隔地でございまして、三大都市圏

から来るに当たって、例えば首都圏、近隣の県にま

たぐときは、通勤することにもなりますでしょう

し、短期的な滞在を繰り返すような、そういったパ

ターンもあろうかと思います。上富良野という、

ちょっと遠隔の環境にありますので、完全に上富良

野に張りついていただくということで、その分が恐

らく人件費に充当されるのであろうなという想像は

あるのですが、一般的には交通費であったり、そう

いったものにも計上されますし、会社運営上、その

方の労働条件もろもろにあわせた費用というものは

人件費以外にもかかってくると想像されますので、

そちらに当てられる場合も多いのかとは思います。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） これを見ますと、確かに給

与とか社会保険等は派遣元企業が負担するというふ

うになっております。その派遣に要する費用はまち

が負担するということで、恐らく交通費だとか、そ

の所在する、在町すれば、住宅の確保の費用だと

か、いわゆる行き来する場合、またあると思うので

す、企業に。そういった１年間の費用を大雑把に５

６０万円、不足であれば、それがまた補正されると

いう考えなのですか。 

○委員長（岡本康裕君） 地域活性化担当主幹、答

弁。 

○地域活性化担当主幹（浦島啓司君） ７番米沢委

員の御質問にお答えいたします。 

 協定上、制度上、先行している自治体ももちろん

ありますし、制度上の趣旨もそうですし、現状の予

算計上の上でも、５６０万円というのをまちが負担

する上限ということで考えております。もちろん恐

らく人件費だけで１,０００万円は超えるようなこ

とになっているでしょうし、それに付随する、その

方、１年間雇用し、仕事するという経費に関して

は、かなりこの金額よりも何倍かの金額がかかって

くると予想されますが、あくまでもまちが負担する

のは５６０万円が上限ということで、それ以上の費

用が発生、例えば移動が多くなったとしても、もち

ろん上富良野町の業務に関するものについては旅費

の支出であったりという、これは通常の取り扱いと

させていただくところなのですが、例えば所属企業

の都合で上富良野との往来が発生しましたなどとい

うときには、もちろん企業さんの負担にもなります

し、上富良野町から追加で支出、負担するようなこ

とは一切ないということで、協定の内容もそのよう

になっております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） この補足説明資料の①の

「泥流地帯」の映画制作に関わるというふうになっ

ています。この方はどういう実績でその映画に従来

関わってきたのか、そういう人なのか、制作、企画

まで関わるのか、あくまでも人的な不足があればサ

ポートするだとか、分かりやすく言えば、そういっ

た関わり方なのですか、この方は。 

○委員長（岡本康裕君） 地域活性化担当主幹、答

弁。 

○地域活性化担当主幹（浦島啓司君） ７番米沢委

員の御質問にお答えいたします。 

 現在、地域おこし企業人として上富良野に派遣い

ただく、もちろんこれはまだ決定ではないのですけ

れども、候補の方といたしましては、株式会社ジパ

ングさんの創設メンバーであり、出資元、なおかつ

人材の提供元ということで、主に毎日新聞社とＭＢ

Ｓ、それとＭＢＳイノベーションドライブという企

業からそれぞれ派遣いただいているところでありま

して、その中の毎日新聞社で勤務されていた方で

す。もともとは映画制作に関してはこのジパング社

が立ち上がったときに初めて映像制作を主にした地

域、地方創生の企業ということで立ち上がっており

ますので、実際の映画制作に関わるという面では、

恐らくこの企業が立ち上がってから、昨年８月以降

の動きになろうかと思いますが、その前職の段階で

こういった映像制作には随分と関わっておられまし

て、現在も上富良野以外にも複数地域での合同での

地域おこしの映像制作ですとか、そういったものを

手掛けている方と聞いております。役割としては、

先ほどのお話と少しかぶるのですけれども、総合プ

ロデューサーということになりますので、主にそう

いった手配をする人、制作をする人、地方との調

整、そういったことをする人をまとめ上げるという

役割の方になろうと聞き及んでおります。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） それと、この内容そのもの

が複雑でちょっと分からないのですが、そういった

総合的なプロデュースされるという形の方だと思い

ます。 

 もう一つ、②、リモートワークだとか、ちょっと
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頭出しされましたけれども、この活性化事業の条件

という形で、例えばまちが地域の活性化で困ってい

ますという部分に対して、恐らくそういったいろい

ろ経験されてきた方ですから、それらのものを持ち

ながら、助言をしながら地域活性化に取り組んでこ

られた方だというふうに思いますが、そういった

困ったとき、自治体に対する支援というのは、リ

モートワークに関わることなく、そういう活性化に

向けて、困ったとき、あるいは助言いただけるとい

う形なのですか。 

○委員長（岡本康裕君） 地域活性化担当主幹、答

弁。 

○地域活性化担当主幹（浦島啓司君） ７番米沢委

員の御質問にお答えいたします。 

 今回、候補になっている方が決定したという前提

でお話しさせていただきますけれども、もともと記

者の出身の方で、地方にも随分と根を広げて活躍さ

れてきた方で、地方の問題であったり、それの改善

点といったものを随分と見聞きして、それに関わっ

てきた方で、相当な経験を持っていると、こちらで

も非常に期待をしているところでありますし、協定

内容からいきましても、上富良野町に居住して、直

接上富良野町民の方とももう対話をしながら、そう

いったことに取り組んでいただけるというふうに今

考えております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） まちとする事業、活性化に

向けてこういうことをしたいという基本的なものが

あって、映画があって、まちづくりに対してこうい

うまちづくりをしたいといういわゆる計画があっ

て、この人たちがかみ合って、来られるのだと思う

のですが、基本的なまちづくりの地域活性化事業と

いうのは幅広いのかもしれませんけれども、まちが

想定している部分というのはどういうもので、この

方を活用されたいと考えているのですか。 

○委員長（岡本康裕君） 地域活性化担当主幹、答

弁。 

○地域活性化担当主幹（浦島啓司君） ７番米沢委

員の御質問にお答えいたします。 

 上富良野町の地方創生、活性化ということに関す

る課題については、様々な計画でも触れているとお

りでありまして、そこに沿った活性化策というもの

を検討していくというところでは変わりはないので

すけれども、一方では、地方の実情をよくする都市

部の民間企業の経験者、人材を上富良野に１年間迎

えるに当たって、むしろ実は想定していないような

地域活性化策もどんどん提供していただけるという

部分も大いに期待しているところでありますし、も

ちろん観光課題であったり、もちろん産業的なもの

というのは専門外という場合もありますでしょうか

ら、一般的にはその地域の観光であったり、人との

交流であったりというところがメインになってくる

と思いますが、そういったところで様々な提言をい

ただけるものと期待しているところです。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） ほかの同僚の議員も質問が

ありますので、私の言いたいのは、映画化の制作に

ついてはある程度理解はできるとしても、地元の上

富良野町のやっぱり描く、いわゆる将来の人口ビ

ジョンだとか６次計画に基づいた、恐らく本来であ

ればそういったところに関わってきていただける

方、そういったベースを上富良野町があらかじめ

きっちり持っていて、そういう人たちを関わりをし

ていただきながら、地域の活性化につながるという

のが本来のあり方だと思うのですが、今聞いている

範囲では、なかなか上富良野町のやっぱりベースと

なる地域活性化の取り組みのあり方そのものが

ちょっと見えづらいのかなというふうに思う、見づ

らい、ちょっと受け手、聞き取れないというか、見

えないです、実際。そういった中で、やはりこう

いった活性化といっても、絵に描いたものになって

は困るというふうに思います。何よりも、やっぱり

職員が関わるということで、そういった職員との関

わりの中で、そういったノウハウもいただける環境

が本来だったら必要だというふうに思います。もし

も将来、上富良野が、今でも自立しておりますけれ

ども、さらにまちづくりのために、やっぱりそうい

うノウハウをいただきながら、職員の方がそういっ

たスキルを高めるということに役立つということで

あればいいのですが、ここで終わって、その後、職

員、まちには何も残らなかったというのでは、これ

はおかしな話なのですが、そういうところというの

は明確にされているのですか。 

○委員長（岡本康裕君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（佐藤雅喜君） ７番米沢委員

の御質問にお答えしたいと思います。 

 我がまちは企業人の前に地域おこし協力隊という

ことで、個人の方、来ていただいたりしておりま

す。この企業人が来ることの最大の違いというのは

東京にある会社に属したまま、会社の方がこちらに

いらっしゃるということです。ですから、基本的に

はうちの職員には非常勤の職員になりますけれど

も、東京の会社の人ということで、一番何を期待し

ているのかというと、やはり企業という、ちゃんと

した東京の企業というバックアップがあってその方
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が来られるということです。ですから、当然、我々

として、一番個人の、例えば今いる地域おこし協力

隊のような方は地域で頑張ってねという話ですけれ

ども、東京から来られる会社の役員の方ですから、

当然、そういった東京、首都圏との交流みたいなも

の、そういったものを大きく期待しているところが

一つ違うところです。やはり交流人口を増やしたり

何なりするために、どういった施策がいいのか、そ

れのためには上富良野の魅力をどういうふうに掘り

起こしていただけのか、そういったものも期待して

いるということでございます。 

 当然にして我々の課といいますか、企画商工観光

課のポジションの中に多く関わっていただきますの

で、そういった観光面ですとか、情報発信だとか、

そういった上富良野の魅力を掘り起こして、交流人

口をふやすということがやっぱり地域活性化の一つ

になるのかなと。単なるここに来て何かおもしろい

ものをつくったよということで終わることがないよ

うにするために、やっぱりそういった首都圏とか都

会、他地域との交流人口をふやすということが大変

重要だと考えておりますので、一番企業人の方に期

待するのは、当然、第一は①ですね。①の映画化な

のですけれども、それ以上に、以外の部分で大きく

期待するのは、そういった交流人口をふやして、上

富良野町を全国に知ってもらうと、そういうような

ものを期待しているということです。 

 基本的には、我々がこれをやってと命令してお仕

事をしていただく方ではございません。当然、地域

おこしなので、自らの発想、当然、来たら、上富良

野はこういうところがいいねとか、ここはちょっと

だめなのではないのとか、職員、もうちょっとこう

いうことをしたらいいのではないのと、そういった

外部からの厳しい目ももしかしたら向けられるかも

しれません。そういった部分で、米沢委員おっ

しゃったように、やっぱり職員もそういった方の刺

激を受けて、教育されて、教育といいますか研修と

いいますか、育っていくということも大いに期待で

きることかなと思いますので、そういった部分、具

体的にこれ、これ、これというのは、確かにその方

が来てどういう発想をするかによって変わりますの

であれですけれども、一番大きく期待するのは、

やっぱり東京の会社ですから、東京とここの交流を

きちんとやれるような、そういうような仕組みづく

り、そういったことをまちとしては大きく期待して

いるのかなということで御理解をいただけないかな

と思います。 

 以上でございます。 

○委員長（岡本康裕君） 暫時休憩といたします。 

 再開は４５分でございます。 

─────────────── 

午前１０時２９分 休憩 

午前１０時４５分 再開 

─────────────── 

○委員長（岡本康裕君） 休憩前に引き続き、委員

会を再開いたします。 

 ほか、ございますか。 

 ８番荒生委員。 

○８番（荒生博一君） 関連でお伺いいたします。 

 企業人の件なのですけれども、今回、４月からＲ

３年度ということで、来年の３月までという期間の

中で、関東から１人御着任いただける予定というこ

とでしたが、まず、国からの補助要件の中で、その

１年間という大きなくくりの中の、最低、例えば８

か月以上の勤務が必要ですよというような中身に関

して、決まっているような事項があったら確認させ

てください。 

○委員長（岡本康裕君） 地域活性化担当主幹、答

弁。 

○地域活性化担当主幹（浦島啓司君） ８番荒生委

員の御質問にお答えいたします。 

 制度上、１年のうち６か月以上というか、そもそ

も６か月以上の派遣について対象にするということ

になっておりまして、今回のうちの協定につきまし

ても、令和３年４月から翌３月までの間の６か月以

上ということ、もちろん１年間ということで協定を

結ぶのですけれども、少なくとも、例えば制作スケ

ジュール云々に関わらず、６か月以上のそういった

派遣をしていただくことが必須要件となっておりま

す。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ８番荒生委員。 

○８番（荒生博一君） 例えば仕事での関わりとい

うのは、このコロナ禍ですので、東京からリモート

ワーク等々でそういった業務の指示を着実に行うと

いうのを４月からスタートした場合、９月末日で６

か月というミニマムがクリアになるので、そこで仕

事を終えたという判断でも、この５６０万円という

のは払われるという解釈でよろしいですか。 

○委員長（岡本康裕君） 地域活性化担当主幹、答

弁。 

○地域活性化担当主幹（浦島啓司君） ８番荒生委

員の御質問にお答えいたします。 

 こちらから求める地域活性化のアドバイスなり、

そういったものがその期間で完了したともし双方で

認めたときには、その協定内容を変更して、そこで

終了するというケースもないとは限りません。その

場合、９か月ということで、６か月要件は満たすの

ですが、この５６０万円が全額支払われるわけでは
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なくて、その場合は月割りで計算した金額をお支払

いすることになる予定です。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますか。 

 ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） すみません、ちょっと基本

的なことで申しわけない。今の関連なのですけれど

も、この地域活性化企業人の事業は、先ほど主幹の

お話だと、いろいろな幅出しはあるけれども、一番

は「泥流地帯」のやつをやっていただけると。課長

としては、東京の人とのパイプがメインだよと。

ちょっとその辺の齟齬が、私、ちょっと今分からな

かったので、ちょっと聞きたいのですけれども、こ

れは総務省として「泥流地帯」の事業というのが、

昨年度ですか、企業版ふるさと納税、回ってもいい

ですよという大きな幅出しがありまして、それらに

連携してこの事業というのが行われた中で、三大首

都圏のほうからの人材を回してもらえるということ

なのか、全く別枠なのか、ちょっとすみません、そ

この入り口から教えてもらっていいですか。 

○委員長（岡本康裕君） 地域活性化担当主幹、答

弁。 

○地域活性化担当主幹（浦島啓司君） ５番金子委

員の御質問にお答えいたします。 

 企業版ふるさと納税で承認いただいた地域再生計

画につきましては、実は内閣府の所管で、もう

ちょっと地方創生という大きな括りでの役割を持っ

てほしいというようなことでの制度設計でありま

す。今回の地域起こし企業人交流プログラムにつき

ましては、総務省の所管で、そういった地方創生の

内閣府の所管事業と、恐らく地方活性化という意味

での連携はもちろんあるところではありますが、制

度としては全く別ものということで理解しておりま

す。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） では、それを踏まえてお伺

いするのですけれども、だめということでは全くな

くて、ぜひ都会の優れた感覚でこの地方を活性化し

ていただける一助となるのは大変すばらしいことだ

と、私もいろいろな経験から思っておりますが、こ

の会社を選定した一番の理由というのはどこだった

のか。当然、「泥流地帯」とのリンクはあるので

しょうけれども、いろいろな企業があった中で、例

えば大手の広告代理店さんとかありますよね、Ｄ社

とかＨ社とか。また、一方では民放のテレビ局のプ

ロデューサーを経験されたような方で、地域起こし

をずっとされているような人とかというのは多々い

らっしゃると思うのですけれども、それらの人たち

の活用とか登用とかという、そういう選択肢はな

かったのかをちょっとお伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 地域活性化担当主幹、答

弁。 

○地域活性化担当主幹（浦島啓司君） ５番金子委

員の御質問にお答えいたします。 

 もちろん３大都市圏に所在する企業ということ

で、どこでも選択肢はほぼ無限に広がっていると

言ってもいいところではございますが、この制度の

仕組み上、なかなか対象企業を選定する、それと、

企業で何をしてもらう、そして企業の中で誰を派遣

するというところで、なかなかこれが全てマッチし

て誓約するというケースは実はかなり困難なことで

ありまして、全国的にもなかなか、使いやすい制度

ではある反面、そういったマッチングがなかなかう

まくいかなくて、成立しないという特色を持った事

業であります。 

 今回、ジパングさんとの協定を予定するに至って

は、もちろん「泥流地帯」の映画制作に関して進め

ていただくこと、また、それの総責任者である方が

上富良野にしっかりと根づいていただくということ

にもちろん大きな期待はあったところであります

し、この一番難しい会社選定をやってもらうことの

選択、それと来てもらう人の企業人、個人の選択と

いうところが、まずジパングさんとの協定の中でほ

ぼ全国的に一番ここに手間のかかるというところが

クリアされているというのが一番大きな要件であっ

たと考えております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 分かりました。だめと言っ

ていないですからね。それは初めに言いますけれど

も。いろいろな企業の方で、上富良野に愛着を持っ

ていらっしゃる方であったりとか、このエリアに非

常に興味を持っている、その中で、今まで地域協力

隊で来られている人もいる。 

 私、一番懸念しているのが、やっぱりその後のこ

とのつながりをどれぐらい持てるかという、先ほど

一部答弁もいただきましたけれども、同僚議員も、

課の横断的な中で、例えば産業、ちょっと苦手だと

かおっしゃったところもあるかもしれませんけれど

も、いろいろな上富良野はすばらしい素材があっ

て、それを全国に発信していくためには、こういう

例えばやり方をしたらいいよとか、町長の執行方針

の中にも食のブランドが云々かんぬんというのもあ

りましたから、そういったものをこういったやり方

でやっていけばいいよとかというものがあって、こ

の地域活性化企業人というのは、もう本来生かされ

るべきだと思うのですよね。当然、町長もみずから
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がトップとして「泥流地帯」を売り込みますよ、ジ

オを売り込みますよという、観光の部分をメインに

していくのもいいのですけれども、いろいろな分野

において、上富良野が抱える諸課題を、いわゆる都

会のセンスで解決をする一助となれるような要因と

いうのはきっちり持っていると判断してよろしいの

ですか。大変失礼な言い方になったら申しわけない

のですけれども、そのような人材であるということ

でよろしいですか。 

○委員長（岡本康裕君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（佐藤雅喜君） ５番金子委員

の御質問にお答えいたします。 

 一言で言うと、そのように考えておるのでお願い

しているところですということなのです。先ほど

ちょっと課長と主幹の間で齟齬があるということ

で、ちょっと訂正というわけでないではないですけ

れども、再度説明させていただきたいのですけれど

も、映画の制作が①ですよということは大前提でご

ざいますので、それが１と。その次、２番目の地域

活性化の中で、やっぱり交流人口や何かの話を

ちょっとさせていただいたということで御理解いた

だきたいなと思います。この方につきましては、そ

ういったことで経験も豊富ですし、当然、我々も刺

激を受けて教育をされるのかなと思っていますか

ら、そういった意味で、長くこの方の影響が続いて

いく、できればもう少し長くいて、いろいろな活性

化事業をやっていただけるようになればなおいいの

かなというような思いではいるところでございま

す。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） ものすごくそういうところ

は期待したいと思いますし、主幹のほうで、１年で

はなくて、場合によっては期間の延長もやぶさかで

ないということでございますけれども、これは最長

で何年できるのかということと、例えば、ある程

度、人なのか企業なのか、契約というものは。例え

ば一定程度「泥流地帯」についての取り組みについ

ては大変すばらしい一流の人がやっていると。だけ

ど、もしかしたら食に関しては、同じ会社の中で、

この人だったら、Ｂさんという人はもっとすばらし

いのを持っているよといったら、そういったことで

チェンジができる、そういうシステムなのか、二

つ、ちょっと教えてください。 

○委員長（岡本康裕君） 地域活性化担当主幹、答

弁。 

○地域活性化担当主幹（浦島啓司君） ５番金子委

員の御質問にお答えいたします。 

 制度上、期間につきましては６か月以上、３年以

内となっておりますので、令和３、４、５年と、最

長、延ばすことが可能であります。 

 また、契約というか、そういった委託の方法なの

ですけれども、まちと企業とその方個人との３者で

の協定ということになりまして、基本的には選定さ

れた、地域起こし企業人として選定された方が、そ

の通しの期間、対応いただくことになりますが、も

ちろん社内であったり社外であったり、そういった

ものでそれぞれの専門家、専門組織というものが

あったときには、その方がハブのような役割を持っ

てやっていただくというような形になろうかと思い

ます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますでしょ

うか。 

 １番元井委員。 

○１番（元井晴奈君） 関連で。もう一度ちょっと

確認したいのですけれども、この企業人の業務内容

として、第１に、大前提に「泥流地帯」の映画化、

制作があって、サブ的に地域活性化事業の助言とか

実施があるというところで、メインで行うのは、や

はり映画制作だということでよろしかったでしょう

か。 

○委員長（岡本康裕君） 地域活性化担当主幹、答

弁。 

○地域活性化担当主幹（浦島啓司君） １番元井委

員の御質問にお答えいたします。 

 メイン、サブというあれではないのですが、どれ

も並行して重要な課題ですので、取り組んでいただ

くのですが、やっていただく比率として、やはり映

画化に関することが一番大きくなるという理解でご

ざいます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） １番元井委員。 

○１番（元井晴奈君） この地域起こし、企業人の

総務省で出しているプログラムの推進の要綱を見ま

すと、目的としては、やはり地方圏に人の流れを目

的として、その企業のノウハウ等を生かしながら、

地域独自の魅力や価値の向上などの業務に従事する

ということ、この企業人というのはなっていて、委

託事業を、そのまま来て、こっちでやるものですよ

という、そういうものではないということがあっ

て、この企業人の事業推進に当たっては、派遣元企

業と請負契約を結ぶ蓋然性の高い業務にこの企業人

は従事させないこと、これは公正な職務執行を確保

するためにとありまして、これを見ますと、やっぱ

り「泥流地帯」の映画化制作というのは、ＣＧ作成

等も同じ会社で派遣元の企業となっていて、ここに
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反するのではないかなという懸念があるのですけれ

ども、その点、どうでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 地域活性化担当主幹、答

弁。 

○地域活性化担当主幹（浦島啓司君） １番元井委

員の御質問にお答えいたします。 

 もちろん総務省が指定するこの制度の仕組みとし

てはそういうことになっておるのですが、一つ、

「泥流地帯」の映画化事業そのものが、この事業で

目的とする地域活性化であり、他地域との人の交流

であったりというところを期待する最たるものであ

るという理解のものでやっていることが一つと、実

際にそれをジパングさんとで協定を結ぶことがその

規定に、請け負い関係のあるところとはだめだよと

いうところの規定にかかるかというと、実はジパン

グさんとも映画制作に関しては全くまちとは債務債

権の関係にはございませんで、あくまでも「泥流地

帯」という商業映画、興行作品を制作するというこ

とに対して、上富良野町が制作に関しては全面的に

協力しますよという協定でやることは御説明させて

いただいたとおりなのですけれども、そういったこ

とで、請け負いですとか委託とか、そういう関係は

ジパングさんとは一切持っておりませんので、その

辺の規定には抵触することはないと考えておりま

す。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） 元井委員、よろしいです

か。 

 ほか、ございますか。 

 ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） １０４ページの企画費の中

で、北海道の新幹線の延伸にかかわる期成会、仮称

という形で、今回新たに出てきましたが、これは内

容、今後どういうような動きになるのか、負担等の

内容というのはどういう内容なのか、伺います。 

○委員長（岡本康裕君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（佐藤雅喜君） ７番米沢委員

の御質問にお答えしたいと思います。 

 北海道新幹線旭川延伸にかかる期成会ということ

で、まだ仮称でございまして、これから総会等行わ

れるかと思います。この期成会におきましては、札

幌までの延伸の後、旭川まで新幹線を延伸、延ばす

ことで、さらなる地域の活性化をしたいということ

で、旭川の経済界が結構中心となってつくられると

いうことでございます。そういったことから、旭川

市のほうから、沿線、上川管内の市町村にもぜひ御

協力をいただきたいという形で、期成会をつくって

いくということです。ですので、これから活動の詳

細等は協議されるかと思いますけれども、基本的に

は旭川市と旭川の経済団体が中心となって、しっか

りとしたプラン、活動内容を練っていくものかなと

いうようなことでございます。大分新幹線も先の話

でございますけれども、やっぱり公共交通を維持す

る、富良野線もそうですけれども、そういった観点

からも、沿線の首長さん方、御相談して、入りま

しょうかという形でなっているものでございます。

基本的にはかなり長いスパンの取り組みになると思

いますけれども、これから具体の取り組み、スケ

ジュール等が示されるということで、御承知おきい

ただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） 内容等については、延伸と

いうことですから、将来的に新幹線を通してほしい

という形の期成会、協議会という形の内容だという

ことであり、それよりももっとやることがあるので

はないかなというふうに私は思うのですね。この富

良野沿線でも、課長に言っても仕方ない話なのです

が、大変塗装のはがれた列車がさーっと通っていく

だとか、やはりもうちょっと便数を増やしても、な

かなかそれに応えられないという状況がやっぱり多

くありまして、この間も路線がどんどん減るという

状況にあります。それぞれの自社の都合があります

から、あったにしても、やはりそれより先に地域の

そういった要望を聞いていただいて、その上でこう

いう話が出てくるのだったらまだいいのかなという

ふうに思いますが、やっぱりそういった協議という

のはこれからだというふうに思いますが、感想とし

て、町長、どういうふうにお考え、お思いになるの

か、ちょっと町長に見解についてお伺いしたいと思

います、この予算のあり方についての。 

○委員長（岡本康裕君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ７番米沢委員の御質問、北

海道新幹線の旭川延伸と地元のローカル線の維持、

それの優先順位といいますか、どうなのだという、

そういう趣旨の御質問かと思います。 

 私といたしましては、やはり当然公共事業といた

しまして、北海道新幹線の旭川延伸、これら、旭川

の経済界が中心となって発足するものなのですが、

これらも非常に重要な交通インフラと考えておりま

すし、一方、ＪＲ富良野線、これがなかなか美瑛以

南といいますか、美瑛と比べて、美瑛に比して便数

が少なかったり、単独維持の困難な色分けされてい

たり、車両の問題、古さとか新しさ、そういう問

題、いろいろあるのですが、そっちはそちらのほう

もあわせて、直接ＪＲ本体には営業に関して支援は

できないのですが、富良野線を応援していく、これ
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は当然、上富良野からも多くの高校生の方が利用さ

れております、富良野方面、旭川方面。これはこれ

でしっかりと、観光も含めてそうなのですが、利用

促進に関して、経営とは別に、利用促進に関して

は、沿線市町村あわせて盛り上げていかなければな

らないものだと考えております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） １番元井委員。 

○１番（元井晴奈君） 関連で、新幹線が札幌まで

延伸されるというのが大体２０３１年ぐらいと言わ

れていますが、この会、旭川までとなったら何十年

も先のことかと思うのですけれども、一応今年、今

年度始まったら、見通しとして、ずっと継続的にこ

の会で、もう何十年もいって払っていく見通しなの

か、その辺はどういう感じですか。 

○委員長（岡本康裕君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（佐藤雅喜君） １番元井委員

の御質問にお答えいたします。 

 本当に気の長い話ですよね。私、もしかしたら死

んでしまっているかもしれないのですけれども、基

本的には、この会、これから年間どの程度のところ

にゴールを目指していくのか、そういったことも、

申しわけないですけれども、これから皆さんで話し

合われます。当然にして、誰でも分かるのですが、

ものすごい期間がかかるのは間違いないですから、

それらのスケジュールに応じて、基本的にはずっと

続けていくことが必要なのかなと。そのころには新

幹線にかわる交通機関ができているのかもしれない

し、すごい将来の話ではありますけれども、そう

いったところも含めて、今年度、しっかりとしたス

ケジュール感を持って示していただけることになる

のかなと思っております。 

 以上でございます。 

○委員長（岡本康裕君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 気の長い話で、同僚議員も

言っていましたけれども、我がまちとして抱える問

題として、やっぱり富良野線であり、観光であり、

産業の物流は根室線なのですよね。こういった札幌

まで延伸されて、どのルートをとるかとも全く分か

らないけれども、室蘭本線だったり函館本線沿線の

市町村がこういったものに参画していくというのは

分かりますけれども、あまり私、上富良野として

は、無駄とは言いませんけれども、あまり意味がな

い期成会なのかなと思うところで聞きたいのは、途

中で一抜けたというのは可能なのでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（佐藤雅喜君） 端的に、状況

に応じては可能かと存じます。 

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。 

○副町長（石田昭彦君） ５番金子議員といいます

か、たくさんの議員さんの旭川の新幹線の延伸にか

かる期成会の関係でありますけれども、こういうも

のは、当然、新幹線が旭川に来ることということに

ついては、北海道全体といいますか、道北全体とい

いますか、上川地域全体にとって、極めて地域の活

性化のためにも重要な、極めて利益のあることかな

と。当然、新幹線が旭川まで、それは２０年後なの

か３０年後なのか、実現するのはいつかは分かりま

せんけれども、そういうときに、それがまた富良野

線や宗谷線や石北線に与える影響も極めて大変大き

なものだということで、沿線それぞれの道北の各地

域が一致協力して、旭川が中心になって、新幹線を

旭川まで呼ぼうという要望活動をしっかりとやって

いくということを皆さんが協力しようやということ

で、この期成会ができ上がっていくものというふう

に理解しています。 

 同じように、旭川十勝道路の期成会につきまして

も、これが期成会ができて要望活動が始まったのは

平成６年であります。当初、我々が思い描いたとき

には、次の十勝岳の噴火のときには避難道路とな

る、そういう機能も果たしていただくことを、次の

噴火までには道路ができ上がっているだろうという

思いを持っていますけれども、今もそういう思いで

要望活動をしていますけれども、当然、高速道路に

しても、そういう新幹線の鉄路にしても、末長い要

望活動をしっかりと地域が一丸となってしていくこ

とが大切なのかなというふうに理解をしておりま

す。 

○委員長（岡本康裕君） ８番荒生委員。 

○８番（荒生博一君） ただいま副町長が項目出し

をいただきましたので、同じ１０５ページの３行上

の旭川十勝道路整備促進期成会に関して、町長にお

伺いいたします。 

 御就任されてまだ三月弱ですけれども、いよいよ

この道路も目に見えるところまで延伸がなされ、

今、富良野市の学田、それから、隣町、中富良野ま

での用地の買収というのは済んでいるということを

聞き及んでいます。今後、旭川の空港まで延伸する

に際して、いよいよこの数年で何となくラインとい

うのも見越せるというのは、もう当然のことだと思

いますけれども、町長として、前町長からの引き継

ぎも含めて、まちにもちろん有益になるような要望

等をどのようなスタンスでこの会に臨んでいるの

か、確認させてください。 

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。 

○副町長（石田昭彦君） ８番荒生委員の御質問に
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お答えいたしますが、旭川十勝道路の関係につきま

しては、旭川建設部を中心に、国交省の事業として

とり進められることになると思います。路線等につ

きましては、まだ全く未定でありますので、まちと

いたしましては、基本的に十勝岳が噴火したときに

も、一定程度そこがいろいろな物流が途絶えること

のないような、そういう機能を果たしていただきた

いという思いが本町の一番のねらいでありますの

で、西側の少し高台にそういうルートをぜひ考えて

いただきたいという思いを常々国のほうには伝えて

いるところであります。 

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。 

 ほか、ございますか。 

 ２番北條委員。 

○２番（北條隆男君） １０７ページの定住・移住

の１２番の委託費なのですけれども、ホームページ

をつくるというのですけれども、内容はどういう内

容なのか、ちょっと教えてもらえれば。 

○委員長（岡本康裕君） 企画政策班主幹、答弁。 

○企画政策班主幹（濱村篤司君） ただいま２番北

條委員のホームページの作成に関わる質問について

お答えをいたします。 

 今のホームページにつきましては、平成２２年に

つくられたもので、大変長い時間たっております。

また、これまでも様々な議会でも更新などについて

話題が上っていたところでございます。 

 今回、計上している予算につきましては、業者か

らの内容の提案してもらうようなプロポーザル形式

というものを念頭に置いているところですが、ベー

スとしましては、今、掲載されているようなホーム

ページの内容、まちのＰＲでありますとか、アクセ

スなど、まちの概要などをお知らせするもの、あ

と、移住などにかかる物件、あと、まちでの暮らし

を想像していただけるようなお知らせする内容で

あったり、移住をされてきた方たちの生の声を上げ

ていくといったものは最低限のベースとして、さら

に、今までも御指摘をされているように、更新が遅

かったり、内容が古かったりといったものがならな

いように、我々もすぐに更新できやすいような

フォーマットをつくってもらいまして、すぐに職員

が常に新しい情報を出していける、また、情報を見

たい人も、新しいものがいつも載っていて、アクセ

スしたいなというふうに思っていただけるような内

容を整備していきたいというふうに考えておりま

す。 

○委員長（岡本康裕君） ２番北條委員。 

○２番（北條隆男君） それで、上富良野の今考え

ている魅力というのは、何か新しいものがあって、

それを載せたいというのは何かあるのですか。 

○委員長（岡本康裕君） 企画政策班主幹、答弁。 

○企画政策班主幹（濱村篤司君） 北條委員の御質

問にお答えをいたします。 

 まちをＰＲするポイントといたしましては、上富

良野の自然であったり景観であったりというものも

あろうかと思いますが、それ以外にも、実際にここ

に移住を考えている方については、まちではどのよ

うな制度があるのだろうかとか、子育てや住環境、

こういったものはどうだろうかといったものも大い

に知りたい内容だと思われますので、そういったと

ころも、このような事業をやっておりますよとかと

いうものをまちのＰＲポイントとして考えておりま

す。ただ、移住のページとまちのホームページでも

同じような内容が載っておりますので、そこは上手

にリンクをさせながら、ページのほうは構築してい

くというものを基本に考えております。 

○委員長（岡本康裕君） １１番小林委員。 

○１１番（小林啓太君） 関連して、定住・移住

ホームページに関してですが、この委託費というの

に含まれているのは、新しいページの制作のみなの

か、それともその後の管理、保守も含まれているの

か、お伺いします。 

○委員長（岡本康裕君） 企画政策班主幹、答弁。 

○企画政策班主幹（濱村篤司君） １１番小林委員

のただいまの質問にお答えをいたします。 

 今回、予算を計上しております金額につきまして

は、ホームページの構築と、年間の保守としまし

て、サーバーなど、そういったものの借り上げとい

うか管理していただくもの、あと、デザインを大幅

にさわったりとか修正などを対応していただくもの

というものも、ページの管理、こういったものもあ

る程度見込んでいるところでございます。こちらに

ついては１年間のものになりますので、来年度以降

も若干の経費は計上されることとなります。 

○委員長（岡本康裕君） １０番今村委員。 

○１０番（今村辰義君） １０９ページ、ドライブ

レコーダーについて。まちの車両にはドライブレ

コーダーがたしかついている車両がありますよね。

それで、ドライバーというか、自分の運転の正当性

なども証明していただけますから、これは運転する

職員にしてみたら、ドライブレコーダーがついてい

るほうがいいに決まっていると思うのですよね。 

 それで、今年度もこうやって予算をつけています

けれども、どういうような計画で、今年度で終わる

のかどうか、そういう計画について教えてくださ

い。 

○委員長（岡本康裕君） 財政管理班主幹、答弁。 

○財政管理班主幹（野寺龍二君） １０番今村委員

の御質問にお答えします。 
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 昨年といいますか、令和２年度と３年度の２年間

にわたりまして、公用車にドライブレコーダーを設

置するうな形となっております。令和２年度におき

ましては３４台設置をしております。これにつきま

しては、バスですとか、重機関係の車両、それと一

部の普通の乗用車ということで、３４台で、令和３

年度におきましては残りの３１台ということで、合

計６５台を計画しておりまして、令和３年度をもっ

て終了するという計画になっております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） １０番今村委員。 

○１０番（今村辰義君） 今年度でつけ終わるとい

うのを確認しました。 

 先ほども言ったと思うのですけれども、運転する

職員のドライバーの方については、ついている車両

で運転したほうが、自分の正当性、万が一のときは

証明していただけることもありますので、なるべく

早くつけてほしいと思います。今年度、この予算が

承認されたら、今年度のうちになるべく私は早い時

期に入札をして、入札をするのであればして、つけ

なければいけないと思うのですけれども、いつごろ

を予定しているのか、お聞きしたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（宮下正美君） １０番今村委員からあ

りましたドライブレコーダーの部分でございます。

こちらにつきましては、先ほど２年事業ということ

で、既に半分以上の車がついておりますので、残り

の部分も新年度始まりましたら早々に入札等の手続

きをして、早く設置完了するようにとり進めていき

たいというふうに思っておりますので、御理解いた

だきたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） １０１ページの備品購入で

業務用パソコン等ということで、サーバー等の予算

だと思うのですけれども、今年度も非常に全国的に

ＣＰＵ不足という情報が入っておりまして、これは

一気にそろえる予定なのか、それとも段階的にそろ

えていくのかをお伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（宮下正美君） ５番金子委員からあり

ました業務用のパソコン等ということで、備品購入

の部分の内容かなというふうに思いますが、今回の

この予算につきましては、一応今予定しております

のは、パソコンについては約３２台ということで、

約半分につきましては、いわゆる通常のパソコンを

買う内容というものの予算になってございます。残

りの部分につきましては、通常のパソコンではない

部分で、一部情報系のサーバーの入れかえですと

か、ストレージ関係の対応、かなり古かったものを

ちょっと更新するという部分も含めて予算立てをし

てございますので、先ほど言いましたように、調達

の時間等もかかるという部分もありますので、それ

を見ながら、適宜な時期に発注をかけていきたいと

いうふうに思ってございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 三十数台、なるべく早いう

ちに入れかえ、確保したほうがいいということも思

いますし、もう１個、中のソフトも、近年、オフィ

ス系のものというのは更新をしていかないと使えな

くなっていますよね、ＯＳ、例えばウィンドウズ１

０以降であれば、オンライン上で更新、更新をかけ

ていかないと、クラウドの部分が使えなくなったり

とかということがあるのですが、そういった中のも

のの更新も今回の予算に含まれているのでしょう

か。 

○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（宮下正美君） ６番金子委員からあり

ました、いわゆるＯＳ、あるいはソフト等の更新費

用の部分でございますが、現行、今、まちのほうに

つきましては、通常、職員が使っているパソコンに

ついてはインターネットにつながっていないという

状況になってございますので、いわゆる今はやりの

インターネットにつながっていて、１年ごとにライ

センスが更新されますとかというタイプのものにつ

いては使用はしてございません。いわゆるボリュー

ムライセンスといって、別途買って認証をかける。

ただ一瞬だけはインターネットにつないで認証をか

けなければならないですけれども、常時つないでい

るタイプというものは使用していないという中で対

応しているところでございます。なので、今回の予

算につきましては、購入する部分のいわゆるボ

リュームライセンス費用は計上しておりますが、そ

れ以外で使っているもののいわゆる更新費用という

のは、この中には入っていないということになって

ございます。必要も今の時点ではないということで

す。 

○５番（金子益三君） 必要ないのですか。 

○総務課長（宮下正美君） はい。 

○委員長（岡本康裕君） １番元井委員。 

○１番（元井晴奈君） 関連で、昨年度、令和２年

度と同じ１,１２８万５,０００円となっていて、昨

年度の計画では３か年で１２０台購入予定と聞いて

いて、令和２年度では４０台、その次からまた４０

台、４０台みたいな話だったのですけれども、令和

２年度に４０台導入できなかった、同じ金額が予算

づけられているというところで、その令和２年度の

４０台が購入できたのか、それがずれ込んだのか、



― 22 ―

そのあたり、ちょっとお伺いします。 

○委員長（岡本康裕君） 令和２年度はだめです。 

○１番（元井晴奈君） 昨年の第６次総合計画の実

施計画で３か年で１２０台購入予定となっており、

令和２年度は１,１２８万５,０００円で、令和３年

度以降は、令和３年度、令和４年度は７００万円で

４０台購入という計画だったと思うのですけれど

も、その予算づけから、令和２年度分がずれ込んだ

のかというところをちょっと確認させてください。 

○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（宮下正美君） 今、元井委員からあり

ました部分の、総合計画と数字が違うのではないか

という部分の御質問かなというふうに思います。申

しわけございません。ちょっと総合計画のほうと齟

齬がございますが、基本は、予算の組み立てとしま

しては、おおむね３２台から４０台程度のパソコン

の更新ということと、それ以外のサーバー等の更新

ということで、予算としましてはちょうど前年と同

額になってございますが、調達費用というのは決

まったものではないので、一定程度、調達実績を見

ながら、必要な金額で計上させていただいていると

いうことで御理解いただきたいと思います。 

 あと、パソコンにつきましても、実際には手元に

といいますか、管理している部分が大体２８０から

３００台近く、それ以外のものも入れるとかなりの

数を管理しているところでございまして、極力使え

るものは長く使っていきましょうと。５年たっても

使えるものは使っていきましょうというような形

で、極力コストをかけないようにやっておりますの

で、一定程度、実際の調達台数はその時点で調子の

悪いものがどのぐらいあるのか、中にはもう７年、

８年使っているようなものですとか、１０年ぐらい

使っているパソコンも実際にはちゃんと動いている

ものもありますので、そういう部分で、実際の調達

台数は少し年度でずれるということで、御理解をい

ただければなというふうに思ってございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。 

 ほか、ございますか。 

 １１番小林委員。 

○１１番（小林啓太君） １０１ページ、２款１項

１目の北海道電子自治体共同システム運用保守に関

してお伺いします。こちらのシステムを使うと、様

式、申請用紙ダウンロードや電子申請ができるもの

であると理解しており、こちらのサービスを使う

と、旭川市では大体２３７件の項目で利用ができ、

それに対して上富良野は９件のみで利用できる状況

を確認したのですが、ここの料金に関しては、この

様式の件数とかで変わるのか、その辺のことを内容

を教えていただければと思います。 

○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（宮下正美君） １１番小林委員からあ

りました、北海道電子自治体共同システム運用保守

の８７万４,０００円の部分の質問かなというふう

に思います。まず、この費用につきましては、いわ

ゆる道内市町村が構築しておりますこの協議会の部

分に関するシステムの費用を、人口規模ですとか、

そういう部分で均等で割っている部分になりますの

で、今言いました機能の使っている、使っていない

に応じて、費用について変わるものではないという

部分でございますので、あとはそのシステムについ

てどのように使っていくかは各まちの中でなってい

るということでございます。 

 様式の部分につきましても、今言ったように、

ちょっと少ないのではないですかということの御質

問かなというふうに思います。前は様式ダウンロー

ド等もかなり載せていたのですけれども、マイナン

バーの関係等々があったときに少し整理をさせてい

ただいて、今、必須の部分のいわゆる児童手当関係

のみ載せさせていただいておりますので、今後につ

きましては、内部で連携のほうしていますけれど

も、準備が整ったものからふやすようなことを想定

をしているところでございます。なので、様式でふ

えたから費用がふえる、減るということはないとい

うことでございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） １１番小林委員。 

○１１番（小林啓太君） では、使い倒したからと

いって料金が高くなるわけでもないというふうに確

認させていただきました。 

 ちょっとそこのマイナンバーとの関係で、ほかの

システムがあったり、どっちのほうが利便性が高い

のかはちょっと分かりかねますが、この点、令和２

年度の第２回定例会において一般質問でこの件、御

質問させていただいた際に、実は当時も利用できる

のが９件でありまして、その際、宮下課長のほうか

ら、随時、準備ができたものから拡大するというこ

とで、今後も拡大に向けて検討していきたいと思う

という御答弁をいただいており、当時と今、状況は

変わっていないと思うのですが、この間、どのよう

な御検討をされたのか、お伺いします。 

○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（宮下正美君） １１番小林委員の部分

でございますが、検討につきましては、常に私のと

ころでは検討して、ただ、実際にやる手続きは、総

務課が所管してというよりは、それぞれの所管で

持っている、いわゆる対住民さんの手続きを持って

いるところですので、町民生活課なり、あるいは保
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健福祉課なりの部分のところでございますので、そ

ういうところでやれることを基本はやっていますけ

れども、ただ単純にそっちにすればいいというもの

だけでもありませんので、そこら辺はなかなか実現

までには至っていないというところです。ただ、課

題としては、今もそうですけれども、こういう電子

化がどんどんどんどん進んでいくというのは間違い

ないことでございますので、今後もぜひ検討しなが

ら、やれるものから追加はしていきたいという部分

です。ただ、先ほどありましたように、この前とふ

えていないのではないかという部分につきまして

は、私の力不足かなということで反省しているとこ

ろでございますが、引き続きそれぞれの所管と調整

しながら有効に活用していきたいというふうに思っ

ております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますか。 

 ２番北條委員。 

○２番（北條隆男君） １１１ページの車両運行の

中の報酬で、ちょっと２００万円ぐらい上がってい

るのですよね。その内容は、人が増えたのかどう

か、ちょっと確認。 

○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（宮下正美君） ２番北條委員からあり

ました、車両運行費の報酬の部分の金額が前年対比

で大分増えているのではないかというところでござ

います。こちらの費用につきましては、昨年につき

ましては公用車運転業務員ということで２名の予算

としておりましたが、新年度につきましては、そこ

に１名、重機を少し乗っていただける運転手の方を

雇用を予定をしているということで、３名分の費用

ということで計上させていただいておりますので、

おおむね大体１.５倍ぐらいになっているというこ

とで御理解いただきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますか。 

 ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） すみません、ちょっと分か

らないので教えていただきたいのですが、９９ペー

ジの会計年度任用職員に携わるところで、いただい

た資料でも人数がざっと出ておりまして、大変申し

わけない、私の勉強不足で。この増えた要因という

のは、単純に人員が増えたということでよろしいで

すか。 

○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（宮下正美君） ５番金子委員からあり

ました、会計年度任用職員の予算の部分で、総体で

増えている要因は何だという御質問でよろしいで

しょうか。まず総体で増えている部分、まず大きい

部分としましては、１番目の報酬の部分で、昨年度

対比で１７０万円程度ふえているのは、いわゆる代

替職員の部分を、ちょっと女性の方の産休とかの部

分で少し１人ふやしている部分でふえている分、あ

と、まず代替職員がふえている部分と、あと、職員

手当に関しましては、昨年の４月からこの制度ス

タートしまして、特に手当の部分でいきますと、昨

年の６月にお支払いする手当は４月、５月勤務分し

かしないので、１００分の３０しか払っていなかっ

たのですけれども、基本は単年度雇用なのですが、

継続されて更新がかかる方については、今度６月に

は満度に手当を払うという形にしますので、その部

分で、去年と比較をすると、手当が、まず６月手当

分が１００分の３０しか、定率のうちの１００分の

３０しか払っていなかったのを、今度定率の率にそ

のまま払う方がほとんどですので、手当がふえると

いう部分と、あと、会計年度任用職員さんについて

は、総体的に継続になると昇給もしますという制度

にしましたので、引き続き働く方についてはお給料

も上がるというような形になりますので、報酬、手

当、それに伴います共済費も、関連する費用が全部

ふえるという形でなってございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 分かりました。手当の部分

が、確かにそうですね、去年は沿線の自治体である

町においては満度、１２分の１２出しているところ

もあるのですけれども、お聞きしたいのが、平均し

て見ると、上富良野町の会計年度任用職員の部分の

給与というのは、他の市町村に比べて若干でこぼこ

があるのかなというふうにも見られるのですけれど

も、これは問題あるとは言いませんけれども、それ

は段階的に昇給していくということがあるので、最

賃から始まっていくという流れでとらえてよろしい

のですか。 

○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（宮下正美君） ５番金子委員からあり

ました、会計年度任用職員の報酬の水準の他の市町

村と比較してどうだという部分の御質問かなという

ふうに思ってございます。こちらにつきましては、

各まちがそれぞれ設定をしながら、昨年の制度化を

進めたというところでございます。なお、これにつ

きましては条例も必要ですので、条例の中でも御説

明をしたのかなというふうに思っています。当町に

つきましては、当時のいわゆる臨時職員制度ですと

か、あるいは非常勤の報酬の部分を基準にしなが

ら、それを職員の給与表に当てはめるというような

形で制度設計をさせていただきました。結果、水準

としましては、前の制度より悪くはしない、必ずよ
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くしますという制度で、そこからスタートでお給料

を上げるような仕組みにつくるよという形にしてご

ざいますので、もともとどこかと比較して、そこよ

りも安かったところについてはそのまま安いのかな

というふうにちょっと思っています。 

 あと、昨年の部分で、ちょっとうちのほうでも悩

んでおりましたのは、いわゆる手当の部分でござい

ます。うちは、結果、再任用職員の方の手当と同率

の手当を設定をさせていただきました。なので、通

常職員の４.何ぼではなくて、１.４７ですか、でし

ていただきました。ただ、ふたといいますか、実

際、制度が始まってみますと、うちはそういうふう

に再任用さんにあわせました。ほかのところでは職

員のほうにあわせましたというような部分で、手当

の率だけを見ると、ちょっと差がやっぱりあるのか

なというのも一つあります。その部分についてはど

うやって整理をするのかというのは今後の課題だと

思いますし、一方で、どのまちというわけではござ

いませんが、中には総体として、今言ったように率

は上げたのですけれども、もとになる月給を下げ

て、トータルとしてもらう金額は変わりませんとい

うことにも実際にはなっているところもありますの

で、なかなかそこはどちらがいいのかという部分は

それぞれ判断があると思いますが、そういうことも

あって、うちの手当を今すぐ職員並みに上げるとす

ると、かなりの費用がふえますし、もともと本俸と

いうか、本当の月給の部分については、必ず今まで

より下げることはしないというのを原則にしていま

したので、そこら辺は、この制度が始まってやっと

今２年目がスタートしますので、ほかのまちの引き

上げ等の状況を見ながら、適正な数字になるように

これから研究をしたいというふうに思ってございま

す。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ６番中澤委員。 

○６番（中澤良隆君） １１９ページに、防災対策

費の関係で何点かお聞きしたいと思います。 

 まず、屋外放送等の敷地の使用謝礼が予算化され

ていますが、場所について、大体決まっているのか

どうか、お尋ねをいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 危機管理室長、答弁。 

○基地調整・危機管理室長（菊地 敏君） ６番中

澤委員の御質問、屋外の柱なのですけれども、場所

に関しては８か所で確認しております。 

○委員長（岡本康裕君） ６番中澤委員。 

○６番（中澤良隆君） １万円の予算で大体間に合

うと受けとめてよろしいのでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 危機管理室長、答弁。 

○基地調整・危機管理室長（菊地 敏君） ６番中

澤委員の御質問にお答えいたします。 

 １万円で８か所分、謝礼ということで、金銭では

なく、粗品を、お菓子なのですけれども、それで

賄っております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ６番中澤委員。 

○６番（中澤良隆君） 次に、防災会議の委員の関

係でお聞きをしたいと思います。 

 今、防災会議の委員は何名で、うち、女性は何名

いらっしゃるか、教えてください。 

○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（宮下正美君） ６番中澤委員からの防

災会議の人数と女性の部分につきましては、後ほど

答えさせていただきたいと思います。ただ、記憶で

は女性の方がいるという記憶がありませんので、後

ほど答えさせていただきます。 

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。 

 ６番中澤委員。 

○６番（中澤良隆君） 違った点でお聞きをしたい

と思います。今年も訓練をやりました。昨年、私の

質問にも、災害対策本部や何かに、できれば社会福

祉協議会を入れるべきだということで御意見申し上

げたところ、もとの町長は、それは今すぐできると

いうような御返答をいただいておりました。それ

で、今年の防災訓練や何かに社会福祉協議会の立ち

位置としてはどのようになっていたのかを確認させ

てください。 

○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（宮下正美君） ６番中澤委員からあり

ました、防災訓練で行います社会福祉協議会の関わ

りという部分でございます。当初につきましては、

ボランティアマニュアル等も整備した関係で、ぜひ

そういうところに一緒に関わっていただきたいなと

いうことで、当初は私のほうも思ってございまし

た。ただ、今回、実際準備を進めていく中におきま

して、このコロナ禍において、一定程度やり方を変

えて、いわゆる住民さんが参加をする避難訓練とか

もちょっとやめて、本当に内輪といいますか、関係

部署だけの部分での今回については訓練をしたとい

う中で、実際に今回の訓練におきまして、社会福祉

協議会さんの関わりというのは結果としてはなかっ

たというところでございますが、ただ、先ほど言っ

たように、ボランティアセンターの部分ですとか、

そういう部分の実動の訓練はやっぱり必要だなとい

うふうに思っておりますので、それについては、今

後、参加していただいて、一緒にやれるようなこと

を構築をしていきたいというふうに考えておりま

す。 

 以上です。 
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○委員長（岡本康裕君） ６番中澤委員。 

○６番（中澤良隆君） そのときのやりとりの中

で、社会福祉協議会の災害ボランティアセンターや

何かにもいろいろな備品や何かがかかって、なかな

か自前で準備することは不可能なのでというような

やりとりの中で、社会福祉協議会のほうにもまちの

ほうから応援したいという話があって、今年の予算

に反映はされているのかどうかを確認させてくださ

い。 

○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（宮下正美君） ６番中澤委員からあり

ました、社会福祉協議会に対する防災資機材等の助

成の部分かなというふうに思います。そういう御意

見、この前いただいたなという部分の中で、社会福

祉協議会のほうと、実際にどういうものが必要なの

か、必要ではないのかというお話もさせていただい

ているはずです。その中で、何か特に今の時点で社

会福祉協議会として持っておきたいというものにつ

いてのものはその時点では出なかったのかなと。今

あるもの、あるいは今、うちがストックといいます

か備蓄しているもの、テントですとか、机ですと

か、椅子ですとか、あとはかみんにあるものを活用

しながらやっていけるのではないかということで、

たしか話が予算前に終わっていまして、今回の予算

にはそういう部分については予算化はしていないと

ころでございますが、ただ、感染症も含めていろい

ろ情勢は変わっていますので、適宜調整しながら、

必要なものにつきましてはまちがそろえるのか、あ

るいは社協がそろえるのか、かみんに設置しておい

たほうがいいのかというのは研究しながら、必要な

ものは整備に向けて準備を進めたいと思ってござい

ます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） 危機管理室長、答弁。 

○基地調整・危機管理室長（菊地 敏君） 先ほど

の防災会議の委員の数なのでございますが、委員数

といたしまして、全２６名、その中には、地元の上

富良野郵便局長、北電富良野営業所、富良野土地改

良区等々入っております。ただ、会議の委員さんに

関しましては、当て職ということもありまして、女

性が何人だとかというのはちょっと把握はしきれて

いない状態ですけれども、確認というか、自分の調

べた中ではゼロ人だったと思います。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ６番中澤委員。 

○６番（中澤良隆君） ２６名ということで聞きま

した。国のほうでは、防災会議の委員の女性の割合

を３割という目標を掲げていて、全国的には達成２

％、道内ではゼロ％と言っていますから、多分いな

いのだと思います。それで、やっぱり災害のときに

ついては、これは２０２０年までということだった

のですが、やっぱり女性がいるということは、この

防災会議や何かで、特に必要だというのは、着がえ

だとか、授乳だとか、そういうような面でぜひ国と

してはこの防災会議に３０％の目標を掲げていると

いうことでありますので、我がまちもその努力をし

ていただきたいなというのが、それでちょっと答弁

をいただきたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（宮下正美君） ６番中澤委員からあり

ました防災会議のあり方という部分で御質問かなと

思います。あと、すみません、先ほど室長のほうか

ら女性の関係、ないということでございましたが、

大変申しわけございません。現行の中では、今、１

人、女性の方がいらっしゃいます。ただ、先ほど室

長が言ったように、今の防災会議自体が、いわゆる

各機関から当て職がメインになっているという中

で、今なっている女性の方も、民生児童委員の代表

といいますか、民生児童委員のほうから選任されて

いる方が女性の方ということになっているところで

ございます。それでまず１人いますということで答

弁を訂正をさせていただきたいのと、あと、女性の

部分でございますが、これは防災会議だけのもので

はございませんので、先ほど委員からありました、

いわゆる女性の部分については、先日は町長は数値

目標を持って云々ということはありましたが、極力

そういう方の意見反映ができるようなものにしてい

くようにこれからも努めていきたいというふうに思

いますので、御理解いただきたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） １１番小林委員。 

○１１番（小林啓太君） 関連で、防災対策費に関

して、要求資料のナンバー３を見た際に、携帯電話

やスマートフォンの充電器などの設備等は含まれて

いないことを確認したのですが、その設備に関して

は避難者負担という認識でよろしいでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 危機管理室長、答弁。 

○基地調整・危機管理室長（菊地 敏君） １１番

小林委員の御質問にお答えさせていただきます。 

 備品の資機材の整備計画、携帯電話、スマート

フォンは対象となっておりません。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） １１番小林委員。 

○１１番（小林啓太君） ということは、避難する

際には必ず携帯の充電器、ケーブル、そういうポー

タブルの充電できるようなものを持って避難するよ

うにということを住民に伝えなくてはむしろ逆にい

けないということで認識でよろしかったでしょう

か。 
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○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（宮下正美君） １１番小林委員からあ

りました、防災備蓄品にかかります携帯電話の充電

器等の部分というところでございます。基本は、普

段、何かあったときに持ち出すものについて、そう

いう身の回りのものについては準備をしておいてい

ただければありがたいかなというふうに思います。

ただ、携帯の充電器については、先日といいます

か、ブラックアウトのときに経験しましたけれど

も、ほとんどの方が持って、結果、役場ですとか社

教センター、あるいはかみんですとか、そういうと

ころにコンセントをつけて、そういうところで充電

できますよというような体制整備をしたということ

も一つ経験をしていますので、一定程度必要なのか

なというふうに思ってございます。ただ、今回の予

算においては、通常の一定の数の必要なものについ

ての備蓄計画ということで予定をしておりますの

で、その部分の必要性については認識をしていると

ころでございます。今後、必要なといいますか、機

会があるときに一定程度の整備は必要、それは非常

時ではなくて、ふだんの部分でもそういうものとい

うのはだんだん必要になってくるのかなというふう

に思います。ただ、当時もあったのですけれども、

今、普通に売っているのは、１台、２台しかできな

いものなのですが、実際、ああいうふうになったと

きには、一気に何十台を充電できるタイプのもので

ないと足りないというのが分かりまして、当時、そ

ういうふうに充電できるものがやっと何か何となく

開発されて、展示がされていたなという記憶があり

ます。今、時代がだんだん変わってきましたので、

そういうふうに、ふだん、住民の皆さんの施設利用

の中で活用できるようなもので安価なものがあれ

ば、適宜準備も別途進めていきたいというふうに

思っておりますので、御理解いただきたいと思いま

す。 

○委員長（岡本康裕君） ほか。 

 ９番佐藤委員。 

○９番（佐藤大輔君） ２款１項９目ふるさと応援

寄附モニター事業の広告費に関してお伺いします。

要求資料４ページに、広告料５０万円×３回という

ふうに記載されておりますけれども、掲載する媒体

と３回のタイミングに関してお伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 企画政策班主幹、答弁。 

○企画政策班主幹（濱村篤司君） ９番佐藤委員の

ただいまの広告料の質問についてお答えをいたしま

す。 

 資料のほうに、佐藤委員のおっしゃられたよう

に、５０万円、３回というふうに積算をして、今

回、計上をしたところでございます。これまでの実

績からいきますと、読売新聞、朝日新聞、こういっ

たものに、全国紙を主としているところですが、東

京、大阪、名古屋、北海道、こういったところを入

れております。あと、北海道生活という、こういう

ふるさと納税とかを専門的に、また、移住などのＰ

Ｒをしている雑誌がございますので、その特集ペー

ジに掲載を予定しておるものです。昨年というか、

令和２年度、また、令和元年度につきましては、年

末に向けてを目標としまして、大体１０月の下旬ぐ

らいに、新聞の紙面とは別に、別冊としてふるさと

納税特集みたいなものが組まれるというものがござ

いました。そちらのほうに広告のほうを掲載をして

きております。また、令和３年度について増額して

いるものといったところでは、特にポータルサイト

の中に掲示される広告、こういったものがとても集

客力があるということで伺っております。なので、

例えば楽天ですとか、さとふるですとか、そういっ

たものに年末など、一番の駆け込み需要のある際に

広告の掲載を依頼をしていきたいと考えておるとこ

ろです。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ９番佐藤委員。 

○９番（佐藤大輔君） そのポータルサイト等を利

用した広告に関して、ときには抽選になるというよ

うなことも伺っておりますが、現時点で掲載が確約

されているというわけではないということで理解し

てよろしいでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 企画政策班主幹、答弁。 

○企画政策班主幹（濱村篤司君） 佐藤委員の御質

問にお答えをいたします。 

 申し込みが、やはりこの時期は駆け込みというこ

とで、多数応募があり、抽選ということもあるよう

に伺っておりますが、また、金額が高くなってしま

うものでもあるのですが、その表示をさせる期間、

時間帯ですね、日数であったり、いつからいつまで

の時間帯に載せるなどといったものも、広告会社、

ポータルサイトの運営会社との話もできるように

伺っておりますので、そこにつきましては、今後、

掲載の方法などについて、また、さらに魅力的な媒

体がありましたら、そちらのほうに切りかえていく

など、柔軟に対応、検討してまいりたいと思いま

す。 

○委員長（岡本康裕君） ほか。 

 １１番小林委員。 

○１１番（小林啓太君） ふるさと納税、ふるさと

応援モニターに関してで、今後も寄附をふやしてい

く上で、返礼品の事業者の協力してくれる方をふや

していくことも有効なのではないかと考えますが、

令和３年度においてはその辺に関して何かお考えが
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あるかどうか、お伺いします。 

○委員長（岡本康裕君） 企画政策班主幹、答弁。 

○企画政策班主幹（濱村篤司君） １１番小林委員

の、令和３年度においてモニターへの協力事業者の

増についての働きかけについてお答えをいたしま

す。 

 ただいま上富良野町におきましては、類似品等に

ついて、随時、もう既にポータルサイトのほうでふ

るさと応援モニターの返礼品として、商品、いろい

ろなもの、果物であったり、野菜であったり、ビー

ルであったり、いろいろ展開をされているのです

が、類似品につきましては随時募集を受け付けをし

ております。今までに取り扱いのないようなものと

かが出てきた場合につきましては、産業にぎわい協

議会におきまして審議をしていただいて、その後に

追加という形になります。よって、事業者さんのほ

うでぜひ協力していきたいわということがありまし

たら、受け付けのほうはこれまでどおりふやしてま

いりたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） １１番小林委員。 

○１１番（小林啓太君） ということは、確認なの

ですけれども、基本的には協力事業者さんのほうか

らふるさと納税に出品したいというふうな要望が

あった際は受けるが、特にまち側からこういうふう

に返礼品の協力事業者として商品を出しませんかと

いうような働きかけは考えていないということでよ

ろしいでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 企画政策班主幹、答弁。 

○企画政策班主幹（濱村篤司君） 小林委員からの

今の御質問にお答えをいたします。 

 まちからの働きかけは、これまで制度がスタート

したときに、商工会や観光協会を通じて事業者のほ

うを募ってきたという経過がございます。その後に

つきましては、今、ポータルサイトを運営している

会社などから、上富良野町にこのような商品ありま

せんかなど、まちのほうに問い合わせがあった場

合、こういった事業者さんがありますよ、こういっ

た宿泊施設がありまして、商品のほう、出してもら

えると思いますよということで、協力事業者の可能

なところを紹介をさせていただいております。上富

良野町から町内の業者に対して協力事業者を募ると

いうことは、ただいまのところやっておりません。 

○委員長（岡本康裕君） 昼食休憩といたします。 

 再開は１時です。よろしくお願いいたします。 

─────────────── 

午後 ０時００分 休憩 

午後 １時００分 再開 

─────────────── 

○委員長（岡本康裕君） 昼食休憩前に引き続き、

委員会を再開いたします。 

 ２款。 

 ３番髙松委員。 

○３番（髙松克年君） 事前要求の資料の防災機材

の整備計画の中で、備蓄食品があるのですけれど

も、この備蓄食品の食物アレルギーのアレルゲン表

示というのですか、それは確認されているのかどう

か。そして、それが集合しているというか集まる人

たちにわたるときにどういうふうに確認をしている

かというのも聞きたいと思って質問します。 

○委員長（岡本康裕君） 資料の説明になります

が、予算の質問に絡めていただければ。 

 ３番髙松委員。 

○３番（髙松克年君） それで、もしも例えばそう

いうことをするとすれば、備蓄するのに、言ったら

あれだけれども、お金がかかるというようなことな

のかなとは思っているのですけれども、聞かせてく

ださい。 

○委員長（岡本康裕君） 今年度の備蓄品に関わる

アレルギー関係ということで、答えられるでしょう

か。 

 危機管理室長、答弁。 

○基地調整・危機管理室長（菊地 敏君） ３番髙

松委員の、うちの食品類の資機材のアレルギー関係

の御質問にお答えいたします。 

 アルファ米から保存パン、乾燥スープ等々、食糧

は保存はしております。アレルギー品目が、今の時

代というか、最近、魚だとかエビだとか、そういう

表記はされております。ただ、アレルギーを持って

いる体質者の方に全て該当するかという対応は今の

ところできておりません。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） 髙松委員、よろしいです

か。 

○３番（髙松克年君） はい。 

○委員長（岡本康裕君） １１番小林委員。 

○１１番（小林啓太君） 先ほどのふるさと応援寄

附モニターに関してもう１点だけお伺いします。 

 現在、ふるさと納税のユーザーなら選ぶ主要目的

の中に自衛隊との共存共栄まちづくり事業というの

が選択できるようになっていますが、ここへの寄附

はどのようなところの予算に反映されているのか、

お伺いします。 

○委員長（岡本康裕君） 財政管理班主幹、答弁。 

○財政管理班主幹（野寺龍二君） １１番小林委員

の御質問にお答えします。 

 自衛隊との共存共栄の項目で寄附いただいたもの

につきましては、ラベンダーのまちづくり基金への

積み立てに充当しているところでございます。 
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 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） １１番小林委員。 

○１１番（小林啓太君） そうしますと、そのラベ

ンダーの基金の内訳になるのかもしれないですけれ

ども、自衛隊共存共栄まちづくり事業に寄附いただ

いた金額はどの程度、令和３年度の予算に反映され

ているのか、お伺いします。 

○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（宮下正美君） １１番小林委員からあ

りました、３年度予算におけますふるさとモニター

事業のうちの自衛隊の部分の充当先というところで

ございますが、当初予算におきましては、ふるさと

応援モニターにかかる収入については全て歳出がモ

ニター事業にかかる経費分のみ計上しておりますの

で、予算上は特定の部分、経費以外の部分の収入に

ついては、予算上は見込んではいないということで

御理解いただきたいと思います。 

 ３年度予算の中で、それぞれの寄附、目的ごとに

受けた寄附について、歳出側でどのようなところに

財源充当しているかという御質問でよろしいです

か。 

○１１番（小林啓太君） はい、それで。 

○総務課長（宮下正美君） モニター事業の部分に

つきましては、制度が始まったときから、歳出側で

いわゆる委託費、あるいはこれまでもありました、

ふるさとモニター事業としてかかる費用の経費とい

うことで歳出予算のほうを組ませていただいており

ます。それと同等額を歳入側で寄附として受けてい

ますので、当初予算の段階では、歳入で受けた寄附

金は全て歳出側のモニター事業のほうにしか財源充

当はしていません。なので、３年度受ける寄附金

で、別な目的に沿った事業というのは、この中には

当初予算は組み立てておりません。途中で寄附をい

ただいたときに、それぞれの目的に沿った形で、

残った分、一定程度になれば、それぞれの目的基金

に積むという補正予算をさせていただいています。

なので、今回お示ししている当初予算の中では、今

年度受ける寄附を使って特定の事業をやるという組

み立てにはしていないということで御理解をいただ

ければと思いますので、先ほど言いました基金の関

係の部分、どういうふうに見込んでいるのだという

ふうに言われても、今のこの当初予算の中では、そ

の基金を使う事業というのは、予算上、計上してい

ませんという形になります。なるとすると、今年、

もしそういう部分があれば、一度基金に積んで、来

年度以降に、もしかするとそういう基地の、自衛隊

のための何か事業があって、基金を使えるものがあ

るかなというふうになれば、次の年からこういう事

業に基金からおろして使いますというふうになるか

もしれませんけれども、今ここにお示ししている予

算の中では、そういう部分はないということで御理

解いただきたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。 

 １１番小林委員。 

○１１番（小林啓太君） ちょっと基本的なことの

質問になってしまうかもしれないのですが、つまり

ふるさと納税をする際に、自衛隊との共存共栄まち

づくり事業を選択された方の寄附金は、ラベンダー

の里上富良野応援基金に基本的には積み立てられる

という認識でまず間違いがないかどうか確認させて

ください。 

○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（宮下正美君） １１番小林委員からあ

りました部分でございます。こちらにつきまして

は、基金で受けたもののうち、特定の目的でないも

のについてはラベンダーの里応援基金のほうに積む

ということで条例をつくってございますので、基本

はラベンダーの基金に積むというのが原則になりま

す。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（宮下正美君） すみません、一部修正

があります。 

 基金の積み立て先ですけれども、全額ラベンダー

ではなくて、十勝岳基金とラベンダー基金に２分の

１積むというのが大原則になっていますということ

で、修正させていただきます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） １１番小林委員。 

○１１番（小林啓太君） そうしたら、毎年幾ら、

この事業に関して寄附があったかというのは分かる

金額だと思うのですが、その後、基金を振り分けら

れた後は、自衛隊との共存共栄のまちづくりのため

にそのお金は使われるようになっているのかどう

か、確認させてください。 

○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（宮下正美君） １１番小林委員からご

ざいました、基本、これまでもそうでありますが、

寄附者の意向に沿った中で使うように、基金からお

ろすものにつきましても、一定程度、明細はつけて

ございませんけれども、寄附者の意向に沿った中

で、その事業に当てるようなことでこれまでもとり

進めていますし、これからもそういうふうに運用し

ていきたいと思ってございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ありますか。 

 ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） １０７ページの演習場周辺
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地区整備補助ということで、今年度も５０万円予算

立てされております。内容については、今さら言う

までもございませんが、演習場の近くの方で、部隊

の方が演習を行うことによって様々な障害が起こる

ことへのお礼も含めた中で、ほかの部分ではなかな

か賄えないところをしっかりとこれからも共存共栄

をしていくためということで組まれているものと理

解しておりまして、年々、この予算も執行状況が

減っていっている中で、少なくなっていき、今年度

も予算されております。内容を見ますと、立木の撤

去であったりとか、どちらかというと演習場がある

からなかなか障がいとなっている事業から少しずつ

離れてきているのではないかなというふうにとらえ

るのですけれども、当初、設立の当時は、本当にそ

ういったものの中で住民会で十分に目的として使わ

れてきているのですが、これらについて、若干、初

期の目的とずれてきているような懸念があるのです

が、これらについて、今後、また今年度、そういっ

た本当に純粋な部分で自衛隊車両が数多く通過する

とか、それらがあることによって、本当に地区の人

が甚大なる被害を被ることについてというような、

そういった明確な使われ方はされていかないのか、

お伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（宮下正美君） ５番金子委員からあり

ました、演習場周辺地区の整備の補助の内容という

ところでございますが、今、質問いただきました、

趣旨が少し変わってきているのではないのかなとい

うことでございますが、この補助のもともとといい

ますか、うちとしては変わっているというふうには

認識をしておりません。あくまでもその演習場があ

ることによって、そこにある障がいを地元の皆さん

が解決するために補助しますという補助金ではござ

いません。障がいを防止するというのは、それは地

域にお任せをするのではなくて、あくまでもまち

が、いわゆる障がい防止事業としてしっかりやって

いかなければならないことなので、それは別途やっ

ております。こちらのほうの演習場周辺地区整備補

助の部分につきましては、いわゆる演習場の近くに

住まわれているという中で、いろいろな部分で御迷

惑をかけている部分がありますので、ぜひそれぞれ

の地域の中で、地域のコミュニティの維持のため

に、自分たちのコミュニティの維持のために環境を

整備する部分について、まちとして応援しますよと

いう形でこれまでも補助をしてきておりますので、

そういう中で、その地区のコミュニティを維持する

ための維持に要する事業ということで、現状では、

ふだん、地区の皆さんが住んでいる河川の維持管理

ですとか、あるいは皆さんが集まる会館の維持経費

のほうに使われているということで認識をしている

ところでございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） そういったものの補助対象

というのは、３款のほうでもありますよね。２款で

したっけ。何か住民会で、住民自治で使える部分

で、例えば宮町だったら宮町会館における何か協働

のまちづくり云々でしたっけ、あれらがあるので、

それらと統合して、全体の２５ある住民会地区で使

えるものの拡充というほうが、目的としてもふさわ

しいのではないかなというふうに考えますけれど

も、当初、本当に設立当時の事業をいろいろ私も見

返したのですけれども、いろいろなところにきめ細

かく使われていた経緯というのも思い出してはいる

のですけれども、今、協働のまちづくりで各自治会

でやっているものらと統合してもいいのではないか

なと思うのですけれども、それらはどうでしょう

か。 

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。 

○副町長（石田昭彦君） ５番金子委員の演習場周

辺地区整備補助の関係でございますけれども、先ほ

ど総務課長が答弁させていただきましたように、こ

の事業、たしか平成２４年から実施された事業かな

というふうに記憶しておりますけれども、その当時

から趣旨は一切変わっていないというふうに私たち

は理解をしています。演習場の周辺地区において、

例えば大きな音がしますよ、例えば迫撃砲に伴って

振動等もありますよ、演習場車両が、大きな車両が

行き交うことでいろいろと地域の周辺の皆さんに少

なからず迷惑がかかっていますよというようなこと

については、そういった障害を取り除くためのもの

については、これはまちの仕事というよりも、本

来、国の仕事ということで、国においては、それで

当然、一定の基準に基づいて、防音対象の一定のエ

リアにおいては、そういった住宅防音等の整備が、

その当時は航空機の対象だけでありましたけれど

も、こういう迫撃砲等においてもそういう防音のも

のが整備されて、そういったことは国においても

しっかりとやっておりますので、そういう中におい

て、当時も２４年の事業が制度化されたときにも、

金子議員とここでやりとりした記憶がありますけれ

ども、その当時から一切考え方は変わっておりませ

んで、まちとしてそういった地域に対して、国が国

として障がいを行うべきことと、そういうふうにま

ちがそういう地域の方々がそういう不都合を享受し

ながら地域コミュニティを維持していただいており

ますので、そういう部分をまちとしても応援する制

度として立ち上げたものでありまして、私の当時の
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記憶であれば、例えばそれぞれの会館で、例えば絨

毯を新しく交換していいかいとか、テーブルを更新

したいわ、花壇整備したいわ、会館の花壇をちょっ

ときれいにしたいわと。最近であれば、東中地区は

ずっと演習場から通じる河川等の整備等についても

自賄いでそういう作業をやるのに対応したりという

ことで、目的もそれらについては一切変わっていな

いのかなと。そういうことを、一定程度、そういう

地区については、そういう障害があるねということ

はまち全体で皆さんで御理解いただいた中で、そう

いう地域の応援としてしましょうということででき

た制度かなというふうに認識しておりますので、当

時と考え方は一切変わっておりません。 

○委員長（岡本康裕君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 最初に、この事業がだめだ

よということではなくて、たしか今、副町長のお話

しした経緯の中で、この事業が先にできていて、そ

れが拡充されて、まちなかの人たちもいろいろ使え

る共同の事業というので、事業が大きくなっていっ

たような記憶もあるのですよね。それまでは、例え

ばなのですけれども、ふまねっとを買う、そういっ

たものに対しても８割補助がありますよとかという

のが後発的にできてきているではないですか。だか

ら私が言いたいのは、この事業をなくせとかという

ことではなくて、今、もちろん演習場があること

で、そこの隣接している住民会の人たちというのは

いろいろな御迷惑を受けていて、その協力があって

自衛隊と共存するまちづくりができていることも

重々私はそこは理解しております。 

 何を言いたいかというと、そこの地域云々という

こともさることながら、これらを包括的に住民会の

使えるお金の中に組み込んで一元化することによっ

て、様々なところでも、いろいろなところで使える

ような柔軟性のある事業に変えていくことが望まし

いのではないかなということでちょっと今質問させ

てもらっているので、そういった考えはどうでしょ

うかということです。 

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。 

○副町長（石田昭彦君） ５番金子委員の御質問に

お答えいたします。 

 金子委員の考え方については非常に同調できるよ

うな考え方かなというふうに思っております。その

ようなことから、斉藤町長においても執行方針の中

で述べさせていただいていたというふうに記憶して

おりますけれども、今、住民会に対する交付金の制

度についても、今のような仕組みになってからたし

か１４年を経過しているということでありますの

で、そういった地域のコミュニティ活動がより地域

の自主性に応じた形でできるような形で、いろいろ

とそういうものについては、今のこの演習場周辺地

区の補助金に限らず、今、委員からありました協働

のまちづくりの推進補助金や、例えば、あとはそれ

ぞれ自主防に対する助成の形であったりとか、いろ

いろな形で地域にお金が出ているものがありますの

で、そういうようなものが、例えばより一元化する

ことで大きな塊となって、それぞれの地域が自主性

を持って自主活動ができるような、そういう方向性

の考え方については一切否定するものではありませ

んので、町長においても、そういう今の八百二、三

十万円の予算だと思いますけれども、自治会活動の

推進交付金についても、１４年が経過しているの

で、そろそろ見直しをしっかりと考えたらどうだと

いう指示がありましたので、町長においては、執行

方針についてもそういう考え方を述べさせていただ

いているということで御理解いただければと思いま

す。 

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。 

 ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） どこで質問していいか分か

らないのですが、１０９ページの燃料費に関わって

お伺いいたします。 

 まちでは今後、省エネ対策という形の中で、パブ

リックコメント等を実施して、計画を進めようとい

う形の省エネルギー対策でありますが、今年度にお

いて、基本方針としては、自主的な積極的な節電の

取り組みや省エネルギーに対する機器導入の促進に

向けての対策等の項目が掲げられておりますが、こ

の点について、まちとして、省エネという形の中

で、今年度、どういう目標の中でこれに取り組もう

とされているのか、ちょっとお伺いしたいというふ

うに思います。 

○委員長（岡本康裕君） 少々お待ちください。 

 休憩いたします。 

─────────────── 

午後 １時２２分 休憩 

午後 １時２２分 再開 

─────────────── 

○委員長（岡本康裕君） 暫時休憩を解きます。 

 ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） １１５ページの「泥流地

帯」映画化に向けて、１１７ページですね。この補

足説明資料においても、映画化に向けたＣＧ作成と

いう形の予算が計上をされております。その中で

は、納品は１２月ごろという形になっております。

９９０万円が計上されております。この作成の趣旨

としては、泥流地帯の郷土の関わった、編集して、

それを保存して、教材や研究に使うという形になっ

ております。 
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 まず１点目、お伺いしたいのは、この委託料その

ものというのは、製作費そのものなのか、内訳、委

託料の内訳、詳細の内訳がちょっと掲載されており

ませんので、分かりましたら、どういう内容なのか

お伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 地域活性化担当主幹、答

弁。 

○地域活性化担当主幹（浦島啓司君） ７番米沢委

員の御質問にお答えいたします。 

 ＣＧ制作費ですが、まずこちら、映画制作費とは

またちょっと切り離した考えでの上富良野町として

の政策になるのですけれども、内訳といたしまして

は、ちょっと専門的すぎて私も全て理解できるかど

うかというところではあるのですが、そのデータの

見積もりの言葉を借りることになりますけれども、

モデリングですとかレタリング、レンダリング、レ

タッチ、こういったものが基本的にＣＧ制作の恐ら

くコンピュータ上で制作することそのもののことを

指している金額が見積もりの中ではおよそ５００万

円という見積もりに、税抜きですけれども、５００

万円となっております。そのほかに、もちろんこの

制作に当たっては、リアリティというのが一つ大前

提で最も大きい要素となりますので、そちらの調査

ですとか、そういったものの費用が一部１３５万円

という計上がされております。また、ちょっと大き

なものだけかいつまんでおりますけれども、それを

全体的なプロデュースをする経費として１００万円

といったものが主に大きい金額としては計上されて

積算の中に記載されております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） いろいろちょっと専門的な

用語がありまして、理解できないところもあったの

ですが、制作に使われるということだけは非常に分

かりました。 

 それで、将来的には町内外における教育素材とし

ても活用したいという形の内容になっております。

郷土史の保存という形で、永久に保存したいという

形の内容になっておりますが、これはあくまでもこ

ういう形で、当然、具体的に教育素材としてどう使

いたいというようなことがまだきっちりと決められ

ていないのかもしれませんけれども、この活用方法

というのは、でき上がったらどうなるのでしょう

か。 

○委員長（岡本康裕君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（佐藤雅喜君） ７番米沢委員

の御質問にお答えいたします。 

 まず、ジオパークの推進室長として話をさせてい

ただきたいと。全体のことは浦島主幹から話が出る

かと思います。 

 十勝岳ジオパーク、皆さん御存じかと思うのです

けれども、今、施設整備を国のほうとも進めており

ます。この泥流のＣＧ、かなり映画会社がつくりま

すから、今まで旭川建設管理部とか開発局がつくっ

たＣＧと違って、本当にリアルなものに、映画の制

作会社ですから、なるかと思います。今までつくら

れたＣＧというのは、どっちかというと砂防ダム、

砂防施設の規模をきちんと分かったりとか、そうい

う学術的な砂防の技術的な部分のためにつくられた

ＣＧで、子どもを怖がらせるためのＣＧではなかっ

たのですよね。やはり、今日、ちょうど東日本大震

災の起きた日であれですけれども、津波てんでんこ

とかいって、家につないである馬をとりにいって、

皆さん流されてしまいましたから、とにかく高いと

ころに逃げろと、そういうような気持ちを持つため

には、やっぱり今の時代ですから、お子さんたちに

そういうちょっとすごいのだなと、恐ろしいなとい

うものを本当に実感してもらわなければならないと

いうのがまず１点あります。 

 そういったことから、ジオパークのほうでも、白

金の火山防災情報センター、それから美瑛町の美

宙、上富良野でいくと開拓記念館とか郷土館、こう

いったものできちんと擬似体験をしていただくこと

をすすめたいなというのが１点です。 

 それから、美瑛町、上富良野町ともに、主体は国

と道で、砂防のほうは違うのですけれども、小学校

４年生を対象に、上富良野でいくと親子砂防教室が

あります。砂防見学会があります。そのときに、体

育館に集まって、まず前段、学習しますので、そう

いったときに、必ずそれを一緒に使うと。土現さん

が持ってくるビデオ以外にそういうのを使ってもら

えるように、教育委員会なり土現さんと調整をして

いくということで、毎年毎年、必ず４年生はその授

業を受けますので、そのときに有効に活用すること

ができるのかなと思います。とにかく、やっぱりた

だハザードマップを見ても、危ないのだというよう

な気持ちはなかなか起こらないと思います。ですか

ら、この機を逃さず、そういったリアルな映像をつ

くっていただくことによって、やはりそういう防災

意識のきちっとした醸造を図っていくことが大事な

のかなと思っております。 

○委員長（岡本康裕君） 地域活性化担当主幹、答

弁。 

○地域活性化担当主幹（浦島啓司君） ７番米沢委

員の先ほどの質問に、ちょっと補足する形で御説明

申し上げますが、その歴史伝承の部分、防災意識の

醸造という部分と、もう一つが、ロケ地観光、「泥
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流地帯」の映画化そのものがそうなのですけれど

も、後のロケツーリズム、ロケ地観光客の呼び込み

という展開に持っていく中で、そこで上富良野に来

られた映画ファン、作品ファン、三浦綾子さんファ

ンであったり、そういう新たな上富良野との交流関

係を持っていただいた人たちを、上富良野の映画で

あったり歴史であったりというのを知ってもらうた

めのロケ地観光のロケツーリズムのコンテンツの一

つとしての活用も非常に期待しているところであり

ます。やはり映画、小説に出てきた場面が、そのま

ま現地に来ることで、なおかつ泥流の猛威、大き

さ、惨劇、そこから復興することの難しさというこ

とを肌で体験してもらうために、それを現地でＡＲ

技術なりＶＲ技術、仮想映像技術に組み合わせて見

ていただくような、そういった生で上富良野を知っ

ていただくような取り組みにも活用させていただき

たいと考えております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） いろいろ活用方法あると思

いますので、ぜひいろいろ活用の方法、多面的、有

意義に使っていただきたいと思います。 

 同じ１７ページの東中中学校の旧校舎でロケセッ

トの設置準備負担金２００万円計上されております

が、これは「泥流地帯」の映画化に向けての、その

もろもろの費用負担なのか、ちょっと具体的な内容

等についてお伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 地域活性化担当主幹、答

弁。 

○地域活性化担当主幹（浦島啓司君） ７番米沢委

員の御質問にお答えいたします。 

 旧東中中学校ロケセット設置準備負担ということ

で、こちら、現在、旧東中中学校体育館につきまし

ては、一部、物品、資材を置いたりということで、

本格的な活用はされていないところでありまして、

こちらは昨年来行っております映画制作者のロケ班

の中でも、その地域であったり、そこで活用できそ

うな建物ということでも、あわせて見ていただいた

のですが、これは「泥流地帯」に限らずなのです

が、こういった体育館ぐらいの規模の高さがあって

広さがあって強さがあってという設備を、これを現

地のロケでセットを組んだり何かしらで使うことが

できたら、これは最高だということで評価いただき

まして、そうすると、「泥流地帯」の撮影だけに限

らず、今後展開していきたいロケツーリズムの呼び

込みの中でも、こういった旧学校の体育館が使えま

すよということはすごく大きな呼び込み要素になる

ということで、これは制作者の方からも要望が実は

ございまして、それで利活用という中で整備してい

きたいということでございます。 

 内訳としては、使わなくなってから、通電をとめ

てからかなりの時間が経過しておりますので、まず

電気系統の確認と、復旧の工事であったり、防災、

防火システムの復旧であったり、あとは浄化槽で

あったり、水道の整備であったりといったところ

で、一部、場合によっては床の補強であったり壁の

補強であったり、例えば撮影機材を組み込むのに必

要な補強、修繕、管理なども含めての２００万円と

いうことで計上させていただいております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） そうしますと、今後、この

校舎そのものですか、こういったロケに関わるもの

になるかどうか分かりませんけれども、半永久的に

なるか分かりませんが、そういった方向で活用した

いという形の方向なのでしょうか。この間、公に公

募して、施設を購入していただける方という形で、

そういう方向もありましたけれども、今後、そうい

う含めて、ダブルでそういう対応をとっていくとい

うことになるのでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（佐藤雅喜君） ７番米沢委員

の御質問にお答えしたいと思います。 

 基本的には、どんなものをどのようにセットをつ

くられるかというのは、まだ本当に分からないので

す。理想としては、本当に日新とか、あちらの本当

に泥流が流れたところにそういう記念館みたいなの

があるのが理想なのかもしれません。それから、

我々、もう既に開拓記念館、開拓歴史広場みたいな

ものをもう既に整備しておりますので、そういった

ところに可能であれば移設して展示するとか、そう

いう利活用も、東中だけにこだわると、ちょっと周

遊性というか、やっぱり生地としては、できれば本

当に泥流が流れたところのほうが理想的なところも

ありますので、だからそういった意味で、どんな

セットがつくられて、それがちゃんとずっと保存し

て利用に耐え得るものなのか、本当に学芸会みたい

なペラペラなセットで、それで済んでしまうのか、

今、ＣＧなので、本当にどんなセットが入るか分か

らないのですよね。ですから、そういったもの、出

来上がったものを見極めながら、東中がいいのか、

もしかしたらどこかへ移設することが可能なのか、

そういったものは本当に後ほどそういうものを見な

がら展開をきちんと組み立てなければならないかな

というように考えております。 

○委員長（岡本康裕君） １番元井委員。 

○１番（元井晴奈君） 関連で、対象泥流のＣＧ作
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成のところで、この事業に関しまして、昨年の８月

６日の第５回臨時会において、補正予算の第７号

で、誘客多角化のための魅力的なコンテンツ製造実

証事業として、上富良野産業にぎわい協議会主体の

ところで同じようなＣＧ作成があったと思うのです

けれども、不採択になった事業ではあるのですが、

そのときの資料を見ますと、十勝岳噴火のＣＧが３

３０万円、実写の映像をあわせるやつが２２０万円

となっており、合わせても５５０万円で、今回、か

なり増額になっているような気がするのですが、そ

のあたり、どういう感じなのでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 地域活性化担当主幹、答

弁。 

○地域活性化担当主幹（浦島啓司君） １番元井委

員の御質問にお答えいたします。 

 昨年、今お話しいただいたとおり、ＣＧ制作とい

うことも含めた観光客の多角化、誘致事業について

計上させていただいたところですが、実はあのとき

の事業の組み立て方については、基本的に１００％

いただける補助金をベースにした組み立てとなって

おりました。スケジュールですとか内容ですとか、

そういったことも全て補助の制度に従わざるを得な

い部分がありまして、実は一番大きかったのはスケ

ジュールの部分でありました。どうしても補助金の

制度にのっかるためには、採択を受けて内示が出た

後からの着手で、２月いっぱいまでには全てをクリ

アしなければならないという、非常に時間的に厳し

い制限がありまして、その中でできる規模というこ

とでの計上となっておりました。そちら、採択され

なかった、採択は完全に可能性が途絶えてしまった

という段階で、そこからまた盛り返して制作するに

は、まさに時間が全くない状態でございましたの

で、一旦仕切り直しということで、今回、改めて計

上させていただくことになるのですけれども、その

ときには、時期的な縛りがないといっても、もちろ

ん年度の中ではあるのですが、１２月までにしっか

りと時間をかけて、調査にもしっかりと時間をかけ

た中でつくり込んでいくには、本来、この規模のＣ

Ｇ制作をさせていただければ、今年度の学術的に価

値のある水準のものをつくった上で、今年度にも継

承していけるような水準の映像が制作できるという

ことで、今回、この金額の計上とさせていただいて

おります。 

 なので、ＣＧですので、単純に長さで高くなると

いうわけでもありませんし、内容の難しい、簡単で

金額が変わるというものではありませんが、少なく

ともさらにハイレベルの、先ほど課長からも説明あ

りましたとおり、リアリティをより追求した高度な

映像制作をするに当たって、金額の増加の計上が

あったということで御理解いただければと思いま

す。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ３番髙松委員。 

○３番（髙松克年君） 先ほど課長も、みんなが驚

くぐらいのに耐えられるというような話だったので

すけれども、完成のあかつきにはどれぐらいの時

間、例えば子どもたちに見せるとしても、放映でき

るようなものになるのか、予測はついているので

しょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 地域活性化担当主幹、答

弁。 

○地域活性化担当主幹（浦島啓司君） ３番髙松委

員の御質問にお答えいたします。 

 ＣＧ制作ということで、ある程度３ＤＣＧという

ことで、立体映像ということで、コンピュータの中

に動きそのものが保存されるような形でありまし

て、単純に平面で流れるものではありませんので、

実はでき上がった３Ｄデータの中から、どのような

映像をつくっていくかというのは後から抜き取っ

て、ではこの角度からの映像をつくってみよう、こ

の角度からの映像をつくってみようというようなこ

とで、いろいろ汎用性のあるつくりになることが今

予定されているのですが、標準的に、ちょっとこれ

は一般的なあれになるとは思うのですが、おおむね

１０分ぐらいの、ただ通して流せば１０分ぐらいの

泥流の流れる映像があって、後からそこから切り取

りであったり、深掘りであったり、角度を変えた

り、泥流の中からの映像であったりといったよう

な、そういった展開をしていって、用途に応じて肉

づけしていったり広げていったりということが利用

可能なデータをつくっていただくような予定をして

おります。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。 

 １１番小林委員。 

○１１番（小林啓太君） １１７ページ、２款１項

１１目バス運行費の予約型乗合タクシー運行に関し

てお伺いします。 

 昨年行われた３１年度決算予算委員会で、議会と

して意見書で、この事業に関して住民ニーズを把握

し、利便性の向上を申し伝えましたが、その内容は

令和３年度の計画にどのように盛り込まれているの

か、お伺いします。 

○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（宮下正美君） １１番小林委員からあ

りました、予約型乗合タクシーの運行の見直しの部

分の質問かなというふうに思ってございます。 

 まず、今年度の乗合タクシー需要の中で、いわゆ
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るニーズ調査等々につきましては、結果、行えな

かったということで今至っております。コロナの関

係もありまして、昨年の部分から１社でやっていた

だいたりですとか、それ以降も、いわゆる乗り合い

というのがちょっと避けられて、なかなか利用便

も、今年度、まだ決算終わっていないのですけれど

も、利用率としてはかなり減った中で、来年度予算

をつくらせていただいたところですけれども、３年

度予算につきましては、今年度実績でいきますと、

ある程度減額というのも考えられたのですが、コロ

ナの中での今年度だったということで、３年度予算

につきましては２年度と全く同額の予算計上という

ことでさせていただいたところでございます。まだ

コロナが落ちついておりませんので、時期を見まし

て、ちょっと先送りしましたいわゆるニーズ調査等

もやれるような時期にやって、見直しの検討等も今

後行っていきたいというふうに思ってございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） １１番小林委員。 

○１１番（小林啓太君） では、令和３年度におい

ては、そのような住民ニーズの把握や利便性の向上

に向けて何かしらのアクションを起こしていただけ

るものかなと思うのですが、今、計上されている予

算の中では、ほとんど予算が委託料になっており、

そのような消耗品なのか役務費なのかちょっと把握

しきれないですが、アンケートを実施したりですと

か、そのような予算は盛り込まれていないのかなと

いうふうにお見受けしますが、その点、どのように

お考えか、お伺いします。 

○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（宮下正美君） １１番小林委員のアン

ケートの経費の部分でございますが、今回の予算に

つきましては、アンケートに要する費用という部分

は計上しておりませんが、これまでも２回、アン

ケートを実施しておりますが、既存の予算の中で対

応できるのかなと。そのぐらいの費用額でいけるの

かなということで、特にアンケートして、それをど

こかに委託して分析してというところまで、かなり

の費用をかけてのそういうアンケート調査というの

は想定しておりませんので、基本は既存予算の中で

対応できるかなというふうに思っています。 

 時期につきましては、とりあえずコロナが落ちつ

いて、通常の利用になって、初めてできるのかなと

いうことも想定をしておりますので、今の時点でい

つアンケートできるかという部分については、状況

を見ながらということで御理解いただければと思い

ます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） １１番小林委員。 

○１１番（小林啓太君） 手法はアンケートのみで

もないかなと思いますし、コロナが影響で、また利

用者の方がいろいろ使い勝手が変わってきていると

いう実態があるのであれば、コロナが収束した後に

利便性を確認するというよりかは、むしろ早急に、

このコロナ禍において、逆にどのようなことに困っ

たり不安に思われているのかなどの意見の聴取も必

要かと思いますが、その点、お考えをお伺いしま

す。 

○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（宮下正美君） １１番小林委員からあ

りました部分でございます。小林委員の言う部分も

そのとおりかなというふうに思います。いろいろな

手法もありますので、それらを組み合わせた中で検

討して対応していきたいと思いますので、御理解い

ただきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） １１番小林委員。 

○１１番（小林啓太君） 今お伺いした、コロナだ

からこういうふうに利用しやすいようにしてほしい

というような、特にそういう意見を聞くお考えはな

いということでよろしいでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。 

○副町長（石田昭彦君） １１番小林委員の御質問

にお答えいたしますけれども、乗合タクシーにつき

ましては、御承知のように、こういうコロナ禍にあ

りますので、乗合タクシーという、その仕組み自体

が敬遠されている実態にあるということであります

ので、コロナ禍でも利用できるような乗合タクシー

のあり方みたいな調査までは、今、私どもそこまで

は基本的に頭を回しておりませんので、例えば高齢

になったり障がいを持ったりということで、自分自

身の移動等について、そういうものについて、移動

の能力が低下したときのための、そういう仕組みと

してこの乗合タクシーというのは制度化されており

ますので、そういうものがしっかりと地域の中で生

かされていくような、そういう方たちが利用しやす

い仕組みについての調査というものは、これまでも

この乗合タクシーをスタートしてから２回ほど利用

者、登録者からアンケート等をとってきております

けれども、そういうことについてはまたしっかりと

対応して、皆さんがより活用しやすいような、そう

いう仕組みに向けた見直しを進めていきたいなとい

うふうに思っております。 

○委員長（岡本康裕君） １１番小林委員。 

○１１番（小林啓太君） 乗合タクシーという性質

上、やはりコロナ禍だから敬遠されてしまうという

ようなお話だったかと思いますが、心配されるの

は、だからこそ、本来なら足が必要なのに、家から
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出られない高齢の方などがいらっしゃるのではない

かなと不安に思うところですが、そのあたりの実態

把握はされているのか、確認いたします。 

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。 

○副町長（石田昭彦君） １１番小林委員の御質問

にお答えいたしますが、そういった実態調査まで

は、私どものほうではまだそういうものについての

確認作業というものについては行われていないとい

うことであります。 

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。 

○副町長（石田昭彦君） ぜひいい案があったら、

ぜひお聞かせいただければなというふうにも思いま

す。 

○委員長（岡本康裕君） 小林委員、いいですか。 

 １番元井委員。 

○１番（元井晴奈君） 関連で、町長のほうで執行

方針のほうでもこの乗合タクシーに関しては御発言

ありまして、コロナ禍で、利用が減っているという

点で、消毒などの感染症対策を講じて運用していく

ということを言っておりましたが、消耗品とかで、

そういった消毒液とかの感染症対策に向けてそう

いった費用を考えていないのか、ちょっとその辺を

お伺いします。 

○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（宮下正美君） １番元井委員からあり

ました、乗合タクシーの運行する上での消毒の部分

のところということかなというふうに思ってござい

ます。 

 今日、乗合タクシーにつきましては、乗合タク

シー以外の通常のタクシーの運行もしている部分に

委託をしているということでございますので、基本

は消毒関係については事業者さんのほうできっちり

対応していただいておりますし、昨年のこともあり

ましたので、より徹底してしていただいているとい

うようなこともあります。あと、そこの必要な部分

については、基本、事業者として必要な部分につい

ては対応していただいておりますので、もしその部

分で何か乗り合いの部分で特に応援という部分があ

れば、この中で御相談をしたいというふうに思って

ございますが、現時点では、事業者さんのほうか

ら、いわゆるコロナ対策の部分でこの乗り合いのほ

うでというのはないのと、昨年、一定程度、運行の

部分で事務費等も少しふやしたり単価を上げたりも

している中で、今の時点ではその中で対応していた

だいているものと考えております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。 

 ほか、ございますか。 

 ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） すみません、聞く場所が間

違ったら申しわけないですけれども、１２３ページ

にかかわるところなのかなと思うのが、個人番号

カード交付に携わることで、いわゆるマイナンバー

の部分だと思うのですけれども、上富良野町は他の

自治体に比べると、わりと普及率は低くないという

認識はあるのですが、今年度予算においても、個人

番号カード交付事務員の費用を予定していたり、ま

た、それらに関わるシステム等もお金がかかりま

す。国としても、今、保険証と一緒にあわせようと

か、インセンティブでいうと、せんだって行われま

した１人１０万円給付については若干早い交付まで

いきますよ、ｅタックスも使えますよということで

ございますが、これらまちの、今お聞きしたいの

は、交付状況、どれぐらいの割合なのか、まずお伺

いさせていただきます。 

○委員長（岡本康裕君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（星野耕司君） ５番金子委員の御

質問にお答えします。 

 現在、まちにおける個人番号カードの申請状況に

つきましては、２月末現在で４,２３７件、申請率

につきましては約４０％となっております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） なかなか本当に高くてすば

らしいなとふうに考えますが、今後において、これ

ら伸ばしていく上でのインセンティブといいましょ

うか、まちとしてもいろいろ応援させていただきま

すよというような、そういったものというのはなか

なかないのでしょうか。例えば、今ちょうど時期的

で申し上げますと、確定申告時期でございます。こ

れらも電子決済をすることによっての、より多くの

控除を受けられるということも新たな中であります

けれども、カードリーダーを買わなければならな

かったりとか、そういったものもあるので、そう

いったいろいろなまちとしてもすごくいいことが

いっぱいあるからぜひつくりませんかみたいな、そ

ういった予算立てというのはしないのでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（星野耕司君） ５番金子委員の御

質問にお答えします。 

 マイナンバーカードの普及につきましては、これ

までも広報誌等、あと、確定申告におきましては、

ｅタックスを利用すると、今年からなのですけれど

も、１０万円の控除がふえるということで、ＰＲさ

せていただきまして、そこで申告された方について

は、一応パンフレットをお渡しするような形のＰＲ

はやっておりますが、なかなか、ほかに帰り際に窓

口のほうに寄って申請される方も中にはいますし、
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一定程度、申請率につきましては、一応全道で２番

目ということで、申請率は４０％を超えているとい

うことで、３月に入りましたら、いよいよマイナン

バーカードを用いて病院のほうでオンラインで資格

確認ということで、保険証を持たなくてもマイナン

バーカードをお持ちになれば受診できるような仕組

みも整えられておりますので、３月以降、４月以降

になりましたら、利便性がさらに高まることが予想

されますので、さらに普及すると思われますので、

まちとしての取り組みはそういうＰＲ活動をするこ

としかできなくて、国のほうにおいては、マイナポ

イントということで５,０００円のポイントをお渡

しするということで、これも延長になっております

ので、その辺もＰＲしながら、持っていない方につ

きましては、さらなる広報活動をして、取得のほう

を進めていきたいと考えております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほか。 

 ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） ちょっと前後いたしますけ

れども、１１７ページで、「泥流地帯」で十勝岳の

共生する十勝岳基金を取り崩して使うという形に

なっておりますが、これは十勝岳と共生するまちづ

くり応援基金という形でよろしいのかどうなのか、

お伺いします。 

○委員長（岡本康裕君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（佐藤雅喜君） ７番米沢委員

の御質問にお答えします。 

 そのとおりでございます。十勝岳と共生する基金

からの繰り入れということになっております。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） すると、将来的に十勝岳に

関わるどこら辺の範囲までこの基金の活用ができる

のか、ちょっと調べれば分かるのですけれども、

ちょっと調べてこなかった、勉強してこなかったの

で、ちょっと分かる範囲でよろしいですので。 

○委員長（岡本康裕君） 会計管理者、答弁。 

○会計管理者（及川光一君） ７番米沢委員の、十

勝岳の応援する基金の残額でよろしいでしょうか。 

○７番（米沢義英君） 活用範囲。 

○会計管理者（及川光一君） 失礼いたしました。

活用範囲については総務課のほうから。 

○委員長（岡本康裕君） 暫時休憩といたします。 

─────────────── 

午後 １時５７分 休憩 

午後 １時５７分 再開 

─────────────── 

○委員長（岡本康裕君） 暫時休憩を解きます。 

 総務課長、答弁。 

○総務課長（宮下正美君） ７番米沢委員からあり

ました十勝岳基金の使途の部分でございます。こち

らにつきましては、ふるさと応援寄附条例の中で使

える事業ということで記載をしているところでござ

います。読み上げますが、基本は活火山十勝岳と共

生するまちづくりに関する事業で次に掲げる事業と

いうことで、一つ目としまして、まず、十勝岳地区

の基盤整備、観光振興、安全対策、環境保全という

部分、それと、十勝岳地区の公共施設の維持、修繕

に関する事業ということで、一つ目は、まず十勝岳

地区の整備という部分です。２番目が、活火山十勝

岳の防災及び減災に資する対策に関する事業という

ことで、いわゆる泥流等を想定をした防災、減災事

業に関する事業。それと、三つ目としまして、映画

等もここに入ると思いますが、十勝岳噴火災害の歴

史を後世に伝えるための事業というのが三つ目。そ

れと、四つ目に、いわゆる十勝岳ジオパークの取り

組みに関する事業というところで条例を議決をいた

だいているところでございまして、この基金につき

ましては、議会の議決を経て使用することができる

という決まりになってございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） 当然のごとく、この基金に

ついても、取り崩した後、一定の繰り入れ戻しで基

金維持をするということも、これは原則ですね。 

○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（宮下正美君） ７番米沢委員の部分で

ございますが、どの程度積むかという部分につきま

しては、その時々の財政状況に応じた中で予算をし

ますが、基本はモニター事業で寄附をいただいた部

分につきましては、目的に沿ったもので積むと。あ

と、そのときに、先ほど言いましたが、十勝岳地区

の整備という部分もありますので、将来的な何かが

あって、財源的に必要なものをためなければならな

いと判断があったときには、そのときの財政状況の

中で一定程度の余剰金を積んでいく計画等もまた別

途考える必要があるというところでございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） 次、お伺いしたいのです

が、１１７ページの予約型乗合タクシーで、従来か

ら料金設定の点について見直しを求められておりま

した。この部分については、特に従来から見直さな

いというような話でありましたが、多くの方も、

やっぱり農家の方、地方から来る方と、町内を動く

方では料金差があるということで言われておりまし

て、この件については、今後、見直す方向の検討と
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いう形では入っていないのか、入っているのか、お

伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（宮下正美君） ７番米沢委員からあり

ました乗合タクシーの利用料の見直しの部分という

ことでございます。こちらにつきましても、これま

でもいろいろ御意見をいただいて、アンケート調査

の中でもいろいろ意見をいただいて、ただ一方で

は、アンケート調査の中では、一定程度負担がある

中でも、多くの方、利用に満足しているというアン

ケート結果もあった中で、いろいろ検討していると

ころでございますが、現時点におきましては、３年

度事業におきまして、２００円、４００円というの

は変えることは想定しておりません。３年度はあく

までも今のままで、予算規模でとりあえず事業を行

うというところでございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） すみません、ちょっと戻り

ます。先ほどの米沢委員の十勝岳の基金のところに

重なるところで、ちょっと１点、確認をさせていた

だきたいというか、今の１１７ページのＣＧ制作の

ところで、最終的に私のほうからちょっと質問させ

ていただきたいのですけれども、この間、課長及び

主幹のほうからるる説明がありまして、十勝岳の泥

流のことを後世に伝えていこう、教育的な目的で活

用する、また、子どもたちに、それから、今後、ぜ

ひ認定されてほしいなと思われるジオパーク、それ

らの拠点施設の中でも放映されたりすること、これ

は非常に大いに喜ばしいことであり、価値があり、

先ほど同僚委員が質問した中にあります、十勝岳と

共存するまちづくり応援基金の四つの大項目の中の

取り崩し要綱の中に合致して、大変すばらしいなと

いう思いであります。 

 そこで、ちょっと１点確認したいのが、これら制

作したものについては、著作権等はまちのものに帰

属されると思います。これまでの間、映画の制作に

関して、ロケに来た人たちの応援する部分について

は、まちとしても一生懸命応援したいと。ただし、

制作については、それらの費用はまちは出さないと

いうことでありましたので、今後、このＣＧが十勝

岳の「泥流地帯」の映画に使われるときというの

は、これの版権は上富良野町に既存していると思う

ので、そういったことで使用料とか、何か使うもの

に当たっての版権というのは発生するというふうに

考えてよろしいのですか。 

○委員長（岡本康裕君） 地域活性化担当主幹、答

弁。 

○地域活性化担当主幹（浦島啓司君） ５番金子委

員の質問にお答えいたします。 

 ＣＧ映像に限らず、映像全般に言えることなので

すけれども、制作に関する著作権については、一義

では制作者に帰属するのが原則となっておりまし

て、一般的には、委託側とはいえども、著作権を全

て帰属させるということはなかなか難しいらしいの

ですけれども、今回のジパングさんとの連携協定の

中で、そういったものは上富良野町にまず委託の契

約段階で全て帰属するというような契約も可能であ

ることは、これは確認しておりますので、まず上富

良野に著作権が帰属されるというところで、少し回

り道はするのですけれども、上富良野町がそれを持

つということになっております。 

 一方、それを映画制作に使用するといった段階に

なりますと、もちろん映画化にも使えるぐらいのク

オリティということでの制作になりますので、ある

程度そのまま使えそうな部分もあるのですが、その

ＣＧデータを使って、そこからさらに改変してとい

う、編集し直してというような制作方法になります

ので、直接上富良野がその版権を持っているからお

金をもらえるには、なかなかちょっと本当に元版使

用料という意味でとれないことはないのですけれど

も、そこはひとつ上富良野町との連携協定の中で、

全面的に協力するという事項の中で、知的財産権を

収入のもらえる財産としての使い方は一たんちょっ

と置いておいて、全面的な協力というのができれば

理想的なところとは考えております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ５番金子委員よろしいで

すか。 

○５番（金子益三君） 分かりました。 

○委員長（岡本康裕君） １番元井委員。 

○１番（元井晴奈君） 同じく１１７ページの「泥

流地帯」映画化を進める会負担の５０万円の内訳

で、要求資料のナンバー６に内訳があるのですけれ

ども、ここで制作者等の調整の旅費ということで、

東京に行くことになっているのですけれども、今回

は企業人としてこの会社の方が上富良野町に来てい

るという前提があれば、ここをわざわざ２回も行く

必要性はないのではないかなと思うのですけれど

も、そのあたり、どうなのでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 地域活性化担当主幹、答

弁。 

○地域活性化担当主幹（浦島啓司君） １番元井委

員の御質問にお答えいたします。 

 ここで計上させていただいている旅費、東京都２

回という旅費なのですけれども、実は来ていただく

地域起こし企業人の方も、ちょっと先ほど触れまし

たけれども、制作に関しては実はほとんど触れるこ
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とがありません、直接的に。本当にトータルコー

ディネートというような役割で、下手すると、実は

監督を初め制作現場の人は、そういう総合プロ

デューサーに会わずに制作が終わってしまうという

のが一般的なぐらいということで聞いております。

もちろん総合的な、先ほど申し上げましたようなハ

ブ機能も含めて、そういった全体の調整、コーディ

ネートも、プロデュース、全てやってくれますの

で、その方が上富良野に席を置きながら事業、制作

のほうは進めてくれるのですけれども、一方で、例

えば監督であったり美術であったり、そういった方

たちとの調整というのも、実はこれから何度も発生

してきますし、撮影につきましても、例えば半年の

間、上富良野にいるというわけではなくて、２週間

のスパンが３回ですとか、そういったような短期的

に集中して撮影して、それを何回か、季節であった

りそういった条件、諸条件の合うときに上富良野に

撮影に訪れてというようなことになりますので、監

督さんとも常にコンタクトがとれているわけではご

ざいませんので、そういったものの調整も含めての

東京での調整、旅費ということで計上させていただ

いております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） 元井委員、よろしいです

か。 

 ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） 映画を進める会で、イベン

トなんかも予算化されております。非常に「泥流地

帯」そのものが上富良野町で進められているという

ことが、やっぱり認知度が非常に少ないというか、

ないといとうか、そこがあまり、職員の方も一生懸

命頑張っていらっしゃるので、ところが、それが思

うように広がっていないというのがあると思いま

す。せっかくこういういい映画を進めようとするの

であれば、やはり町民の多くの意識も変わるような

形のイベント開催の費用なのかなというふうに思い

ますが、そこら辺、今後、イベントの内容そのもの

はどういう内容なのか、まずお伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 地域活性化担当主幹、答

弁。 

○地域活性化担当主幹（浦島啓司君） ７番米沢委

員の御質問にお答えいたします。 

 上富良野町内での映画制作に関する気運の醸成の

イベントということになりますけれども、実は去年

来、コロナの影響で、あまり大きな人を集める集客

イベントであったり、実は製作決定というところま

で進んでいないものですから、リモートで、映像で

皆さんに提供できるというものもなかなか用意でき

なくて、こういった気運醸成イベントということは

最近できていない状況にありましたが、例えばおと

とし、その前でしょうか、平成２９年でしたか、上

富良野町民フォーラムということで、公民館の大

ホールに集まっていただいて、朗読劇ですとか、音

と朗読のイベントですとか、そういったもので「泥

流地帯」の大きなＰＲをしたときに、かなり多くの

町民の方が集まっていただいたりして、それから、

やっぱりイベント開催については、大きな興味を

持っていただいたいるという実感を持っております

ので、また、例えば監督であったりキャストが決

まったあかつきには、キャストであったり、そう

いったゲストをお呼びしたりする中でのＰＲという

か、盛り上げるイベントを行っていければと考えて

おります。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） なかなかコロナ禍の中で、

大変難しい側面もあるかというふうに思いますが、

やはりお金をかけるわけですから、それなりのやっ

ぱりＰＲの方法だとか、駆使して実際、実践もされ

ておりますけれども、よりよくこういった方向での

住民周知も含めた内容を、やっぱり広く町民にも知

らせるということが、何回やってもこういうお知ら

せとういうのは尽きない話で、見ない方もいれば見

る方もいるというような、そこら辺も含めたＰＲ作

戦というのが必要かというふうに思いますが、お伺

いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。 

○副町長（石田昭彦君） ７番米沢委員の御質問に

お答えいたしますが、米沢委員からの力強いエール

をいただいたというふうに理解できましたので、ま

ちとしても、進める会ともども、多くの町民の皆様

がこの「泥流地帯」の映画に期待を寄せていただけ

るように努力をしてまいりたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） １１７ページの委託料の職

員の健康管理のストレスチェックの問題で、去年と

ほぼ同じかというふうに思いますが、今、実際、仕

事を休まれている方等が、現状では何人ぐらいいる

のかいないのか、まずその点、お伺いしておきたい

というふうに思います。 

○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（宮下正美君） ７番米沢委員からあり

ました部分でございます。組織全体として、今、休

職発令をしている者は３名いるというところでござ

います。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） ３名ということで、いろい
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ろ諸事情があるかというふうに思います。なかなか

戦力として、この間、職場で働きながら、戦力とし

て、まちのためにお仕事をしてこられているという

ふうに思いますので、本当にいつどういう状況の中

でストレスがたまって精神的な不安、情緒不安とい

う形になりかねないということも当然あるかという

ふうに思います。 

 こういった意味で、改めてお伺いいたしますが、

職員の健康管理、ストレスチェック等々について、

どういうアプローチというか、どういう内容で、そ

ういう少しでも緊張を和らげるとか、そういう内容

かというふうに思いますが、その内容等についてお

伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（宮下正美君） ７番米沢委員からあり

ました、ストレスチェックの内容の部分の御質問か

なというふうに思ってございます。こちらにつきま

しては、これまでも毎年行っているところでござい

ますが、基本は、いわゆるストレスチェックにつき

ましては、セルフチェックを推進をするというのが

ストレスチェックなので、そこから判定が出た人に

対して、こちらが積極的に事業者として何かを働き

かけたり何かをするということではなくて、基本

は、まず自分の気づかない部分を自分でまず気づい

ていただくということでやっているところでござい

ます。それを受けまして、御自身の判断の中で、も

しそういうふうに相談したい窓口等の相談があれ

ば、産業医のほうも委託をしておりますし、いろい

ろな病院の御紹介等も、うちの衛生管理につきまし

ては保健師のほうに委任をしておりますので、そち

らと相談をしながら、その専門のところに御相談を

するなりするという形になってございまして、基本

は特定の職員に対して何かこちらからプレッシャー

をかけるとか、そういうことではなくて、あくまで

もそういう自分の気づきをもって悪くならないうち

に対応していこうということがこのストレスチェッ

クというふうに思っております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） ぜひ継続的な対応をしてい

ただきたいと思います。 

 １１９ページの防災関係についてお伺いいたしま

す。 

 今、ちょっと役場のところを歩いていましたら、

防災のヘルメットが非常に古くて劣化しているとい

う状況があるかというふうに思います。いろいろな

備品でも耐用年数等が、賞味期限等があります。実

際、そのヘルメット等というのは、今現在使われて

いるのが大体耐用年数何年ぐらいで、何年ぐらい経

過しているのか、それぞれの職員に十分こういった

ものが行き渡るような確保をされているのかどうな

のか、この点をお伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 危機管理室長、答弁。 

○基地調整・危機管理室長（菊地 敏君） ７番米

沢委員の御質問にお答えいたします。 

 ちょっと私のほうで何年に購入したかは存じては

おりませんけれども、一般的にヘルメット、野球の

ヘルメットからバイクのヘルメット等々、防災用も

ありますけれども、大体７年前後と確認というか、

という記憶がございます。 

 すみません、数につきましては、後ほど確認して

御報告させていただきます。 

○委員長（岡本康裕君） 後ほどということでよろ

しいですか。 

 ほか。 

 １番元井委員。 

○１番（元井晴奈君） １１５ページ、十勝岳ジオ

パーク推進協議会負担についてですが、要求資料の

ナンバー５番で内訳等記載がありますが、まず、ジ

オパークの全国大会、令和３年度も島根県とあるの

ですが、これは令和２年度の全国大会も島根県だっ

たので、その辺、どうなのでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（佐藤雅喜君） １番元井委員

の御質問にお答えします。 

 令和２年度、コロナの影響で１年延期になってご

ざいます。それで、今年度の旅費等については協議

会のほうから後ほど返還されて、負担金は戻ってく

るということで、去年というか今年度はほぼほぼリ

モートでの会議しかできておりませんので、そう

いった状況でございます。 

○委員長（岡本康裕君） １番元井委員。 

○１番（元井晴奈君） では今年にやるということ

で、分かりました。 

 その下のほうに、事務局長の会議、韓国とあるの

ですけれども、これ、韓国に行かれる予定、何月ぐ

らいとかと、コロナの影響とかを見ますと、どうな

るのでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（佐藤雅喜君） これもそのま

ま１年延期になっております。秋口、全国大会の前

に、９月だったと思います。９月に一応予定はされ

てはおります。 

○委員長（岡本康裕君） 元井委員、資料の説明に

なってしまいますので、今後気をつけてください。 

 ほか、ございますか。 
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 ８番荒生委員。 

○８番（荒生博一君） 多分、この款はできったと

いう認識で、最後に、昨日、担当の建設水道課長に

聞きまして、今、鋭意作業が行われている十勝岳に

向けての道道吹上線の工事についてということでの

１点確認なのですが、きのう、いろいろと調べさせ

ていただいたら、この２款の１０５ページ、この負

担金補助及び交付金というところが該当になるとい

うことで、この場でお聞きさせていただきます。現

在、Ｒ４年度完成を予定し、Ｒ３年度中には、早け

ればセブンイレブンぐらいまでで、Ｒ４年には和田

さんのところまでというような工程というのは聞き

及んではいるのですけれども、その工事の際、やは

り今設置している街灯というのが、そのまま道では

設置計画というのがもしまちに届いたら、福太郎さ

んの横とか、三野さんの向かいとか、セイコーマー

トさんの前とか、暗いところが非常にありまして、

今後、道路が完成するまで、例えば今１０ついてい

る街灯が１２になるとかというような、設置計画が

まちに来ているのかどうか、確認させてください。 

○委員長（岡本康裕君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（佐藤雅喜君） ８番荒生委員

の御質問にお答えをしたいと思います。 

 この路線につきましては、本当に何十年来、要望

のネタに上がっているようなところで、今回、線形

の改良も含めて、北海道のほうで工事していただき

まして、委員おっしゃるとおり、令和４年度までの

間に和田さんのところまでつながるというような予

定ではいるそうです。ただ、令和４年度等も確実に

予算がきちんとつくかどうかというのは、また北海

道のほうでの話ですので、私どものほうで把握して

いる部分だけちょっと申し上げますと、一応現在の

本数７本のところ、街灯ですね、５本増設して１２

本になるよということでございます。一応あの路線

は連続灯をつけるために街路ということで、その計

画や認定がないと連続灯というのは、大通のような

のはつかないのですよ。そのため、北海道が言って

いるのは、危険な箇所、安全上の照明ですよという

ことになります。場所的には、ふじスーパーの信号

から始まりまして、それから上高よりちょっと行っ

て、セブンイレブンよりちょっと行っても畑になり

ますから、あの間の本数が今言った本数に増えると

いうことです。特に不足していたのが、オレンジハ

ウスいとうさんのところが、実はいろいろとお店が

あって明るいから皆さん気がついていないのですけ

れども、あそこ、なかったそうなのです。ああいう

ところに３本というような形で、計画的に増やして

いただけるということで、建設水道課長が北海道の

ほうから確認してきております。 

 私の持ち合わせている情報は以上でございます。 

○委員長（岡本康裕君） ８番荒生委員。 

○８番（荒生博一君） 理解できましたけれども、

例えば福太郎さんの横、畑ですよね。あのあたりも

非常に、私、通勤でいつも通りますので、夜、本当

に暗いです。あそこは通学路にもなっています。そ

れから、特に薄暗い冬場などというのは、もう交通

安全上の問題、また、通学の安全・安心を確保する

ためには、もし道の設置が対応がなされないのであ

れば、まちとして、例えば新しい道路です。十勝岳

観光の振興等にも十分寄与されると思いますので、

設置という考えがあるのかないのか。 

○委員長（岡本康裕君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（佐藤雅喜君） 道路といいま

すか、外の照明については、道路の管理者が交通安

全上で設置するものと、それから、例えば……（発

言する者あり）すみません。生活灯というのです

か、住民会のほうで電気代や何かもあれしているも

のと２種類あります。以前、土現の要望で回答が

あった中では、土現の要望したときの回答があった

中では、そういったものを活用して、どうしても道

のルール上は、先ほども申し上げましたけれども、

交通安全上の交差点等にしかつけられないので、そ

ういったものについては、できればまちとしては住

民の方々と協議する中で何らかの対応を図ってほし

いということで、考えられることとしては生活灯な

どということもありますよというような回答を、大

分以前ですけれども、いただいたということになり

ます。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございませんか。 

 先ほどのヘルメットの件の数、分かりましたか。

後ほど御報告するようですので、少々お待ちくださ

い。 

 なければ、歳出、１款議会費から２款総務費まで

の質疑を終了いたします。 

 ここで説明員が交代しますので、少々お待ちくだ

さいというのと、休憩をしたいと思います。 

 再開は４０分。お願いいたします。 

─────────────── 

午後 ２時２４分 休憩 

午後 ２時４０分 再開 

─────────────── 

○委員長（岡本康裕君） 休憩前に引き続き、委員

会を再開いたします。 

 まず最初に、先ほどのヘルメットの数の件につい

て、総務課長より答弁願います。 

 総務課長。 
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○総務課長（宮下正美君） ７番米沢委員から先ほ

どありましたヘルメットの在庫の状況というところ

でございます。すみません、報告が遅くなりました

が、現在、ヘルメットの耐用年数でございます。先

ほど室長のほうから７年程度というところでござい

ましたが、正確には６年を経過したものについては

交換したほうがいいですよということで、おおむね

６年ぐらいかなということになっているそうです。 

 それを踏まえまして、現行、その期間内であるヘ

ルメットにつきまして、約１００個、２６年に寄附

をいただいたヘルメットが１００個あるところでご

ざいます。あと、ちょっと年数が経過したものがそ

れ以外で６０個程度あるということで、ふだん、防

災訓練等で見かける白い部分につきましては、年数

が経過した６０個のものということで、使えるもの

としては、今１００個在庫しているというところで

ございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） それでは、次に、１２６

ページから１４３ページまでの３款民生費の質疑に

入ります。 

 ４番中瀬委員。 

○４番（中瀬 実君） １２９ページです。こちら

は高齢者事業団の育成費の関係について、ちょっと

確認もさせていただきたいと思います。こちらにつ

いては、昨年も同じような同額の予算が計上されて

おりますけれども、今現在、高齢者事業団の登録人

員は何人ぐらいなのか。それと、高齢者事業団の目

的についてちょっとお伺いします。 

○委員長（岡本康裕君） 高齢者支援班主幹、答

弁。 

○高齢者支援班主幹（三好正浩君） ４番中瀬委員

の、高齢者事業団の人員数と目的についての御質問

にお答えさせていただきます。 

 現在、高齢者事業団は４２名の人員になってござ

います。 

 目的としましては、高齢者が地域社会と密接なつ

ながりを持ちながら、生活感の充実と福祉の推進を

図るために活動する機会を確保するというのが大き

な目的となってございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ４番中瀬委員。 

○４番（中瀬 実君） 先ほども言いましたけれど

も、昨年と今年度の事業団の育成費はほぼ変わりま

せん。これは何年も前からですけれども、恐らく高

齢者事業団に登録をされている方は減っているのだ

と思います。でも、金額については同じ、ほぼ変わ

らない予算を立てているということだと私は思って

いますけれども、その辺、どうなのでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（鈴木真弓君） ４番中瀬委員の御

質問にお答えさせていただきます。 

 高齢者事業団に対するまちからの補助金は、高齢

者事業団の運営にかかわる事務局職員２名に対する

人件費の一部補助をしているものでございます。会

員の人数に応じた補助ではございませんことから、

御理解を賜りたいと存じます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ４番中瀬委員。 

○４番（中瀬 実君） 人数が、先ほど聞きました

４２名ということでありましたけれども、人数のい

わゆる高齢者事業団に入って仕事をしませんかとい

うか、そういったことの募集というか、そういった

ＰＲはどのようにされているでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 高齢者支援班主幹。 

○高齢者支援班主幹（三好正浩君） ４番中瀬委員

の高齢者事業団の人員の確保についての御質問かと

思いますが、ある程度広報だとかそういったものに

ついてのＰＲ等についても検討したところなのです

けれども、実際のところはそういったものの効果と

いうのはあまり効果がないというふうに考えまし

て、実際に今、会員さんになっている方の、本当に

それぞれの方が紹介していただけるというような中

で、今は人員の確保をしているのと、あと、保健福

祉課等で窓口に来られる方で、そういった仕事を求

められる方であったり、そういった方については、

こういった事業団がありますよということで御紹介

しているケースもあるというような現状でございま

す。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ４番中瀬委員。 

○４番（中瀬 実君） 確認ですけれども、一応６

０歳以上ですよね。それで、上限というか年齢の一

番上、これは制限ないのですよね。 

○委員長（岡本康裕君） 高齢者支援班主幹、答

弁。 

○高齢者支援班主幹（三好正浩君） ４番中瀬委員

の年齢の制限については、上限についてはございま

せん。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ４番中瀬委員。 

○４番（中瀬 実君） 今現在の、いわゆる高齢者

事業団に登録されている方の年齢層の比率はどう

なっていますか。 

○委員長（岡本康裕君） 高齢者支援班主幹、答

弁。 

○高齢者支援班主幹（三好正浩君） 中瀬委員の、

高齢者事業団の年齢層についてですけれども、
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ちょっと手元に細かい年齢についてはないのです

が、ほとんどの方は７０歳を超えている方の登録

で、年齢でいうと本当に８０歳を超えた方について

も会員となっている方がいるというのが現状でござ

います。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますか。 

 ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） １２７ページの社会福祉協

議会補助に関するところでちょっとお伺いいたしま

す。 

 介護保険事業の中でも出てきておりました。この

職員給与費の中で、職員給与費がありまして、４人

区で５名という範疇があります。お聞きしたいの

が、今現在、事務局長についてはまちからの出向と

いう形になってございますが、これは何年くらい続

ける予定があるのか、お伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（鈴木真弓君） ５番金子委員から

の社会福祉協議会事務局長に関する御質問にお答え

させていただきます。 

 社会福祉協議会事務局長にまちからの派遣につき

ましては、過去においても派遣をした経過がござい

まして、現在の事務局長につきましては昨年から、

今、初年度、１年目ということで派遣をしていると

ころでございます。まちと社会福祉法人との派遣等

に関する協定書に基づき、１年ごとの協定というこ

とでなっております。将来的な派遣の方向性につき

ましては、社会福祉協議会の組織の中できちっと事

務局長を今後養成していただくような形を、体制を

整えることが一番望ましいということで、まちと社

会福祉協議会として一応協議をしておりますので、

内部での職員を養成していただくような形で、その

間、まちが支援をするような体制というふうに判断

をしているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） ちょっと今確認させていた

だいたのですが、過去においては、いわゆるプロ

パーの人が局長としていらっしゃって、今、まちか

ら局長給与に関して一定程度のルールの中で助成を

行って、またそこに社会福祉協議会独自の自主財源

の中から合算をしてその方の事務局長手当をお支払

いしていたという経緯があります。その後、職員が

行くようになってからというのは、この社会福祉協

議会の補助金の中に職員の給与費としての給与が合

算で入っているということで確認してよろしいです

か。 

○委員長（岡本康裕君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（鈴木真弓君） ５番金子委員の社

協の事務局長の人件費につきましては、まちから派

遣している職員につきましてはまち負担としており

ますので、社協への補助金の中には入ってはござい

ません。現在、予算につきましては、本来、まちと

の協定の中では０.５人区分を実は事務局長費の部

分を補助するような規定を設けておりますが、今現

在、まちから職員を派遣しておりますので、その

０.５人区分の補助については対象外としていると

ころでございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 分かりました。そうである

ことが当然のことで望ましいというふうに思いま

す。 

 町長にお聞きしたいのが、今、担当の課長も、近

い将来的にはしっかりと社会福祉協議会とした中で

独立したそういった管理をしていただくことが望ま

しいということでもあります。 

 私がちょっとお聞きしたいのは、当然、まちと連

携していきながら上富良野町の福祉を進めていくこ

とにもつながりますから、共存が図れるのであれ

ば、それは望ましいのかなというふうにも思うので

すが、ちょっと款が変わりますけれども、そうであ

れば、外郭団体でいろいろなものもあるのですけれ

ども、それらとの整合性を図るのであれば、早いう

ちにしっかりと社会福祉協議会のほう等で独立して

もらうことが望ましいのではないかなと思います

が、その点、町長、どのようにお考えでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ５番金子委員の御質問にお

答えいたします。 

 金子委員御指摘のとおり、まちと社会福祉協議会

は福祉の分野において両輪でありまして、事務局長

については、今、派遣となっておりますが、まさに

おっしゃるとおりに、内部のプロパーの職員が育っ

てくれるということが本当に、早く、一日も早くと

いいますか、１年でも早く育っていただくというの

が望ましい姿であると思っております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 令和３年度の予算につきま

しては、私もこの部分はやぶさかでなく、十分理解

いたしますが、具体的にいつぐらいをめどに町長は

目途を立てていらっしゃるか、もしお気持ちが、そ

ういったものがあるのであれば教えていただきたい

と思います。 

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。 

○副町長（石田昭彦君） ５番金子委員の御質問に
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お答えさせていただきますが、社会福祉協議会の事

務局長については、保健福祉課長、それから町長も

基本的な考え方を述べていただきましたが、当然、

まちとは違う法人格の社会福祉法人でありますの

で、自賄いできちんと職員が配置できるような体制

が一番望ましいことだろうというふうに思います。 

 そんな中で、地域全体の福祉を担っていただいて

おりますので、自賄いがなかなか厳しいという段階

において、まちのほうに応援をいただけないかとい

うようなことで、まちから応援をして、今、職員を

派遣をしているという状況になっています。これま

でも社会福祉協議会のほうとは、自賄いしていくと

なれば、当然、ある程度経験や知識を持った福祉に

精通した方でなければなかなか事務局長の役は務ま

らないだろうなというようなことで、まちの社協の

ほうも、例えば事務局長を招聘するとすれば、道社

協のほうから派遣とか、そういう方がまちのほうで

活躍してくれるような方がいないのか、まちのほう

にも少しお声かけいただいたのは、例えば北海道の

そういう福祉関係の職員で、ちょうど例えば定年を

迎えるような方たちで、地域の中で、地域に来て、

そういう活躍をしてくれるような、そういうような

方はいないだろうかというような御相談も受けて、

私も直接そういう社協の会長のほうからもそういう

ような御相談も受けてまいりました。そのようなこ

とで、それが望まれるのであれば、私たちのルート

の中で、例えば振興局とか、そういうところにお声

かけをして、そういう方がいればぜひ紹介してほし

いというようなことはお声かけすることができるよ

と。ただ、お声かけした以上は、声をかけさせても

らって、手が挙がる人がいたけれども、お断りとい

うわけにはなかなかいかないので、その辺だけは少

しお互いに、そういうことをお願いするとなれば、

当然そういうことが条件になってきますけれども、

一番いいのは、今、社協の職員の中である程度経験

を積まれて、ある程度、例えば次長になり、局長に

なるとかという方、そういう方が望ましいのかなと

いうふうに思いますので、引き続き社協のほうから

要請があれば、そういうものにまちとしても応えて

いかなければならないなというふうに思っています

けれども、基本的には単年度、単年度でのそういう

お約束になるのかなというふうに理解をしていま

す。そのようなことで、いつプロパーの職員がそう

いうことを担うのかというような具体的なめどを

持っている、いついつまでにはもうまちはしないよ

とか、そういうことで対応しているわけではないこ

とを御理解いただければというふうに思います。 

○委員長（岡本康裕君） ほかに。 

 ８番荒生委員。 

○８番（荒生博一君） １３１ページの１２の委託

料に関してお伺いいたしますが、移送サービスが昨

年、２年度よりも約倍ぐらいに増加しております。

まずその増加要因、主な内容をお聞かせ願います。 

○委員長（岡本康裕君） 高齢者支援班主幹、答

弁。 

○高齢者支援班主幹（三好正浩君） ８番荒生委員

の、移送サービスの委託費用の増加についての御質

問なのですが、移送につきましては、毎年利用の

ニーズというのがかなり高まっているところでござ

います。これまで移送サービスについては、座位の

保持が難しい方で、常に車椅子を使わなければなら

ない方であったり、ストレッチャーなどででしか移

動ができない方というのが対象になってきておりま

す。そういった方についても、大体は介護保険のほ

うを利用されていたりだとか、そういう方なのです

けれども、その辺の移送サービスというものの浸透

がかなり広がってきているというのがまず一つござ

います。 

 あと、現在、透析を受けていらっしゃる方につい

ての利用というのも出てきておりまして、透析とな

れば、週３回だとか、そういった利用の方も出てき

て、利用がふえているというのも一つございます。 

 あと、今回、新型コロナに伴いまして、移送サー

ビスを使った後に消毒作業というのが新たな作業と

して出てきているところでございます。そこの分の

人件費だとか、消耗品費だとか、そういった部分の

経費というのがかさんでいることから、今回、増額

というような予算というふうになってございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ８番荒生委員。 

○８番（荒生博一君） それでは、対象者が透析患

者も増えたということで、基本、旭川や富良野への

往復というのが対象になるかと思われますけれど

も、基本的な移送サービスの中身なのですけれど

も、例えば富良野に行きました、そこで診療を経

て、そのリターンの際、かかる、単純な往復の時間

ではなく、当然、待機料とかというのも中に含まれ

ているという認識でよろしいですか。 

○委員長（岡本康裕君） 高齢者支援班主幹、答

弁。 

○高齢者支援班主幹（三好正浩君） ８番荒生委員

の、移送の際の旭川だとか、そういった部分の空き

時間だとか、そういった部分の経費なのですけれど

も、基本的に旭川に行って、例えば受診のための移

送サービスということであれば、当然、待機時間と

いうのが生じてきます。その待機時間についても、

今回、賃金のほうに、委託費用のほうに含まれてお

ります。そのほか、その辺は移送サービスを担って
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いただいている社会福祉協議会のほうで臨機応変に

対応していただいているのですけれども、移送先で

受診時間だとか帰りの時間だとか、はっきりしてい

る場合については、一度帰ってくるということで、

待機時間が発生しないということも実際にあります

けれども、基本的に待機時間が発生した場合につい

ては、待機時間相当の賃金について、委託費用に含

んでいるところでございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ８番荒生委員。 

○８番（荒生博一君） では、ちょっと確認なので

すが、この輸送サービスと、その次の１３３ページ

に腎臓機能障がい者通院交通費補助というものの、

そのすみ分けというのはしっかりとなされています

よね。 

○委員長（岡本康裕君） 福祉対策班主幹、答弁。 

○福祉対策班主幹（林下里志君） ただいまの８番

荒生委員の御質問にお答えいたします。 

 腎臓機能の交通費の助成ですけれども、腎臓機能

につきましては、透析等で病院に通っている方のバ

ス、鉄道賃の補助金、また、自家用車で通っている

方につきましては１キロ当たり２４円の金額での換

算した金額の補助金を支出してございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（鈴木真弓君） ８番荒生委員の御

質問で、移送サービスと腎臓機能障害の交通費の助

成につきましては、きちっと各対象者につきまして

はまちのほうで把握し、それぞれの使っていただけ

るサービスについてはきちっと区分けし、対象とし

て事業を説明し、利用していただいている状況でご

ざいます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございませんで

しょうか。 

 １番元井委員。 

○１番（元井晴奈君） １２９ページ、ちょっと１

点、確認だったのですけれども、１の高齢者福祉費

一般管理費に、昨年度までは７番の報償費のところ

に敬老祝い金の項目があったのですが、今年度、１

人１万円となった場合においては、その予算はどの

ようになっているのでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（鈴木真弓君） １番元井委員の御

質問にお答えさせていただきます。 

 当初、まちの予算を計上したときには、敬老祝い

金は令和３年４月をもって廃止をすることを想定し

て上程を予定しておりましたから、今回、この予算

の中には、予算は計上はしておりませんでした。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ９番佐藤委員。 

○９番（佐藤大輔君） ちょっと分からないので聞

かせてください。１３５ページ、３款１項５目の障

がい者地域生活支援事業で、要求資料を見ても、

ちょっとごめんなさい、理解が深まらなかったので

お聞きしますが、委託料の中の地域生活支援セン

ター事業というのは富良野市がイニシアティブを

とって５市町村でなされている事業ということでお

伺いしておりますけれども、この移動支援から、例

えば下のほうの日中一時支援までの、それぞれの事

業の委託先というのはセンターがなっているのか、

全く個々に別の委託先があるのか、ちょっとこの中

身に関してお伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 福祉対策班主幹、答弁。 

○福祉対策班主幹（林下里志君） ただいま９番佐

藤委員の御質問にお答えいたします。 

 障がい者地域生活支援事業の各サービスの事業費

の内訳ですけれども、まず上の富良野地域生活支援

事業につきましては、富良野のエクエートのほうに

委託してございます。その下、移動支援からにつき

ましては、これはまた別のところと、全く別の業者

と委託契約となってございます。移動支援につきま

しては、社会福祉協議会、富良野のスバル、旭川の

スバルというところ、事業所です。日中一時支援事

業につきましては、ラベンダーハイツ、株式会社ソ

ラ、デイサポート上富良野、スバル、ニカラ、鈴

蘭、スキップ、北の峰学園でございます。生活サ

ポートにつきましては、社会福祉協議会と委託契約

してございます。障がい者スポーツ教室につきまし

ては、かみんの中に運動指導してございますシン

コースポーツ、手話通訳者の派遣事業におきまして

はろうあの協会と委託契約でございます。重度心身

障がい者等の通院移送事業につきましては、社会福

祉協議会と委託契約してございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。 

 ８番荒生委員。 

○８番（荒生博一君） １３１ページ、先ほどの委

託料の１２の中に、昨年まであった電話サービスと

いうのがＲ３年度から消えてはいるのですけれど

も、ただ単に事業が廃止という認識でよろしいです

か。 

○委員長（岡本康裕君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（鈴木真弓君） ８番荒生委員の電

話サービスについて御説明申し上げます。電話サー

ビスにつきましては、まちの条例で定めております

ので、この電話サービスは、事業の実施はいたしま

す。ただ、今回、今、介護保険事業計画、高齢者保
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健福祉計画の見直しの中で、この電話サービスにつ

きましては、現在、２名の利用者がここ３年続いて

おりまして、かなり少ない人数の中での事業の実施

ということで、実は次年度以降に生活支援体制整備

のほうに移行してはどうかというふうに御意見もい

ただいていますので、それについて、今、社協と協

議をしているところでございます。事業費を今回削

減をしたのは、まちのほうで事業を実施するよう

に、それは継続していきますので、社協への委託事

業費の中には見込んでおりませんが、事業はまちと

して継続してまいります。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） １２９ページの老人クラブ

連合会の運営交付金でございます。令和３年度、

ちょっと前年度に比べて大きく減少しているのです

が、これらの要因について教えてください。 

○委員長（岡本康裕君） 高齢者支援班主幹、答

弁。 

○高齢者支援班主幹（三好正浩君） ５番金子委員

の老人クラブの費用の減額についての御質問なので

すけれども、令和２年度につきましては、５０周年

記念ということで、記念誌の発行ということで３０

万円の交付金がございまして、今年度はそれがござ

いませんので、減額というふうな形になってござい

ます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（鈴木真弓君） ただいま高齢者主

幹のほうから説明した内容につきまして、私のほう

からちょっと補足説明させていただきます。なお、

老人クラブ連合会の５０周年記念事業につきまして

は、記念誌につきましては作成ということで、準備

のほうは完了しているというふうに聞いておりま

す。ただ、新型コロナ禍において、記念式典等につ

きましては、令和３年度に繰り延べして、事業のほ

うについては検討しているということで聞いており

ますので、今しばらく皆さん、完成品についてお待

ちいただいているような状況でございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） １番元井委員。 

○１番（元井晴奈君） １４１ページで、西児童館

の事業運営について、西児童館のところにはＡＥＤ

借り上げがないのですけれども、西児童館にＡＥＤ

は置いていないということなのでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（鈴木真弓君） １番元井委員の御

質問にお答えします。 

 西児童館のＡＥＤは総務費の泉栄防災センター管

理費の中に計上しておりますことを御報告申し上げ

ます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。 

 ほか、ございますか。 

 ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） １３７ページの成年後見人

制度助成ということで、毎年予算されております。

今現在、介護の会計のほうにもなるかと思うのです

けれども、成年後見人制度を利用されて、成年後見

人になっている人は何人ぐらいいらっしゃいます

か。 

○委員長（岡本康裕君） 福祉対策班主幹、答弁。 

○福祉対策班主幹（林下里志君） ただいまの５番

金子委員の御質問にお答えいたします。 

 現在、成年後見制度の利用者につきましてはお二

人でございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） この成年後見人制度、この

高齢社会においてますます需要が高まっていくので

はないかなというふうにも考えられているところで

ございます。今現在、２名ということ、多い少ない

は別として、されている助成があります。 

 私が聞きたいのは、この制度の広く活用するため

の、いわゆる啓蒙活動であったりとか、利用される

御家族の方だったり親族の方だったりという人たち

への正しい知識の発信であったりとか、そういう

様々なものというのは、これは介護保険事業のほう

での質問になりますかね。もしそっちだとしたら、

今取り消しますけれども。 

○委員長（岡本康裕君） 高齢者支援班主幹、答

弁。 

○高齢者支援班主幹（三好正浩君） ５番金子委員

の成年後見人制度の関係なのですけれども、これは

介護保険事業のほうでなっていまして、昨年の６月

に社会福祉協議会のほうに委託しまして、権利擁護

センターのほうを立ち上げまして、そちらのほうで

対応しておりますので、特別会計のほうでよろしい

でしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。 

○５番（金子益三君） よろしいです。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますか。 

 ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） まず、１２７ページの貸付

金の社会福祉金庫運用資金という形で、恐らく借り

る８０万円、継続で変わりませんということは、恐

らく利用される方も限定的なのかなというふうに思

いますが、大体今年度も大体去年なみの利用数とい
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う形で押さえてよろしいのか、確認いたします。 

○委員長（岡本康裕君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（鈴木真弓君） ７番米沢委員の福

祉金庫貸付者に関わる質問にお答えいたします。 

 令和２年度につきましては５件、実４名の方に御

利用いただいております。延べ１４万８,０００円

貸し付けをし、皆様それぞれ計画的に償還をしてい

ただいているというふうに社会福祉協議会のほうか

ら、現在、２月末現在で報告を受けているところで

ございます。８０万円を原資とし、今、それが不足

しているような状況ではないということで確認はと

れております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） 次に、１２９ページの、同

僚委員も申し上げましたが、敬老年金のことであり

ます。課目が載っておりませんが、当然、今回、廃

止という形の上から課目がなくなったということで

あります。そうしますと、まだ廃止もされておりま

せん。ということになりますと、この費用はどこか

ら持ってくる形になるのか、ちょっと確認したいと

思います。 

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。 

○副町長（石田昭彦君） ７番米沢委員の御質問に

お答えさせていただきます。 

 これまでの委員会や全員協議会の中でも、廃止条

例の御説明をさせてきたところであります。まちに

おきましては、この事業につきましては、これまで

も御質問ありましたけれども、例えば生活支援の事

業であったり、権利擁護センターであったり、そう

いうところにこれから多くの利用が膨らんでくるだ

ろうというような、そういう中において、敬老祝い

金については廃止をさせていただき、そういうとこ

ろに財源を少しでも振り向けていきたいというよう

な、そういう考え方のもとに、今回、廃止条例を御

提案させていただきました。 

 そのようなことから、これは当然、条例と予算が

セットでありますので、廃止の条例を上げる以上は

予算は計上しないというのは、それは当然のことで

御理解いただけるかなというふうに思います。 

 そのような中にあって、２月２２日の厚生委員会

のときに、そのような形で条例の御説明をさせてい

ただきました。委員会でもいろいろと御議論をいた

だきまして、委員会が終わった後、委員会の審議結

果報告ということで、まちの私どものほうに委員会

の結果報告をいただきました。その折に、今の趣旨

に基づいた敬老祝い金の廃止については理解をする

と。ただし、いきなりの廃止は認められないよとい

うことで、令和３年度については段階を設けなさい

ということが委員会としての正式な決定事項だとい

うことで御報告をいただきましたので、町長のほう

に私のほうから、こういった報告がありましたとい

うことで、町長と保健福祉課含めて協議をして、町

長においては、一定程度、そういう廃止の方向性が

理解をいただけているのであれば、令和３年度は階

段を設けようということで、予算が計上されており

ませんので、町長においては自分の、町長の交際費

の中で何とか対応できる範疇で階段を設けたいとい

うことで、先般お配りした段階を設けるような、当

初御説明していた内容と一部修正をした内容での上

程の仕方をさせていただきたいということで御提案

させていただいているということで、予算につきま

しては、町長交際費でぜひ対応させていただきたい

というふうに考えているところであります。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） 町長交際費から条例を廃止

するまでの間という形で、町長交際費から出すとい

うことです。その前に、ちょっとよく考えていただ

きたいと思うのですが、いろいろ前任者の引き継ぎ

の経過もあるのかもしれませんけれども、やはり丁

寧な説明をしていただいて、やはり今年は条例をき

ちっと、この制度を残して、要するに協議しても

らって、どうなのだというような、来年度に向けて

どうなのだというような方向性を示していただけれ

ば、また、そういう町長交際費から出さなくても対

応はできたのかなというふうに思っております。手

段として、方法としてはそういう手段もありますけ

れども、しかし、よりやはり予算の金額の大小に関

わらずきちっと審議して、その経過を踏まえた中

で、きちっと対応できるような予算の計上の仕方が

あったのではないかなというふうに思うのですが、

この点は、最初から廃止いたしますと、前年度、前

任者の町長からの継続なのかよく分かりませんが、

どういう経過だったのですか。 

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。 

○副町長（石田昭彦君） ７番米沢委員の御質問に

お答えいたしますけれども、前任者からの引き継ぎ

事項ではございません。まちにおいては、常にいろ

いろな事業を支えていくためには、限られた財源を

有効に活用していかなければなりませんので、これ

までもスクラップ・アンド・ビルドということを一

つの指針に掲げながら予算の策定に努めてきたもの

であります。縮減できるものは少しずつ縮減をした

り、初期の目的を一定程度達成できたものや、ある

程度これは廃止することもやむを得ないというふう

に判断がつけれるようなものについては廃止をした

りということを、それはどの事業ということに限ら

ず、そういうことを意識しながら予算編成に努めて
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いかなければならないというふうに認識していると

ころであります。 

 斉藤町長においては、町長の執行方針にもありま

したように、高齢者、いつまでも上富良野に住み続

けていただけるような、高齢者にやさしいまちづく

りをしていきたいというようなことが町長の思いで

もありますので、そういった高齢者は高齢になり、

例えばいろいろと体が弱くなって、障がいを、そう

いうような場合にしっかりとそういうものを支えて

いくための、そういう事業に財源を振り向けていく

ことが大切だということで、新町長において、この

敬老祝い金について廃止については、そういう考え

方を私どものほうにもお示しいただきましたので、

私たちはそのような形で今回御提案をさせていただ

いているということであります。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） やはり問題だと思うのです

ね。確かに将来のことを考えて、それぞれの見直し

ということも当然あり得ると思います。しかし、や

はりそういう段階にあっても、きちっとやっぱり廃

止ありきという形の予算の計上の仕方ではなくて、

きっちりと審議できる環境を整えた上で、それでは

来年どうしましょう、再来年ですね、段階的にはど

うしましょうとかなる話だというふうに思うので

す。そうすれば、結果がどうであろうと、きちっと

予算から、町長交際費から出さなくても、出費しな

くても対応できたのではないかなというふうに思う

のですが、町長はともに融和を図りながらまちづく

りを進めるというような、正確ではありませんけれ

ども、そういう公約も掲げていたのかなと、公約と

いうか、一文書の中にそういうことも書かれていた

というふうに思いますが、その趣旨からすれば、

ちょっと乱暴なあり方ではないかなというふうに思

います。高齢者の方は、確かに長年このまちに住ん

でいらっしゃいまして、御苦労もされております。

それがいきなりなくなるということに、やっぱり

あってはならないような私は気がするのですね。そ

のことを考えたときに、どうだったのかなと思いま

すが、町長の見解をお伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ７番米沢委員の御質問にお

答えいたします。 

 昨年、私、１２月に就任いたしまして、その後、

町長査定まで時間がなくて、限られた時間の中で、

まことに本当に申しわけございません、唐突感は確

かに否めないかと思いますが、私の執行方針にも述

べさせてもらったとおり、予算といいますか、事業

の選択と集中、スクラップ・アンド・ビルドという

のは、昨今といいますか、私が職員のときから、も

う既にそういう取捨選択というのは常に町として

行ってきたことで、今回もその一つとして、予算査

定の中で行ったわけなのですが、その趣旨として

は、趣旨といいますか、私が思うことといいます

か、長生きされている、これは非常におめでたいこ

とで、それをお祝いする私の気持ちというのは、こ

れは一切従来からも変わらないものであります。た

だ、長生きされてきたということは、昔から比べて

寿命が延びたのは、社会が豊かになって、医療が皆

さん国民に行き渡って、そういう社会が実現してき

たのだと。昨今、国のほうでも人生１００年時代と

言われるようになってきました。そういう時代が来

たのだなと、そういう喜ばしいといいますか、本来

であれば社会全体としては非常に喜ぶべきことなの

だなと、そういうふうにとらえています。 

 敬老祝い金については、本当に寿命といいます

か、お年寄りの寿命が昔から比べて延びていくたび

にといいますか、過去に喜寿、米寿、そういうもの

を縮減してきまして、９９歳の白寿だけ残っていた

状況で、人生１００年時代を迎えた、本来はおめで

たい。残念ですが、個人的に９９歳の方にはお祝い

金としては、この際といいますか、お祝い金を廃止

して、その分、やはり多くの、高齢者の方が多く

なってきていますので、その多くなってきている方

で、多くなった高齢者の方には、生活で不自由され

ている方もいますので、そういうお祝い金という性

格上、個人個人に与えている、そういうものを、や

はり広く高齢者みんなの福祉に役立てていくのが全

体のためになるのだろうと判断いたしまして、今

回、このように予算措置も削減、一部町長交際費で

経過措置として対応しますが、条例の廃止というふ

うに至ったわけでございますので、どうぞ御理解を

賜りたいと思っております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） 説明としてもう１回確認し

たいのですが、町長はこの削減、担当の所管の方

も、将来は６０人ぐらいになるのでないかというよ

うな話もされておりました。それはそれとして、た

だ、残った経緯というのは、やはり喜寿という特別

なお祝いという形の中で残った経緯があるわけで

す。確かにこれからの社会を見た場合に、高齢化の

方が増えてきて、そういった部分にお金を別な角度

から使うということもあるのかもしれませんが、そ

れでお伺いしたいのですが、町長はこれを削減して

どういうものに具体的にお金にシフト、いわゆる使

おうと、利用して、今の例えばいろいろな高齢者向

けの制度がありますが、それをさらに上乗せしたい

だとか、そういった思いがあって削減されたのだと
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いうふうに思いますが、あればお答えしていただき

たいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ７番米沢委員の御質問にお

答えいたします。 

 １点、今回、廃止の提案をさせいてただいている

のですが、お祝い金としては、御祝儀としては廃止

の提案をさせてもらっているのですが、お祝いする

という私の気持ちは従来と変わりなくて、もちろん

可能な限りお宅に訪問してお祝いを述べると、これ

は従来と変わらないということを申し上げたいと思

います。 

 それと、今お尋ねの、この財源をどの事業にとい

うのは、具体の事業は特にこれという新しいメ

ニューはないのですが、一般的に今既存の事業が増

大傾向にありますので、これらの財源、もちろんた

またま今回は敬老祝い金とこれがリンクしているよ

うに見えますが、特に敬老祝い金のような福祉分野

でやりくりするというとらえ方ではなくて、やはり

まち全体として取捨選択して、こういう福祉分野で

すとか教育分野、その辺をスクラップ・アンド・ビ

ルド、全体としてスクラップ・アンド・ビルドし

て、今後やっていきたいと考えております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） なかなか理解できません。

確かに全体としてスクラップ・アンド・ビルドとい

う形でお金を見直して、やっぱり有効的に活用しよ

うということの話だというふうに思いますが、仮に

そうであったとしても、それでは全体的に不要不急

なもの、まちの一般会計にこれだけ何十億円だとか

ありますとした場合に、その中から、これとこれは

見直して、その中の一つとして敬老祝い金ですよと

いう、そういうものが示されるべきだというふうに

思いますが、しかし、今の話でも、そういったもの

を示すことなく、いきなりというやっぱり感が否め

ないというふうに思います。私は、やり方として、

本当に１万円でも残そうと思えば残る話なのです。

６０人で５万円としても３００万円ですか、それ

で、そういうお金をどこから持ってくるのかという

ことでやりくりすれば出てくる話であります。４万

円削った部分を、それでは別な方向に当てましょう

だとか、手法として、私はこれしか考えられないの

で、こういった丁寧な説明をして、やっぱり議論を

提供できるような場所を提供するというのが町長の

役割だというふうに思いますが、これが一切見えて

こないということでは、非常に残念だと思います

が、この点、いかがですか。 

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。 

○副町長（石田昭彦君） ７番米沢委員の御質問に

お答えいたしますが、今、米沢委員から御質問いた

だいた内容については、私も厚生委員会協議会のほ

うに出席をしておりましたので、米沢委員からは今

の同様のような御質問というか御意見も賜りまし

た。そういう考え方はすばらしい考え方だなと、私

たちはそこまでの考えは至っていなかったなという

のは、私も個人的には委員会協議会のときに米沢委

員の御意見を聞いて感じたところであります。 

 今、町では５万円のお祝い金という仕組みを持っ

ています。町長においては、御長寿をお祝いする、

高齢になった方の労をねぎらうという、そういう気

持ちはしっかりとこれからも継続していこうという

ことで、お祝い金については様々ないろいろな、こ

れからいろいろな福祉事業、特に福祉の分野はこれ

からいろいろと財源がかかってまいりますので、そ

ういうものに財源を少しでも振り向けていけるよう

な、そういう方向で考えていこうということであり

ました。 

 端的な言い方をしますと、例えば結婚式にお呼ば

れして、手ぶらで行けるのかというようなこともも

ちろんありますので、今、委員会のときに米沢委員

からありましたように、たとえ１万円でもいいから

残して、４万円を財源に振り向けるという、それは

米沢委員の考え方だと思いますし、それは大変すば

らしい考え方だなと。先ほど言いましたように、そ

こまで私たちも考え至っていなかったなというのは

確かでありますけれども、私たちはそういう思いで

丁寧な委員会でも説明をしてきたつもりでもありま

すし、そういう中で、委員会としての審議結果をい

ただきましたので、そういう審議結果に基づいて、

当初、令和２年度をもって廃止する予定だったもの

を、１段階設けるような形で、令和４年度に廃止さ

せていただくようなものに修正をさせて、今回、上

程させていただいたということで、ぜひ御理解をい

ただければなというふうに思います。 

○委員長（岡本康裕君） ３番髙松委員。 

○３番（髙松克年君） この９９歳になる白寿を迎

えるということ自体の大きさというか重さという

か、そして今までこの人が我々のまちに働いてきた

力というか、これ、必ず交付税の中に人口割と行っ

たら語弊があるかもしれませんけれども、そういう

ものも入ってきていると思うのですね。それで、例

えばよしんば１０年、ここで長生きをしてくれて、

白寿になってきている、そのことの重さ、このまち

に働き、かけてくれていた、その人に直接わたるわ

けではないと思いますけれども、そういう経済的な

ことも含め、また、この年齢の人、本当に戦後の

我々のこのまちのまさしく礎になってくれたと言っ
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ても過言でない人たちに対して、今ここでもう既に

この予算書の中に条例を廃止するという過程から、

その金額も入っていないような状況、どういうこと

なのだろうなと。どうやってこのことを町民のこれ

から受けるであろう白寿になる人たちに対して、本

当に自分としても残念な決断をしようとしていると

いうふうに思います。この時代を生きてきた人たち

に対して町長はどう思っているか。 

○委員長（岡本康裕君） 髙松委員、簡潔に。どこ

の部分をお聞きしたいのか、ちょっと端的にお教え

願えれば、予算の部分で。 

○３番（髙松克年君） 予算の中で、やはりその条

例は廃止するということには反対だという……。 

○委員長（岡本康裕君） それは意見なので、質疑

なので、予算に対する質疑ということでお願いした

いと思います。 

○３番（髙松克年君） すみません。本当にそれか

ら言うと、やはり復活させてでも、まちは見るべき

だというふうに思います。 

○委員長（岡本康裕君） 御意見ととらえられない

のですが、どうでしょう。 

 町長、答弁お願いいたします。 

○町長（斉藤 繁君） ３番髙松委員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 髙松委員の御意見として承ります。ただ、白寿を

迎える方に対する尊敬とか感謝の念というのは従来

と変わらないと。それについては従来と変わらない

ということを先ほど申し述べたとおりでございま

す。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますか。 

 ４番中瀬委員。 

○４番（中瀬 実君） 今の関連でお聞きをしたい

というか確認をさせていただきたいのは、以前はい

わゆる米寿とか古希とか、そういったお祝いをして

いました。それが廃止になっています。そういった

廃止になったときに、今回のように事前に来年から

こういった喜寿、米寿に対しては記念品、当時は記

念品だった、それはなくしますよという事前の通知

があってやめておられるのか、突然ぱっと言って廃

止をしているのか、そこら辺の事情をいわゆる参考

にしながら、今回の白寿のお祝いをやめるというこ

とになった経過があるのかということの確認だけお

願いします。 

○委員長（岡本康裕君） 過去になくした経過を知

りたいと。 

○４番（中瀬 実君） できれば、もし許されるの

であれば。 

○委員長（岡本康裕君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（鈴木真弓君） ４番中瀬委員の御

質問に、ちょっと経過については、今、私の手元に

あるのは、これまで敬老祝い金の条例を平成１５年

にこの条例は制定をしております。喜寿、米寿、白

寿、１００歳以上と、それぞれに祝い金を支給して

きました。その２年後には、敬老祝い金の条例の一

部改正ということで、１００歳以上を除外しており

ます。２年後ですので、２年後の３月の議会で上程

し、４月から廃止して、１００歳以上の方には支給

をしないこととなっております。それから経過しま

して、今、中瀬委員がおっしゃったように、平成２

４年の４月からは白寿のみと、今の制度に変わって

いますが、このときも２４年の３月の議会に上程

し、この喜寿、米寿については除外をしているとい

うふうに経過はまとめてございます。これまでも各

常任委員会、条例改正ですので、常任委員会並びに

各議会のほうに提案をさせていただきまして、御議

決いただいているというふうに確認をとっておりま

す。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほか。 

 ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） １３１ページの委託料につ

いてお伺いいたします。 

 ここには高齢者を中心とした健康を守る、日常生

活を守るという立場からの委託料という形の中で設

定されております。 

 そこでお伺いしたいのは、近年、寝たきりおむつ

等、まず上からいけば、緊急通報システムの活用方

法でありますが、この中には確かに虚弱高齢者等々

という形でも書かれております。介護の障がい者福

祉計画の中にも、それ以外にも必要とする人がある

よというような形になってきております。そうしま

すと、やはりそういった部分の拡大の必要があるの

かどうなのかということがちょっと頭に浮かぶので

すが、現状を踏まえて、状況を踏まえて現状はどの

ようなお考えなのか、お伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（鈴木真弓君） ７番米沢委員から

の、委託料、緊急通報システムの関係に関する御質

問にお答えさせていただきます。 

 現在、まちにおいても、やはり高齢者、障がい者

が増加していることから、民生児童委員協議会の会

議の中でも、この緊急通報システムの設置に対して

は要望が強く出てございます。各協議会の中、ま

た、介護保険事業運営協議会の中でも、特にこの緊

急通報システムの設置に向けた状況等については、

少し研究を要するということでいただいておりまし

て、今回の計画の中でも出ている７５歳以上の方が
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これからどんどんふえていてきますので、７４歳ま

での方にはまだ対象まではしないのですが、７５歳

以上の方については、やはりここは虚弱な高齢者を

予防的にきちっと対応するように、何らかの施策を

見直しをしなければいけないということで、実は先

ほどのちょっと案件となっております敬老祝い金と

の引き合いではございませんが、理事者とも、今後

のまちの高齢者の福祉の関係については、こういう

柔軟な高齢者に対する支援施策について検討を進め

ていきたいということで、内部で協議を進めたいと

いうことは申し上げているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） いろいろな角度から検討し

ていただきたいと思います。 

 次に、寝たきりの除雪サービスなのですが、町民

税非課税世帯で自宅に親類等々いない方、独居高齢

世帯、障がい者世帯で、除雪が困難な方という形に

なっております。この除雪基準、おおむね１５セン

チ以上になっておりますが、これ、１０センチまで

に下げていただいて、そういうのも今必要になって

きているような気もしますが、そこら辺はどうで

しょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 高齢者支援班主幹、答

弁。 

○高齢者支援班主幹（三好正浩君） ７番米沢委員

の除雪サービスについての御質問でありますが、現

在、１５センチ以上積もった場合についての除雪と

いうことで行ってございます。それを１０センチと

いうことでございますが、今のところそういった意

見というのはちょっと我々に直接届いたというとこ

ろはございません。この除雪サービスの目的としま

しては、最低限の除雪というところで、緊急車両の

通過だとか、そういったことに支障がない程度の除

雪というふうに考えておりますので、それが１０セ

ンチ、１５センチというところは、今のところ検討

はないのですけれども、今後、そういった意見があ

れば、いろいろ意見のほうを伺って考えていきたい

とは思いますが、今のところそういった意見は直接

聞いていないので、すみません、以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） あわせて、こういう該当対

象者以外であったとしても、これ以外に、いわゆる

歩くところ、ここら辺、除雪してほしいということ

なのですけれども、今この制度で言えば、そうする

と、ほかのところもちょっとお願いしたいという形

で、やはりそういう要望も結構歩いていたら聞くの

ですね。そうしますと、何らかの形で除雪の応援券

みたいなのを出していただいて、高齢者の方にそう

いった支援するというのも一つだと思います。長ら

くこの除雪サービスにしても、寝たきりおむつにし

ても、固定化されています。やはり実情を見れば、

非課税世帯以外の人であっても、やっぱり入所され

ていれば、おむつの購入をしたりだとかします。そ

ういうものも含めて、この除雪サービスそのものの

あり方を再構築する必要があると思いますが、お伺

いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 高齢者支援班主幹、答

弁。 

○高齢者支援班主幹（三好正浩君） ７番米沢委員

の除雪サービスの今後のあり方という点での御質問

かと思いますが、今現在行っている除雪サービスに

ついては、先ほど申し上げましたとおり、最低限の

除雪の部分について、在宅サービスとして行ってい

るというものでございます。それ以上にも、実際に

もう少しきれいに除雪してほしいだとか、排雪もし

てほしいだとか、そういった意見も伺っているとこ

ろでありますが、それにつきましては、現在、介護

保険のほうの事業で昨年４月からスタートしました

生活支援体制整備事業のほうで、有償ボランティア

の方でそういった除雪がやれる方については、そう

いった結びつきの中でサービス提供というふうに今

検討しているところでございます。今の除雪サービ

スについても、作業員が限られていまして、なかな

か今、１５センチという基準の中で、作業員の確保

等にも苦慮している状況でありますが、生活支援体

制整備事業であれば、そういった有償ボランティア

という形で、それを受けてくれる方がいれば、それ

はサービスとして結びつけていけるものというふう

に考えておりますので、その辺を進めていきたいと

いうふうに考えているところです。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） 進めるのは非常によろしい

かと思いますけれども、やっぱり全体的な見直しと

いうのが必要な時期に来ているというふうに思いま

す、委託料全般を見ますと。そういうこと、時間あ

りますので、そういうことを含めてぜひ見直し、検

討していただきたいというふうに思います。 

○委員長（岡本康裕君） 答弁はよろしいでしょう

か。 

○７番（米沢義英君） いいです。 

○委員長（岡本康裕君） ３番髙松委員。 

○３番（髙松克年君） １３７ページの保健福祉課

の子育て支援班の中の１９扶助費の中の広域利用給

付というのが昨年度に比べて相当量ふえているので

すね。それで、これについてのふえた理由という

か、それを知りたいのですけれども。 
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○委員長（岡本康裕君） 子育て支援班主幹、答

弁。 

○子育て支援班主幹（武山義枝君） ３番髙松委員

の御質問にお答えします。 

 広域医療につきまして、３年度につきましては、

広域利用の申し込みの対象者のほうが、人数のほう

はそんなに変わらないのですけれども、これまでは

１号といいまして、３歳以上のお子さんの利用とか

だったのですけれども、３年につきましては、３号

認定のお子さんの申し込みがありまして、３号認定

となりますと、その園の規模にもよるのですけれど

も、月に大体約２０万円ぐらい給付費のほうがかか

りますので、それで増となっているところです。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ３番髙松委員。 

○３番（髙松克年君） 数字を見ただけで自分とし

てはびっくりしてしまって、各園で一生懸命努力さ

れているのにもかかわらず、広域利用云々のところ

へこれだけのものが出ていってしまうのかなという

思いで見ていたのですけれども、これについてはど

ういうふうにとらえていけばいいのでしょうね、ま

ちでも。 

○委員長（岡本康裕君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（鈴木真弓君） ３番髙松委員のた

だいまの広域利用の給付にかかわる御質問にお答え

させていただきます。 

 教育保育の申し込みにつきましては、養育者がど

このまちの園を利用するかという申請ができます。

この広域利用される方は、実は町外において就労を

している方が、そこの就労している自治体でお子様

を教育保育施設に入所を申し込みしたことから発生

しているものでございます。うちの町内においては

４園で定数はございますが、定数はまだ余裕がござ

いますので、十分まちのほうでも見られますが、や

はり勤務状況と、お子様が、先ほど主幹が言ったよ

うに、２歳未満であることから、乳幼児ですので、

やはり自分の職場に近い施設を選んだ結果というふ

うになっております。まちとしましては、町内でな

ければいけないというような、実はそういう制限は

ございませんので、皆様の希望に応じた給付という

ことで予算を計上しております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。 

 ほか、ございますか。 

 ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） お伺いいたします。１３５

ページの委託料のところであります。近年、いろい

ろと情緒障がいの方だとかという形で、いろいろと

こういった地域生活支援などなど、やはり利用され

ている方が非常に多くなっております。上富良野で

はなないろニカラだとか、おおぞらだとか、いろい

ろあります。 

 そこでお伺いしたいのは、この障がい者計画の中

にも、やはり将来的には上富良野にも地域活動支援

センター事業を行う、そういうセンター的な役割を

持つ設置が必要になってきているのだということ

で、現状と課題の中に記入されておりますが、これ

はどういう背景からこういう現状と課題の中に盛り

込まれたのか、まずお伺いしたいというふうに思い

ます。 

○委員長（岡本康裕君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（鈴木真弓君） ７番米沢委員の、

障がい者の今回、計画見直しにかかわるサービス量

の見込みについての御質問にお答えさせていただき

ます。 

 上富良野町においても、大変やはり人口のわりに

は障がい者の認定を申請される方がふえておりま

す。これまでまちでもなかなか把握ができなかった

方から、実は御両親が高齢化になり、御両親がこれ

までお子様を見ていた、それで、実はどなたも御近

所も知らないような状況で、実は御両親が、自分が

子どもの世話ができなくなったということで、実は

新規の重度の障がい者の認定の申請も実は毎年何件

も受けることが起きております。 

 今回、障がい者のこの計画につきましては、今

回、９か年をもちまして障がい者計画を見直しした

ところ、やはり今現在、まちが持っている数字は、

今現在の実数をもって実は計画を立てておりました

が、やはりこれからは、高齢者の推計もそうです

が、障がい者においても、なかなか潜在的に私たち

には、自治体の中でも把握できないところも実は推

計をしながらしていくと、まちとしては、やっぱり

そういうまちとしての将来的なものの考え方につい

てもやはり必要ではないかということで、今回の計

画については盛り込んだところでございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） 政令に基づいてお伺いいた

しますが、就労支援も行っているかというふうに思

います。そうすると、一定の事業、そこで園内で

行って、幾ばくかの収入も得て、なっているような

状況がありますが、現状は大体どのぐらいなのか、

分かればお伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 暫時休憩といたします。 

─────────────── 

午後 ３時５４分 休憩 

午後 ３時５６分 再開 

─────────────── 
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○委員長（岡本康裕君） 暫時休憩を解きます。 

 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（鈴木真弓君） ７番米沢委員の、

障がい者の方が就労施設等で就労した場合の１日当

たりまたは月額における収入の状況でございます

が、実はまちで各事業所に就労している方の１日当

たりの単価と、並びにそれぞれの方の収入状況につ

いては、まちで把握している実態はございません。 

 ただ、今、委員のほうから質問を受けましたの

で、仮に１日、何時から何時まで、就労Ａ、就労Ｂ

もございますので、仮にその方たちが働いた場合

に、その方たちに幾らぐらい払っているのかという

のを照会した場合についてはお教えしていただける

ことはとれると思いますが、今現時点ではちょっと

手持ちでは持ち合わせておりませんので、お答えで

きないということで、申しわけございませんが御理

解いただきたいと思います。ちょっとうちの担当者

が聞いているところによると、本当に１日二、三千

円の範囲内だというふうにちょっと情報は入手はし

ているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。 

 ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） いろいろな方がいらっしゃ

いまして、現実的には本当に細々と年金とそういう

形で生活されている方がいます。将来的に親がいな

くなった場合、自立して生活できるかといったら、

決してそうではないというような状況が見受けられ

ます。今回、５２名の、そういう状況がありまし

て、よりそういう利用者の方が自立して生活でき

る、やはりそういう環境を整えるということも、今

回の予算等を見ていましたら、この生活障がい者計

画を見てみましても、その方向性というのがなかな

か難しいですが、構築していく必要があるかという

ふうに思いますが、この点、お伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（鈴木真弓君） ７番米沢委員の、

障がい者福祉計画見直しにかかわる今後のまちの方

向性について御質問だと思いますので、お答えさせ

ていただきます。 

 まちとしましても、今回は障がい者計画、８年間

にわたる今年度までの計画を、今後、将来９年間に

わたり、この計画を今立てさせていただいていると

ころでございます。 

 なお、各障がい福祉計画、障がい児福祉計画につ

いては、３年ごとに実数を把握しながら、今後、そ

の実態と、及び必要なサービス等については、まち

と、まちだけではなかなかサービスというのは全て

賄うことは無理なことから、この圏域並びに隣の美

瑛町さんも含めて、圏域並びに近隣市町村のサービ

スの事業もお借りしながら、皆様が安心・安全で障

がい者の方が生活していけるようなまちの施策につ

なげていこうというふうに考えております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。 

 ほか、ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） なければ、歳出、３款民

生費の質疑を終了いたします。 

 暫時休憩といたします。 

 再開は４時１０分といたします。 

─────────────── 

午後 ３時５９分 休憩 

午後 ４時１０分 再開 

─────────────── 

○委員長（岡本康裕君） 休憩前に引き続き、委員

会を再開いたします。 

 まず、暑いと感じられる方は上着を脱いでいただ

いても結構でございます。 

 それでは、次に、１４４ページから１５７ページ

までの４款衛生費の質疑に入ります。 

 ２番北條委員。 

○２番（北條隆男君） １５３ページのクリーンセ

ンターの１４番の雑用コンプレッサーで、新しくす

るのか、古いやつを交換するのかということを

ちょっと聞きたいのですけれども。 

○委員長（岡本康裕君） 生活環境班主幹、答弁。 

○生活環境班主幹（北山雅幸君） ２番北條委員

の、雑用コンプレッサーの更新についての御質問に

お答えします。 

 今回、雑用コンプレッサーにつきましては、平成

１１年に稼働しまして、平成１９年から２年に一度

整備点検を行ってきたのですが、今年度から、もう

部品等も製造していないということで、焼却塔をこ

れまでも令和１２年の３月まで稼働していくことで

皆様のほうにお知らせしていたところですが、今

回、整備点検を毎年しなくてはいけないという形

で、更新と整備点検と検討した結果、今回について

は更新のほうが価格的に安いということで、更新と

いう形をとらせて、計上しております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ２番北條委員。 

○２番（北條隆男君） これ、そうしたらコンプ

レッサーだけの値段なのですか。 

○委員長（岡本康裕君） 生活環境班主幹、答弁。 

○生活環境班主幹（北山雅幸君） コンプレッサー

につきましては２台ありますので、２台の更新とい

う形になります。 



― 53 ―

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。 

○２番（北條隆男君） はい。 

○委員長（岡本康裕君） ほか。 

 １番元井委員。 

○１番（元井晴奈君） １５３ページ、クリーンセ

ンターのところで、１７番の運搬用車両３００万円

とありますが、黒塗りの町長車６２０万円から比べ

ますと半額以下になっているのですけれども、その

辺、どうなのでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 生活環境班主幹、答弁。 

○生活環境班主幹（北山雅幸君） １番元井委員

の、運搬用車両についてでございますが、これにつ

いては、今現在、焼却塔の焼却灰を２トン車に積ん

で、そのまま敷地内の最終処分場に運搬している２

トントラックの車両の更新という形になります。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。 

 ほか、ございますか。 

 暫時休憩といたします。 

─────────────── 

午後 ４時１４分 休憩 

午後 ４時１５分 再開 

─────────────── 

○委員長（岡本康裕君） 休憩を解きます。 

 ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） １５１ページの上富良野の

省エネルギー対策という形でお伺いいたします。 

 大枠に分けますと、産業部門だとか、生活だと

か、民生部門だとかという形の中の環境のいわゆる

二酸化炭素の削減方向も打ち出されております。 

 まず、今年度に至っては、こういった計画に基づ

いて、まちとしてどこまでこの省エネルギーの計画

の取り組みを進めようとされているのか、この点、

お伺いしたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（星野耕司君） ７番米沢委員の御

質問にお答えします。 

 まちとしては、予算には特段計上はしていないの

ですけれども、まちとしては生活灯、町内会で設置

している生活灯につきましてはＬＥＤ化を図って二

酸化炭素の減量に取り組むとともに、予算はちょっ

と別なところなのですけれども、太陽光発電などに

つきましても補助を行っているということで、まち

の取り組みとしまして、そのほかにまちの取り組み

というのはＰＲをする形になりますので、広報など

で家庭にある電化製品を、照明についてはＬＥＤ化

をするとともに、古くなったテレビだとか冷蔵庫な

どを買いかえることによって消費電力が減りますの

で、そういう観点で二酸化炭素を少しでも少なくと

いうことで広報するとともに、自動車などにつきま

してもハイブリッドカーや電気自動車に買いかえる

ことによって排出が減るということで、そのような

形で広報などを通じて二酸化炭素の減量に取り組ん

でおります。 

 以上であります。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） なかなかこの取り組みとい

うのは大変難しい部分もあるかというふうに思いま

す。この事業設定の中には、光熱、融雪だとか地熱

だとか、温度差を利用したヒートポンプだとか、書

かれておりますが、ただ、バイオマスも含めてなの

ですが、どこをどう絞ってというところまではなか

なか見えてこない部分があります。それで、恐らく

この基本方針としては、町民に幅広くいろいろな形

で啓蒙、啓発して、呼びかけて、そういう省エネに

取り組んでいただきたいと。もしもそういう場合に

当たっては、機器の購入だとか、導入に対する相談

窓口、支援に対する支援の制度の活用を促すという

だけと言ったら失礼ですが、そういう方向で省エネ

に取り組むということで、当面、こういう方向でよ

ろしいですか。 

○委員長（岡本康裕君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（星野耕司君） ７番米沢委員の御

質問にお答えします。 

 委員御発言のとおり、まちとしては、特に予算の

措置はしておりませんので、広報活動を通じるだと

か、あと、国とかの助成制度を御紹介するとか、そ

れを継続していくということで御理解願いたいと思

います。 

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。 

 ほか、ございますか。 

 ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） １４５ページの、毎回聞く

のですが、富良野協会病院に周産期医療体制という

形で確保として１２０万円、予算が計上されており

ます。今回、上富良野から協会病院で利用されてい

る妊婦の方、まずその前に、そういった医師がどの

程度確保されているのか。前回でしたら、ちょっと

なかなか確保が難しいというような話もありました

が、現状についてお伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（鈴木真弓君） ７番米沢委員の、

地域センター病院の周産期医療体制確保対策負担に

かかわる御質問にお答えします。 

 まず、産婦人科医については２名、今、常勤とい

うことで確保していただいている状況でございま

す。 

 以上です。 
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○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） そうしますと、上富良野か

ら利用される方に至っては、普通に分娩できるよう

な体制が整っているという形で確認してよろしいで

すか。 

○委員長（岡本康裕君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（鈴木真弓君） ７番米沢委員の、

分娩に関わる質問にお答えさせていただきます。 

 協会病院におきましては、産婦人科医は２名おり

ますが、内科医が常勤していないことから、妊婦に

おいても基礎疾患等の疾病によっては入院等、また

出産等においても、やはり対応できない場合があり

ますので、十分妊婦の健康状態を把握した上で協会

病院は受け入れしていると聞いております。まちの

保健師のほうからも相談を受けておりますのは、う

ちの上富良野町においては富良野の協会病院、ま

た、旭川市においての産婦人科の御希望もあるとい

うふうにお伺いしているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） 大体今年度に至っては、旭

川と富良野でどのぐらい、想定です、現在。 

○委員長（岡本康裕君） 健康推進班主幹、答弁。 

○健康推進班主幹（星野 章君） ７番米沢委員の

御質問にお答えします。 

 令和元年度の分娩のところの数字になるのですけ

れども、大体協会病院が３割で、そのほかが７割と

いうような分娩になっております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） １４７ページで確認したい

のですが、これは委託料の中で小児生活習慣病の検

査という形になっております。これは従来と変わら

ない人数かなというふうに思いますが、対象人員等

はどのようになっているのか、お伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 健康推進班主幹、答弁。 

○健康推進班主幹（星野 章君） ７番米沢委員の

御質問にお答えします。 

 今年度の上富っ子健診、小児生活習慣病予防検診

なのですけれども、対象が１７８人で、大体８０％

を見込んでおりまして、１４４人受診する見込みで

計算しております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。 

 ほか、ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） なければ、歳出、４款衛

生費の質疑を終了いたします。 

 以上で、本日の日程は全部終了しました。 

 本日は、これにて散会します。 

 明日の予定を事務局長から説明させます。 

 事務局長。 

○議会事務局長（深山 悟君） 明日、３月１２日

は、本定例会の２日目で、開会は午前９時でござい

ます。定刻までに御参集くださいますようお願い申

し上げます。 

 

午後 ４時２４分 散会  
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   上記会議の経過は、議会事務局の調製したものであるが、その内容の 

 

  正確なることを証するため、ここに署名する。 

 

 

     令和３年３月１１日 

 

 

予算特別委員長    岡 本 康 裕 

 

 



― 56 ―

 



― 57 ―

令和３年上富良野町議会予算特別委員会会議録（第２号） 

 

令和３年３月１２日（金曜日） 午前９時００分開議  

─────────────────────────────────────────────── 

○委員会付託案件 

議案第 １号 令和３年度上富良野町一般会計予算 

議案第３１号 上富良野町財政調整基金の一部支消について 

議案第３２号 上富良野町公共施設整備基金の一部支消について 

議案第３３号 十勝岳と共生するまちづくり応援基金の一部支消についての質疑応答 

─────────────────────────────────────────────── 

○出席委員（１３名） 

   委 員 長       岡 本 康 裕 君   副 委 員 長       中 瀬   実 君 

   委 員       元 井 晴 奈 君   委 員       北 條 隆 男 君 

   委 員       髙 松 克 年 君   委 員       金 子 益 三 君 

   委 員       中 澤 良 隆 君   委 員       米 沢 義 英 君 

   委 員       荒 生 博 一 君   委 員       佐 藤 大 輔 君 

   委 員       今 村 辰 義 君   委 員       小 林 啓 太 君 

   委 員       小田島 久 尚 君    

   （議長 村上和子君 （オブザーバー）     ） 

─────────────────────────────────────────────── 

○欠席委員（０名） 

─────────────────────────────────────────────── 

○地方自治法第１２１条による説明員の職氏名 

 町 長  斉 藤   繁 君     副 町 長         石 田 昭 彦 君 

 教 育 長         服 部 久 和 君     会 計 管 理 者         及 川 光 一 君 

 総 務 課 長         宮 下 正 美 君     企画商工観光課長         佐 藤 雅 喜 君 

 町民生活課長         星 野 耕 司 君     保健福祉課長         鈴 木 真 弓 君 

 農業振興課長         大 谷 隆 樹 君     建設水道課長         狩 野 寿 志 君 

 農業委員会事務局長  大 谷 隆 樹 君     教育振興課長         林   敬 永 君 

 ラベンダーハイツ所長         谷 口 裕 二 君     町立病院事務長  北 川 徳 幸 君 

 関係する主幹・担当職員 

─────────────────────────────────────────────── 

○議会事務局出席職員 

 局 長         深 山   悟 君     次 長         飯 村 明 史 君 

 主 事         真 鍋 莉 奈 君 
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午前 ９時００分 開議  

（出席委員 １３名） 

─────────────────── 

○委員長（岡本康裕君） 御出席まことに御苦労に

存じます。 

 ただいまの出席委員は１３名であり、定足数に達

しております。 

 これより、令和３年上富良野町議会予算特別委員

会第２日目を開会いたします。 

 直ちに、本日の会議を開きます。 

 本日の審査日程について、事務局長から説明いた

させます。 

 事務局長。 

○事務局長（深山 悟君） 本日の審査日程につき

ましては、さきにお配りいたしました日程で進めて

いただきますようお願い申し上げます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） １日目に引き続き、議案

第１号令和３年度上富良野町一般会計予算の歳入歳

出予算事項別明細書の歳出、１５８ページの５款労

働費から１８１ページの７款商工費までの質疑に入

ります。 

 ８番荒生委員。 

○８番（荒生博一君） ページ、１５９ページの労

働費に関してお伺いさせていただきます。 

 昨年も富良野地域人材開発センターの運営協会負

担金ということで、主な内容、また、５市町村の負

担ということは確認させていただきましたが、決算

書を見ると、５市町村の負担金の合計が９３０万円

ぐらいになっていまして、差し支えなければ、資料

をお持ちでしたら、当町以外の４市町村の負担金と

いうものの数字が分かれば確認させてください。 

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答弁。 

○商工観光班主幹（上嶋義勝君） ８番荒生委員

の、人材開発センターの負担金に関わる回答をさせ

ていただきます。 

 人材開発センター負担金につきましては、民間の

会員と市町村負担金ということで、今の質問では市

町村別の負担金ということで、上富良野町について

は５１万３,０００円ということで、残り、富良野

市につきましては８２４万４,０００円、中富良野

町につきましては２４万８,０００円、南富良野町

につきましては１６万７,０００円、占冠村につき

ましては１２万円となってございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ８番荒生委員。 

○８番（荒生博一君） ありがとうございます。 

 そこで、このコロナ禍ということで、最新の情報

だと、国においては、今年の１月の完全失業率は

２.９％ということで、少なからずこの沿線でも休

職等を余儀なくされた方が多々いらっしゃると思う

のですが、この要は負担金、今年度、増額のような

提案とかというのは一切なかったのでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答弁。 

○商工観光班主幹（上嶋義勝君） ８番荒生委員

の、この状況における負担金の増額等についての人

材開発センターからの通知等につきましては、今の

ところちょっとありませんで、そのまま５１万３,

０００円ということでなってございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますでしょ

うか。 

 ９番佐藤委員。 

○９番（佐藤大輔君） １６１ページの６款１項１

目の中の、昨年度までまちのアグリパートナー協議

会の予算として計上されていたものが今回ないとい

うことで、すみません、以前にこうなることを説明

されていた機会があったかという記憶がおぼろげに

あるようなないようななのですが、再度、今回計上

しなかった理由を御説明願いたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） 農業委員会事務局次長、

答弁。 

○農業委員会事務局次長（安川伸治君） ９番佐藤

委員の御質問にお答えいたします。 

 農業委員会の予算の中の上富良野町アグリパート

ナー協議会の負担についての御質問ですが、令和２

年度、事業のほうが、コロナ禍の影響ということで

実施ができなかった関係で、協議会のほうに負担し

ている金額は、今年度、支出しておりますが、それ

が協議会のほうで繰り越しということで、その予算

の設定をするという予定になっておりますので、令

和３年度につきましては負担金を計上していないと

いうような状況でございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ９番佐藤委員。 

○９番（佐藤大輔君） このまちのアグリパート

ナー協議会の事業として、婚活アプリ、外部、民間

の業者を使った、そういった活動をされていたとい

うことをお伺いしておりますけれども、令和３年度

もそのような、何かモニター的な形で運用したとい

うようなことも聞いておりますが、令和３年度はど

ういった活動をされるか、お伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 農業委員会事務局次長、

答弁。 

○農業委員会事務局次長（安川伸治君） ９番佐藤

委員の御質問にお答えします。 

 上富良野町アグリパートナー協議会の事業という

ことで、できなかったということでございまして、
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単独事業でできなかったということでございます。

婚活アプリにつきましては、農業特化型のものとい

うことで、内容を精査しまして、今年度につきまし

ては試験的な運用ということで、モニター利用とい

うことで、１月から３月の期間について募集をし、

実施したところであります。 

 以上でございます。 

○委員長（岡本康裕君） １１番小林委員。 

○１１番（小林啓太君） 婚活アプリのモニターを

募集というような形なのですが、それというのは、

つまり月額使用料か何かをまちで負担するというよ

うな趣旨なのか、お伺いします。 

○委員長（岡本康裕君） 農業委員会事務局次長、

答弁。 

○農業委員会事務局次長（安川伸治君） １１番小

林委員の御質問にお答えします。 

 婚活アプリのほうは初めての試みということでご

ざいます。基本的には、これまで個人のつながりと

いうことになりますので、協議会のほうでは個人の

活動という認識をしておりましたが、コロナ禍とい

うような状況で、新しい試み、それから、新しい

ニーズの発掘ということで、今回、このマッチング

アプリのほうを導入したところであります。 

 ただ、事業開始に際していろいろ調査、また、利

用者の意向などを確認する必要がありましたので、

今回、モニターということで実施をしたところであ

ります。 

 以上でございます。 

○委員長（岡本康裕君） １１番小林委員。 

○１１番（小林啓太君） ちょっと先ほど僕も、ど

ういうアプリであるかなと思って、ちょうど見てい

たところなのですけれども、メッセージをこちらか

ら送ったりする機能を使うのに、大体月額１,１０

０円がかかるみたいな、そういう記載があったの

で、モニターの方の使用料の負担か何かをされてい

るのかなと思ったのですけれども、モニターという

のはそういう認識でよろしかったでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 農業委員会事務局次長、

答弁。 

○農業委員会事務局次長（安川伸治君） １１番小

林委員の御質問にお答えします。 

 先ほど経費のお話が漏れておりました。申しわけ

ございません。 

 今回、モニター利用ということで、月額およそ

２,０００円程度の有料のサイトを利用していただ

くということで、もちろん無料のサイトから入れま

すが、今回、有効に活用していただくということ

で、有料のサイトを提供したところであります。そ

のうち、モニターということでございますので、自

己負担は１割というふうにして設定しております。 

 以上でございます。 

○委員長（岡本康裕君） ９番佐藤委員。 

○９番（佐藤大輔君） モニター事業を経て、令和

３年度、どうされるか的な質問を僕したかなと思う

のですが、その答弁はいただけていないような気が

しておりますが、すみません、お願いします。 

○委員長（岡本康裕君） 農業委員会事務局次長、

答弁。 

○農業委員会事務局次長（安川伸治君） ９番佐藤

委員の御質問にお答えします。 

 現在、調査のほうを行いまして、今後、利用者の

ほうのニーズを再度調査しまして、試験的というこ

とでございますので、その状況を見て、今後、判断

していきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） 佐藤委員、よろしいです

か。 

○９番（佐藤大輔君） はい。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますか。 

 ４番中瀬委員。 

○４番（中瀬 実君） １６３ページですけれど

も、農業構造改善センターの管理費の関係の委託料

のところでちょっとお伺いします。 

 農業構造改善センターというのは、上富では２か

所ですか。あと、管理費の内訳を分かれば教えてい

ただきたい。 

○委員長（岡本康裕君） 農業振興班主幹、答弁。 

○農業振興班主幹（山内智晴君） ４番中瀬委員の

御質問にお答えします。 

 委員おっしゃるとおり、構造改善センター２か

所、島津と静修ということで、住民会に管理を委託

しております。内容の細かいところまでは、ちょっ

とすみません、持ち合わせていなかったのですが、

基本的には電気料、光熱費、あとは管理人の謝礼と

いうこと、全て含めまして委託料とさせていただき

ます。後でもし必要であれば細かい数字、用意させ

ていただきたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） ４番中瀬委員。 

○４番（中瀬 実君） ２か所ということを確認さ

せていただきました。この金額については、規模が

静修と島津、その大きさ、規模が違いますよね。規

模が違うことによって、当然、この委託料も違うと

いうことですね。 

○委員長（岡本康裕君） 農業振興班主幹、答弁。 

○農業振興班主幹（山内智晴君） ４番中瀬委員の

御質問にお答えします。 

 御承知のように、島津と静修ではかなりの面積が

違うし、部屋の数も違うと思いますし、かかる経費
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というのも十分変わってきます。年間通してどれぐ

らい使っているということで、年度末、予算の時期

に、各静修と島津の住民会にヒアリングを行いまし

て、大丈夫、足りますかということで確認をさせて

いただきながらやっております。当然、島津のほう

が金額が多くなる、燃料費のほうも高くなりますの

で、そちらのほうは使っている分を配慮しまして計

上させていただいております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。中瀬委

員、先ほど、資料、もしよければ提供したいという

話でありましたが……。後ほど、では提供してくだ

さい。 

 ほか、ございますか。 

 ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） １８１ページの吹上温泉地

区の振興対策費の中の需用費になるのかな、修繕料

というのが５万１,０００円ほど計上されておりま

すが、築から２４年がたっております白銀荘につい

ても、相当内部の傷みが進んでおりますので、これ

らの部分については、今後どのような対応をしてい

くのか、お伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（佐藤雅喜君） ５番金子委員

の御質問にお答えいたします。 

 白銀荘の修繕の関係でございます。皆様御存じの

とおり、築から二十数年たちまして、ある程度の補

修は繰り返していますけれども、かなり外観もお風

呂場も傷んでいるような状況でございます。今の管

理しております振興公社のほうから、そういった修

繕箇所や何かの調査をするような形でお話が来てい

ますので、それら１か所、応急処置的なものも含め

て調査をした上で、随時、必要に応じて直せるとこ

ろから直していくような形で取り組むことは考えて

いかなければならないと考えております。 

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。 

 ６番中澤委員。 

○６番（中澤良隆君） １６７ページの有害鳥獣対

策の関係でちょっとお聞きをしたいと思います。 

 今、話題になっていますけれども、有害鳥獣はう

ちのまちでどれぐらいあるのか、まず先にお聞きを

したいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） 有害鳥獣の種類。 

○６番（中澤良隆君） 農業被害が……。 

○委員長（岡本康裕君） 農業被害の件数ですか。 

○６番（中澤良隆君） どれぐらい、件数とか金額

があるのかをお願いします。 

○委員長（岡本康裕君） 農業振興班主幹、答弁。 

○農業振興班主幹（山内智晴君） ６番中澤委員の

御質問にお答えします。 

 農業被害の件数につきましては、こちらのほう、

有害鳥獣の予算に関しましては、有害鳥獣のハン

ターの方の保険料ということで、これとはちょっと

また別物で、集落協議会のほうで農業被害防止とい

うことで今やっております。ちょっと今、数字を持

ち合わせておりません。ちょっと確認をさせていた

だきたいと思います。種類におきましては、今のと

ころシカ、アライグマが主な被害となっています。

被害額につきましては、ＪＡのほうで把握しており

ます。そちらのほうはちょっとまた確認をさせてい

ただきたいと思いますので、御了承いただきたいと

思います。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ６番中澤委員。 

○６番（中澤良隆君） それでは、農業被害、増え

てきているのか、増えてきていないのかという点で

はどんなものでしょう。 

○委員長（岡本康裕君） 農業振興班主幹、答弁。 

○農業振興班主幹（山内智晴君） ６番中澤委員の

御質問にお答えします。 

 農業被害につきましては、毎年毎年、その状況は

変わっております。伸びてきているというわけでは

ございません。シカの被害がなければ、翌年、シカ

の被害が増えるということで、昨年から見ると、若

干、シカの頭数が増えておりまして、まだトータル

できておりませんが、若干シカのほうの被害が増え

てきているという状況にはなっております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ６番中澤委員。 

○６番（中澤良隆君） その駆除のために、猟友会

の協力を得ながら駆除をしていると承知しているの

ですが、そこで、今、答弁の中でもありました集落

協議会との連携というようなことで、この有害鳥獣

被害対策として猟友会には２３０万円の助成とか、

それから育成や何かのためにも予算化されていると

いうのは資料で承知をしています。 

 そこでちょっとお聞きをしたいのは、まず猟友会

や何かというのは、全国的にも全道的にもそうなの

かもしれませんけれども、高齢化しているという認

識を持っているのですが、うちは猟友会員、何名ぐ

らいいて、高齢化率とは言いませんけれども、その

人口構成や何かはどうなっているのか、お知らせい

ただけたらと思います。 

○委員長（岡本康裕君） 農業振興班主幹、答弁。 

○農業振興班主幹（山内智晴君） 現在、猟友会の

メンバーで、メンバーになっていましても免許を

持っている、持っていない、現在活動していないと
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いう方もいらっしゃいますけれども、実際、活動さ

れているハンターの方の数としましては２２名、年

齢構成、細かいところまではちょっとあれなのです

けれども、４０代の方が５名ほど、５０代が、僕と

同じぐらいの方が３名ほど、残りが、ちょっと言い

づらいのですけれども、高齢者という形になって、

年齢のほうは、上のほうは八十何ぼから六十何ぼま

でということでおります。ただ、猟友会に入ってい

なくても、一応お仕事の関係でどうしても活動がで

きないという方、こちらでいう公務員の方、若干お

ります。そういう方も御協力をしていただいて、免

許を持っていますので、協力しながら活動している

という状況です。すみません、年齢まではちょっ

と、ある程度把握はしているのですけれども、正確

な年齢まではちょっと確認をしておりません。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ６番中澤委員。 

○６番（中澤良隆君） いいのですけれども、高齢

化している、そして活動が停滞していて、有害鳥獣

の被害防止がなかなか進まないということは問題な

ので、それでここで狩猟免許取得助成に、銃が８万

円で１名、そしてわなが１万円で２名というような

予算化がされていますが、ここら辺の人数というの

はあてがあっての話なのか、これから養成していく

のか、そこら辺はどんなになっていますでしょう

か。 

○委員長（岡本康裕君） 農業振興班主幹、答弁。 

○農業振興班主幹（山内智晴君） ６番中澤委員の

御質問にお答えします。 

 私どもとしましては、農業被害防止という観点か

ら、できるだけ多くの方、ハンターになっていただ

きたいという希望もありますけれども、いかんせ

ん、免許はとります、ただ、銃の保持は当然自己負

担というのも発生いたしますので、そちらのほう、

ぜひとってくださいというところまではなかなか

ちょっと私どもから言いにくいという部分でありま

すけれども、一応予算的には１名、２名ということ

で予算組みしておりますけれども、御希望があれば

その辺は対応したいと思っております。その辺は狩

猟協議会と調整しましてお話はしております。でき

るだけ多くの方、免許をとっていただきまして、早

い対応ができるように心がけたいということで、私

どももしております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） １番元井委員。 

○１番（元井晴奈君） １７５ページ、上富良野産

業にぎわい協議会負担についてですけれども、この

主要事業調書の２９ページに事業内容等、書かれて

いる記載があるのですが、この中の中央コミュニ

ティ広場活用推進事業１２０万円、こちらは具体的

には、その内訳等はどのようになっているのでしょ

うか。 

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答弁。 

○商工観光班主幹（上嶋義勝君） １番元井委員の

産業にぎわい協議会、中央コミュニティテントの活

用の部分でございますが、この１２０万円につきま

しては、基本的には大型テントの設置費及び撤去費

に充てております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） １番元井委員。 

○１番（元井晴奈君） テントの設置、撤去費とい

うことで１２０万円ということなのですけれども、

Ｂ＆Ｇのテントの取りつけ、外しには３８万円の予

算になっていて、それから比べますと、素人目で

ちょっと違いが分からないのですけれども、何か高

額に感じるのですけれども、その違い等は何かある

のでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（佐藤雅喜君） １番元井委員

の御質問にお答えいたします。 

 セントラルプラザの横のテントにつきましては、

構造上、作業員を上下させるリフト、高いので、そ

ういったものが、例えばまちの電気屋さんであれば

高所作業みたいなものがありますけれども、ああい

うトラックタイプのものが入れないわけです。です

から、畳２枚分ぐらいのキャタピラをはいたような

ものがペラペラと入っていて、びよーんと上がって

いくという、そういったちょっと特殊な機械などを

リースしなければならないということで、面積も大

きいのですけれども、そういったことでちょっと高

額になっているということで御了解いただきたいと

思います。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） １番元井委員。 

○１番（元井晴奈君） その中央テントの件は分か

りました。 

 同じく上富良野産業にぎわい協議会負担のロケサ

ポートの点で、資料のナンバー１１、４３ページに

補足説明があるのですけれども、この食べ歩きグル

メのプロデュース等の内容を見ますと、昨日の企業

人の方がこういったところ、ノウハウを生かして誘

客事業を進めていくことを予定しているのか、その

あたり、お伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答弁。 

○商工観光班主幹（上嶋義勝君） １番元井委員

の、ロケツーリズム運営事業に関わる事業の中の誘

客事業としてグルメ関連のお話の件についてお答え
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をさせていただきます。 

 今御指摘のとおり、地域起こし企業人の活動にお

いても、こういうような形で地域活性化が図られる

と思っておりますが、にぎわい協議会でこのロケ

ツー事業の中で行います誘客事業としてのグルメ関

連につきましては、当然、ロケサポートセンターの

中で映画を見据えた中の取り組みで、映画に絡む関

連グルメ、もしくは観光地としてうちのまちも

ちょっと不足しております、気軽に食べられるよう

なグルメというのもあわせまして、ぜひ、開発する

には時間がかかり、多額な費用がかかりますので、

今ある当地のもの等、うまく活用した中で、例えば

ラベンダーのパンですとか、豚肉を使った簡単なも

のというのをできるだけ身近にできるような形で、

例えば飲食店向けに、そういう今まで先進事例とし

たものを聞いていただいて、つくっていただくよう

な取り組みですとか、ある程度地域のものを生かし

たものを地域につくっていただいて、試食して、モ

ニターしていただくような、そのような仕組みづく

りを行った中で、今年度、できるものからチャレン

ジしていきたいなというふうに思ってございます。

いずれも地域の中でつくり上げていくような形で、

来る人が、ロケ地だけではなくて、まちの中も食べ

歩きして時間をつくっていただくようなものにして

いきたいなというふうに考えてございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） １番元井委員。 

○１番（元井晴奈君） 事業内容は分かりました。

ありがとうございます。 

 聞きたいのは、その事業を昨日の企業人の方が中

心となって行うとか、企業人の方と連携して行うと

か、やっぱり企業人の方の食の開発とかはノウハウ

を生かして活用するほうがいいと思うのですけれど

も、そのあたり、お聞きします。 

○委員長（岡本康裕君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（佐藤雅喜君） １番元井委員

の御質問にお答えいたします。 

 委員おっしゃるとおり、昨日も説明しましたけれ

ども、そういったものを映画のほかにもやっていた

だくために来ていただきますから、今言います地域

おこし協力隊の隊員の方などといろいろと連携をし

ながら、この辺のロケサポートの取り組みにもアド

バイスいただいたり、一緒にやったりと、そういっ

たことで積極的に取り組んでいただけるものと期待

しているところでございます。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） 全体を通して、旅費だとか

そういうのは分かるのですが、町民交流イベントだ

とか、ｗｅｂ等のサーバーレンタルだとか、誘客の

具体的な計画というか、こういうものをしたいとい

うような、大枠は分かるのですが、詳細はまだこれ

からというところですか。 

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答弁。 

○商工観光班主幹（上嶋義勝君） ７番米沢委員の

ロケサポート運営事業の事業の中身ということで、

お答えをさせていただきたいと思います。 

 ロケサポートの事業の中で、ロケサポート運営管

理の中の町民交流イベントということで、今計画し

てございますのは、３本の事業を計画してございま

す。一応映画の進捗状況等も踏まえて、まず町民交

流イベントということで、事前のクランクインのイ

ベントということを少し計画をさせていただいてご

ざいます。監督さんなり主要なキャストさん、何名

かお呼びした中で、トークセッションだとか、そう

いうふうな形で町民と交流をともにするような事前

イベントを映画の進捗状況にあわせて開催したいと

いうふうに考えてございますし、もう一つは、これ

も映画絡みになりますが、「泥流地帯」、小説とい

うことで、これをまた深めてもらう、さらに知って

もらうということで、朗読イベントも上富良野のＰ

Ｒ大使をちょっと活用しながら行っていきたいと考

えてございます。 

 もう１本ですが、映画、ロケツーリズムですの

で、映画というもの、映像作品というものを理解し

てもらうために、映画の上映会というのを考えてお

ります。今回予定されている映画監督さんの作品で

すとか、これまで上富良野で実績のあった映画を町

民に見てもらうというような上映会というものを企

画してございます。その他、ロケに伴う支援活動費

等につきましても予算を計上させていただいている

ところでございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） それと、交流ということ

で、コロナ禍の中で制約がある状況で大変かという

ふうに思います。（４）番目の誘客事業ということ

で、泥流関連グルメの食べ歩きグルメプロデュース

という形になっております。それで、この内容なの

ですけれども、今、コロナ禍の中で、飲食店初め多

くの人たちが、今、営業が大変です。そういうもの

と結びつけて、当然、想定はされているというふう

に思うのですが、単に食べ歩きではなくて、そうい

う誘客して、当然、相乗的な効果というのは結びつ

くものがあると思うのだけれども、意識的にそうい

うものと結びつけながら、やっぱり個店の力も借り

ながら、やっぱり盛り上げていくという手法で、そ

こでお互い相乗効果を生むという手法が絶対必要だ
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と思うのですね、今回の場合。そういったような検

討課題というのはどうなのでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（佐藤雅喜君） ７番米沢委員

の御質問にお答えいたします。 

 委員おっしゃるとおりだと思います。うちのまち

の飲食のところでも、上富良野ポークを積極的に

使っていただいたり、地場のものを大変大事にして

いただいているお店もたくさんあります。そういっ

たお店との連携もぜひ進めながら、地域の魅力を発

信して、できるだけ、コロナ禍ですから大勢でとい

うのは難しいかもしれませんけれども、個人単位、

家族単位でのお客さんとして来ていただけるよう

な、そういったものにつなげていきたいと考えてお

ります。 

○委員長（岡本康裕君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） １７９ページの観光諸行事

負担金ということで、今年度も７４０万円予算され

ております。昨年は大変コロナ禍の中でイベントが

中止となりましたが、新しいスタイルで、今日の広

報にも載っていましたけれども、雪祭りに対しては

無限列車をつくったり、いろいろな町民の人が参加

したり、また、大文字におきましても、無観客でｗ

ｅｂで配信など、新しい方策がとられております。

聞くところによりますと、残念ながら今まで四季彩

まつりの中の一番メインとなります花と炎の四季彩

まつりをある程度事務体制をとっておりました商工

会においては、諸般の事情から、今回、それらが行

えなくなったということを聞き及んでおりますが、

今年度、いろいろな新しいやり方というのは、これ

から運営委員会を通じて模索をしなくてはいけない

のですが、メインとして、夏のイベント、このコロ

ナ禍の状況の中においては、今年度、どのような対

策をとられているのか、教えてください。 

○委員長（岡本康裕君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（佐藤雅喜君） ５番金子委員

の御質問にお答えいたします。 

 委員おっしゃるとおり、商工会の会員も大変減っ

てきている、それから高齢化も進んでいるというこ

とで、なかなか今の規模でのイベントの存続が難し

いよというようなことで、運営委員会の中で行灯の

運行等、中止が決定されて、基本的には新たなもの

をつくり直すというようなことで運営委員会が終

わっているところです。まだ新しいイベントに対し

ての運営委員会というのはまだ開かれていませんの

で、まだまだ確定事項というのはないのですけれど

も、基本的には、今言ったような諸般の事情があり

ますので、今までのようにまちの商店の方、何人出

てきて、何人出てきてという、使役に大勢の方をお

願いしなければならないとかという規模の一極集中

的なものというのはなかなか難しいのだなというよ

うなことを考えております。 

 したがいまして、昨年、一晩だけライトアップを

やりましたけれども、あれを若干アレンジしなが

ら、夜のラベンダー畑を、幻想的な、ただ明かりを

照らすだけでなくて、演出をしたような形で、一定

程度の期間、お客さんに来てもらうような仕掛けと

か、あとは飲食を伴わない形であれば花火は残して

いこうとか、そういった形で検討せざるを得ないの

かなというように考えております。ただただライト

アップするからお客さん来てねではなくて、それに

伴って、夜ですから、宿泊をしていただくことと

か、夜のお店に多少なりともグループ単位で、小さ

いサイズでまちの夜のお店に来てもらうとか、飲食

ですね、というようなことにつながるような、そう

いうような全体的な仕掛けをして、そういったもの

に関わる事業者さんで運営できていくようなスタイ

ルというのが一番いいのかなと思ってはおります。

しかしながら、先ほども申し上げたとおり、次のイ

ベントに向けての運営委員会自体が開かれていない

ものですから、どういった形で話がまとまるかとい

うのは、基本的には未定だと。ただ、一番考えられ

るのは、あまり大勢で集まってビールを飲むとかと

いうのは大変難しくなってきていますので、そう

いった花火とかライトアップとか、あまりわいわい

と飲んだり食べたりということを抜きで、状況がよ

くなっていれば当然そういったものもやっていくこ

とも可能かと思いますけれども、今の段階で最初か

らそれをあてにしていると、ちょっとあれかなと、

難しい場合もあるのかなと思いますので、そういっ

た光と音のライトアップ、それから花火というよう

な形で今年度といいますか、３年度はあらかじめの

予定は立てざるを得ないという状況かなというふう

に考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（岡本康裕君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 私も商工会員として非常に

情けないというか、恥ずかしいというか、本当に申

しわけない気持ちでいっぱいなのですけれども、や

はり今、課長がおっしゃられた、もちろん新しいこ

と、コロナ禍の中における新北海道スタイルに十分

マッチしたイベントを行いながら、観光客の皆さん

を集客して、この冷え切った経済を温めるというの

ももちろん大事なのですけれども、やはりこの四季

彩イベント、今までの経緯の中で、やはり町民の皆

さんの憩いの場であり、町民の皆さん、住んでいる
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町民が活気づくためというか、楽しめるイベントと

いうのが非常に多かったわけですよね。それは花火

であったりとか、そこでちょっと出ている飲食ブー

スであるとか、ちょっとした芸能人が来てとか、着

ぐるみショーがあったりとかという、そういう昔な

がらの本当にお祭り、イベントというのがあったわ

けですが、それがコロナ禍で難しくなっていくとい

うのは今の御答弁の中で十分分かったのです。 

 それで、一つ確認したいのが、商工会がそのよう

な形で、今、リーダーシップをとれない、とらない

ということになったので、今後において、運営委員

会がまだ開かれていませんから、どういう形になる

のかまだ分からないかもしれませんけれども、事務

局的なものというのは観光協会がやるのか、それと

も行政がやるのか、また別な団体がやるのかという

ところまでの方向性というのは分かっていますか、

教えてください。 

○委員長（岡本康裕君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（佐藤雅喜君） さきに行われ

た運営委員会の中で、事務局の議論もありまして、

商工会のほうではもう担えないということですの

で、暫定的ではありますけれども、そうなると行政

のほうで、我々のほうで事務局を一たん持って、こ

れからのスタイルはどうなるかは、また中身を決め

ていけば自然とどこが事務局を持つのが一番スムー

ズなのかというのはいろいろ出てくると思いますの

で、しかしながら当面というか、今年度におきまし

てはまちのほうで事務局を担って、乗り切っていく

というような感じで運営委員会の中ではお話が決

まったところでございます。 

○委員長（岡本康裕君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 本当にちょっと先の話で、

コロナがどういうふうになっていくのかまだ見えな

いので、イベントに関しては年間でやっていくこと

になると思うのですけれども、当面、やはり例えば

大文字についても、このような現状であれば今年の

行ったようなことを踏襲したりとか、雪祭りについ

てもそういうやり方という、ある程度今年やって実

績が成功されているようなものについては、継続的

なやり方をしていくということで理解してよろしい

ですか。 

○委員長（岡本康裕君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（佐藤雅喜君） ３本イベント

がありまして、夏のイベントにつきましては今説明

したような形でかなり未定の部分が多いですけれど

も、当然、大文字も無観客できちんとやりました

し、おうちで雪祭りも大変好評で、３７組も応募い

ただきまして、やっぱり家の前で雪だるまをつくっ

たりするのはいいことだなと思いますので、そう

いった形は、ぜひ今回うまくいったものについて

は、十分これからのイベントにも生かしていきたい

というように考えております。 

○委員長（岡本康裕君） １番元井委員。 

○１番（元井晴奈君） 関連で、この観光諸行事負

担の７４０万円についてなのですが、主要事業調書

の３０ページに財源の内訳等、記載がありまして、

これを見ますと、繰充３７０万円、これは十勝岳と

共生するまちづくり応援基金からということだと思

うのですけれども、昨日、使い道の区分、御説明い

ただきましたが、条例によると、この観光諸行事事

業、この事業はラベンダーの里ふるさと応援基金の

四季に応じたイベント推進にかかる事業に該当する

と思われるのですが、その点はいかがでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（佐藤雅喜君） １番元井委員

の御質問にお答えします。 

 そのとおりでございます。基金ですよね。ラベン

ダーを活用したイベントが主要目的でございますの

で、そのとおり、そこの基金からの支出になってい

るということでございます。違いましたか。（発言

する者あり） 

○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（宮下正美君） １番元井委員からあり

ました財源充当の基金の充当の、十勝岳ではなくて

ラベンダーではないのかという趣旨かなというふう

に思います。基金の使い道につきましては、昨日答

弁させていただいたように、それぞれ基金について

は使途の目的がございますので、それを使って充当

するということで予算を立てております。こちらに

つきまして、観光の部分については、いわゆる十勝

岳を中心にした部分とラベンダーを中心にした部分

ということで、基金自体は二つを持っているところ

でございますが、その中で、変な話、どちらも読み

取れるという部分もございますので、今回の予算に

当たりましては、この観光の部分に関わります基金

については全て十勝岳基金のほうからおろす財源を

充当したということで予算のほうを組み立てさせて

いただきまして、それに伴う支消議決を一緒に上程

をさせていただいているということで御理解いただ

きたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） １番元井委員。 

○１番（元井晴奈君） 今の話ですと、やっぱり基

金、寄附する側の目的と使っている目的が若干ずれ

が生じてきて、やっぱりこういったのはちゃんとし
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た目的がはっきりして、これが条例による四季に応

じたイベント推進、ラベンダーの里、ふるさと応援

基金のところに当てはまるのではないかなというと

ころがあるので、そういったところはちょっとはっ

きりしたほうがいいと思うのですけれども。 

○委員長（岡本康裕君） 財政管理班主幹、答弁。 

○財政管理班主幹（野寺龍二君） １番元井委員の

御質問にお答えします。 

 イベントに関しましては、花と炎の四季彩まつり

につきましても、従来は十勝岳の安全祈願祭が行わ

れたり、北の大文字につきましては、十勝岳の安全

を祈るということで、ある程度十勝岳の噴火の歴史

を踏まえた上でのイベント開催ということで、十勝

岳基金を充当したところでございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。 

 ほか。 

 ８番荒生委員。 

○８番（荒生博一君） １６３ページの農産物加工

実習施設管理費に関してですけれども、費用全体、

その事業費自体は変わりなく、修繕費におきまして

も１０万円が８万円になる程度で、さほど変化はな

い中で、昨年までの事業計画においては、複合型拠

点施設の中に入るであろうということを想定に、そ

の後の維持管理とかということでの予算づけ等々が

検討されたと思いますけれども、本年度の３年度の

予算編成に当たり、今後の施設そのものの方向性と

かというような検討がなされた予算なのか、確認し

ます。 

○委員長（岡本康裕君） 農業振興班主幹、答弁。 

○農業振興班主幹（山内智晴君） ８番荒生委員の

御質問にお答えします。 

 先ほど言われた複合型施設の関係につきまして

は、当初、まだ予定というか、予定段階で、それが

いつできるか分からないということで、予算につい

てはずっと計上して、それが完成するまで維持して

いこうという考えで、そちらのほうの検討まではま

だ至っておりません。とりあえず単年度の維持管理

費ということで、昨年から引き続きまして、昨年の

状況を見まして予算編成のほうをさせていただいて

おります。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ８番荒生委員。 

○８番（荒生博一君） では、今後においてもこの

施設をこのまま維持していく方向ということで確認

させていただいていいですか。 

○委員長（岡本康裕君） 農業振興班主幹、答弁。 

○農業振興班主幹（山内智晴君） ８番荒生委員の

御質問にお答えします。 

 施設、御承知のとおり老朽化しているということ

は確かでございますが、利用ニーズがあるというこ

とで、現段階では使える限り使っていきたいと考え

ております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほか。 

 ４番中瀬委員。 

○４番（中瀬 実君） １６５ページです。中山間

地域等の直接払いの関係の中の集落協議会の交付金

の、その中の事業の一端をちょっとお聞きしたいと

思います。要求資料の中の３６ページですけれど

も、こちらに集落協議会の中に予算化されている中

に、農地災害減災対策の中の沈砂池設置事業、これ

が１００万円を見込んでおります。この１００万円

については、沈砂池をつくるための費用であります

けれども、これらの１００万円は、根拠としては、

今までの設置した事業がこれぐらいあるのではない

かということでの設置を見越した金額なのか、その

辺をお伺いします。 

○委員長（岡本康裕君） 農業振興班主幹、答弁。 

○農業振興班主幹（山内智晴君） ４番中瀬委員の

御質問にお答えします。 

 すみません、集落協議会の予算につきましては、

まだ上富良野集落協議会の総会が行われておりませ

んので、確定ではないということで御承知おきいた

だきたいと思います。ただし、沈砂池につきまして

は、そのときそのときの要望がございますので、あ

る程度予算をとった上で、御協力していただける農

家、農地があれば、随時対応して、災害防止に努め

ていきたいということで、集落協議会の役員の方と

はお話させていただいております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ４番中瀬委員。 

○４番（中瀬 実君） ここ二、三年は大雨があま

りなくて非常に畑のほうからのいわゆる水が道路に

出るとか、そういうことが少ない状況の中ではあり

ますけれども、四、五年前は結構大きな雨が降っ

て、農地から道路等々に水が流れ込むということが

あって、そしてそういう沈砂池を設置することが非

常に効果を上げているということは承知をしており

ます。 

 そんな中で、でき得れば大雨がないのが一番いい

わけですけれども、そういったときに、例えばこの

予算が、例えば１００万円、この１００万円が非常

に足りなくなってしまったということに対しては、

それは先ほどの答弁のとおりからいけば、それは予

算は追加してでもやってくれるということの認識で

よろしいでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 農業振興班主幹、答弁。 



― 66 ―

○農業振興班主幹（山内智晴君） ４番中瀬委員の

御質問にお答えします。 

 こちらのほうは、先ほど言ったように、集落協議

会のほうの予算でございますので、支払いの上限と

いうのはある程度農地によって決まっておりますの

で、この予算の範囲内でやっていくという形で、見

ていただいたとおり、営農推進活動というのはある

程度予算組みしていますが、要望がなければやらな

いという部分もございますし、ある程度この９,１

００万円のうち、半分は直接農家のほうにいきます

ので、そのさらに２分の１を活動費としておりま

す。ある程度の予算の金額は頭打ちしておりますの

で、そちらのほうは当然雨がなければ確かにそうい

うのは設置しませんけれども、まず農地を守って、

作物をつくって、所得をある程度確保するというの

が農家の方たちの最大の目的でございますので、そ

ちらのほうはある程度優先的、あとは担い手のほう

に関しても優先的ということでお話をさせていただ

いております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほか。 

 ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） １７９ページの上富良野十

勝岳観光協会運営補助に関わるところでちょっとお

伺いしたいのですが、この間、観光協会も社団法

人、一般社団になったりとかいうことで、いろいろ

内部努力されています。 

 ちょっとそこでお聞きしたいのですけれども、事

務局長設置に関しまして、十数年前から若干新しい

動きがあった中において伺いまして、補助率につい

ては当時から８０％以内ということでなっておりま

した。 

 お聞きしたいのは、当然、内規もあるわけですか

ら、それは組織としての構成の考え方もあるので

しょうけれども、いわゆる年齢要件について、一般

的に６０歳を超えて、その後、再任用されるという

ことは全くやぶさかではないと思いますが、そこ

で、例えばまちの補助率というのは、本来であれば

そこの８０％以内というわけですから、ほかの例え

ば補助団体のそういった形の人に出している金額

と、ある程度横並びにしていくのが本来の形ではな

いのかなというふうに思います。当然、仕事の内容

によっては、その方に必要な報酬というのは払われ

るべきだと思われるので、その分の差額というの

は、本来、観光協会が負担をするべきお金になるの

ではないかなというふうに考えます。というのは、

以前も社会福祉協議会において、局長経費というの

は、金額の多寡ではございませんが、補助金の金額

というのは一定程度、ある程度横並びをしている形

で出されていたというふうに私も記憶をしておりま

す。より優秀な人材を集めるという意味では、それ

に対する対価を払うということでは納得は私もして

いるところではございますが、やはり、例えば行政

内においても、再任用される方というのは、当然、

給与というのは現職より下がるのは当たり前でござ

います。そういったものから、補助団体組織の中に

おいても、それらというのは当然勘案されるべきで

はないのかなというふうに考えますが、この点はい

かがでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（佐藤雅喜君） ５番金子委員

の御質問にお答えさせていただきます。 

 １点目の局長の８０％以内の件ですけれども、大

変申しわけありませんけれども、その点については

まだ観光協会のほうと具体的に協議をしていないと

いうことでございます。今、観光協会の事務局と会

長さんにお話ししているのは、そういったことで局

長さんもちょっと６０歳を超えられているというこ

とで、本来あるべき事務局体制といいますか、そう

いったことも含めてきちんと議論していただくよう

にはお願いはしているところでございます。したが

いまして、そういったものの中で、今回、委員に御

指摘いただいた事項等も含めて話し合いの場を設け

ていきたいなと思いますので、御理解賜りたいと思

います。 

○委員長（岡本康裕君） ３番髙松委員。 

○３番（髙松克年君） 先ほどの１６３ページに戻

るのですけれども、加工場の件について同僚委員も

言われていたのですけれども、何せ我慢して使って

いる部分というのがあって、いつ壊れてもおかしく

ないような機械もあるみたいで、心配しながら使っ

ているような状況なので、その辺については、十分

になるかどうかは分かりませんけれども、修繕費が

８万円だからここで打ち切りだよということではな

いというふうに理解していいのでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 農業振興班主幹、答弁。 

○農業振興班主幹（山内智晴君） ３番髙松委員の

御質問にお答えいたします。 

 修繕費８万円につきましては、あくまで小修繕、

その場、その場、例えばボイラーがちょっと壊れた

からちょっと直しますとか、通常かかるような修繕

費を予定しております。機械に関しましては、十何

万円、２０万円、３０万円、４０万円とする機械が

当然ありますので、そのときは財政サイドと相談し

ながら修繕、もしくは交換していきたいと思いま

す。ただ、修繕にいたしましても、修繕ができる機

械と、当然、修繕ができない機械というのもありま
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すので、そこはちょっとどういうトラブルが出たか

というときの状況、状況で判断していきたいと考え

ております。皆さん使うニーズがございますので、

壊れたら終わりということでは考えておりません。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。 

 １０番今村委員。 

○１０番（今村辰義君） 先ほどの１６５ページの

中山間の関連質問なのですけれども、この制度は画

期的で、平野部で水田等作っておられる農家の方々

に比べて大変な中山間に補助が国から出るというこ

とで、非常にいい制度だなという記憶があるので

す。そして、当時は全町でどこか未耕作地が発生し

てしまえばもうおりないと、交付金が。それではあ

んまりだということで、制度が改善されましたよ

ね。今、どれぐらいのブロックで分かれているの

か、まずお聞きしたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） 農業振興班主幹、答弁。 

○農業振興班主幹（山内智晴君） １０番今村委員

の御質問にお答えいたします。 

 中山間地域直接支払い交付金に関しましては、上

富良野地区全体ということで、ブロック分けという

のはあくまで集落を活動するためにうちが便宜的に

分けているだけで、上富良野町ということで認定を

受けております。先ほど言われた耕作放棄地の関係

につきましては、この中山間事業をやるというとこ

ろの中で、計画をある程度立てております。そうい

うところが起きないように努力をするということ

で、起きた場合も早急に対応するということで、計

画を立てて、その計画に基づいて、達成しているか

らこの交付金がもらえるということで行っておりま

す。ブロックに関しましては、すみません、上富良

野地区全体ということで御理解いただきたいと思い

ます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） １０番今村委員。 

○１０番（今村辰義君） そうですね、やっぱり大

変なのですね。今、本当に農家の方々も高齢化して

いて、耕作するのも大変だというお話も聞いたこと

あるのですよね。未耕作地を出したらいけませんか

ら、しっかり点検等もやっておられると思うのです

けれども、その点検の時期とか、どういう組織で

やっているか、それをお願いします。 

○委員長（岡本康裕君） 農業委員会事務局長、答

弁。 

○農業委員会事務局長（大谷隆樹君） １０番今村

委員の御質問にお答えいたします。 

 農地の不耕作地、あるいは遊休農地の発生につき

ましては、農業委員会のほうで随時地区の農業委員

さんが見回りをしていただいていますし、また、農

業委員会全体でも、１０月ぐらいに全町の遊休農

地、不耕作地がないかについては調査しているとこ

ろでございます。 

○委員長（岡本康裕君） １０番今村委員。 

○１０番（今村辰義君） せっかく、こんなこと

言ったらいけないですかね、手に入れた既得権益と

いうことですから、これは手放したら絶対だめなの

ですね。その検査の時期、１０月ごろと言われまし

たよね。１０月ごろだったら、普通の農家だったら

もう収穫が終わっていて、未耕地とか、そういうの

との区別とか難しいと思うのですよね。絶対そうい

う未耕地はあってはならないので、もっと早くする

とか、そういうことは考えておられないですか。 

○委員長（岡本康裕君） 農業振興班主幹、答弁。 

○農業振興班主幹（山内智晴君） １０番今村委員

の御質問にお答えさせていただきたいと思います。 

 先ほど言われた中山間におきましては、耕作をし

ていなければならないという条件ではなく、農地を

農地として活用できるように、必ず管理をしてくだ

さいということでやっております。先ほど言われた

上富良野地区全体でございますが、１２の集落、お

のおのございまして、その地区で不耕作地という

か、不耕作ではないですね、つくる人がいない、例

えばどうしても担い手がいなくて、今回は誰もつく

る人がいないということであれば、その地区で草刈

りをやったり、他人の土地ですけれども、草刈りを

やって、すぐにでも農地として使えるように保全を

していくという形でこの中山間は活用させていただ

いております。 

 ちょっと１点、先ほど答弁をちょっと漏らしたの

ですが、中山間の地区については、旧市町村地区の

単位ということになっていますので、上富良野町は

合併しておりませんので、上富良野地区ということ

になっております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） １０番今村委員。 

○１０番（今村辰義君） 非常にこういった未耕地

があるとだめだよというところ、非常に厳しいと思

うのですよね。例えばまちでもそういったところを

援助するとか、未耕地があれば、任せないで。ある

いは国に対して、厳しいからもう少し制度を改善し

てほしいと、そういったところの話はどうなってい

るのですか。 

○委員長（岡本康裕君） 農業振興班主幹、答弁。 

○農業振興班主幹（山内智晴君） １０番今村委員

の御質問にお答えします。 

 この不耕作地を出さないために、直接交付金とい

う形で各地区にお金を払って、農地の管理も含め
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て、出さないためにも、出さないでこのお金をも

らって農業の活動をしてほしいということでお願い

しております。すみません、行政の立場から出さな

いように要望するということはなかなか言えないと

いう立場で、組織の、農業委員会のほうもそうです

が、基本的には農地は保全するという法律に基づい

て努めさせていただいておりますので、今のところ

は出たから何とかするというよりも、出さないよう

に努力するということで努めておりますので、御理

解いただきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） １０番今村委員。 

○１０番（今村辰義君） すみません、もう一つ。

本当に分からないから教えてほしいのですけれど

も、当町の、例えば上富の耕地面積というのがあり

ますよね。これは減らしたらいかんのですか。それ

を少しでも減らして、未耕地が出てしまったらもう

だめなのか、毎年面積を申請して、それを全て耕作

すればそれでクリアできるのか、そこをお願いしま

す。 

○委員長（岡本康裕君） 農業振興班主幹、答弁。 

○農業振興班主幹（山内智晴君） １０番今村委員

の御質問にお答えします。 

 農地全体の面積というのは基本的には変わらない

と思いますけれども、経営の状況によっては不耕

作、今年は休みますとか、どうしてもちょっと担い

手がいなくて１年いませんという形で、何かものを

つくる面積というのは毎年変動すると思うのですけ

れども、農地として活用できる面積というのは基本

的に転用でもない限りは変わらないということで

思っております。ただ、どうしても状況によって

は、もう二度と、二度とと言ったらあれですけれど

も、耕作は不可能という土地は今のところないとい

うことで考えております。ただ、農地全体に関しま

しては、ある程度状況によって減っていくというこ

とはあると思います。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） 予算のほうは大丈夫です

か。 

 ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） １７７ページの商工業者持

続化補助金に関わることでお伺いをいたします。 

 この制度、もともとは商工会連合会、国の制度か

らということで、それを幅出しということで、まち

独自の予算化をして、大変商工業者も喜んでいた事

業であると思います。 

 それで、お伺いしたいのは、令和２年度におい

て、コロナ対策ということで、空気清浄だったりと

か、いろいろな仕切りだったりとかということで、

非常に追加をされて喜ばれていた事業が、国の補助

金の中で対応できたということであります。 

 それで、聞きたいのは、この事業も一定程度経過

しております。それで、やっぱりビフォー・コロナ

とアフター・コロナにおいては、商工業者の持続化

の対応も変わってくると思うのですよね、そのやり

方というのは。それで町長にお聞きしたいのは、や

はり今、商工会としても、このキャッシュレス化の

時代に入ってきている中で、それらいろいろ対応し

ていかなければならないと思うのですよ。やっぱり

こういった持続化補助金等の原資を利用していきな

がら、個店においても、去年などは本当にごく一部

で○○ペイというような端末をもらってやっていた

のですが、なかなかそれが遅々として進んでいない

のですよね。というのは、インターネット環境、Ｗ

ｉ－Ｆｉ環境を整えなければならないとか、もしか

したら初期投資にお金がかかるのではないかという

不安だったりとかというのがありました。やっぱり

でもこういったものはドミナント的にたくさんの商

工業者が使うことによって、それはひいては町民の

メリットもあれば、商店主のメリットも両方出てく

る事業だと思うのです。ぜひこういった持続化補助

金、個々の店に出していく、これももちろん大事な

ことだと思うのですけれども、ぜひこういうものを

使った中で、商工会とマッチングをして、一気に進

めていくことが必要だと思いますが、そういった考

えというのはお持ちかどうか、お伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。 

○副町長（石田昭彦君） ５番金子委員からありま

した、キャッシュレス化に向けた考え方であります

けれども、キャッシュレス化に向けては、以前から

商工会のほうからも、キャッシュレス化を進めてい

きたいので、まちも応援していただきたいというこ

とで要望いただいております。当時はまだコロナの

状況ではないときの要望でありましたので、時代の

要請として、そういうことというのは大変必要なこ

とだということで、まちにおいても、まちが応援で

きる部分というのは、当初から商工会のほうから

も、地域カードをつくって、例えばまちのいろいろ

な町民の方が事業に参加をしたり、そういうとき

に、例えば地域ポイントとして、そういうような形

の応援というのは十分考えられるということであり

ましたので、内部においても、商工会からの要望を

踏まえて、まちが行っている事業や何かでどういう

ものを地域ポイントとして還元することができるの

だというふうなこと、端的には特定健診を受診され

ればポイントを付与したりとか、そういうこととい

うのは考えられることだということで、内部検討す

るように、内部でも指示を出していたところであり
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ます。 

 ただ、まちのほうとしても、キャッシュレス化を

進めるに当たっては、地元のお店で使えなければ意

味がありませんので、ぜひ商工業者の皆さんが積極

的にキャッシュレス化に向けた取り組みをしっかり

と進めていただきたいというようなことで、商工会

も、これまでも多分鋭意努力をされているのだろう

というふうに思います。 

 特に昨年からは、コロナウイルスの感染が広が

り、特に現金のやりとりや何かについても懸念をさ

れて、キャッシュレス化が進んでいっている状況に

ありますので、変な言い方をしますと、持続化給付

金はまた別の目的の事業でありますので、こことは

直接ではありませんけれども、国の地方創生のコロ

ナに伴います臨時交付金などを活用して、そういう

地域カードに対するまちの応援事業とかということ

は、そういう事業費を活用することということは十

分可能なのではないのかなと。今回もまちのほうで

は国のほうでの本省繰り越しで９,０００万円繰り

越していますので、こういう財源を使って、地域

カードに例えば応援するようなことということは、

一つの方法としては十分可能なことだろうというふ

うに認識しておりますけれども、その前提として

は、やっぱり地域カードをつくった場合に、その

カードを使えるお店がなければ意味がありませんの

で、そこはぜひ商工会のほうにも一生懸命力を発揮

していただいて、そういう部分でまちが応援する部

分があれば、初期の部分で応援することがあるので

あれば、そういうことも商工会からも要望いただき

たいと思いますので、まちとしても企画商工観光課

を通じて、そういうことというのはまちとしても応

援できるものはあるのだよということをしっかりと

伝えるようにということで原課のほうには指示をし

ているところであります。 

○委員長（岡本康裕君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 大変すばらしい御提案だと

いうふうに、私も今聞いておりました。 

 商工会の担う役割というのは大変大きくなってく

ると思います。ぜひその辺、二人三脚を組みながら

やっていっていただきたいなというふうに思います

し、また、理事者部局においては、いわゆる地域

カードについては、課を横断した、どこのまちでも

一般的にやっているのは、健康づくりに頑張ったら

マイルをあげるよとかという、いろいろなこともあ

ります。ボランティアをやったらポイントをつけま

しょうとか、そういったもの、横断的な取り組みも

していただきたいと思います。 

 ちょっと持続化のほうに戻りますけれども、今、

副町長から、そういったものと持続化とはまた分け

た考えでということでありました。お聞きしたいの

は、一定程度今までの持続化補助金でのやりとりと

いうのは進んでいるというふうに私も考えます。レ

ギュレーションというか、使い道の要綱というので

すか、これがある程度変わってきているのではない

かなと思うのですけれども、これはだめ、あれはい

い、それはいいけどこっちはだめとかというもの

で、トイレを直したり、照明はだめだよとかという

のが昔あったのですけれども、それらの見直すよう

な考え方というのは今お持ちなのか、お伺いいたし

ます。 

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答弁。 

○商工観光班主幹（上嶋義勝君） ５番金子委員

の、商工業者持続化補助金の件について回答させて

いただきます。 

 現在、この商工業者持続化補助金については、要

綱を定めておりまして、その中では、商工会に補助

した中で、商工会の中で間接的に事業者へ補助金と

いう仕組みの中で認められている経費につきまして

は、機械装置ですとか、それに関わる外注費委託費

等も含めて、かかる直接的な経費ということで、設

備等導入に伴っているランニングコストについては

見ていないということがございますので、これまで

はずっと変わっていない部分があるのですけれど

も、委員おっしゃいますとおり、当然、コロナの特

別の持続化の補助もつけておりますが、また、これ

から事業の際も多岐に変わってくることもあるので

すが、そこら辺は商工会と意見交換しながら、本当

に事業者のニーズというのも把握しながらですの

で、変えていくべきところは変えていくような検討

をしてまいりたいとは思っておりますが、当面、現

在においては変更しないというか、変更する前、し

ないということで進めておりますが、これから検討

してまいりたいというふうに考えております。（発

言する者あり）要綱は今のところ改正しておりませ

んので。（発言する者あり） 

 ５番金子委員の御質問にお答えします。 

 現時点では見直しをしておりません。（発言する

者あり） 

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。 

○副町長（石田昭彦君） ５番金子委員の御質問に

お答えいたします。 

 まちとして、今現在の持続化補助金の要綱の内容

と、活用できる仕組みについて、変更する予定は

持っておりません。この事業、ちょっと私、今、要

綱が手元にないので、要綱を持っていれば、どうい

うようなものに活用できる、こういうものに使えま

すよというものについては御答弁できると思います

けれども、仕組み自体も、まちと商工会で協議しな
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がら、こういうものを応援していこうと、商売を続

けていくために、こういうふうな投資をする場合に

応援するという仕組みですので、そのときに、それ

を補助金を認める、認めないも、審査会というので

したっけ、商工観光課長も審査員の１人になります

ので、その審査会の中で、確かに要綱に沿ったこう

いうような投資であれば商売をしっかりと続けてい

くために一助になるねということで、審査委員会の

結果をもとに補助しておりますので、今、例えば商

工会のほうでもう少し個店のほうからこういうニー

ズもあるので、こういう使い道にできるようなもの

に見直していただけないかというような声は寄せら

れておりませんので、十分今、まちとしては、利用

したいという方にとってはいい制度になっているの

だなという理解は今持っておりますので、まちのほ

うで今、見直す予定があるのかという御質問につい

ては、現時点でまちのほうから見直す予定というも

のはないということで御理解いただければと思いま

す。（発言する者あり） 

○委員長（岡本康裕君） ９番佐藤委員。 

○９番（佐藤大輔君） １６９ページ、６款２項１

目、新規事業の上富良野町林業担い手育成支援事業

に関しまして、補足説明資料をもとに何点かお聞き

したいと思います。 

 この補助要件として、新規で機械を購入されて、

それぞれ年数を新規購入からその年限を稼働すると

いうことで、大型及び中型の機械に関しては北森ガ

レッジのインターンシップを受け入れ表明をする、

実際に受け入れるのか、この点について、その稼働

に関しても、例えば途中で、買ったけれども１年で

売り払いましたとかとなったら、支援金はお返しす

るのかどうか、その辺の要件の中身、御説明願いま

す。 

○委員長（岡本康裕君） 農業振興班主幹、答弁。 

○農業振興班主幹（山内智晴君） ９番佐藤委員の

御質問にお答えします。 

 まず、一番のこの補助金の目的というか、使用用

途に関しましては、森林環境譲与税の充当というこ

とでまずスタートを考えております。それをするこ

との目的というのが、あくまで今ある北森ガレッジ

のインターンシップの受け入れを最大の条件とする

ということが一番の条件となっております。委員

おっしゃられました、１年でやめてしまったとか、

そういうことであれば、一応補助金の適化法と準拠

しまして、基本的には返還という形になってしまう

と思いますけれども、現段階ではちょっとそちらの

ほうまでは検討しておりません。大きな機械を買う

ということは、当然、うちらが全額出すわけではあ

りませんので、自分たちも当然半分以上投資をして

事業をやるということで考えておりますので、当

然、先のことも考えての購入と思っておりますの

で、そちらのほうはちょっと、今、そちらのやめる

という悪いほうのパターンは検討しておりません。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ９番佐藤委員。 

○９番（佐藤大輔君） 北森カレッジさんから新車

で、要はインターンシップ先として新車で購入した

ものを用意しておいてくれというような要望がある

わけではない、そういった条件があるということで

はないのでしょうか、お伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 農業振興班主幹、答弁。 

○農業振興班主幹（山内智晴君） ９番佐藤委員御

質問にお答えします。 

 どっちかというとインターンシップにあわせて機

械を購入するという形ではなく、森林環境譲与税を

使って林業の発展のためということで補助をすると

いうことで考えております。ただ、森林環境譲与税

は目的があっての譲与税でございますので、何を目

的とするということであれば、今ある人材開発をす

るための北森カレッジのインターンシップをお願い

したいというふうに大学のほうから言われました

ら、断ることなく受け入れてくれという条件でこの

補助を行うということで考えております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ９番佐藤委員。 

○９番（佐藤大輔君） 北森カレッジさんのほう

で、特に例えば新車のほうが操作性が高いとかとい

う理由で用意しておいてくれという要望がないので

あれば、例えばどっちがメインなのかなと。イン

ターンシップの受け入れなのか、結局、過度な肉体

的負担を軽減するのが目的なのかというのが、今の

ちょっと説明ではどっちなのかなというのが結局分

からなかったのですが、ただ、個人的な考えとして

は、肉体的軽減とか、あと、若い方の担い手育成と

いうことを思えば、例えばハーベスターという機

械、伐倒も玉切りもできる機械、これ１台で、ヘッ

ド部分だけでも１,５００万円を多分超えると思う

のですが、そういったものの機器の購入が僕は

ちょっと現実的なのかなと思ったのですが、こう

いった今回、グラップルを購入するというのは、町

内事業者の方々のニーズのもとに選定しておられる

のかどうか、お伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 農業振興班主幹、答弁。 

○農業振興班主幹（山内智晴君） ９番佐藤委員の

御質問にお答えします。 

 まず最初に、ちょっと回答漏れをした部分という

のは、基本的には、今ある上富良野町の林業業者を

守る、継続的に事業をやっていただいて、今ある担
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い手を増やす、やっているところに関して、そうい

う人口を増やしていきたいという目的があります。

当然、機械に関しましては、肉体的労働の軽減とい

うことも十分もあります。ただ、原資というものが

ありますので、原資をどこで使うかというところ

を、森林環境譲与税を充てさせていただいたという

ことで、北森カレッジが、どっちが先というのは鶏

と卵ではないですけれども、これを使うためにこう

いうことをしたいということで考えております。 

 機械に関しましては、今回、この事業を始めるに

当たりまして、林業業者のほうに全てヒアリングを

しまして、希望があるかということを確認した上で

この予算を組んでおります。３年先までちょっと聞

き取りは行っておりますので、そちらは計画的に

行っていきたいと考えております。ただ、買った機

械を毎年更新するということは、多分、そんなに安

いものではないので、あり得ないと考えておりま

す。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますか。 

 １１番小林委員。 

○１１番（小林啓太君） １６３ページ、農業後継

者対策費内の新たな農業担い手育成等支援補助の内

容で、研修生受け入れ支援で、受け入れる農家さん

に当たる１２０万円に関してですが、こちらに関し

ては、もし途中で研修生がやめてしまった場合など

には返還するなどの要件があると認識しています

が、その辺の返還要件など、教えていただければと

思います。 

○委員長（岡本康裕君） 農業振興班主幹、答弁。 

○農業振興班主幹（山内智晴君） １１番小林委員

の御質問にお答えします。 

 申し訳ありません、基本的には研修生を受け入れ

て、担い手になっていただくということで、高い志

を持って研修を受けているいとうことで、途中でや

めるという想定はあまりしていないというか、そこ

まではしないですけれども、ある程度１２０万円と

いう数字を単純に割り返しましたら月１０万円とい

うことで考えておりますので、もし冬の間、営農し

ないとか、そういうことまでは考えていませんけれ

ども、一応ないとは思いますけれども、あった場合

は、ちょっとまた相談した上で、全部を一気に払う

のではなくて、後払いという形になりますので、そ

の中で研修先とまた相談しながら、そちらのほうに

対応していきたいと考えております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） １１番小林委員。 

○１１番（小林啓太君） 心配事項としては、やは

り農家さんに責任があるかどうかは抜きにして、一

度受け入れた研修生に対して研修を施していて、た

だ、何かしらの理由で本人が就農を諦めてしまった

場合などでも、農家さんがそこで受け取った費用を

返還しなければならないとなると、農家さんとして

もその間の期間、研修をした分が無駄になってしま

うという思いだったりとか、逆にそれで受け取って

も、農家にならずにやめられてしまったら返還しな

ければいけないとなると、今度は受け入れ自体もあ

まり進んでいかないのではないかなということを心

配しておるのですが、つまり研修をした期間に関し

ては返還しなくてもいいというような、そういう理

解でよろしいでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 農業振興班主幹、答弁。 

○農業振興班主幹（山内智晴君） 実際、研修生に

お金を払ったとか、これだけかかったとか、そうい

う問い掛けは全くしておりませんので、あくまで、

ちょっとすみません、先払いではなく後払いという

形になっていますので、この期間、受け入れて、こ

の期間、どうしても体調が悪くて続けられなくなっ

た、もしくは研修が終わって就農しなかったという

ところは、研修を全て終わったという考えなので、

それは考えていませんけれども、あくまで、例えば

４月に就農して、９月まで頑張ったけれども、どう

しても体調面でこれ以上続けられなくなったという

ことであれば、その時点での御相談を受けて対応さ

せていただきたいと考えております。先払いではな

いので、先払いしたお金を返してくれということは

考えておりません。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） １１番小林委員。 

○１１番（小林啓太君） 確認なのですけれども、

先払いではないものの、研修を受け入れていた期間

に関しては、あくまでここの支援対象になるという

認識でよろしかったか、最後に確認させていただき

ます。 

○委員長（岡本康裕君） 農業振興班主幹、答弁。 

○農業振興班主幹（山内智晴君） 必ず今のところ

それをこの期間でということは考えておりません。

とりあえず、まず必ず研修が終わるということで考

えておりますので、受け入れていただいた農家さん

に負担にならないようには対応したいと思いますけ

れども、絶対というところは、ちょっと今のところ

はまだそういうケースがございませんし、どういっ

たケースになったというのも分からないので、

ちょっとそこの段階では、今の段階では絶対という

ことはお答えできません。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますか。 

 ７番米沢委員。 
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○７番（米沢義英君） １６５ページの収益向上作

物という形で、非常に喜ばれているかと思います。

改めてお聞きいたしますが、この内容と、大体何

件、今回は、若干増えていると思いますが、棟につ

いてお伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 農業振興課長、答弁。 

○農業振興課長（大谷隆樹君） ７番米沢委員の御

質問にお答えいたします。 

 令和３年度の収益向上作物生産振興事業にかかり

ます振興補助金、こちらにつきましては、ハウス棟

の新規５件と、ハウスの更新３件を予定していると

ころでございます。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） 今、農業全般が大変だとい

う形になっております。この農業振興計画の中に

も、やはり収益がなかなか、所得はあるけれども、

収益がなかなか上がらないという中で、まちもこう

いった収益向上につながる、こういったものを導入

して、所得を農家の人たちが少しでも身入りがよく

なるような、そういった政策転換をされた内容だと

いうふうに思います。 

 そこで、ちょっと今年度のハウスの雪害につい

て、ちょっとなかなか聞く機会がなかったものです

から、この場でお伺いしたいと思いますが、新聞等

においては四十何棟だとかという形になっておりま

す。現状について、どのようになっているのか、ま

ず確認したいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） 農業振興班主幹、答弁。 

○農業振興班主幹（山内智晴君） ７番米沢委員の

御質問にお答えします。 

 ３月２日に発生した大雪によりまして、ある程

度、園芸作物の方のハウスの被害ということで、新

聞報道等もなされていると思います。現在、上富良

野では約２１戸、四十数棟の被害が、大小含めまし

て起こっております。現在、農協、ＪＡと協力いた

しまして、今後の対策については、国の支援事業も

しくは独自事業、うちのほうも分からないですけれ

ども、独自事業がいいのかどうかというところを検

討しております。ただ、あくまで園芸作物なので、

共済建物ということで対応しておりますので、まず

今、共済組合のほうで共済の調査を行っておりま

す。その共済金の額がある程度確定しなければ次の

段階に進めないということで、今、ちょっとその結

果待ちということでやっております。国の支援事業

としましては、ハウスの撤去、新設、補強という事

業がございますので、そちらのほう、今、どれを

使ったらいいのか、農業者の方のニーズにあわせて

対応していきたいということで、今、準備を進めて

おります。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） 心配されている方がいたの

です。こういう補助金を利用して、今回、つぶれた

と。また補助を受けられるのかどうなのかだとか、

確かに共済とのかね合いもありますので、そこら辺

は状況としては、実態としては、そういう心配はカ

バーできるような内容を継続的に行うということ

で、再度、こういった補助金の活用というのはでき

るのでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 農業振興班主幹、答弁。 

○農業振興班主幹（山内智晴君） ７番米沢委員の

御質問にお答えします。 

 逆に国のほうから、こういう支援、活動補助金が

ございますので、どんどん活用してくださいという

ことで、先日、おとといだったかな、農協のほうで

ＪＡと沿線市町村、国と北海道含めまして、打ち合

わせというか検討会を行った最中です。一応国のほ

うは、こちらのほう、用意しておりますので、逆に

北海道なので、ちょっとまだ雪が残っている状況な

ので、逆に国のほうにはもうちょっと待ってくれと

いうことで、逆に要望していただいているという形

で今進んでおります。基本的には、今回の雪害に関

しましては、その事業を使えますということで言わ

れておりますが、被害額に応じて、やっぱりちょっ

と若干状況が変わっていきますので、全員が全員、

どれだけ当たるというところはちょっと今のところ

は分からない状況で、その辺は御理解いただきたい

と思います。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） そうしますと、今後、調査

も、状況判断した上で、さらに雪害による被害の補

塡など、国から来るのか分かりませんけれども、共

済もありますから、そういう状況で、まち単独でそ

れに上乗せしてやるというような状況というのは今

の時点では考えられないのか。 

○委員長（岡本康裕君） 農業振興課長、答弁。 

○農業振興課長（大谷隆樹君） ７番米沢委員の御

質問にお答えいたします。 

 ただいま主幹のほうから説明しましたとおり、今

現在、まだ被害状況による給付金の額がどうなるの

か、共済金の支払いがどれぐらいになるのか等、い

ろいろ各市町村においても検討している最中でござ

いますので、その結果によりまして、今後、検討さ

せていただきたいというふうに考えております。 

○委員長（岡本康裕君） 暫時休憩といたします。 

 再開は４５分といたします。 

─────────────── 

午前１０時２９分 休憩 
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午前１０時４５分 再開 

─────────────── 

○委員長（岡本康裕君） 休憩前に引き続き、委員

会を再開させていただきます。 

 先ほど４番中瀬委員に対する答弁漏れがありまし

たので、まず農業振興班主幹のほうから答弁いたし

てください。 

 農業振興班主幹、答弁。 

○農業振興班主幹（山内智晴君） 大分前ですけれ

ども、４番中瀬委員の御質問にあった、改善セン

ターの委託料の関係の内訳のほうを御説明させてい

ただきたいと思います。 

 まず、静修の改善センターにおきましては、くみ

取り料２,０００円、電気料７万円、水道料２万

円、燃料費等が２万５,０００円、その他運営費と

しまして約７万１,０００円ということで、合計が

１１万８,０００円です。島津の改善センターにつ

きましても、くみ取り料５,０００円、電話料が２

万４,０００円、電気料が２２万３,０００円、水道

料が１万８,０００円、燃料費が８万１,０００円、

その他の管理費としまして約５万９,０００円で、

合計で４１万円となっております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） 中瀬委員、よろしいで

しょうか。 

 それでは、７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） 申し訳ありません。まちで

はこういうようにいわゆる高収益向上作物などに取

り組みながら、農業者の暮らし、営業を守るという

形になってきているかというふうに思います。 

 そこで、農業全般についてお伺いしたいのです

が、今、こういう状況の中で、いかに低コスト化す

るかということが課題になっているかというふうに

思います。コストの削減だと思います。限界があり

ます。 

 お伺いしたいのは、今、１戸当たりの面積が拡大

しているかというふうに思います。平均的に過去５

年から見て、所得率、どのぐらい面積拡大した割

に、普通でしたら面積拡大すれば収益率も上がると

いうふうに思うのですけれども、どのような状況な

のか、お伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 農業振興課長、答弁。 

○農業振興課長（大谷隆樹君） ７番米沢委員の御

質問にお答えしたいと思います。 

 確かにここ数年において、それぞれ畑作、水稲作

についても、経営規模のほうは徐々に年々拡大して

きております。当然、委員言われるように、耕作面

積が増えれば所得率も増加していると思われます

が、実際、そのような調査というか、状況が把握を

今していないものでございますので、確実に伸びて

いるかというと、その辺、コストと、機械とか、い

ろいろ大規模化することによって大型機械の導入等

もしなければならないとか、いろいろな経費が増え

ていることも実態にあると思います。ですので、必

ずしも所得が増えているかといったら、その辺の状

況についてはちょっと現在のところは分らないとこ

ろでございます。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） いろいろ角度であるという

ふうに思います。過去の農業の計画を見ましたら、

下がっているということで、非常に困難な状況にあ

るということであります。あわせて、今年度に至っ

ては、恐らくスマート農業だとかという形になって

おります。そういうものも含めて、いかに労働力も

ない中で、やっぱりそういうものを駆使しながら農

業を進めるかということが課題になっているかと思

いますが、今年度、そういった方向性に向けて何か

前進する部分というか、あるのかどうなのか、確認

いたします。 

○委員長（岡本康裕君） 農業振興課長、答弁。 

○農業振興課長（大谷隆樹君） ７番米沢委員の御

質問にお答えしたいと思います。 

 本年度におきまして、前進する部分はあるかとい

うことでございますが、昨年の補正予算で御議決い

ただきまして、スマート農業における機械の導入の

ほうは一部普及が行われてきている状況でございま

すので、今後におきましても、あらゆる補助施策を

活用しまして、農作業の高齢化に伴います労働力の

負担軽減のために、そういったような機械の導入等

を進めていきたいというふうに考えているところで

ございます。 

○委員長（岡本康裕君） １番元井委員。 

○１番（元井晴奈君） １７７ページ、観光客誘致

事業についてですけれども、委託料で令和３年度は

ラベンダーの香り袋作製だけになっていて、今まで

はここに四季彩祭りのシャトルバスや臨時駐車場に

関連する費用がありましたが、今年度においては早

速購入した土地の活用をするという考えなのか、今

年度はコロナのこともあるので、一堂に人数が集ま

るといったイベントという形では想定していないと

いうことなのか、ちょっと確認させてください。 

○委員長（岡本康裕君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（佐藤雅喜君） １番元井委員

の御質問にお答えいたします。 

 先ほどイベント、どのようなことをやるのかとい

うお話は、ちょっと金子委員の御質問のときにお答

えさせていただきましたけれども、ライトアップす
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ると、要するに頂上、駐車場のほうに自由に車が入

られると、車のライトがちょっと邪魔なのですよ

ね。映えているポイントで、車のライトが入ってし

まうとインスタ映えしないので、その期間中、バス

を使ったらどうかということも検討しております。

そういったことから、下の駐車場にラベンダー祭り

のときのような停留所を設けて、できるだけ阻害す

るような明かりを上げないようなことも検討してい

ますので、そういった下の駐車場も活用できるかな

と。 

 それから、前もちょっとお話ししたかと思うので

すけれども、自転車のカミヒルとか、そういったの

はあそこの舗装されているところがスタート地点に

なりますので、本当に駐車場ゼロの状態でした、今

まで。といったことから、そういったものが予定ど

おりちゃんと実施されれば、今まで町内各所からバ

スで、車を置いてバスで集めていたのですが、そう

いった不便がなくなるのかなと思っております。 

 それから、トレランが日の出公園発着で、これも

夜のみんなの交流会みたいなのをやめて、競技だけ

であれば屋外のあれですので、人数を縮小するなど

もいろいろ検討されているようです。 

 それから、９月にはウォーキング、別のウォーキ

ングの１日５０キロ歩くとか１００キロ走るとかと

いう、そういうウォーキングとランニングの、競技

ではないのですけれども、そういったものの打診も

来ておりまして、そういったもの、ツーデーで富良

野、美瑛、全部走るという、ちょっとツアーものの

大会の中にポイントとして日の出公園が入ってござ

います。ですので、そういった意味で、これから整

備する駐車場もぜひ有効に活用していきたいなと

思っています。 

 それから、大文字のときとか、花火大会のときと

か、そういったときに、会場にもし入れないよう

な、そういうコロナの状況がそういう状況だった場

合には、車に乗ってとか、区画を区切って、家族が

そこにいて見てくださいとかというような、広い面

積があるので、いろいろな利活用ができるのかなと

思っています。そういったことで、ぜひ早めに、砂

利ですけれども、整地をしていただいて、利活用の

ほうとしては７月からもどんどん使えるように考え

ていきたいなということで、御理解いただきたいと

思います。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） １７５ページに関わってな

のですが、７ページ、持続化ということで、同僚委

員が言いましたので、今後、あわせてお伺いしたい

のですが、まちの個店がリフォームだとかしたいと

いうことになると、経営改善資金だとかいろいろ借

りられますけれども、こういった持続化の補助も、

そういったリフォーム対象になるのか、まずお伺い

したいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答弁。 

○商工観光班主幹（上嶋義勝君） ７番米沢委員

の、商工業者持続化補助金に関わる、リフォーム等

が対象になるかのお話でございますが、現在の要綱

におきましては、この補助金を活用することによっ

て経営の合理化ですとか、売り上げ増が図られる目

的に対してになりますので、リフォームには対象に

ならないというふうに考えております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） 制度がよく分からない部分

があるのですが、前にもこういう質疑があったかと

思うのですが、まちなか活性化事業という事業があ

りまして、そういう一部自治体では、それを活用し

て、そういった事業者に対して、限度額も当然決め

られるのかなというふうに思いますが、そういった

ときに、やはり少しでもそういった持続化とあわせ

ながら個店の内装だとか外装も含めて、一定程度、

やはり改善したいと。それによって売り上げが少し

でもつながるのであればという形で利用されている

自治体もあると聞いているのですが、これはそうい

う方向で、どういう内容でこれはなっているのか、

活用できるのか、まちの上富良野町で対応できるよ

うな事業なのか、この点、お伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（佐藤雅喜君） ７番米沢委員

の御質問にお答えいたします。 

 今、リフォームはだめよと言っていましたけれど

も、例えばそこのぼろっとはがれている噴気孔でな

くて何でしたか、あれをそのままもとに戻しますよ

というような直しというのは、当然、機能とか、経

営の改善とか、そういうものにつながらないのでだ

めよという話でございます。だから、今ある壁紙が

はがれたから、また同じ壁紙を貼りますというので

はなくて、委員おっしゃるように、そういったリ

フォームの中でも、こうやってカウンターをこうい

うふうにコロナ対応にすることによって集客を上げ

ようとか、そういったものについては、当然、制度

の対象になって、審査会にかけることができるとい

うことで、審査会の中でもいろいろ審査して、その

要綱にのっとっているかというふうに、事業効果が

あるかというものは審査されますけれども、そう

いったことで、この持続化の中でも、同じものを同

じように戻すのではなく、しっかり一歩前に進むよ

うな改修とかについてはきちんと対応になるという
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ことで御理解賜りたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） それで、まちなか活性化事

業というのはどういう内容なのか、活用できるよう

な事業なのかというところでちょっとお伺いしてい

るのですけれども、分からなければよろしいですけ

れども、また後ほど調べていただいて結構です。 

○委員長（岡本康裕君） 米沢委員、まちなか活性

化事業は国の制度ということでよろしいですか。 

○７番（米沢義英君） 国の制度。 

○委員長（岡本康裕君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（佐藤雅喜君） ７番米沢委員

の御質問にお答えします。 

 今のところ国のそのような事業等について、手を

挙げるというか、参加するというようなことは、今

のところ、現在のところは考えてはいないところで

す。今、商工会のほうでもまちなかにぎわいで事業

をやって、まちもちょっと補助しているのですが、

それのお金については全然趣旨が違って、中茶屋の

運営みたいな形のものしか今のところはない、対応

しておりませんで、今後、そのようなものについて

は、直接商工会などとの話の中でも今のところ出て

きておりませんので、当面、そのようなものに対し

て取り組んでいくという、まちなかのにぎわいに対

してやらないということではなくて、その事業に対

して取り組んでいくような考えは今のところは予定

はないということで御理解賜りたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） ちょっと私も調べてみます

ので、さらに詳しく、ぜひ調べられる状況があれば

調べていただきたいと思います。 

 １７７ページの観光費の一般管理費、地域おこし

協力隊の予算が計上されております。ここを見ます

と、今年度は協力隊という形で予算が計上されてお

りますけれども、その後は、４年度、５０万円、そ

の後、ない項目になっているかというふうに思いま

すけれども、これは今後、この地域おこし協力隊の

活用というのは、今年度限りなのかどうなのか、

ちょっと実施計画書の３２ページ、３３ページなの

ですけれども、ちょっと見ていただきたい部分、

あっているのかどうなのか、ちょっとお願いいたし

ます。 

○委員長（岡本康裕君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（佐藤雅喜君） ７番米沢委員

御質問にお答えいたします。 

 現在、観光推進員ということで、隊員としてお仕

事していただいている方については、今年度という

か、令和３年度が３年目になります。その方は基本

的にはずっと協力隊でいるのでなくて、起業してき

た人、この地で。そういった観光ですとか情報発信

だとか、いろいろなことをいろいろ今取り組みなが

ら、起業に向けて、今年度、最終年度ですから、当

然、どういうことをやっていくのか決めて、この地

に定着していただけるようですので、そういったこ

とで、今年度で切れているということでございま

す。次の、引き続きそのような観光の推進員を置く

かどうかについては、変な話ですけれども、その方

がどのような活動をしてくれるかによっても、意外

とその方の活動が担ってくれる場合もありますし、

そういったことで、４年度以降については、今のと

ころはまだその予算についてははめていないという

ことで御理解を賜りたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） ３番髙松委員。 

○３番（髙松克年君） ちょっと戻ってしまうので

すけれども、１６５ページの、先ほども皆さんも聞

かれている中山間地域の直接払いについてなのです

けれども、これが所得要件によって中山間の直接支

払いの支払いが受けられていない農家があるのです

ね。それで、これが今でも続いているかどうかとい

うのをお聞きしたいのですけれども。 

○委員長（岡本康裕君） 農業振興班主幹、答弁。 

○農業振興班主幹（山内智晴君） ３番髙松委員の

御質問にお答えいたします。 

 中山間の要綱に基づきまして、地域の所得要件に

おいて直接支払い交付金ができないというやつはま

だ現在も続いております。その件に関しましては、

国の段階で、ちょっと今後どうするかという議論は

なされていますが、現在のところは変更はございま

せん。参考までに、令和２年度の所得要件の上限額

というのが５１４万２,０５６円以上の方は、３年

平均の農業所得がある方は直接払いの支払い交付金

は受けられませんということで、何件かの経営体の

方は、今回、直接払いは当たっておりません。件数

等は、個人のものなので、ちょっとここでは控えさ

せていただきます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますか。 

 ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） ちょっと忘れていましたの

で、町長の新規事業という形の中で、商工業後継者

就業奨励補助金という形で、１名分が計上されてお

ります。これは上富良野町の残っていただける、ま

た、地域の産業を支えるという形の補助という形に

なっております。この点について、（発言する者あ

り）企画商工課、違うのかな。 

○委員長（岡本康裕君） １８番？ 
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○７番（米沢義英君） １７５ページ。 

○委員長（岡本康裕君） 後継者対策費、真ん中ぐ

らい、２４万円、奨励補助。 

○７番（米沢義英君） 支援補助事業だ。どこだ。 

○委員長（岡本康裕君） 暫時休憩。 

─────────────── 

午前１１時０６分 休憩 

午前１１時１１分 再開 

─────────────── 

○委員長（岡本康裕君） 暫時休憩を解きます。 

 ほか、ございますか。 

 １１番小林委員。 

○１１番（小林啓太君） １８１ページの、これは

十勝岳温泉地区振興対策費の中の委託料で、登山

コース、冬期スキーコース整備２８万６,０００円

とあります。この予算に関しては、昨年度、一般質

問した際に、山岳会の方のほうがかなりかつかつの

経費でここの事業を委託されているということを訴

えたのに対して、前向きな予算編成をしていただけ

たものと思い、非常に喜ばしいのですが、令和２年

度と３年度の委託内容に関して、どのような変更が

あったかの、お教えください。 

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答弁。 

○商工観光班主幹（上嶋義勝君） １１番小林委員

の登山道整備委託の予算等についての御質問でござ

います。委員指摘のとおり、昨年度と比較して、予

算のほう、１０万円ほどアップさせていただいて、

今年度、３年度から委託をさせていただくところで

ございます。仕様書につきましては、基本的には登

山道の整備と冬期のスキーコースの整備ということ

で、基本的には変わらないのですけれども、昨年、

三段山の利用再開も含めまして、今年度からまた新

たに利用される方も多くなるということで、その部

分の登山道もまた整備が必要ということで、それ

ら、委託をしている山岳会とも十分お話させていた

だいて、今回、増額ということ至りました。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） なければ、歳出５款労働

費から７款商工費までの質疑を終了します。 

 ここで、説明員が交代しますので、少々お待ちく

ださい。 

（説明員交代） 

○委員長（岡本康裕君） 次に、１８２ページから

１９３ページまでの８款土木費の質疑に入ります。 

 ６番中澤委員。 

○６番（中澤良隆君） １８５ページ、北２４号道

路の舗装、補修の関係ですが、この道路につきまし

ては、本当に待望していたところが整備されるとい

うことで、大変喜ばしいことだなと考えています。 

 その中で、何点かお聞きをしたいと思います。 

 実施計画によりますと、Ｒ３で改良舗装歩道が１

８０メーター、そしてＲ４で１４９メーター、Ｒ５

で１９０メーターということが示されています。 

 それで、実際、どこからどこまでかをちょっと教

えていただければなと。そして、Ｒ３でやるところ

が１８０メートル、多分、停車場線から旭中線のほ

うに向かっての整備だと思うのですが、どこら辺ま

で行くのか、ちょっと教えてください。 

○委員長（岡本康裕君） 土木建築班主幹、答弁。 

○土木建築班主幹（斉藤 通君） ６番中澤委員の

御質問にお答えしたいと思います。 

 Ｒ３年度、１８０メーターが、停車場線から約２

本目ぐらいのところ、Ｔ字の交差点があるの分かり

ますか。ちょうどあそこの地先名というか、畑があ

るところの交差点のあたり、名前がちょっと覚えて

いないのですけれども、三好さんの畑のある交差点

ぐらいまで行きます。その後に、マンションの奥ぐ

らいまでの、ちょうどコンクリート舗装、昔の出入

口、裏門から戦車が出ていた出入口、そこまでやっ

て、あと、旭中線までいくのがＲ５年度となってお

ります。 

○委員長（岡本康裕君） ６番中澤委員。 

○６番（中澤良隆君） ということは、停車場線か

ら道道で東側に向かって旭中線までが３、４、５と

いうことなのですね。ということは、停車場線から

線路に向かっては整備は今のところ計画はないとい

う押さえでよろしいでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 土木建築班主幹、答弁。 

○土木建築班主幹（斉藤 通君） 御質問があった

とおり、旭中線から停車場線の間は整備しますけれ

ども、線路に向かって側は、現在、歩道が設置され

ておりますので、そちらを利用していただくような

形となります。 

○委員長（岡本康裕君） ６番中澤委員。 

○６番（中澤良隆君） 分かりました。ちょっとこ

の資料だけでは分からなかったので、分かりました

けれども、その後、今、特に町立病院の東１条とか

東２条のあたりというのは、うちの道路で非常に課

題があって、オーバーレイだとか、あそこの凹凸が

非常に激しいということが感じています。そして、

救急車も入ります。そして町立病院が建ちます。そ

んなことで、ぜひ早々の整備計画をお持ちかどうか

をお聞きしたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） 土木建築班主幹、答弁。 

○土木建築班主幹（斉藤 通君） 現在、主要道路

といいまして、おっしゃられた病院の前、東１丁
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目、東２丁目通り、あと、北５条通りとか、調査を

しているところであります。その部分については、

基本、オーバーレイがふさわしい改修方法なのかな

とは思っているところで、それについては、事業を

進めるように、各事業を探して模索しているような

状況でありますので、すぐとは言わないのですけれ

ども、近々、その事業を進めていきたいとは思って

おります。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますか。 

 ４番中瀬委員。 

○４番（中瀬 実君） １９３ページ、住宅建設費

の中の、泉町南団地外構整備についてであります。

補足説明書もついておりまして、この中で、外構整

備をするということですけれども、この外構整備を

するに当たって、駐車場、それから花壇、それから

公園、こういったものの配置とか、こういうもの

は、この住宅建設の外構整備では必ずこういうこと

はしなければならないよという条件というか要件と

いうのはあるのでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 生活環境班主幹、答弁。 

○生活環境班主幹（北山雅幸君） ４番中瀬委員

の、外構整備に関わる菜園、児童遊園、駐車場につ

いていは、国の交付金の関係上、駐車場について

は、個数掛けるプラス１で、菜園と公園については

位置づけはありませんけれども、整備する中での対

象事業の交付金の中には入っています。規模とか菜

園の個数についてはまちで決めるような形になって

ございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ４番中瀬委員。 

○４番（中瀬 実君） そういういろいろな取り決

めがあって、こういった菜園とか公園とか駐車場と

いうのを整備されるのだと思います。 

 ただ、問題なのは、北海道というか、ここは雪が

降ります。この雪が降ったときの、いわゆる雪捨て

場の関係については、例えばこの南団地の中でどう

いう処理をされるということになるのでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 生活環境班主幹、答弁。 

○生活環境班主幹（北山雅幸君） ４番中瀬委員の

御質問にお答えします。 

 冬場の雪捨て場についてでございますが、整備し

た部分で、緑地というところに一たん雪捨て場の確

保をして、多くなってくれば、まちのほうで排雪、

ほかの団地も多くなってくれば排雪の委託をして、

事業者のほうに委託しているという形で、整備した

曉には、そういった形で委託して排雪を行っていき

たいというふうに考えております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますか。 

 ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） １８３ページの町道維持に

関わるところでお伺いいたします。 

 今年は特に雪が多くて、建設水道課のほうにも電

話が鳴りっぱなしだと思いますし、また、除雪業者

の人、本当に鋭意努力されていることにまことに敬

意を表するところでございます。 

 お伺いしたいのは、雪というのは自然災害に似た

ものなので、来年どれぐらい降るかというのは分か

らないのですけれども、やはり積算根拠に当たり、

予算ベースで見ていくよりは、ある程度決算ベース

というのも必要なのかなというふうに考えておりま

す。今年、特に２回、３回にわたり追加していると

いうのもあるので、少ない年度で見積もるのも大切

なのかもしれませんけれども、やはり備えておくと

いうのは常に必要だと思うのですよね。その辺、ま

ずどのようにお考えなのか、お伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（狩野寿志君） ５番金子委員の御

質問にお答えさせていただきます。 

 まちの予算をつくるときが、一昨年、昨年の実績

ベースで積算をしたところでございます。一昨年は

やっぱり雪が少なかったのがありましたので、協議

中、１月、２月にどっと雪が降ったものですから、

なかなか積み直すということがなかなか難しかった

というところでございます。委員、初めにおっ

しゃったように、来年どうなるかというのは短期で

分からないところではございます。来年の状況を見

ながら、また今年と同じような形で補正等で対応さ

せていただきたいなというふうに考えているところ

でございますので、御理解賜りますようお願いいた

します。 

○委員長（岡本康裕君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） もちろん住民生活に一番直

結していく部分なので、当然、補正の部分に関して

は、専決されようと議会に諮ろうとも、それは柔軟

に対応していくのはやぶさかではないのですが、一

つ、私、一番疑問に感じるのは、１億３,４５０万

円というのが、夏冬を通した１本の枠で予算化して

いるようになっていますよね。もちろん町道維持と

いうことですから、夏場の砂利敷きもあれば、傷ん

だところを直す、これはもちろん大事なことだと思

うのですけれども、やっぱりこれからの時代という

のは、きちっと夏は夏、冬は冬というので分けて

やっていかないと、現場が混乱するというふうに見

ているのですよね、実際やっている業者のほうで。

やはり夏場でどれぐらいかかるか分からない、見え

ていないというところで、ある程度の大枠の配分と

いうのは中ではあるとは伺っていますけれども、や
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はり冬に予算が立てられたり、すぐの出動というの

がなかなか難しい現場になっているということも現

場で聞いておりますので、町道維持は町道維持とい

う中で、もう少し細分化して、夏の維持管理はこれ

ぐらい見ましょう、冬場は除排雪に関してはこの金

額でいきましょうというのを分けた中で予算組みを

していくというのが望まれると思うのです。それに

よって、例えば１２月、温暖化とはいえ、１２月に

雪が溶けるぐらい暖かくは、まだしばらくならない

と思うのですよ。ということは、交通安全だったり

とか、いろいろな面からも、今、カット排雪してい

ますけれども、例えば交差点はきちんと排雪しま

しょうとか、年前にはある程度メイン通りについて

はきちっと排雪をする、その準備というか、トラッ

クの準備だったりとか、そういうのが業者が組みや

すくなると思うのですよね、夏冬がきちっと分かれ

て、冬の除排雪に関する費用は確約がありますよと

いうのが分かっていれば現場も混乱しないと思うの

で、ぜひそのような取り組みが必要だと思いますけ

れども、この辺、いかがでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 土木建設班主幹、答弁。 

○土木建設班主幹（斉藤 通君） ５番金子委員の

質問に答えさせていただきます。 

 町道維持管理については、積算についても夏と冬

で分けて積算しております。その結果については、

冬については業者さんたち、機械の準備とか車検と

か、そういったものでお金がかかりますので、最低

補償費ということで、シーズンが始まる前にお支払

いするのですよね。そのときの契約のために、冬の

準備しているお金が幾らだよということは業者さん

にお知らせはさせていただいています。あと、夏と

冬の維持管理については、夏と冬、同じ業者が１路

線を責任持ってやることについて、責任感がつい

て、夏のうちに冬に入る前に木を切ったりしなけれ

ばいけないとか、そういった現場も分かるようにな

りますので、やはり一括して１路線は同じ業者で管

理していただくのが大切なのかなと思っておりま

す。 

○委員長（岡本康裕君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 当然、組合をつくった中で

やりくりをして、今のやり方、これ、だめとは言っ

ておりません。ただ、この近年、やはり大雪が降っ

た場合とかというときの対応、当然、補正を組みな

がらやっているのですけれども、なかなか現場で実

際に重機に乗っていらっしゃる方の様々な声も私も

聞いております。そのときに、やはり不安要素とし

ては、一体予算というのが我々見えていないから、

なかなか行きたくても簡単に出られなのだと。こう

いうふうにきちっと補正を組んでいただいて担保さ

れたら、それは町民のニーズにしっかりと応えてい

きますよと。１２センチの積雪に対してというやり

方も、これは遵守していくのは全く問題ないのです

けれども、私がやっぱりきちっと言いたいのは、冬

の分の予算というのはしっかりと確保された中で、

明確に区分が道路維持の中で、それは業者の中では

分かっているとは思うのですけれども、その分が

しっかりと確約されていることによって、計画的な

除排雪の運用もやりやすくなるのではないかなとい

う様々な意見も伺っておりますので、そういった対

応というのはいかがなのでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。 

○副町長（石田昭彦君） ５番金子委員の御質問に

お答えいたします。 

 先ほど土木建設班の主幹がお答えさせていただき

ましたように、当初の予算の中に夏の道路維持管理

部分と冬の除排雪の部分が明確に区分されておりま

して、冬を迎えるときにお金がなくて業者さんが困

るような、そういうような状況については、これま

でもそういう対応はしてきていないというふうに

思っておりますし、例えば夏の間に雨が降ったりし

て、当初、夏がこの程度予定しています、冬はこの

程度予定していますということで、夏に大きくか

かったときには、当然、冬の予算を先食いしていく

といいますか、そういうような形で夏の対応を終わ

ると思います。冬を迎える前に、何年か前もそう

だったと思いますけれども、冬になる前にはそれを

しっかりと補正させていただいて、冬の予算を確保

した中で冬を迎えるような、そういうお願いをこれ

までもしてきたと思っていますので、冬のお金が夏

に随分使ってしまったから、冬のお金がなくてどう

しようという、そういうような形で業者さんにそう

いう対応をさせているということではないというこ

とはぜひ御理解いただければなというふうに思いま

す。 

○委員長（岡本康裕君） ８番荒生委員。 

○８番（荒生博一君） 今、冬の除排雪に関して質

問がありましたけれども、近年、聞くところにより

ますと、特に郡部地区において、居住実績がないよ

うな家に対しての、前の除雪等々も行われていると

か、また、考え方ですけれども、東京、関東近郊に

セカンドハウスがあるのかメインのハウスか別です

けれども、シーズンステイのような形で、冬場はこ

こを離れたりとかというような実態のある住民の方

がいるということで、まず１点、確認ですが、除排

雪のルート、コース設定、環境の調査というのは、

毎年毎年更新していますか。 

○委員長（岡本康裕君） 土木建設班主幹、答弁。 

○土木建設班主幹（斉藤 通君） ８番荒生委員の
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御質問に回答させていただきます。 

 除排雪ルートについては、毎年更新させていただ

いています。Ｒ２年度の実績によっては、東中の１

７号道路、こちらについては居住している方がいな

いので、除雪をしなくてもいいのではないかという

ことで住民会に問いただしているところです。た

だ、住民会のほうで話したところ、やっぱり必要だ

ということで、除雪を行っているところでありま

す。 

○委員長（岡本康裕君） ８番荒生委員。 

○８番（荒生博一君） それでは、シーズンを迎え

る前に、住民会単位等とコミュニティから、一応情

報は都度更新しているということでの認識でよろし

いですか。 

○委員長（岡本康裕君） 土木建設班主幹、答弁。 

○土木建設班主幹（斉藤 通君） はい、そのとお

りです。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますか。 

 ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） 除雪で、機動力が最近なく

なってきたのかなと思うのですけれども、以前でし

たら、ある程度地域の中で交差点の視界が不良だと

かになれば、すぐ来ていただいて、ちょっと時間は

ありますけれども、雪を排雪していただいたりだと

かしているのですけれども、最近、ちょっと今回は

特別ですから一概に言えないのですけれども、人も

恐らくいないのだと思うのですね、業者の方が。そ

れで、そういうものが相まって、やはり緊急、必要

に応じて要請しても、なかなか来ないねという声も

聞かれますけれども、今回、こういう予算を組むに

当たって、事業所等の人員の確保含めて、どのよう

な現状になっているのか、お伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（狩野寿志君） ７番米沢委員の御

質問にお答えしたいと思います。 

 当然、人が、オペレーターというのはどうしても

不足しているのは間違いない事実でございます。排

雪となれば、当然、ダンプの運転手、農家さんの方

とか、そういう方にお願いしているのは非常に多い

ところでございます。委員おっしゃったように、こ

れまですぐに来てくれていたのではないかなという

ところは、そのときの降雪状況にもよりますし、そ

のときの排雪のやっている状況とか、いろいろなこ

とが相重なりまして、なかなかすぐに対応ができな

かったというところはあったのかなということは反

省するところでございます。ただ、昨年もこのよう

な一般質問とか予算特別委員会の中でも、交差点の

排雪、除排雪というのはかなり言われているところ

は間違いなかったところでございます。雪を押しつ

けるのはできるのですけれども、押しつけてしまう

とまた伸びてしまうので、やっぱり排雪しなければ

いけない。排雪するとダンプが要るしロータリーも

必要になってくる。それに対して、今度は旗振りの

パトロールの人もいなければいけない。最低３人か

ら４人必要になってくる。それを短時間の間で集め

るというのがなかなか難しかったというのは事実で

ありまして、やっぱり一番いいのは、言われる前に

やるというのが一番いい方法だと思っております。

今年もパトロールをしながら、特に学校周りとか病

院周りとか、その辺のところを注意をしていきなが

らやってきたつもりではありましたが、ちょっと雪

が多かったので、なかなか難しかったのかなと思っ

ています。 

 今後におきましても、当然、委託している業者と

の協議を進めながら、また、私たち自身のパトロー

ル、もしくは業者さんもパトロールが必ずいますの

で、三者ともパトロールしていますので、そういう

のを注意しながら、交差点の排雪とか、あとは危険

な箇所の除雪等、十分注意していきながら、安全・

安心な、交通安全も含めまして管理をしていきたい

ということでございます。よろしくお願いします。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） よくこういう話がありま

す。間口、玄関前に、やはり状況によってはごろん

とした雪の塊だとか、やっぱり置いていくわけでは

ないのですよ、わざわざ、中から出てくるだとか、

そんなのではないのです。だけれども、やっぱり高

齢になって、やはり塊自体をよけるのが大変だとい

う話なのですよね、聞いたら。スコップを持つ自体

も大変だという高齢者の方がいらっしゃるのですよ

ね。私たちにしたら何でもない話なのかもしれませ

んけれども、その人にとっては何でもある話で、非

常にやっぱり苦慮しているという話が聞かれます。

こういった部分の対処の仕方というのは、可能な限

り改善できないものかなというふうに思うのです

が、どうなのか、お伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。 

○副町長（石田昭彦君） ７番米沢委員の御質問に

お答えいたします。 

 まず、まちの除雪については、まず交通をしっか

りと確保しなければなりませんので、道路を確保す

るということで、除雪をさせていただいているとこ

ろであります。 

 今、委員のほうから御質問のありました間口処理

等については、これまでもまちの中で、特に福祉分

野の部門と、除雪をいただいている部門と、自治会

活動を担っているような部分の部署の中で、そうい

う声が、高齢化とともにそういう声が寄せられてい
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るのは確かなことでありますので、我がまちの中で

そういうようなものを、何か行政サービスなりで

やっていけるとすれば、どういう方法がいいのだろ

うと。まちの力だけでできるのか、地域の皆さんの

応援をいただきながらできるのかということも含め

て、これまで内部でもそういう議論をしてきている

ところであります。結果、今、一定の条件の方につ

きましては、在宅福祉事業の除雪サービスで賄うこ

とが、そういうことは可能だと思いますけれども、

その方たちにはかなり厳しいというか、一定の条件

が整った人でなければそのサービスを受けられませ

んので、本当に８０歳、８５歳となっていけば、腰

も痛いですし、本当に今、委員おっしゃるように、

スコップを持つことすら結構大変なことなのだろう

と思います。 

 そういうことで、今年から始まっております、例

えば生活支援事業とか、そういう中で地域のボラン

ティアさんたちの協力もいただきながら、そういっ

た生活支援事業のようなものが充実していくような

中で、そういうものが賄っていければベストかなと

いうふうに思いますけれども、まずまちの除雪とし

ては、道路をあけるということにまず優先しなけれ

ばなりませんので、どうしても除雪車が行けば両サ

イドに雪が残るということは、これは物理的に御理

解いただけるかなと思いますけれども、そういうも

のはまちの力だけではなかなか解決できる問題では

ないのかなと。まさにこういうところに、これから

協働の力をどういうふうに発揮していくかというこ

とで、我々も含めて知恵を出していかなければなら

ない課題だなというふうに理解をしているところで

あります。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） いろいろ課題があるという

ふうに思います。 

 それで、提案したいのですが、こういった機動

力、確かに人がいないということで、一定程度、ま

ちで雇用できる部分があれば雇用して、人件費のか

かる話でありますから、なかなか首を縦に、うんと

いうことにはならない部分があるかと思いますけれ

ども、やっぱりそういった住民の要求に応えてとい

うのも一つの方法だというふうに思います。交差点

の雪が大変だだとか、やっぱりでこぼこで大変だと

かいうときに、すぐというか、対応できるような、

そういった手法も取り入れなければならないのでは

ないかというふうに思いますけれども、その辺の対

応というのは今後ちょっと考える必要があるのでは

ないかなと思いますが、いかがですか。 

○委員長（岡本康裕君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（狩野寿志君） ７番米沢委員の御

質問にお答えしたいと思います。 

 確かにすぐに出るのであれば、まちでいればすぐ

できるのではないかなという御質問だったかなとい

うふうに思っております。建設課の中にも１名運転

手がいますので、緊急の場合とか、そういうときに

は出動できるような、特に冬場、官貸車で業者に全

部貸し出ししているときに、機械がないときには

ちょっと難しいので、そのときには委託している業

者の方に行ってもらっているのが現在の現状でござ

います。今の時期、ちょっと重機があくときとかは

１台置いておいてもらって、何かあったときにはす

ぐに対応できるような時期は、一時期、融雪時、雪

がとけた時期、どうしても道路が、３月の５日ごろ

ですか、雪がとけてすごかったときには１台置い

て、うちの運転手で対応した、１日、２日ですけれ

ども、そういう対応した時期はございました。 

 今後におきましては、ちょっと私のほうで答弁で

きるところではないのですけれども、十分検討して

いきたいなというのはありますけれども、御理解賜

りますようお願いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますか。 

 １０番今村委員。 

○１０番（今村辰義君） 今のと関連とは言えない

ですけれども、道路簡易舗装とか改築とかしますよ

ね。そのときに、あわせて地下に走っている簡易水

道、下水道、上水道、これからまた質問があるので

すけれども、ここで質問したほうがいいと思いまし

て聞くのですけれども、今年、そういった道路を簡

易舗装等する上で、漏水管だとか老朽管だとか、今

年度計画している中の何割ぐらいになるのか、分か

れば教えてほしいなと。分かりませんか。道路を舗

装とか改修とかしますよね。あわせて地下にもぐっ

ている管を修理するという話があるではないです

か。それが上水、簡水、下水でそれぞれ質問しても

いいのですけれども、ここで道路を補修するという

ことは、その補修するので、年間計画している上水

道等の土管の老朽管等の修理は何％ぐらいに、道路

を補修するので賄えるのかなと、どれだけマッチン

グしているのかなと、そういう話なのですけれど

も。 

○委員長（岡本康裕君） 道路工事するときにやる

のかという、やる計画はしているのかということで

すか、管もセットで。 

○１０番（今村辰義君） すみませんね、質問が下

手で。道路を補修するにあわせて修理するではない

ですか。 

○委員長（岡本康裕君） 下にもぐっているやつ

を。 

○１０番（今村辰義君） 地下のもぐっているやつ
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を。それは３年度計画しているうちの何割ぐらいに

なるのだろうという話なのです。 

○委員長（岡本康裕君） 今村委員、水道の会計…

…。 

 土木建設班主幹、答弁。 

○土木建設班主幹（斉藤 通君） １０番今村委員

の御質問についてお答えいたします。 

 今年、簡易舗装工事が１本予定されておりまし

て、その部分については水道もあわせてやります。

今年度、予定しているのが１本しかなかったもの

で、それとあわせるのが１本、水道もあわせて改修

するような予定となっております。 

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。長さを

知りたいのですか。 

 １０番今村委員。 

○１０番（今村辰義君） 質問するページが間違っ

ていましたね、やっぱり。要は舗装とか改修とか、

道路を修理するときにあわせて地下をやるではない

ですか。それが何％ぐらい、それぞれ簡水にしろ下

水にしろ上水にしろ、なるのかなという話なので

す。 

○委員長（岡本康裕君） 上下水道班主幹、答弁。 

○上下水道班主幹（甲斐幹彦君） １０番今村委員

の御質問にお答えいたします。 

 先ほど土木建設班主幹のほうから答弁ありまし

た、今年は１本ございまして、道路とあわせてやる

のはその１本でございまして、延長が約１００メー

ターほどを実施計画しております。そのほかに、上

水のほうで単独でやる箇所が、中学校の前の老朽管

の布設がえ、それから北２６号道路の橋を超えて扇

町のほうに向かってやる区間がございます。あとは

道道吹上線、北海道が行う工事にあわせまして、今

年、田中電器の周辺で終わっておりますが、サッポ

ロビールか、そこからまたさらに延長して、南側の

ほうの歩道に老朽管の布設がえを実施する予定でご

ざいます。 

 以上でございます。 

○委員長（岡本康裕君） １０番今村委員。 

○１０番（今村辰義君） 了解しました。変えず、

担当が何かちょっと聞き漏らしたのですけれども、

道路の改修と一緒にやる、いろいろ今言われました

ところ、どこそこが１００メートルとか、そういっ

たのは、それを年度、計画しているうちの道路と

マッチングしているのは何％ぐらいになるのです

か。 

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。 

○副町長（石田昭彦君） １０番今村委員の御質問

にお答えいたしますが、多分、今村委員の質問は、

水道管等の布設がえ工事等が、今年、例えばもし

１,０００メートルあって、道路と一緒にやるのが

１００メートルだとすれば、今年は１０％ですよと

かという、そういうことを答えてほしいということ

でしょうか。 

○１０番（今村辰義君） はい。 

○副町長（石田昭彦君） そうであれば、今、調べ

させますので、水道会計か簡水の会計か、そのとき

にお答えさせてもらいますので、今、主幹が、例え

ば２６号道路であれば何メートルなのかということ

を計算させますので、特別会計のときにお答えさせ

ていただきますので、そういうような内容の質問で

よろしいのでしょうか。であれば、そういうふうに

答えさせていただきます。 

○委員長（岡本康裕君） １０番今村委員。 

○１０番（今村辰義君） 何でこんなことを聞いて

おるかというと、非常に地下に走っている土管等は

老朽化がすごいパーセンテージですよね。道路を改

修しながらそうやっていくのは年間で何％だと。何

年かかるのかなというのを知りたかったのですよ。

すごい総距離になっていると思うのですよね。それ

らの老朽管、あるいはもう漏れている漏水管、こう

いったものを修理する予算があまりないと。何とか

ならぬのかなという話でございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） 先ほど今村委員の質問に

関しましては、違う会計のところで、特別会計で調

べておいていただけますか。では後ほど違う会計で

ということでお願いいたします。 

 ９番佐藤委員。 

○９番（佐藤大輔君） １８９ページ、４項２目の

公園一般管理費の中に、委託料の中に、昨年、遊具

劣化点検ということで６２万円が計上されていて、

今年、令和３年度、計上されておりませんが、こ

れ、点検は何年に１回とか、そういうルールがあっ

たのでしょうか、ちょっとお伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 都市整備担当主幹、答

弁。 

○都市整備担当主幹（辻 秀人君） ９番佐藤委員

の御質問にお答えしたいと思います。 

 劣化点検につきましては、年１回、制度的にはす

るべきことになっております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） 項目が、去年あったけど

今年ない。 

 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（狩野寿志君） ９番佐藤委員の御

質問にお答えいたします。 

 遊具の劣化点検というのが、１年に１回という点

検義務が出されております。令和２年度におきまし
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て点検を実施いたしまして、劣化具合を全部点検し

たところでございます。その遊具の補修、もしくは

撤去等の工事を令和２年度から進めさせていただき

まして、３か年においてその整備をまず終わらせて

いきたいなというふうに考えております。その後、

また再度点検が必要であれば、またローリングする

ような形で点検をして進めていきたいなというふう

に考えておりまして、今年は、昨年終わったもので

すから、今年の点検のほうは予算を計上していない

というところで御理解いただきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ９番佐藤委員。 

○９番（佐藤大輔君） それでは、次のページ、１

９１ページ、同じく４項２目の日の出公園管理費の

中の委託料の中の日の出公園管理というところに入

るのかと思うのですが、展望台の施設整備というこ

とで、昨年、令和２年度、屋上工事４５０万円とい

うことで完了していますが、展望台の中の状況とい

いますか、ちょいちょい、夏場、秋と行かせても

らったときに、へりにコケといいますか、ちょっと

若干清潔感がないようなタイミングがありまして、

この管理費の中に、そういった展望台の中の清掃費

も含まれているのかどうか、お伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 都市整備担当主幹、答

弁。 

○都市整備担当主幹（辻 秀人君） ９番佐藤委員

の御質問にお答えします。 

 日の出公園につきましては、指定管理ということ

になっておりまして、小規模な修繕につきまして

は、その中で清掃だとか修繕を行いますけれども、

大規模な修繕につきましては、別途、発注している

ところでございます。今年につきましては、そう

いった修繕等については計上しておりません。 

 以上です。（発言する者あり） 

 清掃費は入っています。 

○委員長（岡本康裕君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） １９１ページの公園緑地等

維持管理交付金、私、毎年同じことを聞いているの

ですけれども、この間、住民会に緑地の管理をして

いただいて、大変自分たちのまちにあるというの

で、きれいになって、喜ばしいことだと思っていま

す。 

 お聞きしたいのは、街区公園に匹敵する部分の面

積を要している住民会がありますが、なかなか管理

する人も高齢化が進んでおります。刈り払い機でや

るのもだんだん大変になってきて、乗用型のカート

などでやれればいいぐらいの面積のところなのです

けれども、それらもなかなか更新していく予算とい

うのが計上がいつもされていないのですけれども、

この間もそういったニーズが住民会からも上がって

きております。もちろん協働のまちづくり交付金な

どを生かしてやるのも一つの手かもしれないのです

けれども、それもよくよく見ると１０分の１０では

ないので、こちらに関しては、機械を購入すると

き、ただ、なかなか住民会もさほど裕福でなかった

りとかというのがあるので、やはりこれらの管理し

ていく部分のある程度の機材については、計画的な

年次更新をする予算立てというのが必要になってき

ますが、なかなかこれ、いつも反映されていないの

ですけれども、今後においてはこういうのは、今年

はもうまたないと思うのですけれども、どうなので

しょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 都市整備担当主幹、答

弁。 

○都市整備担当主幹（辻 秀人君） ５番金子委員

の御質問にお答えしたいと思います。 

 機械に関しましては、昨年１１月、１０月ぐらい

に、アンケートを各住民会に対してとりまして、そ

の御意見を反映しまして、今回、今年度の予算につ

いて、刈り払い機４台の更新の予算は計上しており

ます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 刈り払い機の更新について

はあるのですよ。ただし、それは面積要件の小さい

緑地のところの管理なのですよ。具体的に名前を申

していいかどうか分からないけれども、ちょっと街

区公園並みに広い緑地を持っている住民会があるの

ですよ。そこは刈り払い機ではとてもやれない面積

なのですよ。だから常用カートが必要だと言ってい

るけれども、一向にそれらがされていないのですけ

れども、それらはどういうふうに対応するのです

か。 

○委員長（岡本康裕君） 都市整備担当主幹、答

弁。 

○都市整備担当主幹（辻 秀人君） ５番金子委員

にお答えしたいと思います。 

 今言われた街区公園だとか、広い面積を持った公

園に関しては、一部、高齢者事業団に対して委託し

ているところもございます。中には、住民会に対し

て乗用式の刈り払い機も貸し出している実態もござ

います。今の御質問、今後、検討していきたいと

思っているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。 

 ほか、ございますか。 

 ３番髙松委員。 

○３番（髙松克年君） １８７ページの南部地区土
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砂流出対策の中で、１２に委託料というのがあるの

ですけれども、上富良野演習場流域調査というので

すけれども、これは、今、工事にかかるところの上

流部というか、そのことを行うのか、それとも、今

やろうとしている流域の調査を行うということなの

か、どちらを指しているのでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 土木建設班主幹、答弁。 

○土木建設班主幹（斉藤 通君） ３番髙松委員の

御質問にお答えしたいと思います。 

 こちらの委託費については、今、工事しているの

がベベルイ川であります。その上流側、南部地区と

いうのはベベルイ川以外にも５河川ありますので、

その全体の流域の上流側、改修したより上側のほう

の状況をちょっと把握したいということで、委託費

として上げております。 

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） 公園管理で、１９１ペー

ジ、まずお伺いしたいのです。１４項の工事請負費

で、いよいよ駐車場整備という形で、日の出公園が

ありますが、これはどういう、いわゆる公園利用が

始まる前までにこういった整備をされるのか、その

内容等についてお伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（狩野寿志君） ７番米沢委員の御

質問にお答えしたいと思います。 

 工事の内容につきましては、４月早々に工事を発

注しまして、ちょっと今年、雪の量も多いのですけ

れども、雪どけが始まりましてから、表土をはぐり

まして、その後に岩屑の４０ミリをまず１０センチ

敷きまして、その上に石灰岩の４０ミリ、８０ミリ

の生産する過程の中で出てくる２０ミリから１０ミ

リぐらいの小さいジャミというのが発生します。そ

のジャミを敷きならすような形で転圧をかけてい

き、整備をかけていきます。また、予定しています

敷地内に通路をつくるのと、あと、こちらに１町ぐ

らい畑が残っていますので、そこには側溝、３００

の側溝で、１割で勾配を持っていって、上端で９０

０の排水をつけていきます。その上端の肩から５０

センチセットバックしまして農地があるような状態

にします。その分については砂利は敷きません。砂

利を敷いてしまうと畑に砂利が入ってしまうと、そ

れは非常によろしくないので、その分の側溝分につ

いては東１線に流末処理を行いまして、その水を排

水を処理する。要するに駐車場の水は畑のほうに行

かないような形で処理をしていきたいなと思ってお

ります。全体的に勾配がパイプラインにあります管

理用通路から東１線に勾配がありますので、ほぼそ

ちらのほうに勾配で水が流れていくのかなというふ

うには思っております。また、砂利でありますの

で、上端の水も３割ぐらいしか流れていかない、７

割は浸透していくような構造になるのかなというふ

うに考えております。 

 そのような形で整備を進めていきまして、町長の

答弁の中にもございましたが、ラベンダーの開花時

期が６月の末ごろには早咲きが咲くのかなとは思っ

ております。その咲く開花時期までには間に合わせ

ていきたいなということで工事を進めていくことを

考えているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） お昼になりましたが、ま

だこの款、ございますでしょうか。（発言する者あ

り）もう１点で終わりますか。（発言する者あり） 

 ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） 公園管理で、島津公園なの

ですけれども、ジャブジャブ池があります。お母さ

ん方、確かに水が流れていていいのですけれども、

ちょっと衛生的に悪いというような声が聞かれてい

ますので、そういったところの改善というのです

か、可能であればぜひ実現していただきたいなとい

うふうに思っております。これは日の出公園あたり

も連動する話です。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） 都市整備担当主幹、答

弁。 

○都市整備担当主幹（辻 秀人君） ７番米沢委員

の御質問にお答えいたします。 

 ジャブジャブ池の補修に関してですけれども、実

施計画にも載せさせていただいていますが、たしか

Ｒ４年に修繕を行っていきたいという考えを持って

おります。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） 米沢委員、よろしいです

か。 

○７番（米沢義英君） はい。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、大丈夫ですか、８

款。なければ終了させていただきたいと思います

が、よろしいですか。 

 それでは、なければ、歳出、８款土木費の質疑を

終了いたします。 

 昼食休憩といたします。 

 再開時間は１時１５分といたします。 

─────────────── 

午後 ０時０３分 休憩 

午後 １時１５分 再開 

─────────────── 

○委員長（岡本康裕君） 昼食休憩前に引き続き、
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委員会を再開いたします。 

 少し暑いと思いますので、暑い方は上着を脱がれ

て結構です。 

 次に、１９４ページから２２９ページまでの、９

款教育費の質疑に入ります。ございませんか。 

 ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 社会教育総合センター、２

２７ページの社教センターの管理費に関わることで

ございます。ここになるのかなと思うのですけれど

も、１５款の整備用材料というところで予算化はさ

れているのですけれども、体育館のアリーナの天井

が一部やはり相当傷んでいるので、吊り天井、やっ

ぱり落下して下にいる人にけがが起こる前に早めに

修理が必要だと思うのですけれども、これらの手は

ずというのは今年度どのようになっていますでしょ

うか。 

○委員長（岡本康裕君） 社会教育班主幹、答弁。 

○社会教育班主幹（吉澤大輔君） ５番金子委員の

御質問にお答えいたします。 

 社教センターのアリーナ天井につきましては、確

かに見ていただいたときがあるかと思いますが、上

のほうから少し、建築から３０年もたっておりまし

て、かなり老朽化が進んでいるところでございま

す。こちらの部分につきましても、昨年来から状況

によっては修理をしていかないといけないと、落下

防止の措置を講じないといけないというふうには

思っておりますので、まずは点検作業等も含めて、

今後、検討して早急に対応を図ってまいりたいとい

うふうに思っております。 

○委員長（岡本康裕君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） それでお聞きしたいのは、

それは特段予算化していなくても、その点検の部分

については中のやりくりでできるということで、今

年度、点検はするのですか。点検の検討でなくて、

点検はするということなのか、確認でお伺いいたし

ます。 

○委員長（岡本康裕君） 社会教育班主幹、答弁。 

○社会教育班主幹（吉澤大輔君） ５番金子委員の

御質問に御回答いたします。 

 こちらにつきましては、予算化というところまで

はしておりません。ただ、人の命の危険が及ぶ箇所

ということもありますので、早急に内部で協議して

対応を図ってまいりたいというふうに思います。 

○委員長（岡本康裕君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（林 敬永君） ５番金子委員の社

会教育総合センターの天井の関係でございますけれ

ども、直接経費はとっておいてはございませんけれ

ども、私も上っていますけれども、職員が点検のと

きに上のほうまで上がりまして、下のほうから目視

して、危険な部分についてはそういう形でとったり

しております。また、文化祭のときにも、ステージ

をつくるために専門の業者さんが上がったりすると

きにも、そういう点検というのでしょうか、見たら

私どもに教えていただくような形で、危ない部分に

ついては職員自ら撤去している部分でございます。

よって、予算的には令和３年度にも計上していない

ということで御理解をお願いしたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますか。 

 ２番北條委員。 

○２番（北條隆男君） １９９ページの備品購入の

補足説明書の５０ページですが、教室のイメージの

ところのテレビが、これ、イメージなのだろうけれ

ども、こんな大きいの入れて、ふだん使わないとき

の固定というのはどういうふうに考えているのです

か。 

○委員長（岡本康裕君） 学校教育班主査、答弁。 

○学校教育班主査（長谷川京史君） ２番北條委員

の御質問に回答させていただきたいと思います。 

 このたび、大型のテレビのほうの移動式のテレビ

のほうを設置することを計画しております。こちら

のほうの移動について、地震等が発生した場合に、

あと、ぶつかった場合にも転倒という危険性があり

ますので、今後、フック等を設置して、転倒防止策

ですとか、あと、授業の終了後には置く場所を決め

まして、そちらのほうにまたフック等をつけて、動

かないように対応はしていきたいと思っておりま

す。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますか。 

 ３番髙松委員。 

○３番（髙松克年君） ２１３ページなのですけれ

ども、一番下のほうなのですけれども、教育振興課

社会教育班、放課後事業アドバイザーというのがあ

るのですけれども、これ、今まで、昨年までの中で

はなかった事業なのかなと思うのですけれども、ど

ういう仕事をどういうふうにするのかをお聞きした

いと思います。 

○委員長（岡本康裕君） 社会教育班主査、答弁。 

○社会教育班主査（北川良子君） ３番髙松委員の

御質問にお答えいたします。 

 この放課後事業アドバイザーというのは、昨年ま

では社会教育指導員でありました校長先生を経験し

ております、今年で言いますと会計年度任用職員の

２名に当たります。業務内容としては、社会教育指

導員という名前で行っていたものと同じなのです

が、学童保育に当たります放課後クラブの統括的な

指導をしていただいております。２名の計算になっ

ているのですが、１名は放課後クラブ、もう１名は
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放課後のスクールという、学校の中の児童館のよう

な遊びの相手をする事業なのですが、ここで１名ず

つ対応していただいているものです。校長先生を経

験されているという、専門職を持った方が対応して

いただきますので、一般的に社会教育指導員でずっ

ときたのですが、昨年から名称を変えまして、放課

後事業アドバイザーというふうに名前をつけて、専

門の方が当たるというふうにして対応するようにし

ました。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。 

 ９番佐藤委員。 

○９番（佐藤大輔君） ２２１ページ、４項２目の

図書館運営費の中で、今年度、図書の滅菌機といい

ますか、整備されて、何度か利用させてもらってい

ますが、こちらの機械の維持管理費等はこの中には

計上されていないという理解でよろしいでしょう

か。 

○委員長（岡本康裕君） 社会教育班主査、答弁。 

○社会教育班主査（長谷川千晃君） ９番佐藤委員

の御質問にお答えいたします。 

 滅菌機のほうですが、芳香剤等は購入したときの

ものがまだありますし、対応期間もまだ十分残って

おりますので、令和３年度については消耗品には計

上しておりません。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。 

 ほか、ございますか。 

 ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） お伺いいたします。２１９

ページの分館関係の委託に関わって、修繕等に関

わってでありますけれども、それぞれこの間、分館

における修繕等がされてきております。今後、こう

いった分館等に関わって、修繕が今後発生するもの

が結構あるのかなというふうに思います。今後の分

館等の修繕等のあり方というのはどういうふうに今

後なっていくのか、この点、それぞれお伺いいたし

ます。 

○委員長（岡本康裕君） 社会教育班主幹、答弁。 

○社会教育班主幹（吉澤大輔君） ７番米沢委員の

御質問にお答えいたします。 

 分館につきましては、各分館に補助金等を渡し、

管理のほうをしていただいているところですが、修

繕につきましては、毎年、各分館のほうから、分館

長がおりますので、修繕要望等、取りまとめた上で

修繕のほうを行ってきております。実際に補助で実

施してもらう部分、そして大きな部分につきまして

は、こちらのほうで予算措置をして、上のほうに上

げて、通れば大きな修繕もしていくということで、

今後も計画的に修繕のほうを実施していきたいとい

うふうに思っているところです。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） それぞれ予算枠もあるとは

思うのですけれども、なかなか利用されている地域

の住民会ごとで、ここまではちょっとお願いしたの

だけどというような部分も結構聞いたらあるのです

ね。そういったところなども、比較的思いきりとい

うか、やっぱり修繕に手をかけて、補正していくと

いうか、そういうことも必要なのかなというふうに

思うのですけれども、そこら辺はいかがですか。 

○委員長（岡本康裕君） 社会教育班主幹、答弁。 

○社会教育班主幹（吉澤大輔君） ７番米沢委員の

御質問にお答えいたします。 

 修繕につきましては、各分館において、それぞれ

建設年度、または手すり等、スロープ等、あるとこ

ろ、ないところ、把握しながら、順次修繕について

は進めてまいりたいというふうに思っているところ

です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） そろそろ大規模改修という

か、そういうような施設というのもありますか。 

○委員長（岡本康裕君） 社会教育班主幹、答弁。 

○社会教育班主幹（吉澤大輔君） ７番米沢委員の

御質問にお答えします。 

 かなり分館的には、江幌分館などはかなり古い年

代で、もう相当数、年数が経過しているところです

が、実は令和２年度において、江幌分館については

屋根の塗装、そして外壁の塗装を実施しておりま

す。この部分につきましても、かなり大きなものと

して、こういった部分も順次ほかの会館もあわせて

修繕のほうを進めてまいりたいというふうに思って

いるところです。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） いろいろとお金のかかるこ

とでありますけれども、計画的にということなの

で、地域の事情も聞きながら、最大限にぜひ取り組

んでいただきたいなというふうに思っているところ

です。 

 不登校問題、小中学校全般についてお伺いしたい

のですが、今年度、実際、現状で、大体何人ぐらい

いらっしゃるのかなというふうに思いますが。 

○委員長（岡本康裕君） 学校教育班主幹、答弁。 

○学校教育班主幹（安井民子君） ７番米沢委員の

御質問にお答えします。 

 今、手元に正確な数字は持っておりませんけれど

も、教育長から教えてもらいました。１８人です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） そのときどきによって変わ
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りますから、なかなか把握するというのは大変だと

いうふうに思います。国の中では、そういうアドバ

イザーなども置きながら、そういった話し合うよう

な、そういう方もいらっしゃいます。今後、上富良

野で、確かに空き教室なども利用して、自由に出入

りできるような環境があるという話は前回も伺いま

した。それで、そういう家庭的な雰囲気の教室を,

ちょっと工夫して、もっとつくってみてはどうかな

というふうに思うのですけれども、豪華にするとい

う意味ではないのですけれども、本当に子どもさん

たちがくつろいで、いつでも気軽に家庭的な雰囲気

で行けるような、そういうのも必要ではないかと。

他の先進のところへ行きましたら、見ましたら、聞

きましたら、やはりそういう工夫などもしながら、

それだけではないのですけれども、工夫しながらい

ろいろ指導員の方もいて、つながっているというよ

うな状況もあると思いますが、その点、１点、確認

いたします。 

○委員長（岡本康裕君） 学校教育班主幹、答弁。 

○学校教育班主幹（安井民子君） ７番米沢委員の

御質問にお答えします。 

 令和３年度から、上富良野中学校のほうにも通級

指導教室というのを設置する予定で、今、準備をし

ております。学校のほうでも、どこの教室を使うか

ということで検討をしておりますし、教員の配置に

ついても、今進めているところです。そこの教室に

限らず、いろいろ保健室ですとか相談室ですとか、

さらにそういう通級の教室というものをつくって、

子どもたちが心地よく安心していられるという環境

をつくっていくというのは非常に大事なことだと

思っておりますし、予算が必要な部分については、

すぐに用意するということは難しいかもしれません

けれども、そういう環境づくりというのは進めてい

きたいと思っています。 

○委員長（岡本康裕君） ４番中瀬委員。 

○４番（中瀬 実君） 今、コロナ禍の中で、学

校、子どもたちは非常に登校に対してナーバスに

なっているという点があるということと、それか

ら、たまたまテレビ等の報道によりますと、コロナ

ではないのだけれども、学校に行くとコロナになる

かもしれないみたいな、そういう精神的な面、学校

に行かれない、不登校になる場合については、不登

校扱いはしないというふうなことをちらっとテレビ

等で見たのですが、それらは事実上どうなのでしょ

うかね。 

○委員長（岡本康裕君） 学校教育班主幹、答弁。 

○学校教育班主幹（安井民子君） ４番中瀬委員の

御質問にお答えします。 

 コロナというか、今、熱があったり風邪症状のと

きには、お子さんは当然休んでいただく、それにつ

いては欠席扱いではなくて、出席停止という扱いを

しております。コロナに対する不安があって学校に

行けないというお子さんについても、出席停止とい

う取り扱いをしております。昨年の春の時期には数

名、何日間かそういう不安があって登校を控えると

いうケースも当初ありましたけれども、今はそうい

うケースはございません。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますか。 

 ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） ２０５ページの西小学校の

ボイラー更新という形になっております。今後、西

小学校は、実施計画を見ますと、講堂も今後整備し

なければならないということで、設計と、講堂整備

という形になっておりますが、ほぼこれが済めば,

西小学校に至っては、当面の間、大きな改修等とい

うのはないという形でしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 学校教育班主幹、答弁。 

○学校教育班主幹（安井民子君） ７番米沢委員の

御質問にお答えします。 

 ボイラー更新については校舎のほうの設計になり

ます。令和４年度に工事という予定をしておりま

す。この後、西小学校については、建築から２０年

以上たっておりますので、屋上防水ですとか、その

ような維持管理というのは発生してくるかなという

ふうに考えております。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） この財源構成を見ますと、

国、道のお金をほぼ充当する形になっているのかな

というふうに思いますが、これは防衛関係になるの

か、ちょっと確認いたします。 

○委員長（岡本康裕君） 学校教育班主幹、答弁。 

○学校教育班主幹（安井民子君） ７番米沢委員の

御質問にお答えします。 

 委員御質問のとおり、防衛の関係の事業になりま

すので、そちらの補助金を活用しております。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） ２１３ページの苦労された

放課後のスクール等、学童が多くの方に利用されて

おります。それで、比較的補助員の方、指導員の

方、確保するのが困難な状況にあると聞いておりま

すが、今年度は実施に当たってそういった人員の確

保等というのはどういう状況なのか、お伺いいたし

ます。 

○委員長（岡本康裕君） 社会教育班主査、答弁。 

○社会教育班主査（北川良子君） ７番米沢委員の

御質問にお答えいたします。 

 何名かの入れかわりがありまして、昨年も９月に

１名退職しております。その補充が、今年度、１人
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賄えているのですが、この３月で１名退職予定に

なっておりまして、現在募集しておりますが、なか

なかかわりが見つからない状況にあります。町内の

広報防災無線であったり、まちのホームページ、先

週なのですが、北海道新聞のほうから取材がありま

して、１２月ごろに富良野市で学童の、こちらは放

課後子ども教室の指導員を募集という記事を載せて

いるのを見ましたので、早速その依頼を先週して、

載せていただいたところでもあって、ここら辺、広

く募集しておりますが、なかなかやはり応募者がい

ない現状にあります。できれば、もし皆様のお知り

合いの方でおられましたらお声をかけていただけれ

ば大変助かります。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） ２２５ページのスキーリフ

トの関係なのですけれども、近年は、去年からコロ

ナという形で、なかなか利用者も少なくなってきて

おります。結構子どもに利用料、子ども、中学校ま

で無料にしてはどうかなというふうに思うのです

ね。子どもたちだけ、せめて中学生までできないと

すれば、結構他の地域では、そういう生徒の利用料

を軽減したり、無料化にしたりするような状況もあ

りますが、ちょっとその点について、現在の収入

額、どんなになっているか、あわせてお伺いしま

す。 

○委員長（岡本康裕君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（林 敬永君） ７番米沢委員の御

質問にお答えさせていただきたいと思います。 

 スキー場につきましては、コロナ禍の中でも、密

を避けるとか、そういうことがございますので、利

用については、今年度については例年どおりの利用

状況かなというふうに思ってございます。 

 また、今御指摘のありました、子どもたち、児童

生徒の利用料の関係については、他の自治体さんの

取り扱い等も確認させていただきながら、考えさせ

ていただきたいなというふうに思ってございます。 

 今年度の利用料につきまして、ちょっと手持ち、

資料を持ってきていないので、後ほど御報告させて

いただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますか。 

 ２番北條委員。 

○２番（北條隆男君） ２０９ページの中学校のタ

イヤショベル借り上げなのですけれども、これ、１

年中なのですか。 

○委員長（岡本康裕君） 学校教育班主幹、答弁。 

○学校教育班主幹（安井民子君） ２番北條委員の

御質問にお答えします。 

 タイヤショベルの借り上げについては、除雪用と

いうことで、冬期間の１２月から３月の４か月を予

定しております。 

○委員長（岡本康裕君） ２番北條委員。 

○２番（北條隆男君） そうしたら、これからずっ

と使うという、毎年借りるという考えでいいのです

か。 

○委員長（岡本康裕君） 学校教育班主幹、答弁。 

○学校教育班主幹（安井民子君） ２番北條委員の

御質問にお答えします。 

 継続して借りて使用したいというふうに考えてお

ります。 

○２番（北條隆男君） 分かりました。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますか。 

 なければ、歳出、９款教育費の質疑を終了いたし

ます。 

 ここで、説明員が交代しますので、少々お待ちく

ださい。 

（説明員交代） 

 ２３０ページの１０款公債費から２４２ページの

地方債に関する調書までの質疑を行います。ござい

ませんか。 

 ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） ここのお伺いしたいのは、

職員給与費のところでお伺いしたいのですが、前年

度から比べてマイナスになっております、退職者の

方もいれば、補充されなかった方、また、そういう

状況なのかなというふうに思いますが、この要因と

いうのはどういう状況になっておりますか。 

○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（宮下正美君） ７番米沢委員からあり

ました給与費の減額要因という部分の御質問かなと

いうふうに思っています。基本、採用計画に基づき

まして職員の定年退職に伴います新規採用等の部分

も始めてございます。あと、定年退職者のいわゆる

再任用の部分がありまして、今年の春は新規の再任

用者というのはいませんけれども、これまでにいる

方の継続の部分等もございます。また、給与につき

ましては、退職に伴って新卒となると、その分のお

給料も下がってきますし、通常いる職員の定収の部

分ということで、それぞれ計算させていただいて、

基本は高齢者から新しい方に変わることによって、

結果としてお給料額は下がっているものというふう

に考えております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） 近年、これを見ましたら、

前年度から見ても２人ぐらい少ないという状況に

あって、２名ぐらいですね。なかなか採用は確かに



― 88 ―

しておりますが、しかし、この間の、今回、今審議

してきたいろいろな映画づくりにしても、いろいろ

な独自の事業展開がされるという状況の中で、非常

にやはり職員の、すごくそれぞれ力を持っています

ので、それは大変評価しております。そういうこと

も含めて、やはり限界に来ている部分があるのかな

というふうに思います。ますます住民のいろいろな

要求も多岐にわたってきておりますので、そういう

意味でも、前回、お示ししましたけれども、同類の

自治体から見ても、ちょっと採用職員数が少ないと

いうふうに思っております。財政規模やいろいろに

よって多少ばらつきはあるにしても、比較的少ない

なというふうに思うのですが、今後、職員の定数と

いうのは、大体このぐらいで推移するという状況で

しょうか。当然、退職すれば補充しなければなりま

せんけれども、大体どのぐらいが理想なのかという

ことはなかなか言えないと思いますけれども、今後

のあり方についてお伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（宮下正美君） ７番米沢委員からあり

ました職員定数管理の将来的な見込みというところ

の部分でございます。今、職員定数につきまして

は、定数条例で上限を定めているということと、職

員の適正化計画というのも持ちながらやっていると

ころでございます。この直近の部分でいきますと、

基本は定年退職の分を採用するというのを基本には

しています。ただ、今、現行の中では、再任用制度

というのもございますので、そちらの部分、あと、

多分これから出てくると思いますが、いわゆる定年

延長という部分も、これから国のほうでまた審議が

進むと思いますが、それが進みますと、多分、地方

のほうでもその制度についてというところで考えて

ございますので、ここ、近いうちに、今の職員数が

大きく下がるということでは想定はしていません。 

 ただ、長期的に見たときの私どもの今の考え方と

いうのは、いわゆるちょっと言い方があれですけれ

ども、長い目で見ると、いわゆる人口減少が進んで

きた中で、今のまちの、今、予算審議をしていただ

いているものもどんどんどんどん少なくならざるを

得ないというのが方向性ですので、右肩上がりでは

なくて右肩下がりでやっていかなければならないと

いうことで、その中で、正規職員を採用すると、い

わゆる１８、あるいは２２で採用しますと、４０年

間お勤めをしていただくような形になると、なかな

かすぐこういうことの業務があるので職員を採用す

るという部分については難しい問題があるのかなと

いうふうに思っておりますので、基本は、今の職員

数を使いながら、様々な要求の中に対応できるよう

に、業務の見直しを含めてやっていかなければなら

ないのかなというふうに思っておりますし、いわゆ

る今やっている仕事のやり方もそうですし、手作業

をあるいは機械化する、あるいは今、直営でやって

いるものをまた外に外部委託等を検討するというも

のを組み合わせてやっていかなければならないのか

なというふうに思っているところでございます。な

ので、先ほど言いました、今、直近でいろいろ新し

い事業をやらなければならないという部分につきま

しては、正職員をそこにそれ専用で、専門職等で必

ず必要なものについてはこれまでも適宜対応してお

りますし、これからも適宜対応していきますが、総

数としては増やすということではなくて、将来的に

は少しずつコンパクト化を図っていくというような

流れで確認しているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。 

 ほか、ございますでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） なければ、歳出、１０款

公債費から地方債に関する調書までの質疑を終了い

たします。 

 これをもって、議案第１号令和３年度上富良野町

一般会計予算の質疑を終了します。（発言する者あ

り） 

○委員長（岡本康裕君） すみません。少しお時間

をいただいて、先ほどのスキーリフトの件の説明を

お願いいたします。 

 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（林 敬永君） ７番米沢委員の先

ほどの御質問、即答できなくて申し訳ございませ

ん。 

 スキー場の利用人員ですけれども、まず、オープ

ンが去年の１２月２６日から２月末現在ということ

で利用者数６万８２名、収入が１２９万４,０００

円という程度でございます。昨年が雪が少なくて

オープンが１月の１７日、冬休み明けというとで、

３月８日で５万７９９人ということで、収入も８３

万円という状況で御理解をいただきたいと思いま

す。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） 以上で、本日の日程は全

部終了しました。 

 本日は、これにて散会します。 

午後 １時５０分 散会  
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     令和３年３月１２日 

 

 

予算特別委員長    岡 本 康 裕 
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令和３年上富良野町議会予算特別委員会会議録（第３号） 

 

令和３年３月１５日（月曜日） 午前９時００分開会  

─────────────────────────────────────────────── 

○委員会付託案件 

議案第 ２号 令和３年度上富良野町国民健康保険特別会計予算 

議案第 ３号 令和３年度上富良野町後期高齢者医療特別会計予算 

議案第 ４号 令和３年度上富良野町介護保険特別会計予算 

議案第 ５号 令和３年度上富良野町ラベンダーハイツ事業特別会計予算 

議案第 ６号 令和３年度上富良野町簡易水道事業特別会計予算 

議案第 ７号 令和３年度上富良野町公共下水道事業特別会計予算 

議案第 ８号 令和３年度上富良野町水道事業会計予算 

議案第 ９号 令和３年度上富良野町病院事業会計予算 

─────────────────────────────────────────────── 

○出席委員（１３名） 

   委 員 長       岡 本 康 裕 君   副 委 員 長       中 瀬   実 君 

   委 員       元 井 晴 奈 君   委 員       北 條 隆 男 君 

   委 員       髙 松 克 年 君   委 員       金 子 益 三 君 

   委 員       中 澤 良 隆 君   委 員       米 沢 義 英 君 

   委 員       荒 生 博 一 君   委 員       佐 藤 大 輔 君 

   委 員       今 村 辰 義 君   委 員       小 林 啓 太 君 

   委 員       小田島 久 尚 君    

   （議長 村上和子君 （オブザーバー）     ） 

─────────────────────────────────────────────── 

○欠席委員（０名） 

─────────────────────────────────────────────── 

○地方自治法第１２１条による説明員の職氏名 

 町 長  斉 藤   繁 君     副 町 長         石 田 昭 彦 君 

 教 育 長         服 部 久 和 君     会 計 管 理 者         及 川 光 一 君 

 総 務 課 長         宮 下 正 美 君     企画商工観光課長         佐 藤 雅 喜 君 

 町民生活課長         星 野 耕 司 君     保健福祉課長         鈴 木 真 弓 君 

 農業振興課長         大 谷 隆 樹 君     建設水道課長         狩 野 寿 志 君 

 農業委員会事務局長  大 谷 隆 樹 君     教育振興課長         林   敬 永 君 

 ラベンダーハイツ所長         谷 口 裕 二 君     町立病院事務長  北 川 徳 幸 君 

 関係する主幹・担当職員 

─────────────────────────────────────────────── 

○議会事務局出席職員 

 局 長         深 山   悟 君     次 長         飯 村 明 史 君 

 主 事         真 鍋 莉 奈 君 
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午前 ９時００分 開議  

（出席委員 １３名） 

─────────────────── 

○委員長（岡本康裕君） 御出席まことに御苦労に

存じます。 

 ただいまの出席委員は１３名であり、定足数に達

しております。 

 これより、令和３年上富良野町議会予算特別委員

会第３日目を開会いたします。 

 直ちに、本日の会議を開きます。 

 本日の審査日程について、事務局長から説明させ

ます。 

 事務局長。 

○事務局長（深山 悟君） 本日の審査日程につき

ましては、さきにお配りしました日程で進めていた

だきますようお願い申し上げます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） これより、議案第２号令

和３年度上富良野町国民健康保険特別会計予算を議

題といたします。 

 提案者より、補足説明があれば発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） なければ、これより、歳

入歳出を一括して、７ページから９ページ及び２４

４ページから２８５ページまでの予算全般の質疑に

入ります。 

 ４番中瀬委員。 

○４番（中瀬 実君） ２６１ページの負担金補助

及び交付金のところの部分で教えていただきたい部

分があります。生命の貯蓄体操負担で６,０００円

と出ています。これの中身はどんな中身なのでしょ

うか、教えていただければ。 

○委員長（岡本康裕君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（星野耕司君） ４番中瀬委員の御

質問にお答えします。 

 命の貯蓄体操負担というのは、年に１回、社教セ

ンターを会場としまして、体操を行って、旭川のほ

うから講師を呼んで体操を行っているのですが、そ

れの上部の組織の負担金ということで６,０００円

を協会のほうに支払っているものとなっておりま

す。 

 以上であります。 

○委員長（岡本康裕君） ４番中瀬委員。 

○４番（中瀬 実君） それは６,０００円を払う

ことによって何かそういうところから情報が入って

くるとか、何かそういったことなのでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（星野耕司君） ４番中瀬委員の御

質問にお答えします。 

 委員おっしゃったとおり、こちらの負担をするこ

とで全国の組織のほうに加入となりまして、そちら

のほうから講師の派遣の調整などをしていただくよ

うな形となっております。あと、命の貯蓄体操の関

係の情報も提供されることとなっております。 

 以上であります。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますか。 

 ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） ２６７ページの保険給付費

に携わるところで、今年度、高額療養費並びに療養

給付費が前年より増えているのですけれども、

ちょっと教えていただきたいのですけれども、特に

高額療養費というのは前年度の分のやつで、前年度

の半期後期分で計算されてくるやつでしたっけ。

ちょっと教えてください。 

○委員長（岡本康裕君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（星野耕司君） ５番金子委員の御

質問にお答えします。 

 今年の保健給付金につきましては、例年は過去３

年の実績に基づいてまちが独自に算定しておりまし

たが、北海道のほうから、財政のほうが北海道のほ

うで一元化に今なっていますので、北海道で算定し

た数字を使うようにということで御指示がありまし

て、その関係で、去年よりも５,１００万円程度増

額になっているというのは、これは北海道で算定し

た数字となっておりますので、そういうことで、高

額療養費につきましては北海道で算定した数字を計

上させていただいております。 

 以上であります。 

○委員長（岡本康裕君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 分かりました。ということ

は、ある程度、一定のレセプトでというよりも、上

から来ているということで理解してよろしいです

ね。 

○委員長（岡本康裕君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（星野耕司君） ５番金子委員の御

質問にお答えします。 

 委員おっしゃるとおり、財政運営が北海道のほう

に移っていますので、北海道が医療費を算定しまし

て、全道的に、それを割り振って、上富良野町につ

きましてはこういうふうな保険給付になりますので

ということで数字が示されております。それを計上

していることとなっています。 

 以上であります。 

○委員長（岡本康裕君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） ありがとうございます。分

かりました。 

 ちょっと違う質問になります。２７３ページの委

託費でございますが、若年者健康診査ということで
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上がっています。これ、たしか昨年、若年と高齢者

という括りだったと思うのですけれども、今年度、

高齢者を外したのは何か理由があるのですか。 

○委員長（岡本康裕君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（星野耕司君） ５番金子委員の御

質問にお答えします。 

 今年につきましては、後期高齢者広域連合のほう

から、今まで国保のここの会計に高齢者の分を計上

して一緒に行っていたのですけれども、その経理の

仕方がちょっとよろしくないということで、国保の

ほうの会計から除きまして、後期高齢者の会計のほ

うに委託料は移している関係で、こっちのほうは減

額となっております。 

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。 

 ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） ２５１ページの特別交付

金、保険交付金等についてお伺いいたします。 

 この中に、恐らく特別の保険者努力の交付金等が

入っているかというふうに思いますが、若干、去年

から見て減額要素があるかなというふうに思います

が、どういうような内容になっているのか、お伺い

いたします。 

○委員長（岡本康裕君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（星野耕司君） ７番米沢委員の御

質問にお答えします。 

 こちらにつきましては、保険給付費等交付金、特

別交付金につきましては、保険者努力支援というこ

とで、国の予算のほうでは、都道府県と市町村が５

００億円ずつということで、合計１,０００億円が

配分されまして、そのほかに、令和３年度につきま

しては、事業費分と事業費連動分ということで５５

０万円追加されまして、合計で国のほうの予算、保

険者努力支援交付金ということで１,５５０億円に

なっております。こちらの金額に基づきまして、ま

ちにおきましては、保険者努力支援制度につきまし

ては、国のほうからは６２５万６,０００円という

ことで、前年よりも４万４,０００円減額となって

おります。こちらの制度につきましては、特定健診

の受診率や特定保健指導の指導実施率、あと、メタ

ボ該当者の減少率、がん検診の受診率、歯周病検診

の受診率、糖尿病の重症化予防や後発医薬品の取り

組み、収納率の向上など、１２項目、１８の手法を

点数化いたしまして、令和３年度につきましては昨

年より合計点数が５点上がりまして、１,０００点

が満点ということで、評価されまして、うちのまち

については７３４点ということで、全道平均につき

ましては５７５点となっておりまして、順位につい

ては全道の２８番目ということで、全国では１７９

番目となっております。この点数に基づき、算定さ

れたものが６２５万６,０００円ということで交付

金が交付されます。 

 また、北海道からにつきましては、１,３２３万

１,０００円ということで、昨年よりも北海道のほ

うからは２１３万１,０００円の減額となっており

ます。内訳につきましては、レセプト点検というこ

とで１３８万円、収納率の確保向上ということで２

１０万９,０００円、特定健診の受診率ということ

で６７０万５,０００円、個別指導の評価というこ

とで５６万円、あと、医療費水準が全道平均よりも

低い水準であるということから８７３万３,０００

円が交付になっておりまして、合わせて１,３２３

万１,０００円になっております。国と道の合計に

つきましては１,９４８万７,０００円が交付されて

おります。 

 以上であります。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） この中には、要素として、

ポイント付与等が導入されているかというふうに思

いますが、恐らくそれをまちで導入した場合、され

ておりませんけれども、幾らか率というのは上がる

のかなと思うのですけれども、貪欲に、もしもそう

いう制度があれば、そういう制度を利用して、少し

でも収入を増やす努力、受診率の向上とあわせて、

必要があるかというふうに思いますが、その点はど

うでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（星野耕司君） ７番米沢委員の御

質問にお答えします。 

 まちのほうでは、個人インセンティブというもの

なのですけれども、そちらの点数につきまして、

ちょっと取り組みをしていないので、とれていない

ような状況ですが、その点数につきましては、９０

点ということでなっておりますが、実際、金額に換

算すると７０万円程度となります。その７０万円を

もらうためには、いろいろなポイントの管理だと

か、システムを入れないとポイントが管理できない

のと、商工会と連動しながらそういう事業に取り組

まなければならないものと、事務経費がかなりかか

るので、７０万円をもらうよりもかけるコストのほ

うがすごくかかるので、うちのまちは取り組んでい

ないという状況であります。 

 以上であります。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） 非常に分かりやすかったの

ですけれども、ただ、まちのほうとしてはそうなの

ですけれども、利用する、健診を受ける側とした

ら、そういうものを機に、そう極端にぐっと引き上

がるものではないと思いますけれども、ちょっと喜
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びを感じられるような、そういうものも要因として

は必要ではないかなというふうに思いますが、今

後、そういうものは考えられないでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 健康推進班主幹、答弁。 

○健康推進班主幹（星野 章君） ７番米沢委員の

御質問にお答えします。 

 うちのまちは健康宣言もしていますように、自ら

の健康は自ら守るということを基本にしておりま

す。一番私たちが大事にしてきたというところは、

もちろん健診を、自分の健康に向き合っていない方

もいますので、まず健診を受けるというスタートラ

インに立っていただく。そして健診を受けていただ

いた後、健診を受けてよかったなと思えるような、

健診結果を通してきちっと自分の体を理解する、イ

メージしていただく、そして経年表からデータの変

化から自分自身が何とかしなければと思えるよう

に、保健指導に努めてきたつもりであります。何か

もらえるとか、何かポイントがあるから、それで受

診する人が増えるか、結果を改善する人が増えるか

といったら、効果的にはどうなのかなというふうに

は私は思っております。まだまだ私たちの力不足

で、分かるのだけれども、なかなか実践に取り組め

ない人、実践はしてもなかなか継続が難しい方とい

う方も多くはいます。しっかりとこれからも住民の

方が自分の体の状態に向き合っていけるように努め

ていきたいなというふうに考えております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） まことにそのとおりだと思

います。私もこの特定検査、健康診断を受けまし

て、看護師さん、保健師さんの話を聞いて、やっぱ

り、ああそうだなと思うのは納得できますし、また

次からも努力しようかなというふうに思っておりま

す。 

 僕が言いたいのは、確かにポイントだけでは問題

解決するものでは、基本はやっぱり納得があえてで

きるかどうかということだというふうに思います。 

 それで、２７３ページの特定健診の審査で、恐ら

く国保加入者の対象になっていると思うのですが、

今年度は昨年度の反省、評価の上に立って、特に、

恐らく従来の地道にというか確実に進めるというこ

とが基本なのかなというふうに思いますが、その上

に立って、評価した上に立って、今回、改めて何か

特別なものを取り入れるだとか、そういうのはある

のでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 健康推進班主幹、答弁。 

○健康推進班主幹（星野 章君） ７番米沢委員の

御質問にお答えします。 

 ちょっと今、遅れてはいるのですが、データヘル

ス計画の今中間評価をしております。その中から

は、やはりかなりメタボのほうは改善してきている

のですが、まだまだ５０歳代のメタボが多いことで

すとか、肥満者、３０から４０歳ぐらいの男性の肥

満が多いですとか、コレステロール、ＬＤＬの悪玉

コレステロールの高い方がまだまだ多いというよう

な状況も見えてきております。いま一度対象者を

しっかりと明確にした上で、先ほども言いましたけ

れども、改善につながるような保健指導を実施して

いきたいなというふうに思っております。新しいこ

とというのは特にはございません。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） その上に立って、２次健康

診査という形で予算も計上されております。いわゆ

る特定健診で、ちょっといろいろ課題があるなとい

う方を拾い出しながらやっている診査なのかなと、

間違っていたらすみませんが、これ、効果的にやは

り行って、やはり改善に結びついただとか、そう単

純な話ではありませんけれども、今回、大体そう

いった方向というのは、この予算の中で何人ぐらい

対象という形で計上されているのか、確認したいと

思います。 

○委員長（岡本康裕君） 健康推進班主幹、答弁。 

○健康推進班主幹（星野 章君） ７番米沢委員の

御質問にお答えします。 

 ２次健診についてなのですけれども、先ほど言い

ましたメタボの方ですとか、糖尿病糖代謝の中で、

まだまだ治療段階ではないのですけれども、ちょっ

と血糖値が上がってきている方ですとか、１６０以

上の高血圧が持続している方ですとか、先ほど言い

ました悪玉コレステロールがずっと高い方、やっぱ

りいま一度、今頑張ってほしい、本当に今何とかし

なければいけない、そういう方たちにこの２次健診

というのを受けていただいて、動機づけにしようと

いうものになります。 

 実際にどのような内容を行っているかといいます

と、頸部動脈エコーといいまして、心臓から脳につ

ながっている血管がここに、頸動脈がずっとつな

がっている血管があるのですけれども、そこの頸動

脈のところをエコーすることで、動脈硬化、肥厚ぐ

あいですとか、プラークといいまして、コレステ

ロールのたまりぐあいというのが分かる、実際にど

のぐらいの状態かという結果が分かる検査ですと

か、７５グラム糖付加検査、実際に７５グラムの糖

を付加させて、それで血糖の上がりがどのぐらい

か、そのときにインスリンの分泌がどのぐらいかと

いうのを見る検査ですとか、血圧脈波検査といいま

して、両手首、両足の血圧をはかるということで、
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動脈のかたさですとか狭さを見るものです。これを

ある程度やっぱりどうにか改善を今しなければなら

ないという方ですので、結果はやはりいろいろな、

本当に自分の血管の状態が分かるというような状態

で見えますので、動機づけにはつながっているかな

というふうに思っております。 

 人数のほうは、大体２０人分ぐらいの予算をとっ

ております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。 

 ほか、ございますか。 

 なければ、議案第２号令和３年度上富良野町国民

健康保険特別会計予算の審議を終了します。 

 次に、議案第３号令和３年度上富良野町後期高齢

者医療特別会計予算を議題といたします。 

 提案者より、補足説明があれば発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） なければ、これより、歳

入歳出を一括して、１０ページから１１ページ及び

２８８ページから３０８ページまでの予算全般の質

疑に入ります。ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） なければ、議案第３号令

和３年度上富良野町後期高齢者医療特別会計予算の

質疑を終了いたします。 

 ここで、説明員が交代しますので、少々お待ちく

ださい。 

（説明員交代） 

○委員長（岡本康裕君） 次に、議案第４号令和３

年度上富良野町介護保険特別会計予算を議題としま

す。 

 提案者より、補足説明があれば発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） なければ、これより、歳

入歳出を一括して、１２ページから１４ページ及び

３１０ページから３５２ページまでの予算全般の質

疑に入ります。 

 ８番荒生委員。 

○８番（荒生博一君） ３３５ページ、介護サービ

ス等給付費の施設サービス費負担に関してですが、

本年６月から町立病院の中にある介護医療院が４床

増床となりますが、この施設サービス費負担の中で

の影響額というのはどれぐらいになるのか。 

○委員長（岡本康裕君） 高齢者支援班主幹、答

弁。 

○高齢者支援班主幹（三好正浩君） ８番荒生委員

の介護給付費の介護医療にかかる影響額についての

御質問にお答えします。 

 介護医療院は大体一月４０万円弱の金額が給付費

としてかかります。その金額が４床ですので、大体

それが一月について４×４、１６の１６０万円掛け

る１２か月分が大体介護医療院の影響額となってご

ざいます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますか。 

 ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） 関連でお伺いいたします。

非常にこの介護施設等の施設サービスということ

で、非常に重要視されております。これから高齢化

の中で、また増える状況があります。そういう状況

の中で、いかに地域と連携、あるいは包括と連携し

ながら、家庭的に生活、いわゆる快適に生活できる

かどうかということが今問われているというふうに

思います。 

 まず最初にお伺いしたいのは、施設利用料の現状

についてお伺いいたします。例えばグループホーム

等、特別養護老人ホーム等で介護度３で所得階層が

３ぐらいとした場合に、利用料というのはどういう

現状になっているかお伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 暫時休憩といたします。 

─────────────── 

午前 ９時２５分 休憩 

午前 ９時２６分 再開 

─────────────── 

○委員長（岡本康裕君） 暫時休憩を解きます。 

 高齢者支援班主幹、答弁。 

○高齢者支援班主幹（三好正浩君） ７番米沢委員

の施設の利用料の関係の御質問ですが、利用者の負

担金については、施設利用の方についてはほとんど

限度額となっていますので、介護度というよりも、

ほとんどの方はそれぞれの所得にあった限度額の金

額が負担の金額になっておりますので、それ以上か

からないというふうな利用料となってございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） かかりませんけれども、補

足給付等がかかってくるかというふうに思いますけ

れども、給食費だとか、そういった負担になりま

す。それも所得に応じて一定程度減額要素はありま

す。しかし、そういった部分の負担も含めて、非常

に利用者から、何とかこの部分の負担軽減できない

のかという声が非常に歩いていて寄せられていま

す。確かにこれは地方自治体のできる限界を超えて

いる部分もありますが、こういった部分の、やはり

まち独自でも、やはりそういう人たちを支えるため

にも、負担軽減策をさらに対応するような内容をつ

くる必要があるのではないかなというふうに思いま

すが、その現状等についてはどのようにお考えです
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か。 

○委員長（岡本康裕君） 高齢者支援班主幹、答

弁。 

○高齢者支援班主幹（三好正浩君） ７番米沢委員

の御質問にお答えします。 

 先ほど答えたことについては、給付費に対しての

利用者負担金でございます。そのほか、食費だとか

部屋代というのは別でかかってくることになってい

ますが、そこにつきましては、特定入所者介護サー

ビス費の中で、サービス費負担という予算項目が設

けてあります。この中で、低所得者に対しては、所

得や部屋代についての軽減策があるというところで

す。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） 確かにグループホーム全体

を見ますと、入所者の方に聞きましたら、その所得

だとかによっても違いますから、１５万円ぐらいか

かるというのですね。利用料だとか部屋代、ガス代

だとか、細かく言えばですね。そのほかに食事代が

約４万２,０００円ぐらいかかるところもありま

す。そういった部分で、確かに介護保険料ですか

ら、基本料金の１割は、これはどこも同じです。し

かし、特養にしても給食だとか負担軽減があります

けれども、そういった部分が、やはり負担が利用者

にとって重くなってきているという現状がうかがえ

るわけです。そういう現状を何とか変えてほしいと

いうのが、利用者や家族の願いなのですね。こう

いった部分の対策をしっかり行うことが、今、急務

になってきているというふうに思うのですが、その

点、町長にお伺いいたしますが、どういう認識をお

持ちなのか、まずお伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。 

○副町長（石田昭彦君） ７番米沢委員の御質問に

お答えいたします。 

 介護関係の各種いろいろなサービスについては、

今、委員のほうからの質問の中でもありましたよう

に、利用に当たっての給付に当たっては、１割の御

負担を御本人からいただくという形になっていると

ころであります。当然、所得に応じて、介護保険料

を払うとき、それからサービスを受けるとき、それ

ぞれ減免の仕組みがございますので、そういう形

で、一定程度、所得の低い方については、そういう

サービスの利用に当たっての軽減策が一定程度とれ

ているのだろうというふうに理解しておりますけれ

ども、今、委員からありましたように、例えば食事

等については、当然、どこにいても食事は必要に

なってまいりますので、一定程度の御負担というも

のは所得に限らず、そういう負担というのは個人負

担になることは、一定程度の、皆さん、利用に当

たって理解いただいている範疇かなというふうに

思っております。まちにおいて、今現在、特にその

利用に当たって軽減策の必要性というものについ

て、そういった声を伺っている状況にございません

ので、今現在では、まちの独自のそういう支援策に

ついて、検討に当たっている状況にはないというこ

とで御理解いただければと思います。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） 確かに検討されていないの

かもしれませんけれども、今後、やはりこういった

部分の、給食費の導入に至った経過というのは、部

屋代もそうなのですが、居住費も実費負担ですよ

と。普通、あなた方は、部屋を借りる、食事食べる

といったら自分で負担しているでしょうと、これが

国の論理だったのですね。そういう中で、社会保障

という概念をはねのけてしまって、こういった施設

利用だとか、そういったところに対して実費負担を

求める。さらに収入によって２割から３割負担にな

るだとか、施設利用料がですね、そんなふうになっ

ているわけなのですね。そういうことを考えたとき

に、本来、やっぱり原点に立ち返りながら、やはり

介護のあり方はどうなのかということを考え、ま

た、利用者の経済的な事情も考えた、考慮した場合

に、やっぱりこういう部分の負担軽減策等も一定、

する必要があるというふうに思うのですが、この

点、今後一切検討にならないという感じなのです

か。 

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。 

○副町長（石田昭彦君） ７番米沢委員の御質問に

お答えいたしますが、今、米沢委員が御質問の趣旨

にあられるような仕組みとして、低所得者の利用に

当たっての軽減策というものが国、北海道において

も制度化されておりまして、まちにおいてもそれら

を実施しているという状況だというふうに理解して

おります。それぞれの自治体、自治体でそういう軽

減策をとれるだけの財政的な措置が、こういうもの

はもうちょっと社会全体の仕組みとして、そういう

必要性についてはもっと大きな視点で議論が必要な

のかなと。個別の自治体でなかなか対応できるよう

なものではないのではないのかなというふうに理解

をしているところであります。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますか。 

 ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） お伺いいたします。介護支

援計画に基づいて、各居宅施設サービス、地域密着

グループホーム等、あと、高齢者施設等がありま

す。こういったところに対する指導等というのは年

何回、規定に基づいて実施されているのか、お伺い
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いたします。 

○委員長（岡本康裕君） 高齢者支援班主幹、答

弁。 

○高齢者支援班主幹（三好正浩君） ７番米沢委員

御質問にお答えします。 

 各施設だとか、そういったところの監査について

ですが、まちの地域密着型サービスの施設について

は、まちが検査の権限を持ってございます。その中

で、町内で言いますと、グループホーム、小規模多

機能型の施設、あとは軽費老人ホーム、あと、居宅

の事業所というふうになってございます。制度とし

ては、６年に一度とかということで検査の義務があ

りますが、上富良野町においては、施設については

２年に一度は行うようなことで計画をしているとこ

ろです。居宅事業所については３年に一度というこ

とで今のところ計画をしているところでございま

す。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（鈴木真弓君） ７番米沢委員の御

質問の中で、ただいま高齢者支援班の主幹が説明し

たのは指導監査、国、道における基準に基づく監査

でございますが、先ほど委員のほうから御質問のあ

りました介護保険に関わる計画の策定に対する点検

業務については年一度、各事業所に御案内しまし

て、これはまちのほうの介護保険の経費の中で事業

を実施することで、北海道社会福祉会に委託をしま

して、関係者を集めまして、２日間にわたりケアマ

ネジメントの研修を実施して、点検をさせていただ

いているところでございます。これは上富良野町独

自でございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） 監査とあわせて資質向上も

含めて、そういった指導というか、なされなければ

ならないというふうになっております。その点、引

き続き今年度においても、とかく今、話題になって

いる高齢者のサービスつきの住宅等も含めて、いろ

いろとサービスがどうなっているのかという課題も

投げられておりますので、ぜひ利用者や家族の方が

安心して入所できるような、利用できるような、そ

ういった体制がどうしても必要だというふうに思い

ますので、ぜひそういう立場から指導監査をぜひお

願いしておきたいというふうに思っております。 

 次にお伺いしたいのですが、全般でホームヘル

パーの派遣の問題についてお伺いいたします。昨年

度から、おととしからだったのかな、訪問回数が超

えた場合等については、ある程度規定があって、そ

れを指導するという形になっているかというふうに

思いますが、実際、上富良野、恐らくそういうこと

はない、規定に基づいて範囲内だというふうに思う

のですが、実際、そういう指導というのは、超えた

場合というのはあり得るのですか。 

○委員長（岡本康裕君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（鈴木真弓君） ７番米沢委員の御

質問にお答えします。 

 上富良野町において、国の施行令でも一部改正し

ながら、在宅における計画において、訪問介護の

み、回数について大幅な回数の計画にあるような場

合については、特定化した業務に特化しているので

はないかという疑義があることから、国のほうでは

そのような基準を設けているということはまちでも

十分確認はしておりますが、上富良野町において

は、先ほど申し上げました各事業所の実地指導監査

並びにケアマネジメントの研修も経まして、ケアプ

ランの点検については提出をいただいた中では、上

富良野町としてはそのような実態は今のところござ

いません。 

 また、今後においても、そのような計画が必要な

場合については、まちの特別給付も御用意させてい

ただいておりますので、そちらと連携して、まちと

してはきちっと判断はしたいと思っております。た

だ、事業者がケアプランの中でそのような回数で超

えることはないように、これからも引き続き指導、

監査については努めていきたいと考えております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） 必要ならば回数が超えても

いいのだと思うのです。ただ、国は、それをすると

被用者負担がかかるという形の中で制限しているの

ですね。この介護保険でも努力者支援金という形の

中で、そういったものがセットとして入っていて、

私が危惧するのは、本当に必要なのに受けられない

ということがあってはならないと。だから、介護者

努力支援金というのは、そういった二面性を持っ

た、非常に危険な内容も持っている側面があるのだ

というふうに思います。私たちそれぞれの自治体

は、地域の実情に応じて介護保険計画を立てなが

ら、何とかこの人たちに自立、あるいは快適な生活

を送ってもらおうという形の支援計画を立てるわけ

なのです。ところが、国はそういった部分の、そう

いった形の中で制限を加えてくるという、やっぱり

部分があるわけですから、こういったところはきっ

ちりと、だめなものはだめだという形の中で支援し

なければならないのだというふうに思いますが、こ

の点はどのようにお考えですか。 

○委員長（岡本康裕君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（鈴木真弓君） ７番米沢委員の、
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訪問介護に特化した国が示している使用回数に関わ

る点検、制限というよりも、国からの指導として

は、各保険者に対して、そのように訪問介護のみに

特化したサービスになっていないのかどうなのか、

そこに対する点検に対する質問にお答えいたしま

す。 

 まちとしましては、やはりケアマネジメントする

介護支援専門員の皆様は、やはりその方の体の状

態、心身の状態、あと、介護者のやはりいる、いな

いによって、その方たちのサービスニーズもござい

ますので、訪問介護のみでサービスが全てその方た

ちのケアを補充していくというのは大変困難な事例

ではないかというふうにまちでは押さえています。

やはり介護者の負担軽減を図るのであれば、ある程

度通所介護を使う、ショートステイもどこかの時点

では検討していただく、あと、訪問介護も、病状に

よっては訪問看護も必要な方もございますし、様々

なまちにありますサービス事業を、やはり介護支援

専門員の皆さんには、やはりそこをトータルに事業

を御本人並びに家族、親族の方に御説明しながら、

サービスの内容を検討していただくことが必要では

ないかと思います。今のところ、訪問介護のみしか

使わない、しか使えないというような方は、まちに

は現在おりませんし、そのような方が出た場合につ

いては、関係者とともにカンファレンスとケア会議

においても十分情報連携をした上で、そのような実

態が生じないように、まちとしましても各事業所並

びに居宅介護支援事業所とは連携してまいりたいと

考えています。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほかにございませんか。 

 ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） 介護保険料についてお伺い

いたします。この間も質問しました利用料の細分化

をしてはどうかというところなのと、各階層、所得

段階層において、あまりにも開きがあって、やはり

一律の負担というのはどうなのかということを申し

ました。ものの考えとして、やはり一般会計からの

基金の取り崩しもされて、綿密な計画を立てられ

て、こういった積算になったということで、非常に

評価はしておりますが、やはり利用者の実態からし

た場合に、もっと引き下げる必要が、１００円でも

２００円でも必要ではないかと。そうしますと、基

金だけの努力ではなくて、法定繰り入れはあったに

しても、一般会計からの繰り入れを行って引き下げ

るということが必要だというふうに思うのですが、

この点、いかがでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（鈴木真弓君） ７番米沢委員の、

介護保険料の軽減に関わる施策についての御質問に

お答えいたします。 

 上富良野町におきましては、平成１２年の介護保

険の制度施行から、これまで一般会計の繰り入れを

行った経過はございません。上富良野町としまして

は、やはり社会保障制度の中で、この制度の構成費

による皆様の負担に応じてまちの介護保険を支えて

いくべきとまちとしては考えているところでござい

ます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） ちょっとお伺いいたします

が、いわゆる改訂の低所得者に対する介護保険料の

軽減が、今回、前回から比べて軽減されました。軽

減されても、若干、前年度から比べて割高になって

いるのですね。その背景には、国は２０１８年度の

税制改革と２０２０年度の公的年金の控除や給与控

除、それぞれ１０万円ぐらい引き下げたという形の

中で、こういう設定が、負担を少しでも軽くしたい

ということで、設定が必要だということで実施しま

した。 

 それでお伺いしたいのは、この第２段階の所得の

方で言えば、これで言えば８０万円以下の方という

形になっているのですけれども、非課税世帯で、こ

の方が年間４万６,８００円納入しなければならな

いという形になった場合に、月額に直したら４,０

００円とか、そんな形になるだろうというふうに思

いますが、年金で７０万円ぐらいとしますか、この

５万円の年金、そのほかに医療分だとか、納入しな

ければならないと思うのですね。そうすると、減額

したとしても、こういう世帯の方は負担がまた重く

なるというような現実があるのですね。そういった

ところに対する、やはり軽減はされていたとして

も、現実的に負担は増えているという、こういう現

実があるわけですから、そういうものも含めて、介

護保険料の軽減のために一般会計からの繰り入れを

行って、もっと軽減すべきだというふうに思うので

す。階層においても同じだと思うのです。上富良野

はそんなに所得の多い方がいないわけでありますか

ら、それも含めてなのですが、お伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（鈴木真弓君） ７番米沢委員の、

介護保険料の軽減に関わる御質問にお答えします。 

 米沢委員御質問の、世帯で非課税世帯、なおかつ

御本人の年金が８０万円以下の方は第１段階にまち

としては規定しておりまして、この方は、これまで

は、平成３０年度までは軽減前の制度としましては

０.４５ということで負担をしていましたが、令和

元年度並びに令和２年度につきましては０.３とい
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うことで、国、道、まちの負担により、これは一般

会計の繰り入れはなくて、社会保障制度として、こ

こはきっちり軽減をしましょうということで、今、

基準額は０.３になりまして、なおかつこれは令和

５年度までは引き続き実施するということで、国か

らも指示をいただきまして、まちの介護保険財政に

つきましても、その分のまちの負担金についても、

それについては歳入を見込んでいるところでござい

ます。一般会計の繰り入れをまち独自としての今予

算組みをしていませんが、第１段階、第２段階、第

３段階、年金で言いますと１２０万円を超える方に

対しても、実はこれは軽減をしておりますので、

ちょっと世帯が課税世帯になってしまうと、これが

基準額の第４段階になりますので、軽減の対象から

外れますが、非課税世帯の高齢者の皆さんについて

は、きちっと負担割合を乗じて軽減をさせていただ

いているところでございますが、これ以上のまちと

しての今の軽減としての考え方は持ち合わせていな

いところでございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） ぜひ負担軽減に努めていた

だきたいというふうに思います。本当に生活実態

は、本当に非常に苦しい状況にありますので、この

点、改善が必要だというふうに思っています。 

 それで、もう１点、さらに確認いたします。この

居宅訪問の場合等については、これは従前の訪問

サービスという形でよろしいのか、この計画では違

う支援サービスという形の計画もうたわれておりま

すが、この点、令和３年度においてはどういうサー

ビスの形になるのか、お伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（鈴木真弓君） ７番米沢委員の、

介護保険料の、先に、努めてほしいという御意見を

いただきましたが、まちとしましては、やはり基準

額となる保険料を少しでも上げない、上がらない状

態で、皆様が介護予防に努め、今の高齢者の方が増

えたとしても、皆様が元気で日々過ごしていただく

ことが、この介護保険の保険料の高騰を押さえるこ

とが大事だと考えています。そのためにも、まちが

今まで努めてきました健康増進並びに介護予防、こ

れからも一人一人の高齢者の皆様にお声をかけてい

ただいて、日々、日常生活の中で継続をしていくこ

とが介護保険料の高騰につながらない施策だと考え

ておりますので、御理解をいただきたいと思いま

す。 

 居宅訪問については、今、担当者から説明させま

す。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） 高齢者支援班主幹、答

弁。 

○高齢者支援班主幹（三好正浩君） ７番米沢委員

の御質問の、居宅サービスの今後についてなのです

けれども、今現在、来年度以降、今、第８期の３年

間の計画を立てていますが、居宅サービスの内容に

ついての変更については今のところございません。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） 訪問サービスなのですが、

ここで地域支援事業の計画の中で、従来型のサービ

スと緩和型、通所サービスについては緩和型のＡと

いう形になっておりますが、この内容はどのような

内容なのか、お伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 主任介護支援専門員、答

弁。 

○主任介護支援専門員（佐藤智恵美君） ７番米沢

委員からいただきました御質問にお答えいたしま

す。 

 従来型の通所介護と緩和型の通所介護ということ

で、まず通所介護につきましては、従来型は２９

年、総合事業が始まる以前の国基準のデイサービス

ということになります。緩和型につきましては、総

合事業の中のチェックリスト、介護認定を通らなく

てもチェックリストで事業対象者として該当になら

れた皆さんに対し、予防に努めるプログラムに特化

したデイサービスになります。訪問介護につきまし

ても同様で、従来型の訪問介護につきましては、国

基準のものでありまして、緩和型につきましては生

活支援がメインになります。おおむね１回の訪問が

４５分で、生活支援を整えるような仕組みの類型に

なっております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） これは支援する方は、従

来、専門性を持った方という形でよろしいですね、

二つとも。 

○委員長（岡本康裕君） 主任介護支援専門員、答

弁。 

○主任介護支援専門員（佐藤智恵美君） ７番米沢

委員からいただきました御質問にお答えいたしま

す。 

 全ての事業所には専門職によるケアの提供が行わ

れております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） 今後、この地域型の支援事

業で、いわゆるボランティア等も導入してもいいと

いう形の様々な通所や地域支援という形になってお
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りますが、今後、こういった部分に対して、まちと

いうのはどういう対応をされるのか。私は従来型で

きちっと支援できる、仮にボランティアの方を利用

するとしても、基本は従来型をきちっと行うべきだ

というふうに思いますが、その点、いかがですか。 

○委員長（岡本康裕君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（鈴木真弓君） ７番米沢委員の、

介護予防における通所サービス、訪問サービスに対

する人材の確保についての御質問にお答えさせてい

ただきます。 

 ただいまうちの主任介護支援専門員から説明させ

ていただいたように、各介護予防事業については指

定を設けておりますので、各事業所においては、専

門的職員並びに配置により事業を実施している状況

でございます。そのほかに、介護予防の中でも、生

活支援サービスとして行われている、まちで名称で

言いますとお元気会と言われているような、まだ介

護予防事業の対象者にはまだならない、ただ、そこ

にいきそうな方につきましては、これにつきまして

は事業所のほうに委託をし、事業を実施していくわ

けなのですが、現在、ラベンダーハイツデイサービ

スセンター１か所となっているところでございます

が、この３月から、実は町内において２か所目とい

うことで、社会福祉協議会、福祉の施設において

も、実はその事業を行っていただくようにお願いし

ているところでございます。ただ、ここの事業につ

いていは、やはり職員の人的配置はされていると思

うのですが、やはりメニューだとか、人とのコミュ

ニケーションが大変認知症予防、介護予防には効果

があるというふうに聞いておりますので、様々なボ

ランティアで関わっていただける個人並びに、もし

くは団体による支援もしていただけると、大変メ

ニュー的には多様種のメニューをそろえていただけ

るので、各事業所においてはそのような検討もして

いただくようにお願いしているところでございま

す。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） いろいろ自宅を訪問するの

ですけれども、職業柄、するのです。そうすると、

いろいろな話を聞きまして、ますます認知症が進ん

でいるだとかあります。高齢者の方、２人で生活し

ているのですけれども、それぞれはお互い支えなが

ら、助け合いながら生活していて、本当に涙ぐまし

い生活、それぞれ努力をしているわけなのですね。

いろいろ聞きますと、今、さらにコロナ禍の中で、

やっぱり外に出られない。ここの介護計画にも書か

れていますけれども、ふれあいも含めて、そういっ

た方たちの支援というのが特段また求められてきて

いるなというふうに考えています。そういうときに

対する支援策というのは、この３年については、具

体的にかどうか分かりませんけれども、従来にまし

てさらに充実される部分があるのかなというふうに

思いますが、この点、お伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（鈴木真弓君） ７番米沢委員の、

コロナ禍における高齢者等の介護予防に対するまち

の姿勢でございますが、令和２年からスタートか

ら、町内においても新型コロナの感染症が発生した

など、町民の皆様には日々不安を生じるような状況

は今現在も続いているのかなというふうにまちも認

識しております。 

 高齢者実態調査においても、各民生委員、児童委

員を通じて、やはり高齢者の皆様が感染予防対策を

して、自主的に外出に心がけている方、ただ、やは

り不安感が強く、自宅からなかなか出ることを大変

制限している方もいらっしゃるという実態も聞いて

おりますことから、まちとしましては、まずは安

心・安全で皆様が外出できるような環境を整えるこ

とがまず第一だなと。これまで令和元年度まで実施

した事業がかなり中止並びに延期になっていたり、

やり方を普段の定数を、３０人とか集まっていたの

が、定数を半分にしなければいけないとか、かなり

実施する地域においても制限を受けているというふ

うにお伺いしていますので、これについては、き

ちっと皆様の各主催する団体等の開催運営に対して

も御意見を聞き、そこに対してはきちっとした支援

をしなければならないというふうに認知しておりま

す。まずは皆様、介護保険の中でも認知症の課題に

ついては私のほうから御説明させていただいていま

すが、やはり令和元年度まで続けていた活動がやは

り変化をした。この変化によって、皆様の体調に何

らかのやっぱり障がいが出てきている実態を確認し

ておりますので、何とか令和元年度までの生活に戻

るように、少しでも、全て１００％戻れなくても、

２回に一遍は出ていけるように、あとはお声がけを

しながら仲間づくりがやはりこれまで同様続けてい

けるように、そこは丁寧に、お金で何かを用意して

いるものではございませんが、そこは各関係機関の

皆様に協力いただきながら、そこについては意識

を、住民の高齢者の皆様の意識をつなげていくよう

に、まちとしては支援していきたいと考えておりま

す。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。 

 ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 関連で。私も今、ちょうど

質問しようと思った３３７ページのお元気会の予算
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が増えたのは、今の課長の答弁で理解いたしまし

た。 

 それで、まさにコロナ禍において、一般質問等で

もさせていただきましたが、なかなか集まる機会と

いうのが減った。また、集まるにしても、今まさに

課長が御答弁いただいたように、人数を減らす、回

数を増やすということで、かかる事業費というのが

結構やっぱりその団体においても増嵩している傾向

にあるのですよね。やはり私も高齢者のところ、職

業柄、伺うことが多いのですけれども、そんな中

で、例えば開催したいのだけれども、そういう除菌

のものもやっぱりそろえなければならない、また、

例えばそんな派手な飲食ではないのですけれども、

ちょっとお茶をやりたいのにも、例えばこういった

アクリル板を設置したいけれども、高齢者だけでや

るにはちょっと過度な労働になって、なかなかでき

ないなと。そういうときに、やっぱり人的支援です

とか、それから、若干であるけれども、そういった

資金の支援というのは必要だというふうに様々な団

体から私も伺っております。そういったものという

のは、この令和３年度の予防の中でどういうふうに

見ていくのかなというふうにお伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（鈴木真弓君） ５番金子委員の、

お元気会の予算に絡みまして、地域で行う地域事業

についての御質問にお答えさせていただきます。 

 まちとしましては、まずちょっとこれは高齢者だ

けの介護保険の運営になっていますので、今、金子

委員からの御質問については、高齢者を含む介護予

防事業、地域ふれあいサロンだとか、地域の住民会

活動も踏まえますと、地域活動ということでとらえ

ますと、町民生活課が所管になりますが、各住民会

に交付している交付金並びに協働のまちづくりの交

付金も今年から見直しがされるというふうにお伺い

していますので、そこはちょっと多少１割程度御負

担が必要な場面もあるかと思いますが、各住民会の

活動にかかわる備品については、まちできちっとそ

こは予算の施策で計上しているというふうにお伺い

していますので、高齢者保健事業に携わる私ども保

健福祉課としましては、町民生活活動の地域支援事

業の部分の消耗品にかかわる費用につきまして、ぜ

ひそちらの活動補助を使っていただければというふ

うに考えております。ただ、高齢者だけに特化して

しなければならないような事業については、うちの

高齢者支援班の対策の中でもそれは課題として認知

して、支援をしていかなければいけない施策になる

のかどうか、そこの検討は必要というふうに考えて

おります。 

 補足として、支援班の主幹のほうから説明させま

す。 

○委員長（岡本康裕君） 高齢者支援班主幹、答

弁。 

○高齢者支援班主幹（三好正浩君） ５番金子委員

の御質問の介護予防の関連なのですけれども、介護

予防については、近年、広がりを見せていますふま

ねっと事業については、各地域で活動いただいて、

令和２年度からそういった指導者に対する補助とい

う形で、派遣費用ということで補助を行っていると

ころです。令和３年についても、またさらに四つの

住民会からふまねっとを定期的に開催したいという

要望がございまして、その派遣費用についても、今

回の令和３年度の予算に計上しているところでござ

います。 

 需用費とか消毒費とかについては、この補助には

含まれてございませんので、それぞれの団体に応じ

た補助というのがあると思います。例えば老人クラ

ブでやりたいとなれば、老人クラブでそれぞれの補

助金を出していますので、その費用の中で負担して

いただくということも可能ですし、それぞれの住民

会ということになれば、町民生活課で持っている補

助金を活用するというところが一つあります。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 分かりました。そういった

様々な課を横断した中で、分け合うというか、助け

合いながらやるというところでは十分理解いたしま

した。 

 あわせてお伺いしたいのですけれども、同じ３３

７ページの介護予防事業の中の負担金交付金にあり

ます認知症普及活動補助、これは認知症カフェの件

ということでまず理解してよろしいですか。 

○委員長（岡本康裕君） 高齢者支援班主幹、答

弁。 

○高齢者支援班主幹（三好正浩君） ５番金子委員

の御質問なのですが、これはおっしゃるとおり認知

症カフェに対する補助の金額でございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） その上でなのですけれど

も、なかなかコロナ禍で本当に開催もいろいろ制限

があって大変だと思うのですけれども、課長、従前

からおっしゃっているように、重度化予防には、こ

の認知症の予防というのが非常に重大なファクター

になるということで、まちも取り組んでいるという

ふうに聞きます。認知症カフェの現場にいきます

と、本当にいろいろ活躍されている方のお声を聞き

ます。やはり一緒に連れて来られたりとか、声かけ

の部分が本当に今大変になっているということなの
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ですけれども、これは今年度も令和２年度のコロナ

禍のやつを踏まえて、何か新しい取り組みとかとい

うのは特にないのですか。 

○委員長（岡本康裕君） 高齢者支援班主幹、答

弁。 

○高齢者支援班主幹（三好正浩君） 認知症に関す

る事業について、認知症カフェについては従来どお

りということで行います。あと、認知症の事業に関

しては、令和３年から始まります介護事業計画の中

で、今後、やらなければいけないということといた

しまして、認知症のサポーターというのをこれまで

研修をかなり受けていらっしゃる方がいるというこ

とで、そのサポーターについての活用というところ

が今課題となってございます。８期計画の中でも、

日常サポーターを活用しながら、住民への認知症へ

の理解だとか、実際に認知症の家族がいらっしゃ

る、その方を介護している方を中に入れてだとか、

実際に認知症というふうな診断がされた方、そう

いった方を、そういった事業を踏まえて、認知症の

理解について広げていこうというのが８期計画の中

で計画をしているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。 

 ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） ありがとうございます。ぜ

ひ進めていただきたいと思います。 

 それで、次の質問に入ってもよろしいですか。 

 ３３９ページの任意事業という中で、権利擁護セ

ンター並びに成年後見人制度推進ということで、３

款の質問の中で、現在、上富良野町においては成年

後見人は２人ということで確認をさせていただきま

したが、まず、この成年後見人制度、今後において

普及活動というところで、今年度はどのような事業

の計画があるか、教えてください。 

○委員長（岡本康裕君） 高齢者支援班主幹、答

弁。 

○高齢者支援班主幹（三好正浩君） ５番金子委員

の今年度の権利擁護センターの活動予定についての

御質問にお答えします。 

 今年度もまだまだ成年後見人制度、制度について

の理解というのがかなりまだ進んでいないというと

ころで、本来であれば、令和２年度にそういった住

民周知を広く行う予定でしたが、コロナ禍の中で、

なかなかそういった周知ができなかったのですけれ

ども、昨年度、令和２年度の住民会だとか各種団体

に出向いて説明会を行っておる経過がございますの

で、令和３年度につきましても、引き続きそういっ

た説明会については行っていきたいというふうに考

えています。 

 あわせまして、事業所に対してのそういった制度

の周知だとか、そういった商工会だとか、そういっ

た成年後見に関わる事業についての内容について

も、それぞれの団体に出向いて説明をするというよ

うなことで考えております。 

 あわせまして、相談業務というのはこれまでも

行っておりまして、昨年の令和２年度現在だと、７

名の方が相談に来られております。これは見込みと

いたしましては、２０２５年度までに４０人程度の

そういった成年後見制度を利用する方が見込まれて

おりますので、そういった方の対応に努めていくと

いうことで計画をしているところです。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 確かに令和２年度、様々な

事業、制約を受けて、大規模な町民全般に知らせる

ようなフォーラムだったりとかというのが中止され

ています。なかなか成年後見人制度というものが町

民になじまない、やっとちょっと普及してきたかな

という程度らしいのですよね。実際に成年後見人制

度を受けられる人というのは、実際、自分ではなか

なか分からない。周りの、本来であれば近しいお子

さんですとか、そういった方がしっかりと認知症に

なった人ですとか、そういった人を面倒見ていかな

ければならないのだけれども、なかなかそれができ

ない状況に今ありつつ、さらにそういったものとい

うのは今後広がり、本当に寂しい話なのですけれど

も、増えていくということが見込まれる社会の中に

おいて、これらはしっかり権利として町民の皆さん

が広く知るべきであることであり、また、遠くない

将来に、もし自分なり自分の周りの人がなったとき

というふうに、安心して上富良野町で暮らしていけ

る、老いてもしっかりと自分の様々な権利というの

は守られるというのが分かることが必要だと思いま

すので、今、主幹のほうからいろいろな事業、それ

から事業所等にやってということがありましたが、

ぜひ今年度、目標を持った中でしっかりと進めて

いっていただくということが必要になりますが、い

ま一度、重点目標として、今年度、３年度の中での

権利擁護、成年後見人制度を進めていく中での一番

最も重要施策というのは何か、教えてください。 

○委員長（岡本康裕君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（鈴木真弓君） ５番金子委員の、

権利擁護センター、成年後見制度の施策について、

御質問にお答えさせていただきます。 

 先ほど主幹のほうからも御説明させていただきま

したが、これは国において、各自治体において、こ

の成年後見制度を進めること、権利擁護センターに

ついては、義務化になっておりますので、上富良野
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町は令和２年度に立ち上げができまして、委託は社

会福祉協議会が担っていただいております。社会福

祉協議会とまちは、まちが委託者、委託業者が社会

福祉協議会となりますが、社会福祉協議会とまちは

両輪をもって、この権利擁護センターの運営につい

ては、年度をかけてきちっと展開をしていきたいと

考えています。 

 特に今、金子委員から御質問がありましたよう

に、今、実際の事業費は介護保険の中でやっていま

すが、実際にまちが危惧しているのは、高齢者だけ

の問題ではなくて、障がい者が実は高齢者になった

ときに、その親はもっと７５歳以上を超える高齢者

になっていまして、そういう方たちが、今まではな

かなか実態的には見えてこなかった方たちが、やは

り老老介護も含めて、やはりそのときに自分たちの

今後の生活をどうしていこうかというところで、親

はやはり自分が先に亡くなっていくだろう。そう

なったときに、障がいを持った子どもに対してどう

していけばいいのか、そういうところの相談が、実

はここ数年、増えているというふうに聞いておりま

す。今はここにいるのは高齢者対策の人間がいます

が、福祉対策班ともここは連携をして、きちっとこ

の成年後見制度につきましては、先ほど主幹がおっ

しゃったように、各関係機関、商工会とか、農協と

か、いろいろな組織にも制度説明の機会を設けてい

きたいと今申し上げましたが、今年度は特にまちの

職員がこの制度をまず知ってほしいということで、

職員研修も実は開催させていただきました。やはり

いろいろな窓口だとか、商工会だとか農業とかで実

は相談を受けたときに、ここの家の課題は、自分の

ところに来ている相談だけではなくて、もしかした

らこれからの将来に向かってこういう制度をきちっ

と理解していなければ、私たちまちの職員として、

所管するのは保健福祉課でございますが、やはり全

部の庁内の職員がこの制度をきちっと認知して、こ

の制度についてやっぱり住民の皆様に制度を説明で

きるような体制が一番望ましいとまちとしては考え

おりますので、まずこの制度を町民の皆さんに周知

するのはもちろんなのですが、私たち職員並びに関

係機関の皆さんにまずこの制度を知っていただい

て、皆さんでそういう人たちを支える仕組み、その

人たちが何らかの発信をしたときに、もしかしたら

こういうことも困っているのではないかなというと

ころで気づけるように、そのような形を保健福祉課

としては整備を整えていくことがまず早急かという

ふうに考えております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますでしょ

うか。 

 ３番髙松委員。 

○３番（髙松克年君） ３３５ページの一番上なの

ですけれども、介護サービス等の給付の中で、施設

サービス費がかなり昨年度よりは増加していて、地

域密着型サービスの負担が減少しているという点が

見られるのですけれども、これについては、施設

サービスに人数が入るというか充実をさせるという

ことと、小規模多機能のほうはそんなに大きな動き

がないというふうに見たらいいのか、それをお伺い

したいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） 高齢者支援班主幹、答

弁。 

○高齢者支援班主幹（三好正浩君） ３番髙松委員

の給付費に関する御質問にお答えします。 

 施設サービス費につきましては、先ほど荒生委員

からも御質問ありました、介護医療院の増床の部分

を見込んだ部分ですと、そこで増額している部分、

あと、それぞれの施設入所者についても、介護度が

上がっていきますので、その分で全体的に給付費と

いうのは上がっていくということで算定をしている

ところです。 

 あと、地域密着型サービスにつきましては、現

在、まだ小規模多機能の施設についてはまだ満床に

なっていませんが、その辺の見込みも含めまして算

定をしているというふうな予算でございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ３番髙松委員。 

○３番（髙松克年君） そうすると、このあたりの

数字というか、例えば地域密着型などでも、入所者

というか、そういう人たちが増えれば、今、単年度

で減少している傾向はあるのですけれども、それは

従前の形に戻っていくというふうに思っていいとい

うことでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（鈴木真弓君） ３番髙松委員の地

域密着型サービスの見込みでございますが、先ほど

主幹のほうからも説明させたように、今現在、小規

模多機能施設につきましては、入所等、２５名の定

員に対して約１５名というふうに入所の実態がござ

います。第７期計画においては２５人満床で実は計

画を見込んだところ、この３月にも補正で減額とい

うふうになった経過がございまして、第８期計画に

つきましては、国からの指示もございまして、第７

期の３か年間の利用実績を踏まえ、かつ第８期にお

ける各施設並びに要介護認定者におけるサービスの

利用量を見込んだ経過でこのような見込みを立てて

いるところでございます。 

 ただ、髙松委員御心配のとおり、そこが本当に満

床に近い上昇になってきた場合については、うちの
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在宅の認定者につきまして、そこにサービスがある

わけですから、きちっとした利用ができるようにな

れば、それについては、給付費についてはきちっと

計画の中で見直しをしながら、給付費の予算の対応

を図っていくことになろうかと思います。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますか。 

 なければ、議案第４号令和３年度上富良野町介護

保険特別会計予算の質疑を終了いたします。 

 暫時休憩とさせていただいてよろしいかどうか、

お諮りいたします。よろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） それでは、再開は３５分

といたします。 

─────────────── 

午前１０時１７分 休憩 

午前１０時３５分 再開 

─────────────── 

○委員長（岡本康裕君） 休憩前に引き続き、委員

会を再開いたします。 

 次に、議案第５号令和３年度上富良野町ラベン

ダーハイツ事業特別会計予算を議題とします。 

 提案者より、補足説明があれば発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） なければ、これより、歳

入歳出を一括して、１５ページから１８ページ及び

３５４ページから３９２ページまでの予算全般の質

疑に入ります。 

 ８番荒生委員。 

○８番（荒生博一君） ラベンダーハイツ施設にお

きましては、所長以下、職員の皆様、昨年来、引き

続き新型コロナウイルス感染症に伴う過度な対応に

しっかりと入所者の安心のために御従事いただきま

すことを感謝申し上げます。 

 今回、また一般会計からの繰入金ということで、

経営安定対策化分、４,６００万円が計上されてい

ます。この間、一昨年から２,８００万円、昨年が

３,５００万円、今年も、昨年は国の会計年度任用

職員の差額分ということで１,０００万円なので、

４,５００万円、そして今年が４,６００万円という

ことになっていますけれども、一昨年、繰り上げ充

用という手法から、一般会計から、やはり民間との

差異の部分は一定程度まちで手助けをするというこ

とは仕方ないという前町長の発言のもと、我々議会

としても、その方向性に関しては理解し、認めたと

ころでございます。 

 その中で、昨年１２月２７日から斉藤新町長にな

りまして、町長の執行方針の中では、引き続きハイ

ツの運営においては、介護人材等をしっかりと確保

した中で、安定な経営を図ってまいりたいというこ

とで、具体的な将来像に関しての言及は執行方針の

中ではとらえることはできませんでした。 

 そのような中、執行方針に対しての質疑で町長

は、ハイツ自体をどう考えるのかという質疑に、鉄

筋コンクリートの建物で、あと１０年はもつという

ことをおっしゃっております。 

 そのような中で、もう一度執行者として町長に確

認いたしますが、ハイツの将来像、今後、例えばこ

のまま前町長のように公設公営をずっと続けるの

か、また、後に、今回、町立病院の新病院の建設の

計画の中にも、用地の中にハイツ将来地ということ

での掲示もある中で、今後、将来を、この令和３年

度の４,６００万円という経営安定化対策分の費用

を受けて、どのようにお考えか、確認します。 

○委員長（岡本康裕君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ８番荒生委員の、ラベン

ダーハイツの将来像についての御質問にお答えさせ

ていただきたいと思います。 

 ラベンダーハイツの将来について、私が考えてい

ることというのは、任期、私、４年しかありません

ので、４年しか確約は、担保はできないのですが、

私がいる間といいますか、任期の間は、前町長の方

針を受け継いで、公設公営でしっかりとサービスを

提供していきたいと、このように考えております。

将来像につきましては、荒生委員もおっしゃったと

おり、施設、鉄筋コンクリートで、あと１０年以上

は修繕しながら、ボイラーも交換いたしましたの

で、もつだろうということで、１０年後以降につい

ては、町立病院の跡地などありますが、土地はある

のですが、それについてはまだ一切白紙の状態で、

そのときになってみて、多分、今と状況は違うと思

います。ニーズといいますか、需要は、多分、人口

の動態から見て、対象者は多くなるのかと思います

が、介護報酬がどうなるのか、民間の施設がどうな

るのか、全く不確定な要素が多くて、今、町として

どうするのかこうするのかということはまだ分かり

ませんが、そのときに、やはりまちの力が必要なの

であれば、そのときはそのときの判断で、状況を見

ながらということになると思います。当面の間は、

しっかりと今のサービスを維持していく所存でござ

います。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ８番荒生委員。 

○８番（荒生博一君） では、任期の４年間の中で

は、前町長のそのままの引き継ぎということで、引

き続き公設公営を続けていくということでの、将来

はやはりということでは確認させていただきました

けれども、とりあえず現在の経営安定対策化分、
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４,６００万円ですが、またＲ４年、５年、次年度

以降は、必ずこの額がもう少なくなるということは

きっとないでしょう。どんどんどんどん繰入金とい

うのは引き続き継続的に増えていくと思います。そ

のような中、全然私は建物自体は素人なので、新し

い建物ができたときに幾らぐらいかかるかというの

は分かりません。ただし、例えば５,０００万円と

いう経営安定化対策分を１０年続けたら５億円で

す。そして２０年では１０億円です。さらにその額

も、きっとその後は増えてくると思います。持続可

能なまちづくりを目指す斉藤町長でしたら、当然、

数字をはじき出せると思いますけれども、早期に決

断いただいたほうが、後の支出は少なくなると考え

るのですが、その辺、どうでしょう。 

○委員長（岡本康裕君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ８番荒生委員の御質問にお

答えいたします。 

 経営安定化に対するまちの一般会計からの繰り出

しは、もちろんなくなればそれでゼロになります

し、出し続けていけば積み重なるものです。その性

質については、従来から前町長のときからの説明に

あるとおり、民間と公設の給与の差額ということ

で、一般会計から経営安定化ということでずっと出

していたのですが、これをゼロにできればもちろん

いいのですが、介護報酬の改定とか、そういう問題

もありますし、もし赤字だからといってすぐサービ

スを停止してしまえば、これはもちろん困る人がい

ますので、そういう困る人を出すことが町として正

しいことなのかということは、ちょっとやはりある

程度といいますか、一般会計からも経営資金を、安

定化を出しながらも、やはりここはサービスは続け

ていくべきなのだろうなと私は思っております。 

○委員長（岡本康裕君） ８番荒生委員。 

○８番（荒生博一君） 御答弁は理解したところで

すけれども、Ｒ３におきましては、例えば特養であ

れば、今までの４８人から０.５の増を見込みなが

ら、一生懸命立てた予算の中で、どうしても民間と

の差額分というものの補助が必要だというところは

本当に理解はできます。ただし、それぞれのサービ

ス、人数の上限がありますので、もうこれ以上、１

００％全てのサービスで満を見込むということは、

もちろんこのコロナ禍が続く限り無理なのは理解で

きますけれども、例えば考え方として、本年度の経

営安定対策化分というのは、厚労省が示す民間の、

例えば平均値と、うちの職員の２０人というものを

しっかりとはじき出した数値ですけれども、例えば

繰り入れに際して、その平均の８割ぐらいでスター

トとかという考えも、当初、予算組みのときにな

かったのかどうか、確認させてください。 

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。 

○副町長（石田昭彦君） ８番荒生委員の御質問に

お答えいたします。 

 その差額分が経営に与える影響ということで、そ

ういうものをしっかりと一般会計で支えることで、

町民の終の住みかという、そういうサービスをしっ

かりと公設公営で担っていこうということでのこと

でありますので、その差額分の８割を賄うことで収

支が整うのであれば、それはそれで結構なことだな

というふうに思いますけれども、なかなかそういう

部分には当たらないということで、その差額にある

部分については、しっかりと一般会計で支えること

で、高齢者がそういう状態になったときに、安心し

てこのまちで暮らせる終の住みかとしてのそういう

役割をしっかりと担っていこうということでありま

して、ラベンダーハイツも町立病院も同じように、

必要な地域としての医療を支えるために一般会計か

ら２億４,０００万円のお金を入れておりますし、

ラベンダーハイツについてもそういった高齢者福祉

をしっかりと担っていくために、今年であれば総額

で５,４００万円程度の一般会計からの応援をさせ

ていただくということでありますので、ぜひ御理解

いただければというふうに思います。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますか。 

 ４番中瀬委員。 

○４番（中瀬 実君） ３７３ページの委託料のと

ころの施設維持管理という部分のところでお聞きを

したいと思います。 

 こちらは昨年度から見れば３２３万５,０００円

ほど増えております。これは基本的には５年契約と

いうことで、業者も多分同じ業者だと思いますけれ

ども、この辺のところの金額の差異はどういうふう

な関係でなっているのか教えていただきたい。 

○委員長（岡本康裕君） ラベンダーハイツ所長、

答弁。 

○ラベンダーハイツ所長（谷口裕二君） ４番中瀬

委員の御質問にお答えさせていただきます。 

 施設維持管理の委託の関係でございますが、令和

３年度から、現在、長期継続契約ということで、５

年間の期間の委託を今予定をしているものでござい

ますが、予算額の前年度からの増嵩に関しまして

は、主に人件費等の増嵩に伴う部分で、必要額を計

上させていただいているものでございます。 

○委員長（岡本康裕君） ４番中瀬委員。 

○４番（中瀬 実君） 業者は全く同じで、いわゆ

る人件費が高くなってきているので、いわゆる金額

が増えたという理解でいいですか。 

○委員長（岡本康裕君） ラベンダーハイツ所長、

答弁。 
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○ラベンダーハイツ所長（谷口裕二君） ４番中瀬

委員の御質問にお答えします。 

 令和３年度以降の予定する事業者につきまして

は、今後、入札等の中で決まってございますので、

現在、今請け負っている事業者が継続するかどうか

は今後の入札等の結果によるものでございます。あ

くまで今年度の予算につきましては、５年間の見通

しを立てて、必要な人件費の上昇なども見込んで積

算をしているところでございます。 

○委員長（岡本康裕君） ４番中瀬委員。 

○４番（中瀬 実君） このいわゆる施設維持管理

につきましては、維持管理の委託の内容はほぼ変わ

らないのだと思いますけれども、特に仕事の中身が

増えるということはないのですね。 

○委員長（岡本康裕君） ラベンダーハイツ所長、

答弁。 

○ラベンダーハイツ所長（谷口裕二君） ４番中瀬

委員の御質問にお答えさせていただきます。 

 施設維持管理の中身につきましては、令和２年

度、令和３年度においても同様の業務内容を予定し

ているものでございます。 

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。 

 ほか、ございますか。 

 ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） ３６１ページの国庫補助の

中で、今回、ラベンダーハイツ整備で１,２００万

円、これはリフトバスというふうにお伺いしており

ます。 

 お伺いしたいのは、近年はありません。本当に運

転手の方等も丁寧な運転をしていただきながら移送

をしているというふうに聞いております。過去に

ちょっと道路の傷みだったりとかで、どうしても

乗っていらっしゃる方、若干不自由を受けたという

ふうに聞いておりますが、今回導入するこのリフト

バスについてなのですけれども、最近、いろいろな

ウェルケアの車両、福祉車両というのは相当よく

なっておりますが、どうしても車椅子で乗せてしま

うとショックアブソーバーになる部分というのは、

一番ゆだねられるのは車椅子の性能の部分にしかな

らなくて、相当な、特に春先の凍上しているときで

すとか、冬場の路面の悪いときというのは、かなり

下から突き上げがあるというふうに利用者の家族か

らも聞いているのですけれども、今回導入するこの

リフトバスについては、何かそういった対策等々が

とられているようなものなのか、お伺いいたしま

す。 

○委員長（岡本康裕君） ラベンダーハイツ所長、

答弁。 

○ラベンダーハイツ所長（谷口裕二君） ５番金子

委員の御質問にお答えさせていただきます。 

 令和３年度の予算の中で、今現在、デイサービス

の送迎用で使っておりますバスの更新を予定してい

るものでございますが、新型の車両ということで、

そういった車のサスペンション関係は当然性能もよ

く、新しくなってくるということで、そこら辺の今

懸念されます送迎される方々の安全面というのはさ

らに向上できるのかなとは思っていますし、さらに

は、一番はやっぱり運転者の最新の注意を払っての

運転にも関わるところかと思いますので、そこら辺

は日ごろからそういった運転業務に対する指導等の

中で行っておりますので、新しい車両を受けまして

も、そこら辺は十分注意しながら運行していきたい

と考えております。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますでしょ

うか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） なければ、議案第５号令

和３年度上富良野町ラベンダーハイツ事業特別会計

予算の質疑を終了いたします。 

 ここで、説明員が交代しますので、少々お待ちく

ださい。 

（説明員交代） 

○委員長（岡本康裕君） 次に、議案第６号令和３

年度上富良野町簡易水道事業特別会計予算を議題と

いたします。 

 提案者より、補足説明があれば発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） なければ、これより、歳

入歳出を一括して、１９ページから２１ページ及び

３９４ページから４１２ページまでの予算全般の質

疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） なければ、議案第６号令

和３年度上富良野町簡易水道事業特別会計予算の質

疑を終了いたします。 

 次に、議案第７号令和３年度上富良野町公共下水

道事業特別会計予算を議題といたします。 

 提案者より、補足説明があれば発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） なければ、これより、歳

入歳出を一括して、２２ページから２４ページ及び

４１４ページから４４３ページまでの予算全般の質

疑に入ります。 

 ４番中瀬委員。 

○４番（中瀬 実君） ４３３ページ、お願いしま

す。こちらは１８款負担金補助及び交付金の関係、

農業残 物再生利用補助ということについてちょっ

とお伺いします。 
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 こちらにつきましては、昨年度より１７５万２,

０００円ほどこの補助金が増えております。まずこ

の補助金の増えた分についての理由をまずとりあえ

ずお願いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 上下水道班主幹、答弁。 

○上下水道班主幹（甲斐幹彦君） ４番中瀬委員の

御質問にお答えさせていただきます。 

 御質問の内容は、汚泥の残 物の処理の関係だと

思います。それにつきましては、うちのほうのまち

では年間８７６トン、浄化センターのほうから汚泥

という残 物が出ております。それらを２組合１個

人、３か所の団体にお願いして、それぞれ農地のほ

うへ緑地還元をさせていただいております。 

 金額の増えた分にかかりましては、今まで６,０

００円でやっていたのが、単純にトン当たり２,０

００円に上がったと。その内容につきましては、今

まで農家の人たちがいろいろ手を尽くし、やってい

ただいておりましたが、今、近年におきましては、

農地のほうの集約化が進み、１戸当たりに対する耕

作面積も非常に大きくなってきており、汚泥を堆肥

化する手間がなかなか確保できなくなってきている

と。そういう時間があるのであれば、自分の広く

なった耕作地に対して、行って作物の世話をしたい

ということでございまして、それらの省力化をいか

に図るかということを各団体と協議をしてきまし

て、今回におきましては、堆肥をつくる過程におい

ての撹拌の手間について、それらについて外部のほ

うに委託などお願いできないかということを協議い

たしまして、その単価、トン当たり２,０００円の

値上げをさせていただいて、提案させていただいて

おります。 

 以上でございます。 

○委員長（岡本康裕君） ４番中瀬委員。 

○４番（中瀬 実君） この残 物、いわゆる汚泥

につきましては、当然、水洗化が進んで、こういっ

た残 物は当然毎年必ず出てくるわけでありまし

て、それらを必ず処分をしなければならないわけで

ありますから、それらを処分をしていただく農家の

関係の人たちの手間とか、そういった部分は当然か

かってくることになりますので、委託料の交付金の

多少増えるのはやむを得ないとは思っております。 

 ただ、例えばですが、上富良野町はたまたまそう

いった関係で農家の関係に３か所ほどの委託をして

堆肥化をする事業をやっておりますけれども、この

金額が高いか安いかというのは私もよく分かりませ

ん。ですが、例えば他町村で、どこのまちでもこう

いった下水の汚泥は処理をしているはずですから、

そういった汚泥を処理する段階で、他町村の、もし

処理する料金が分かれば教えていただきたいと思い

ます。 

○委員長（岡本康裕君） 上下水道班主幹、答弁。 

○上下水道班主幹（甲斐幹彦君） ４番中瀬委員の

御質問にお答えさせていただきます。 

 汚泥に対する処理料の関係だと思いますが、我が

まちにおきましては、まず組合にお願いしているの

がトン当たり８,０００円、それから、浄化セン

ターから各組合の処理場まで処理というか、堆肥を

つくる場所まで運ぶのに３,１１３円、トン当たり

かかっておりますので、１トン当たり、それらを合

わせると１万１,１１３円という形になります。富

良野沿線の状況でございますが、まず、富良野市に

おきましては、処理料が２か所で処理しているよう

でございます。それらにつきましては、運ぶ場所も

結構遠いところがあったりしますので、トン当たり

１万７,０００円から１万９,８００円、経費がか

かっているようでございます。中富良野町におきま

しては１か所でつくっております。こちらにつきま

しては、年間約１万４,２００円、トン当たりか

かっております。南富良野町と占冠村につきまして

は、緑地還元ではなく、産業廃棄物として処理をし

ているようでございまして、こちらにおきまして

は、南富良野町におきましてはトン当たり３万３,

０００円、占冠村につきましては２万６,１００円

というような金額がかかっております。これらを比

較しても、うちのまちは農家の方々に御無理を言っ

てでも町内で処理をし、緑地還元という形で処理し

ておりますので、今のところはこの価格で処分させ

ていただいているということでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（岡本康裕君） ４番中瀬委員。 

○４番（中瀬 実君） ただいま上富良野町の汚泥

の処理の単価と、それから、この近隣のまちのトン

当たりの単価をたまたま今知らせていただきまし

た。この金額等々見ますと、まちとしては、今現

在、処理をしている農家がある程度頑張ってさえく

れれば、ほかの町村から見れば、こういった金額的

に安く処理をできるということで非常にいいわけで

ありますけれども、でき得る限りこのままこの状態

で処理が続けられるような形をとっていただければ

なというふうに思っております。その辺のところ

は、各受け入れする農家のほうは了解はある程度得

られているということでよろしいのですね。 

○委員長（岡本康裕君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（狩野寿志君） ４番中瀬委員の御

質問にお答えさせていただきます。 

 当然、今、２組合１個人の方に堆肥のほうの作成

ということでお願いしております。代表者の方、そ

れぞれいますので、その方と随時協議をしながら進
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めてまいります。今後におきましてもこのような形

で、耕畜連携ではないのですけれども、連携をした

中で、こういう処分の仕方ということはお願いをし

たいというふうに考えております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますでしょ

うか。 

 ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） ４３３ページの委託料で、

浄化センターの委託料が若干ふえているかというふ

うに思いますが、恐らくいろいろと資材、あるいは

人件費等の高騰があるかというふうに思いますが、

この点、お伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 上下水道班主幹、答弁。 

○上下水道班主幹（甲斐幹彦君） ７番米沢委員の

御質問にお答えさせていただきます。 

 先ほど委員が述べられたとおり、人件費の高騰、

資材費の高騰などが上げられておりますので、それ

らにプラス維持修繕費、今までやってきた部分と違

うところも直していかなければならないので、機

械、それからオキシゼーションデッチの中のいろい

ろな機械、それらを長期継続で直していきますの

で、それらも含めて単価が上がっているという形で

ございます。よろしくお願いします。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） 次に、同じページの１２款

の委託料のところで、建設事業費のところなのです

けれども、ストックマネジメント計画策定という形

になっております。今後、調査、計画ということ

で、修繕計画という形で、約３か年で約１億１,６

００万円の計画が載っているかというふうに思いま

すが、この計画というのは具体的にちょっとよく分

からないのですが、どういう内容なのかお伺いいた

します。 

○委員長（岡本康裕君） 上下水道班主幹、答弁。 

○上下水道班主幹（甲斐幹彦君） ７番米沢委員の

御質問にお答えさせていただきます。 

 ストックマネジメント計画についてでございます

が、こちらは、今までまちは長寿命化という計画に

のっとりまして、下水道の処理場、浄化センターを

順次更新し、改築し、直してきております。今、国

は方針を変えまして、ストックマネジメント計画、

これはいわゆる長寿命化は５年計画でございまし

た。それを国は５年以上、１０年ぐらいという長い

スパンで考えて計画をつくって、浄化センター、も

しくは管渠、マンホールポンプなどの改築を行って

更新していきなさいということで、財政的に５年間

で圧縮されていたものが、５年、１０年と長くなる

ことによって、平たくならせるのではないかという

メリットがありまして、そういうことで国はこの計

画をつくって、浄化センターないし管渠、マンホー

ルポンプの改築などを行っていきなさいということ

で、まちもその計画を策定して進めてまいりたいと

思います。よろしくお願いします。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） 今、修繕計画等も含めてと

いう形になりますが、今後、当然、この計画の中に

も、当然、修繕計画の予算というのも今後出てくる

という形ですね。 

○委員長（岡本康裕君） 上下水道班主幹、答弁。 

○上下水道班主幹（甲斐幹彦君） ７番米沢委員の

質問にお答えさせていただきます。 

 ストックマネジメント計画の策定が終わりました

ら、その後、修繕の計画というか、修繕の委託が予

算計上させていただくことになります。それについ

てはまた次年度以降という形になりますので、御理

解、よろしくお願いします。 

○委員長（岡本康裕君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（狩野寿志君） ７番米沢委員の御

質問にお答えします。 

 ストックマネジメント計画ということで作成いた

しまして、終末処理場、それから管渠の修繕という

かリノベーションみたいな形をかけていくような計

画を立てていきます。当然、この計画がないと国庫

補助の対象にもならない。何の計画もそうなのです

けれども、やはりこの計画をつくらないことには、

国も計画のないものに対しては補助金がなかなか出

せないということで、これらの計画を持つことによ

りまして、今後の計画を持ち、また、特定財源とし

ての国庫補助の見込みといいますか、そういうのを

計画の中に入れていきたいというふうに考えている

ところでございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） そうしますと、結構一般財

源からの持ち出しも４,８００万円ぐらい、今の段

階では計上されておりますが、その他、基金の繰り

入れなのかなというふうに思いますが、そういう財

源も必要になってくるということですね。 

○委員長（岡本康裕君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（狩野寿志君） ７番米沢委員の御

質問にお答えいたします。 

 当然ながら、工事の内容にもよりますけれども、

基金もしくは一般財源ということも今後必要になっ

てくるかなということは検討しなければならないと

ころかなというふうに考えております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。 
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 ほか、ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） なければ、議案第７号令

和３年度上富良野町公共下水道事業特別会計予算の

質疑を終了いたします。 

 次に、議案第８号令和３年度上富良野町水道事業

会計予算を議題といたします。 

 提案者より、補足説明があれば発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） なければ、これより、歳

入歳出を一括して、２５ページから２６ページ及び

４４６ページから４６４ページまでの予算全般の質

疑に入ります。 

 ここで、先だって一般会計において今村委員より

質疑があった件につきまして、答弁を用意していた

だいているそうなので、答弁、よろしくお願い申し

上げます。 

 上下水道班主幹、答弁。 

○上下水道班主幹（甲斐幹彦君） １０番今村委員

の御質問にお答えさせていただきます。 

 今、上富良野町内におきまして、水道管というも

のは約１１９.７キロメートルございます。そのう

ち、令和２年度において老朽管の管路は約２７.５

２キロメートルございます。そのうち更新が終わっ

たのが約９.８４キロでございます。率に換算しま

すと３５.８％の更新が終わっております。これが

令和２年度まででございます。令和３年度、今回、

予算計上させていただいておりますが、これらにつ

きまして御説明申し上げますと、今年度の予定につ

きましては８１７メーターの老朽管の更新を行いま

す。老朽管の延長は０.８７を引きますので、約２

６.７キロメートルというものが残ります。更新延

長に換算しますと、８１７メーターが足されますの

で、１０.６５キロメートルが更新されたという形

になります。率に換算しますと３９.９％の更新が

令和３年度が終わると更新されたという形になりま

す。今後につきましても、同等の予算になるかどう

か分かりませんが、その状況を勘案しながら更新は

続けていきたいと考えておりますので、よろしくお

願いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） １０番今村委員。 

○１０番（今村辰義君） 細かい数字、ありがとう

ございます。 

 私が心配していたのは、老朽管、あるいは漏水管

の更新だとか直していくのに、充当している予算が

足りなくて、とてもじゃないが追いつかないのかな

という考えを持っていたわけです。今の話をお伺い

すると、計画的に今後もやっていけるというふうに

判断してよろしいですか。 

○委員長（岡本康裕君） 上下水道班主幹、答弁。 

○上下水道班主幹（甲斐幹彦君） １０番今村委員

の御質問にお答えさせていただきます。 

 まちのほうとしては、微力でございますが、皆様

の心配していただいている漏水に関して、少しずつ

でも更新をして今後も臨んでいきたいということで

考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。 

 ほか、ございますでしょうか。 

 ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） この水道管の工事に関わっ

て、これを見ましたら、国の地方債は確保するとい

う形になっているのですけれども、こういう事業と

いうのは、国、道の補助金等というのは該当になら

ないものなのでしょうか。そこは非常に重要だと思

うのですけれども、お伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 上下水道班主幹、答弁。 

○上下水道班主幹（甲斐幹彦君） ７番米沢委員の

御質問にお答えさせていただきます。 

 国のほうの補助など、いろいろ探しております

が、現状の管の更新については、国のほうの補助対

象には現在ならないということでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） なかなかそうしますと思う

ような計画というのが、素早くというか、早く改修

ができない要因の一つにもなっているのかなという

ふうに思うのですが、この点、いかがでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 上下水道班主幹、答弁。 

○上下水道班主幹（甲斐幹彦君） ７番米沢委員の

御質問にお答えさせていただきます。 

 まさにそのとおりで、なかなか思うように財源の

確保できない分においては、更新、その延長につい

て確保ができないということでございます。です

が、限られた財源の中で我々も鋭意努力し、状況を

改善するべく進めておりますので、御理解、よろし

くお願いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） 非常に努力されているとい

うことは外から見ていてもよく分かります。ぜひ今

後も厳しい財政の中でもぜひ実施していただきたい

と思います。 

 それで、この実施計画の中では、４年度に日の出

の浄水場の装備、更新という形になっております

が、ここら辺は３年度は関係ないとはいえ、財政全

般で見ますと、どういう事業になるのか、確認した

いと思います。 

○委員長（岡本康裕君） 上下水道班主幹、答弁。 
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○上下水道班主幹（甲斐幹彦君） ７番米沢委員の

御質問にお答えさせていただきます。 

 実施計画に出ている令和４年度の日の出浄水場の

改築でございますが、それらにつきましては、日の

出浄水場の電気計装設備の更新という形で今のとこ

ろ考えております。補助にはなりませんので、起債

を、国からお借りしまして、それで財源を充当して

工事を進めたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、令和３年度におい

てございませんか。 

 ４番中瀬委員。 

○４番（中瀬 実君） ４６１ページの、こちらは

手数料のところの水質検査というのがありますけれ

ども、こちらが前年度から見ると３５万７,０００

円ほど増えておりますけれども、これらは水質検査

の中身、項目とか、そういったものが変わったので

こういうふうに金額が上がったのでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 上下水道班主査、答弁。 

○上下水道班主査（廣瀬欣司君） ４番中瀬委員の

御質問にお答えいたします。 

 水質検査につきましては、全項目という項目が増

えまして、それは３年に一度実施するものでありま

して、それが増えたということで、単価が上がって

おります。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ４番中瀬委員。 

○４番（中瀬 実君） ということは、３年に一

度、こういうふうに金額がたまにぽこんと上がると

いうことでいいのですね。 

○委員長（岡本康裕君） 上下水道班主査、答弁。 

○上下水道班主査（廣瀬欣司君） そのとおりでご

ざいます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。 

 ほか、ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） なければ、議案第８号令

和３年度上富良野町水道事業会計予算の質疑を終了

いたします。 

 ここで、説明員が交代しますので、少々お待ちく

ださい。 

（説明員交代） 

○委員長（岡本康裕君） 次に、議案第９号令和３

年度上富良野町病院事業会計予算を議題といたしま

す。 

 提案者より、補足説明があれば発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） なければ、これより、歳

入歳出を一括して、２７ページから２９ページ及び

４６７ページから４９２ページまでの予算全般の質

疑に入ります。 

 １番元井委員。 

○１番（元井晴奈君） ４７９ページ、何点か質問

があるのですけれども、順に聞きます。 

 消耗品費と消耗備品費の中で、営繕用が二つある

のですけれども、その営繕用の違いをお伺いいたし

ます。 

○委員長（岡本康裕君） 町立病院事務長、答弁。 

○町立病院事務長（北川徳幸君） ただいま１番元

井委員の御質問にお答えいたします。 

 節の部分で消耗品と消耗備品の違いということ

で、一応２万円という額の基準をもって消耗品、あ

るいは消耗備品という形で区分させていただいてお

ります。 

 以上でございます。 

○委員長（岡本康裕君） 元井委員、よろしいです

か。１番元井委員。 

○１番（元井晴奈君） その金額の違いによって、

同じ営繕でも金額で分けているということでよろし

かったですか。 

 もう１点、同じ４７９ページの材料費のところ

で、薬品費と診療材料費とあるのですが、こういっ

たのは患者数が減っていくと減少していくのかなと

思うのですけれども、今回、診療材料費は増額に

なっているのですけれども、このあたりはどういっ

た要因があったのでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 町立病院事務長、答弁。 

○町立病院事務長（北川徳幸君） １番元井委員の

御質問ですが、薬品費については、従来から説明し

ているとおり、高額医療が必要な患者さんが減った

ということで、ここについては年々減少している状

況でございます。一方、診療材料費につきまして

は、御案内のとおり、コロナウイルス蔓延のため

の、その部分についての感染予防対策用の経費が増

えたということで増額となっている状況でございま

す。 

 以上でございます。 

○委員長（岡本康裕君） １番元井委員。 

○１番（元井晴奈君） この診療材料費の中にコロ

ナの抗原検査キッドの費用とかも含まれているので

しょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 町立病院事務長、答弁。 

○町立病院事務長（北川徳幸君） 抗原キッドも含

まれてございます。 

○委員長（岡本康裕君） １番元井委員。 

○１番（元井晴奈君） それでは、４７７ページ

の、コロナの抗原検査に関してなのですけれども、

コロナの抗原検査が保険適用になったことに伴っ
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て、ＰＣＲ検査同様に国の公費負担で抗原検査も実

施できるようになっていると思うのですけれども、

発熱外来で行っている抗原検査の費用というのは、

この外来収益のところに入ってくるということで、

この増額部分になっているということでよろしいで

しょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 町立病院事務長、答弁。 

○町立病院事務長（北川徳幸君） ただいまの元井

委員の御質問のとおりでございます。 

○委員長（岡本康裕君） １番元井委員。 

○１番（元井晴奈君） それでは、コロナの抗原検

査なのですけれども、厚労省のほうでも改正されて

いて、今は入院患者のほか、介護医療院等の入所者

のクラスター予防の点で、新規の入院患者さんだと

か、新規の入所者の方の検査も公費で可能になって

きて、拡充されているのですけれども、そのあた

り、本町、収益のところを見ても増えていることは

なくて、今年度、本町は積極的にそういったところ

を行っていく予定なのか、ちょっとその辺、お伺い

いたします。 

○委員長（岡本康裕君） 町立病院事務長、答弁。 

○町立病院事務長（北川徳幸君） ただいま１番元

井委員の、コロナの抗原キッドの新規入院者及び新

規介護入所者の検査についてですけれども、これに

つきましては、院内でもいろいろ協議をしている経

過がございますが、基本的には、この抗原キッドに

ついては、無症者に対しては非常に偽陰性が多いと

いうことで、これについては、ひとつ抗原検査では

なかなか効果が出づらいなという部分がございま

す。それとあわせまして、先般の一般質問でもお答

えさせていただいたのですけれども、ちょっと報道

によって違いますけれども、コロナのワクチン接種

が随時今後進めていくということで、病院といたし

ましては、こちらのほうにちょっと軸足を置いて

やっていきたいというような考えでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。 

 １番元井委員。 

○１番（元井晴奈君） 分かりました。 

 次に、４８１ページ、研究・研修費についてなの

ですが、一般質問でもしたのですけれども、この研

修・研究、専門職員となると、交代要員がいないと

なかなかそういった学会や研修会に参加できないと

いうのが現状だと思うのですけれども、この点、

年々、実績として減少してきているなという感じを

受けているのですが、今、コロナ禍においては、こ

ういったのがｗｅｂでできるｗｅｂ学会やｗｅｂの

講演会、そういった形、研修会という形で、そう

いったのが増えてきていると思うのですが、そう

いった研修会に参加できるコンピュータ等は、医師

３名に対して３台あるのか、医療技術職１０名に対

して何台ぐらい、看護師が利用できる、オンライン

講習とかが受けられるようなコンピュータというの

は、今現在、どのぐらい台数用意されているので

しょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 町立病院事務長、答弁。 

○町立病院事務長（北川徳幸君） ただいま１番元

井委員の研究・研修費に対する御質問だと思います

が、ここについては、基本的に医師３名の分の研究

費ということで計上させていただいております。議

員御発言のとおり、このコロナ禍におきまして、な

かなか集まっての講習会等々はなかなか開催されな

いということで、ｗｅｂを中心に、その講習を随時

先生の御判断で受けていただくことになりますが、

その端末機械については、先生方３人とも備えてお

ります。あわせまして、医療技術者と看護師さんに

ついても、１人１台というわけではないのですが、

十分利用できるような台数は確保している状況でご

ざいます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますか。 

 ３番髙松委員。 

○３番（髙松克年君） ４７９ページと４７８ペー

ジに、ちょっと逆に言っているのかもしれないので

すけれども、かかるところで、給与費のことなので

すけれども、出張医による給与費については、昨年

度より３９０万円ぐらい少なくなっているのですけ

れども、ここでいう全体の給与費は８６６万５,０

００円というようなことで、大きく上がっているの

ですけれども、この要因について教えてほしいので

すけれども。 

○委員長（岡本康裕君） 町立病院事務長、答弁。 

○町立病院事務長（北川徳幸君） ３番髙松委員の

御質問にお答えいたします。 

 まず、報酬の中の出張医、主に医大等々の先生の

出張医なのですが、これについては、昨年度より若

干減っているような状況でございます。主な内容と

いたしましては、この４月から、実は血液使用で来

ていただいている先生が、大学のほうが退職という

ことで、今まで週１回来ていただいていたのですけ

れども、月１回という形で、この分が大きな要因と

なっております。 

 一方、人件費につきましては、人事院勧告等々も

ありまして、その部分で、職員５０名以上いますの

で、その積み上げがこのような人件費のアップに

なったということでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。 
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 ほか、ございますでしょうか。 

 １１番小林委員。 

○１１番（小林啓太君） 主に４７９ページあたり

の経費のかかる部分になるかと思うのですが、昨年

度の主に夏の期間中、病院内で働かれている方等か

ら、病院内がかなり暑くて、さらにマスク対応だっ

たりもして、かなり労働環境的に暑さがきついとい

うような話を聞いたことがあるのですが、３年度に

関しては、そのような熱中症対策のようなことは何

かお考えか、お伺いします。 

○委員長（岡本康裕君） 町立病院事務長、答弁。 

○町立病院事務長（北川徳幸君） ただいま１１番

小林委員の、職員の環境改善についての御質問だと

思います。確かに昨年度に限らず、夏場は暑い環境

で仕事をしていただいている状況でございます。そ

の中で、空調とか整備すれば職員の職務環境改善に

もつながるのですけれども、なかなか令和７年度を

迎えて、設備投資としては、この段階では新たな設

備投資については検討しなければならない項目だな

と思ってございます。その中で、例えば入浴介助

等々になると、かなり夏場になりますと、環境とい

うか、すごく暑いような環境でしていただいている

状況でございますので、それについては、ローテー

ションというのですか、複数名でやっていただくと

か、あわせて、去年ですか、休憩室についても、こ

こについてはエアコンを１台つけさせていただいた

ような状況でございます。いずれにいたしても、

ちょっと建てかえが控えている中、考えられる範囲

で職員の勤務環境改善には努めていきいと思います

ので、御理解いただきたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） １１番小林委員。 

○１１番（小林啓太君） 建てかえで大きなまた設

備投資等があるから、確かに今の時期は難しいのか

なとは思っておったのですが、ちょっと素人考えで

申し訳ないですが、エアコンなり何なりを、今回、

今の病院に入れたものは、その後の新病院で再利用

だったりとか、また、ほかの設備で使わなくなった

ものを利用するというような、そういう対応もでき

ないのかなというのはちょっとお伺いしてみたいと

思います。 

○委員長（岡本康裕君） 町立病院事務長、答弁。 

○町立病院事務長（北川徳幸君） １１番小林委員

のただいまの御質問ですが、空調、エアコンの個別

の機械をほかのところで使えないかというような御

質問ですが、まだここら辺については、今年、基本

設計を発注しますので、どのような空調体制にする

かというのは今後検討していきたいと思います。た

だ、現状では、単発のエアコンをほかのところで使

えるといったら、限られた部分なのかなというふう

には思っていますけれども、いずれにしても、本年

度の基本設計で、ちょっとそこら辺についても検討

していきたいと考えております。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますでしょ

うか。 

 ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） 今回のコロナ接種関係で、

委託を受けると思うのですが、この委託事業費とい

うのはどこに入っているのでしょうか。入っていな

いのかな、よく分からないのですが。 

○委員長（岡本康裕君） 町立病院事務長、答弁。 

○町立病院事務長（北川徳幸君） ７番米沢委員の

コロナ接種にかかる病院事業会計での委託接種費な

のですけれども、これについては、まだ接種時期

が、医療機関及び高齢者の接種機関が確定していな

いということで、新年度に対して補正予算で対応し

ていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） 午前中ですか、休診して対

応するということになると思うのですが、そういう

場合の医療収入の減収部分というのはどういうふう

になるのでしょう。 

○委員長（岡本康裕君） 町立病院事務長、答弁。 

○町立病院事務長（北川徳幸君） ７番米沢委員の

コロナワクチン接種にかかる外来診療体制について

ですが、今現在では、まだ具体的にどれだけワクチ

ンが供給されるのかも決まっていないですので、外

来業務を休診するかどうかというのは正式には決

まってございません。ただ、一定程度の期間で接種

するのだったら、休診というのも一つ視野に置かな

ければ、なかなかこなせないのかなというようなこ

とで考えてございます。その補塡費用なのですけれ

ども、基本的には国の制度としては補塡費用はござ

いません。ただ、それに見合うもろもろの経費につ

いては、一定程度上乗せしていただけるというよう

なことを聞いておりますので、そこら辺でちょっと

対応していきたいなと考えております。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） ４８７ページの病院の改築

基本設計及びという形になって、予算が計上されて

おります。今回はコンストラクションマネジメント

方式という形になっております。これは建設の事業

において、建設事業者が一括して設計から含めて対

応するというような中身なのかどうなのか、ちょっ

と分かりませんが、従来の入札随意契約だとか一般

競争入札だとかということがありますけれども、と

りあえずこのコンストラクションマネジメント方式

というのはどういう事業内容なのか、お伺いいたし
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ます。 

○委員長（岡本康裕君） 病院施設整備室長、答

弁。 

○病院施設整備室長（長岡圭一君） ７番米沢委員

の御質問にお答えします。 

 今のＣＭ方式の内容でございますけれども、まず

最初、今、我々が考えているのが、実施設計と施工

を一括発注するＤＢ方式というのですけれども、デ

ザインビルド方式、そちらのほうで契約するに当た

りまして、幾つか設計段階等での審査業務、そう

いったものを第三者に見てもらうという審査業務

等、それをコンストラクションマネージャーという

ことで、その方に見てもらう経費として委託を今考

えている状況であります。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） その一括してその事業者に

見てもらうという形の話なのかなというふうに思い

ます。そうしたら、設計、契約というか、随意契約

だと、そういう委託だとか、それはどういう形式に

なるのですか。一般的には、そういう業者に委託だ

とか設計、随意契約だとか一般競争だとかで入札し

て実施するという形なのですが。 

○委員長（岡本康裕君） 建設施設班主幹、答弁。 

○建設施設班主幹（髙松 徹君） ７番米沢委員

の、コンストラクションマネジメント方式の契約方

式にかかる御質問だと思いますけれども、こちら、

委託契約ですけれども、こちら、入札を行いまして

事業者を選定する予定で考えております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） 要するに、複数か何か分か

りませんけれども、入札を行うと。その上で、落札

した業者に委託すると、権利があるということです

ね。 

○委員長（岡本康裕君） 建設施設班主幹、答弁。 

○建設施設班主幹（髙松 徹君） ７番米沢委員の

御質問にお答えいたします。 

 入札して落札した業者に業務を担っていただくと

いうことでございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。 

 ほか、ございますでしょうか。 

 ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） その上で、設計だとか全部

発注で、これは例えばこの予算でいえば、実施設計

だとか出てきます。そういう場合は、さらにそう

いった入札方式をとるという形なのですね。 

○委員長（岡本康裕君） 町立病院事務長、答弁。 

○町立病院事務長（北川徳幸君） ただいま米沢委

員の御質問にお答えします。 

 基本的にはＣＭ方式の前段にデザインビルド方式

といいまして、実施設計と施工を一括して発注する

方式を採用したいというような考えでございます。

これについては、他の病院、他の公共施設でも、新

聞等々にも載っているのですけれども、主に入札時

の不落とか、事業費の高騰とか、工期期間の遅延と

か、そういう部分が各公共施設等で出ているような

状況でございます。これを回避するために、デザイ

ンビルド方式ということで、実施設計の段階から、

いわゆるゼネコン会社にお願いして工事を進めてい

ただくことによって、工期内に一定程度の事業費を

もってできるというようなことで今考えているとこ

ろでございます。それに向けまして、コントラクト

マネジメント方式という方式、この内容について

は、従来とは違いまして、そういうような方式をと

りますので、まず基本設計段階で、一括して工事を

発注するので、その部分について、ある程度正確な

事業費が必要だということで、施工と設計が一括な

ので、そのための審査業務、それについてはなかな

か限られたプロパー職員だったらちょっと難しいと

いうことで、これは専門の業者にお願いしようかな

と。あわせて、第三者の目で大きく見て適正な設

計、施工金額を設定させていただいて、それをもっ

てデザインビルド方式を発注したいなというような

考えから、現在のような方式を提案させていただい

ている状況でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） そうすると、あらかじめ基

本設計を受けたところが全て施工業者も決めてしま

うという形ですか。そういう形なのですね。 

○委員長（岡本康裕君） 町立病院事務長、答弁。 

○町立病院事務長（北川徳幸君） ただいまの質問

ですけれども、基本設計業者については別にありま

して、今まで基本的には基本計画、基本構想をつ

くっていただいた業者に基本設計をつくっていただ

くと。その基本設計業務について、ＣＭ方式を採用

いたしまして、それを審査していただいて、より正

確な事業費を出していただくというような内容でご

ざいます。 

 以上でございます。 

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。関連。 

 ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 関連で。私も設計のほうは

素人でよく分からないので、委員会が違うので教え

てほしいのですけれども、一般的にイメージする

と、建設するものは設計会社があって、施工会社が

あって、施工している間に管理を、いわゆる設計管
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理会社みたいなのが入ってきちっとやるかというの

が一般的な公共施設に限らず、そういった大きな建

物を建てるときは多いかなと理解しているのです。

今回のコンストラクションマネジメントというの

は、設計、施工、管理が一つの、一体の、例えばＡ

社ならＡ社というところがやるということで理解し

てよろしいのですか。 

○委員長（岡本康裕君） 建設施設班主幹、答弁。 

○建設施設班主幹（髙松 徹君） ５番金子委員の

御質問にお答えいたします。 

 まず、工事発注する、今回、デザインビルド方式

と言っている方式は、実施設計と工事を１本で発注

いたします。そのためには、まちとしては、どうい

う建物をつくってほしいかという要求水準書という

名前の仕様書、こういう建物をつくってほしいとい

う仕様書をまちはつくります。この要求水準書次第

ででき上がるものが、できが左右されますので、今

年進めます基本設計を委託した設計業者が通常どお

り設計を進めるのですが、この要求水準書に盛り込

むための情報といいますか設計内容、これが要求水

準書に盛り込んでいいぐらいのレベルまでできてい

るかどうかという部分をまた別の設計事務所なりに

発注するのが、今言われていますコンストラクショ

ンマネジメント方式の発注者支援業務を、基本設計

とは違う業者に発注いたします。この業者が基本設

計をしている業者の業務の内容を見て、要求水準書

に足りる設計内容になっているかを審査する、この

業務が発生するということでございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） ちょっと分かったようで分

からないようで、変な質問だったら直してほしいの

ですが、要は病院という非常に特殊な建物がゆえ、

基本設計で建てるものに盛り込む建物の専門性とい

うのは、やっぱりよりプロの人に、こういう機能が

必要ですよとか、こういうものがあったほうがより

便利な病院ができますよという助言をいただくため

の、そのシステムがこのＣＭ方式ということで、従

前の、行政が、ちょっと失礼な言い方だったら申し

訳ないですが、行政側がものすごく病院を建てる知

識だったりとか持っていたらば、何とかビルド方式

というほうでもよかったけれども、特異性のある建

物だからこのＣＭ方式がいい、そのほうがメリット

が出るということで理解してよろしいですか。 

○委員長（岡本康裕君） 町立病院事務長、答弁。 

○町立病院事務長（北川徳幸君） ただいま金子委

員の御質問ですけれども、まさにそのような内容で

ございます。病院については、これまでにない事業

規模もありまして、設備等々も含めまして非常に特

殊性がある病院であります。そのようなことから、

また、先ほども言ったように、専任のプロパーがう

ちのまちでいたらいいのですけれども、なかなかほ

かの業務もありまして、そういう病院に専任につい

てできるというようなこともできませんし、そのよ

うなことで、もう一つプロの立場からそういうよう

な業務を発注者側に立って支援をしていただくとい

うような業務がこのＣＭ方式という内容でございま

す。 

 以上でございます。 

○委員長（岡本康裕君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） ということは、このＣＭ方

式で入っていただけるマネジメント業務を行う会社

というのは、過去にも相当数、こういう病院のよう

なものを手掛けてきた業者ということで理解してよ

ろしいですか。 

○委員長（岡本康裕君） 町立病院事務長、答弁。 

○町立病院事務長（北川徳幸君） 金子委員の御質

問ですけれども、さきに建設班の主幹も答弁したの

ですけれども、基本的には入札業務で業者決定しよ

うと思うのですけれども、その中には、指名競争に

なると思うのですけれども、道内実績がこういうよ

うな発注支援業務をやったところを中心に指名し

て、契約を決定したいと考えております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほかにございますか。 

 関連。２番北條委員。 

○２番（北條隆男君） そうすれば、大手ゼネコン

というのはどこから出てくるのですか。大手ゼネコ

ンが設計するのですか。 

○委員長（岡本康裕君） 町立病院事務長、答弁。 

○町立病院事務長（北川徳幸君） 北條委員の御質

問にお答えします。 

 実施設計並びに施工については大手ゼネコンにお

願いするというような内容でございます。 

○委員長（岡本康裕君） ２番北條委員。 

○２番（北條隆男君） そうしたら、単純に今まで

設計した人が、本設計する人がその管理をするのだ

けれども、大手ゼネコンに任すから、それが今まで

いうコンサルタントみたいな人が入ってやるという

考え方なのですか。その人は大手ゼネコンを管理す

る立場ですか。 

○委員長（岡本康裕君） 建設施設班主幹、答弁。 

○建設施設班主幹（髙松 徹君） ２番北條委員の

御質問にお答えいたします。 

 今御説明しています発注者支援に出てくるコンス

トラクションマネジメント、コンストラクションマ

ネージャーは、あくまでも設計、施工一括で発注す

る前の段階の支援をいただく部分であります。実際
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に施工が始まってから、これまででいう工事管理の

業務は、今後また別途発注する予定でございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。 

 ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） そうしますと、こういった

一般的に建設になると、地元の業者というのは、先

の話になってしまうのですけれども、関連がありま

すので、入札というかジョイントか何かという形で

参加できるような形になるのかどうなのか、特殊性

ですから、なかなか難しい面もあるかもしれません

けれども、そこはどうなのですか。 

○委員長（岡本康裕君） 町立病院事務長、答弁。 

○町立病院事務長（北川徳幸君） ７番米沢委員

の、施工にかかるＪＶ等の地元業者の参加というよ

うな御質問だと思いますが、これにつきましては、

ただいまこういう大規模な事業ですので、うちのこ

ういうようなデザインビルド方式を採用したいとい

うことで、今、建設業協会を通じて、各委員さんに

情報を提供いたしまして、その中で、ちょっと今、

検討していただいているような内容でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（岡本康裕君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 今の話とは違うのですけれ

ども、先ほどのコンストラクションマネージャー

は、実際の施工に入る前の、一歩手前の段階で、こ

ういう病院をつくるときはこうやってやったほうが

いいですよということですよね。お聞きしたいの

は、ここに書いてある補足説明資料で見ると、発注

者はＣＭＲ、コンストラクションマネージャーの助

言等を踏まえて判断や決定を行うが、コンストラク

ションマネージャーの立場はあくまで発注者の補助

者であり、最終的な判断は発注者が責任を持って行

うということにあるように、こういう病院をつくっ

てくれというのは、当然、理事者、まち側が主権を

持つわけですよね。財源はこれしかありませんよ

と。この中で自分たちが望む病院というのはこうだ

という病院ということ、それにはこういうふうにし

たらいいですよとＣＭＲの人が教えてくれるという

ことでよろしいですか、まずは。 

○委員長（岡本康裕君） 町立病院事務長、答弁。 

○町立病院事務長（北川徳幸君） 金子委員の御質

問ですけれども、あくまでも病院の基本的な方針と

か、そういう部分は発注者側の権能でございますの

で、発注者側のそれを受けまして、発注者支援とい

うことで助言等をいただいて、要求水準書をつくる

というような段階までの状況でございます。あくま

でも発注者側の意向が一番でございます、当然なが

ら。 

○委員長（岡本康裕君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） その発注者側の意向という

のは、病床数が幾つですよと、今言った介護病床は

何床ですよと、診療科目は今のやつですよと、ここ

だけですか。あと、こういう病院をつくりたいとか

というところのどこまで理事者側というか発注者側

の意向というのはどこまで入るものか。 

○委員長（岡本康裕君） 町立病院事務長、答弁。 

○町立病院事務長（北川徳幸君） 金子委員の御質

問ですけれども、今言われたのは、さきにお示しし

た基本構想、基本計画の部分にとどまっていると思

うのですけれども、いざ基本設計に入りますと、各

医療スタッフ等、先生等の意見も聞きますので、基

本的にはうちの意見を最大限に提案いたしまして、

それについてどのような病院をつくるのが一番いい

かというのを、お互いに発注者と業者側で協議して

決めていくというような内容でございます。だから

細かい部分まで発注者側としてはお話しして、調整

していきたいというふうな考え方でございます。 

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。 

 １番元井委員。 

○１番（元井晴奈君） ４８７ページの、基本設計

の上にある什器備品のオンライン資格確認等システ

ム、これは何かマイナンバーか何かに関連したもの

なのか、どういったものなのでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 町立病院事務長、答弁。 

○町立病院事務長（北川徳幸君） 元井委員のオン

ラインの資格認証に関する御質問ですが、これにつ

いては、４月以降、病院の受付のほうにカードリー

ダーみたいなのをつくりまして、マイナンバーに

よって提示すると、そのシステムが通じまして、保

険証の資格認証ができるというような、あわせて顔

認証もあわせてできるというような内容でございま

す。 

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。 

 １番元井委員。 

○１番（元井晴奈君） その点は分かりました。こ

れに関連するかどうかは分からないのですけれど

も、什器の備品のシステムの備品に関連して、令和

７年度に新病院がスタートするときに、電子カルテ

やオーダリングシステムについては、そのときに導

入するのは医師等の負担増もあって導入は難しいと

いうことでしたけれども、やはり例えば紙のカルテ

を保管するスペースの有無とかも含めて、新たな運

用をスタートするには、新病院切りかえ時に、今の

時代のあり方とかを含めますと、そういったときに

導入というのが望ましいことかなと思うのですけれ

ども、いきなり紙のカルテから電子カルテというの

は、次の日からそうなりますよというふうにはなら
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ないので、なかなか紙ベースのものと切りかえ期

間、並行して行っていくという期間が最低１年ぐら

いは必要かなと考えているのですけれども、医師の

負担等も配慮すると、やはりそういったところは早

い時期から移行について検討して、少しずつ取り組

んでいくべきかなと思うのですけれども、このあた

りはどういった考えで令和３年度は考えていらっ

しゃるのか、お伺いします。 

○委員長（岡本康裕君） 病院施設整備室長、答

弁。 

○病院施設整備室長（長岡圭一君） １番元井委員

の御質問にお答えします。 

 電子カルテの導入についてでありますけれども、

今年度策定しました基本計画の中では、先ほど元井

委員が言われたとおり、医師等の負担がちょっと増

加するということで、導入はちょっと困難というよ

うなお答えになったわけでありますけれども、今

後、来年度につきましては、基本設計の段階で、ま

た再度そういったことも検討していかなければなら

ないと思いますので、今現在では導入はちょっと医

師等の負担増で困難と考えています。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） なければ、議案第９号令

和３年度上富良野町病院事業会計予算の質疑を終了

いたします。 

 以上で、本日の日程は全部終了しました。 

 本日は、これにて散会いたします。 

午前１１時５６分 散会  
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     令和３年３月１５日 
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令和３年上富良野町議会予算特別委員会会議録（第４号） 

 

令和３年３月１６日（火曜日） 午前９時００分開議  

─────────────────────────────────────────────── 

○委員会付託案件 

議案第 １号 令和３年度上富良野町一般会計予算 

議案第３１号 上富良野町財政調整基金の一部支消について 

議案第３２号 上富良野町公共施設整備基金の一部支消について 

議案第３３号 十勝岳と共生するまちづくり応援基金の一部支消について 

議案第 ２号 令和３年度上富良野町国民健康保険特別会計予算 

議案第 ３号 令和３年度上富良野町後期高齢者医療特別会計予算 

議案第 ４号 令和３年度上富良野町介護保険特別会計予算 

議案第 ５号 令和３年度上富良野町ラベンダーハイツ事業特別会計予算 

議案第 ６号 令和３年度上富良野町簡易水道事業特別会計予算 

議案第 ７号 令和３年度上富良野町公共下水道事業特別会計予算 

議案第 ８号 令和３年度上富良野町水道事業会計予算 

議案第 ９号 令和３年度上富良野町病院事業会計予算 

─────────────────────────────────────────────── 

○出席議員（１３名） 

   委 員 長       岡 本 康 裕 君   副 委 員 長       中 瀬   実 君 

   委 員       元 井 晴 奈 君   委 員       北 條 隆 男 君 

   委 員       髙 松 克 年 君   委 員       金 子 益 三 君 

   委 員       中 澤 良 隆 君   委 員       米 沢 義 英 君 

   委 員       荒 生 博 一 君   委 員       佐 藤 大 輔 君 

   委 員       今 村 辰 義 君   委 員       小 林 啓 太 君 

   委 員       小田島 久 尚 君    

   （議長 村上和子君 （オブザーバー）     ） 

─────────────────────────────────────────────── 

○欠席委員（０名） 

─────────────────────────────────────────────── 

○地方自治法第１２１条による説明員の職氏名 

 町 長         斉 藤   繁 君     副 町 長         石 田 昭 彦 君 

 教 育 長         服 部 久 和 君     会 計 管 理 者         及 川 光 一 君 

 総 務 課 長         宮 下 正 美 君     企画商工観光課長         佐 藤 雅 喜 君 

 町民生活課長         星 野 耕 司 君     保健福祉課長         鈴 木 真 弓 君 

 農業振興課長         大 谷 隆 樹 君     建設水道課長         狩 野 寿 志 君 

 農業委員会事務局長  大 谷 隆 樹 君     教育振興課長         林   敬 永 君 

 ラベンダーハイツ所長         谷 口 裕 二 君     町立病院事務長  北 川 徳 幸 君 

 関係する主幹・担当職員 

─────────────────────────────────────────────── 

○議会事務局出席職員 

 局 長         深 山   悟 君     次 長         飯 村 明 史 君 

 主 事         真 鍋 莉 奈 君 
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午前 ９時００分 開議  

（出席委員 １３名） 

─────────────────── 

○委員長（岡本康裕君） 御出席まことに御苦労に

存じます。 

 ただいまの出席委員は１３名であり、定足数に達

しております。 

 これより、令和３年上富良野町議会予算特別委員

会第４日目を開会いたします。 

 直ちに、本日の会議を開きます。 

 本日の審査日程について、事務局長から説明いた

させます。 

 事務局長。 

○事務局長（深山 悟君） 本日の審査日程につき

ましては、さきにお配りいたしました日程のとおり

進めてまいりますので御了承願います。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ここで、理事者及び説明

員は退席願います。 

 これより、令和３年度上富良野町各会計予算及び

基金の一部支消３件についての令和３年上富良野町

議会予算特別委員会審査意見書（案）を事務局長に

朗読させます。 

 事務局長。 

○事務局長（深山 悟君） 私のほうから、昨日審

査しました審査意見書（案）につきまして、朗読を

もって説明申し上げます。 

 お手元に配付の案の文書を御覧ください。 

 令和３年度上富良野町議会予算特別委員会審査意

見書、今段階では（案）でございます。 

 一般会計。 

 １、地域活性化企業人について。 

 主たる事業はもとより、横断的かつ積極的な活用

をもって町の魅力向上、職員の資質向上に努められ

たい。 

 ２、泥流地帯映画化について。 

 観光振興誘客促進促進の観点から、ＣＧ製作やロ

ケ地、セットの条件整備を有効に活用されたい。 

 ３、予約型乗合タクシー事業について。 

 利用者ニーズを把握し、利便性の向上に努められ

たい。 

 ４、観光振興について。 

 新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、新し

いイベントのあり方など各関係機関と十分協議の

上、観光振興に努められたい。 

 ５、町道維持管理について。 

 町道の維持管理、除排雪に努めるとともに、特に

冬期間の住民の安全性の確保に努められたい。 

 次に病院事業会計でございます。 

 １、町立病院整備について。 

 病院改築整備基本設計及び発注者支援業務等につ

いて、発注者の意向が十分に反映されるよう努めら

れたい。 

 以上でございます。 

○委員長（岡本康裕君） ただいま朗読しました令

和３年上富良野町議会予算特別委員会審査意見書

（案）について、これで決定することに御異議あり

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） 御異議なしと認めます。 

 ここで、正副委員長による町長への審査意見書の

提出のため、暫時休憩いたします。 

 なお、再開は９時３０分といたします。 

─────────────── 

午前 ９時０４分 休憩 

午前 ９時３０分 再開 

─────────────── 

○委員長（岡本康裕君） 休憩前に引き続き、会議

を再開いたします。 

 理事者より所信表明の申し出がありますので、発

言を許します。 

 町長、斉藤繁君。 

○町長（斉藤繁君） 委員長より許可をいただきま

して、所信を表明させていただきます。 

 このたびの令和３年度予算審議に当たりまして皆

様方には４日間という長期間にわたり御審議賜り、

大変感謝申し上げます。 

 先ほど正副委員長より新年度予算に対し、審査意

見書をいただいたところであります。 

 それぞれの御意見につきましては、人口減少、少

子高齢化に対応し、住民の皆様が安心して暮らせる

まちづくり、産業を活性化した活力あるまちづくり

など、来る時代にしっかりと応えてほしいという貴

重な御意見で、理事者である私と共通の思いが込め

られていると、そのようの受け止めております。 

 皆様からいただきました御意見を町政運営の中で

しっかりと生かし、さらに町民一人ひとりの声にも

耳を傾けながら町政運営を図ってまいる所存であり

ます。 

 今後ともまちづくりに関しましては、皆様方と連

携を密にし、十分審議を図り、活力あるまちづく

り、魅力あるまちづくり、持続可能なまちづくりの

実現に邁進することを申し上げ、所信表明とさせて

いただきます。 

 長期間にわたる御審議、誠にありがとうございま

す。 

○委員長（岡本康裕君） これより、議案ごとに討

論を行い、採決します。 
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 これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） 御異議なしと認めます。 

 よって議案ごとに討論を行い、起立により採決を

行います。 

 これより、議案第１号令和３年度上富良野町一般

会計予算の討論に入ります。 

 最初に、本件に対する反対討論の発言を許しま

す。 

 ７番、米沢委員。 

○７番（米沢義英君） 私は、一般会計に反対の立

場から討論いたします。 

 今コロナ禍の中で、住民の福祉と暮らしを守るこ

とが日々求められている状況にあります。 

 今、住民の可処分所得が減り、医療や介護、消費

税などの税への負担が増える現状にあります。 

 令和３年度の予算においては、全般的には住民の

暮らしを守るためにその予算の確保に努力されてい

るものと感じます。 

 しかし、また暮らしを維持するための交付税の確

保ではどうなっているか、国の減額交付税の減額要

素の中で、国は財政措置が交付税の確保については

減額部分は国において一定程度財政措置がされると

いう状況にあります。 

 また、今年度から第８期介護保険料の見直しがあ

るという状況が出てきております。 

 こういう状況の中で、介護保険料を引き下げるた

めの財源として、財政調整基金や一般会計などから

の繰入によって十分引き下げる財源が確保できると

考えております。 

 しかし、町においては一般会計からの繰り入れは

行わないという状況にあり、多くの介護保険料の負

担が利用者に重く負担がのしかかるという状況にな

るのではないでしょうか。 

 確かに財政措置で軽減されておりますが、いま一

度見直しが必要ではないでしょうか。 

 さらに、今年度の令和３年度の予算を見ますと、

比較的総花的な予算ではなかったでしょうか。移

住・定住にしてもその方向性具体的な方向性が見え

ません。 

 また、魅力づくりの関係では、ロケツーリズムと

いう点では、観光に寄与する部分があるかと思いま

す。 

 また、それと同時に地域活性化企業人の制度を利

用して民間活力を利用する、また、職員の資質向上

を同時に高めるという内容でありますが、果たして

これが職員の資質向上に繋がるかどうなのかという

点でも疑問を投げかけなければなりません。 

 これらのことを述べまして、コロナ禍の中で日常

の生活が制約されている今こそ住民や事業者にさら

なる継続的な支援を求めて反対討論といたします。 

○委員長（岡本康裕君） 次に、本件に対する賛成

討論の発言を許します。 

 ４番、中瀬委員。 

○４番（中瀬 実君） 私は、一般会計予算に対す

る賛成の立場から討論いたします。 

 令和３年の国の一般会計予算の規模はポストコロ

ナの新しい社会の実現を目指し、中・長期的な成長

力強化の取り組みを推進することとし、いわゆる１

５か月予算の考え方により、令和２年度第３次補正

予算と一体化して編成され、一般会計総額１０６兆

６,０９７億円と９９年連続で過去最大を更新する

規模で閣議決定されたところであります。 

 本町においても、新型コロナウイルス感染症の影

響により、個人町民税の営業所得者分で減収が見込

まれる中、さらには令和３年度の評価替えによる固

定資産税の税の減収、たばこ税の減収など町税全体

として前年比１,６４５万円の減が見込まれ、さら

に地方譲与税、地方消費税交付金等の一般財源が歳

入の減少が大きくなっております。 

 そのような中において人口減少、少子高齢化を見

据え令和３年度予算について老朽化したインフラの

長寿命化対策費用、公共施設の改築、行政課題に配

慮した予算編成、令和７年度竣工を目指し、上富良

野町町立病院の建て替えに向けた改築整備に対する

予算、将来町を担ってもらう子供達への子育てに対

する支援の予算、町の基幹産業、農業、商業観光、

自衛隊への予算が一定程度限られた予算の中で各種

個別計画に基づき配慮がなされております。 

 また、定住促進に向けてホームページの更新費

用、ジオパークの認定に向けての予算、泥流地帯の

映画化事業等々、第６次総合計画の具現化に向け財

政的には厳しい中、活力あるまちづくり、魅力ある

まちづくり、持続可能なまちづくりに向けた予算編

成の苦労の跡が見られます。 

 斉藤新町長の新たなまちづくりのスタートの年に

なることを願い賛成討論といたします。 

○委員長（岡本康裕君） 次に、本件に対する反対

討論の発言を許します 

 ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） ないようですので、これ

をもって討論を終了します。 

 これより、議案第１号令和３年度上富良野町一般

会計予算を採決します。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方の

起立を求めます。 

（賛成者起立） 
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○委員長（岡本康裕君） 起立多数であります。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案３１号上富良野町財政調整基金の一部

支消についての討論に入ります。 

 本件に対する反対討論の発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） ないようですので、これ

をもって討論を終了します。 

 これより、議案第３１号上富良野町財政調整基金

の一部支消についてを採決します。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方の

起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○委員長（岡本康裕君） 起立多数であります。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第３２号上富良野町公共施設整備基金

の一部支消についての討論に入ります。 

 本件に対する反対討論の発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） ないようですので、これ

をもって討論を終了します。 

 これより、議案第３２号上富良野町公共施設整備

基金の一部支消についてを採決します。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方の

起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○委員長（岡本康裕君） 起立多数であります。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第３３号十勝岳と共生するまちづくり

応援基金の一部支消についての討論に入ります。 

 本件に対する反対討論の発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） ないようですので、これ

をもって討論を終了します。 

 これより、議案第３３号十勝岳と共生するまちづ

くり応援基金の一部支消についてを採決します。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方の

起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○委員長（岡本康裕君） 起立多数であります。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案２号令和３年度上富良野町国民健康保

険特別会計予算の討論に入ります。 

 本件に対する反対討論の発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） ないようですので、これ

をもって討論を終了します。 

 これより、議案２号令和３年度上富良野町国民健

康保険特別会計予算を採決します。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方の

起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○委員長（岡本康裕君） 起立多数であります。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第３号令和３年度上富良野町後期高齢

者医療特別会計予算の討論に入ります。 

 本件に対する反対討論の発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） ないようですので、これ

をもって討論を終了します。 

 これより、議案第３号令和３年度上富良野町後期

高齢者医療特別会計予算を採決します。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方の

起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○委員長（岡本康裕君） 起立多数であります。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第４号令和３年度上富良野町介護保険

特別会計予算の討論に入ります。 

 本件に対する反対討論の発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） ないようですので、これ

をもって討論を終了します。 

 これより、議案第４号令和３年度上富良野町介護

保険特別会計予算を採決します。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方の

起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○委員長（岡本康裕君） 起立多数であります。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第５号令和３年度上富良野町ラベン

ダーハイツ事業特別会計予算討論に入ります。 

 本件に対する反対討論の発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） ないようですので、これ

をもって討論を終了します。 

 これより、議案第５号令和３年度上富良野町ラベ

ンダーハイツ事業特別会計予算を採決します。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方の

起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○委員長（岡本康裕君） 起立多数であります。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第６号令和３年度上富良野町簡易水道

事業特別会計予算の討論に入ります。 

 本件に対する反対討論の発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） ないようですので、これ
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をもって討論を終了します。 

 これより、議案第６号令和３年度上富良野町簡易

水道事業特別会計予算を採決します。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方の

起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○委員長（岡本康裕君） 起立多数であります。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第７号令和３年度上富良野町公共下水

道事業特別会計予算の討論に入ります。 

 本件に対する反対討論の発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） ないようですので、これ

をもって討論を終了します。 

 これより、議案第７号令和３年度上富良野町公共

下水道事業特別会計予算を採決します。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方の

起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○委員長（岡本康裕君） 起立多数であります。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第８号令和３年度上富良野町水道事業

会計予算の討論に入ります。 

 本件に対する反対討論の発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） ないようですので、これ

をもって討論を終了します。 

 これより、議案第８号令和３年度上富良野町水道

事業会計予算を採決します。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方の

起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○委員長（岡本康裕君） 起立多数であります。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第９号令和３年度上富良野町病院事業

会計予算の討論に入ります。 

 本件に対する反対討論の発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） ないようですので、これ

をもって討論を終了します。 

 これより、議案第９号令和３年度上富良野町病院

事業会計予算を採決します。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方の

起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○委員長（岡本康裕君） 起立多数であります。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

 お諮りいたします。 

 本委員会の予算審査報告書の内容については、委

員長及び副委員長に御一任願いたいと思います。 

 これに御異議ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本委員会の予算審査報告書の内容につい

ては、委員長及び副委員長に一任されました。 

 以上をもって、本委員会に付託されました案件の

審議は、全部終了しました。 

 予算特別委員会の終わりに当たりまして、一言御

礼を申し上げます。 

 ４日間にわたる委員会、本当にお疲れさまでござ

いました。 

 ４日間という期間で多くの予算の審議に当たられ

た各委員の御苦労に感謝申し上げますとともに、町

長をはじめ、執行機関の皆様にあっては、より一層

住民の立場に立った行政の執行に当たっていただき

たいと、そのように考えております。 

 また、我々議員もこれを機に町民の代表として、

より良い上富良野町を築いていけるよう、町民に寄

り添い、意見に耳を傾けるよう努力してまいりたい

と考えております。 

 不慣れなところもあり、各委員や町長をはじめ、

職員の皆様に御迷惑をおかけしましたことをおわび

申し上げて、閉会の御挨拶といたします。ありがと

うございました。 

 これをもって、令和３年上富良野町議会予算特別

委員会を閉会します。 

 今後の日程について、事務局長より報告させま

す。 

 事務局長。 

○事務局長（深山 悟君） 御報告申し上げます。 

 明日、３月１７日は、令和３年第１回上富良野町

議会定例会の５日目でございます。 

 開会は、午前９時でございます。 

 定刻までに御参集くださいますようお願い申し上

げます。 

 以上です。 

 

午前 ０９時５１分 閉会  
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   上記会議の経過は、議会事務局の調製したものであるが、その内容の 

 

  正確なることを証するため、ここに署名する。 

 

 

     令和３年３月１６日 

 

 

予算特別委員長    岡 本 康 裕 
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